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税務訴訟資料 第２６１号－１２４（順号１１７１４） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号外 所得税更正処分取消等請求控訴事件外２６件 

国側当事者・国（目黒税務署長、目黒税務署長事務承継者世田谷税務署長、渋谷税務署長、日野税務

署長、麻布税務署長事務承継者京橋税務署長、北税務署長事務承継者目黒税務署長、荻窪税務署長、

玉川税務署長、世田谷税務署長、麻布税務署長） 

平成２３年７月１９日一部認容・控訴 

 

判 決 

 当事者の表示 

 別紙２当事者目録記載のとおり 

 

主 文 

１ 別紙３取消処分目録記載の各処分部分をいずれも取り消す。 

２ 原告甲、原告乙、原告丙、原告丁、原告戊、原告Ａ及び原告Ｂのその余の請求をいずれも棄却す

る。 

３ 訴訟費用は、① 原告Ａと被告との間においては、原告Ａに生じた費用の５分の１を被告の、そ

の余は各自の負担とし、② その余の原告らと被告との間においては、全部被告の負担とする。 

 

事実及び理由 

 本判決中の表記等については、別紙４（凡例）によるものとする。 

第１ 請求 

別紙５請求目録記載のとおり 

第２ 事案の概要 

 ① 原告らは、それぞれ外国信託銀行である本件各受託銀行との間で本件各受託銀行を受託者と

する本件各信託契約を締結したところ、② 本件各受託銀行は、自らがリミテッド・パートナー（Ｌ

Ｐ）となり、本件各ジェネラル・パートナー（ＧＰ）等との間で、州ＬＰＳ法（米国デラウェア州

改正統一リミテッド・パートナーシップ法）に準拠して本件各リミテッド・パートナーシップ（Ｌ

ＰＳ）を組成する旨の本件各ＬＰＳ契約を締結するとともに、本件各ＬＰＳに対し、本件各信託契

約に基づいて拠出された原告らの現金資産を出資し、③ 本件各ＬＰＳにおいて、米国所在の中古

集合住宅である本件各建物の購入・賃貸等の管理運営を内容とする海外不動産投資事業を行った。 

 本件は、原告らが、本件各建物の貸付けに係る所得が所得税法２６条１項所定の不動産所得に当

たり、その賃貸料等を収入金額とし、減価償却費等を必要経費として、不動産所得の金額を計算す

ると損失の金額が生ずると主張して、㋐ その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申

告書若しくは修正申告書を提出し、又は㋑ 当該損益通算をせずに確定申告書若しくは修正申告書

を提出した後、上記損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ、処分行政庁から、

本件各建物の貸付けに係る所得が不動産所得に該当しないとして、㋐ 所得税の各更正処分（本件

各更正処分）及び各過少申告加算税賦課決定処分（本件各賦課決定処分）又は㋑ 各更正の請求に

対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分（本件各通知処分）等を受けたことから、これらの

処分がいずれも違法であるとして、それらの取消しを求めている事案である。 



2 

１ 関係法令の定め 

 別紙６（関係法令の定め）のとおり 

２ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認め

られる事実） 

(1) パートナーシップに係る統一法及びデラウェア州の制定法 

ア 米国のⓆ（Ⓠ）は、米国各州から選任された法律家により構成される専門家団体であり、

米国に多数ある州の州法につき必要に応じて統一を図ることを目的として、統一法（ユニフ

ォーム・アクト）の提案を行っている。 

 これに対し、米国各州は、Ⓠが提案した各統一法につき、採択の適否を検討し、その一部

につき必要に応じて修正を加えるなどして、制定法を制定している。 

イ ＧＰＳ（ジェネラル・パートナーシップ）について 

(ア) Ⓠは、① １９１４年、ＧＰＳ（ジェネラル・パートナーシップ）に関して、１９１

４年統一ＧＰＳ法（Uniform Partnership Act）を提案し、その後、② １９９４年、こ

れを改訂した１９９４年改訂統一ＧＰＳ法（The Revised Uniform Partnership Act）を

提案した。 

(イ) これに対し、デラウェア州は、① １９４７年、１９１４年統一ＧＰＳ法を基礎とし

て一定の修正を施し、１９９９年改正前の州ＧＰＳ法（Delaware Uniform Partnership L

aw）を制定し、その後、② １９９９年、これを改正するため、１９９４年改訂統一ＧＰ

Ｓ法を基礎として一定の修正を施し、州ＧＰＳ法（Delaware Revised Uniform Partnersh

ip Act）を制定した（１９９９年７月１２日施行）。 

ウ ＬＰＳ（リミテッド・パートナーシップ）について 

(ア) Ⓠは、① １９１６年、ＬＰＳ（リミテッド・パートナーシップ）に関して、１９１

６年統一ＬＰＳ法（Uniform Limited Partnership Act）を提案し、その後、② １９７

６年、これを改訂した１９７６年改訂統一ＬＰＳ法（The Revised Uniform Limited Part

nership Act）を提案し、１９８５年、１９７６年改訂統一ＬＰＳ法の改訂を行い（この

改訂後の統一法が１９８５年改訂統一ＬＰＳ法である。）、さらに、２００１年、その改訂

を行った（この改訂後の統一法が２００１年改訂統一ＬＰＳ法である。）。 

(イ) デラウェア州は、１９８３年、１９７６年改訂統一ＬＰＳ法を基礎として一定の修正

を施し、州ＬＰＳ法（Delaware Revised Uniform Limited Partnership Act）を制定し、

その後、これについて複数回の改正を行った。 

(2) 原告らが行った取引の概要等 

 なお、原告らが行った取引の関係者は、別紙４（凡例）の第１の３に掲げたとおりである。 

ア Ｃ証券による海外不動産投資事業の企画 

 Ｃ証券（Ｃ証券）は、要旨下記内容の海外不動産投資事業を企画し、平成１２年１１月以

後、原告らに対し、その内容を説明した「Ⓡ」（乙１４）、「Ⓢ」（乙１５）及び「Ⓣ」（乙１

６）を配布するなどして、当該海外不動産投資事業への参加を勧誘した。 

記 

 この事業に参加する投資家は、外国信託銀行との間で当該銀行を受託者とする信託契約を

締結し、当該銀行において、第三者と共に、州ＬＰＳ法に準拠し、第三者をジェネラル・パ

ートナー、当該銀行をリミテッド・パートナーとするリミテッド・パートナーシップ（ＬＰ
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Ｓ）を組成し、当該ＬＰＳにおいて、米国所在の中古集合住宅である本件建物(C)（通称Ｅ。

Ｅ）又は本件建物(P)（通称Ｆ。Ｆ）を購入して第三者に賃貸するなどの管理運営を行い、

その収益の分配を当該銀行を通じて受ける。 

イ 本件建物(C)に係る各契約の締結等 

 なお、本件建物(C)に係る各契約の当事者、内容等を図式化すると、別紙７－１のとおり

である。 

(ア) 原告Ｇらは、Ｃ証券との間で、Ｃ証券を海外不動産投資に関するファイナンシャル・

アドバイザーとするファイナンシャル・アドバイザリー契約（別紙７－１の契約①。乙１）

を締結するとともに、Ｃ証券に対し、本件建物(C)を対象とし、投資金額を１口２０万ド

ルとする上記アの海外不動産投資事業への参加を申し込んだ。 

(イ) 原告Ｇらは、上記海外不動産投資事業に投資するため、Ｈ銀行（Ｈ銀行）との間で、

要旨下記内容の本件基本信託契約（Ｃ－１）（別紙７－１の契約②。乙３）を締結し、こ

れに基づいてＨ銀行に開設された口座に現金資産を拠出した。 

記 

① 原告Ｇらを委託者兼受益者とし、Ｈ銀行を受託者とする。 

② Ｈ銀行は、受託者として、デラウェア州法に基づいて組成されたリミテッド・ライア

ビリティ・カンパニー（ＬＬＣ）との間で、当該ＬＬＣをジェネラル・パートナーとし、

Ｈ銀行をリミテッド・パートナーとするリミテッド・パートナーシップ契約（ＬＰＳ契

約）を締結して、リミテッド・パートナーシップ（ＬＰＳ）を組成した上、当該ＬＰＳ

において、本件建物(C)の取得、管理、売却等を行う。 

③ 投資家（委託者兼受益者）である原告Ｇらは、本件建物(C)の取得、管理等のため、

Ｈ銀行が開設した口座に現金資産を拠出する。 

④ Ｈ銀行は、受託者として、当該ＬＰＳからパートナーシップ持分の発行を受けるのと

引換えに当該現金資産を当該ＬＰＳに拠出するとともに、パートナーシップ持分及びこ

れから発生する全ての所得につき、投資家である原告Ｇらのために受託者としての資格

において信託財産として保有する。 

(ウ) Ｈ銀行は、本件基本信託契約（Ｃ－１）に従い、デラウェア州法に基づいて組成され

たＬＬＣである本件ＧＰ(C)（Ⓤ）及びＪ（Ｊ）との間で、２０００年（平成１２年）１

２月１９日、要旨下記内容の本件ＬＰＳ契約(C)（別紙７－１の契約③。乙４）を締結し、

本件ＬＰＳ(C)（Ⓥ）に対し、上記(イ)の現金資産の一部を出資した。 

記 

① 州ＬＰＳ法に基づき、リミテッド・パートナーシップとして、本件ＬＰＳ(C)を組成

する（form）。 

② 本件ＧＰ(C)をジェネラル・パートナーとし、Ｈ銀行及びＪをリミテッド・パートナ

ーとする。 

③ 本件建物(C)の購入、取得、開発、保有、賃貸、管理、売却その他の処分（本件建物(C)

の敷地である本件土地(C)の賃貸借等を含む。）のみを目的とする。 

(エ) 本件建物(C)の購入等 

ａ 本件ＬＰＳ(C)は、Ｋ（Ｋ）との間で、２０００年（平成１２年）１２月２２日、本

件建物(C)を３８６３万８４００ドルで購入する旨の本件売買契約(C)（別紙７－１の契
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約④。乙５）及び本件土地(C)を賃料年額１０９万１５８０ドル（初年度）で賃借する

旨の本件土地賃貸借契約(C)（別紙７－１の契約⑤。乙６）を締結した。 

 なお、本件建物(C)については、譲渡証書に基づき、その所在地を管轄する米国カリ

フォルニア州ロサンゼルス郡の登録所にその譲渡が登録されており、米国の不動産登録

情報確認システムにおいても、同月１５日にＫから本件ＬＰＳ(C)に売却され、同月２

６日に、譲渡証書により登録所に登録され、所有者は本件ＬＰＳ(C)とされていること

が確認できる。 

（乙５４、５５） 

ｂ 本件ＬＰＳ(C)は、Ｌ（Ｌ）との間で、２０００年（平成１２年）１２月２２日、本

件不動産(C)の賃貸業務に係る管理、運営等をＬに委託する旨の本件管理契約(C)（別紙

７－１の契約⑥。乙８）を締結し、本件建物(C)につき、修理等を行った上、第三者に

対して賃貸した（本件不動産賃貸事業(C)）。 

 なお、本件ＬＰＳ(C)は、本件不動産賃貸事業(C)に関して、前記(ウ)の出資金のほか、

Ｍ（Ｍ）からの借入金（２４１万４９００ドル。乙２１）及びＮ（Ｎ）からの借入金（３

２８５万ドル。乙２２）を事業資金に充てた。 

(オ) 原告Ｏらは、Ｃ証券との間で、Ｃ証券を海外不動産投資に関するファイナンシャル・

アドバイザーとするファイナンシャル・アドバイザリー契約（別紙７－１の契約①。乙１）

を締結するとともに、Ｃ証券に対し、上記アの海外不動産投資事業への参加を申し込んだ。 

(カ) 原告Ｏらは、上記アの海外不動産投資事業に投資するため、Ｈ銀行との間で、要旨下

記内容（その余の点は、前記(イ)と同じ。）の本件基本信託契約（Ｃ－２）（別紙７－１の

契約②。乙３）を締結し、これに基づいてＨ銀行に開設された口座に現金資産を拠出した。 

記 

① 原告Ｏらを委託者兼受益者とし、Ｈ銀行を受託者とする。 

② Ｈ銀行は、受託者として、Ｊとの間で、Ｊの保有する本件ＬＰＳ(C)に係るパートナ

ーシップ持分の一部を購入した上、本件建物(C)の管理、売却等を行う本件ＬＰＳ(C)の

リミテッド・パートナーとなる。 

③ 投資家（受託者兼受益者）である原告Ｏらは、Ｊの保有する上記パートナーシップ持

分の一部の購入等に充てるため、Ｈ銀行が開設した口座に現金資産を拠出する。 

④ Ｈ銀行は、Ｊから購入した上記パートナーシップ持分及びこれから発生する全ての所

得につき、これらを投資家のために受託者としての資格において信託財産として保有す

る。 

(キ) Ｈ銀行は、原告Ｏらの受託者として、Ｊとの間で、その保有する本件ＬＰＳ(C)に係

るパートナーシップ持分の一部を譲り受ける旨の売買契約を締結し、Ｊに対し、上記(カ)

の現金資産の一部を上記売買代金として支払い、本件ＧＰ(C)の同意を得て、本件ＬＰＳ

(C)につき、Ｊに代わり、上記パートナーシップ持分に相当する出資割合を有するリミテ

ッド・パートナーとなった。 

(ク) ファイナンシャル・アドバイザリー業務の譲渡等 

ａ Ｃ証券は、平成１５年５月頃、経営合理化の一環として、Ｐ部（旧Ｑ部）における営

業を終了することを決め、同年９月頃、Ｒ（株式会社Ｒ）に対し、前記(ア)及び(オ)の

ファイナンシャル・アドバイザリー契約に係る役務提供を含むⓌ部門の営業を譲渡した。 
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（乙１０、１８～２０、２３、２４） 

ｂ 原告Ｇら及び原告Ｏらは、Ｈ銀行に対し、平成１５年９月頃、本件基本信託契約（Ｃ

－１）及び本件基本信託契約（Ｃ－２）に基づき、受託者を解任する旨の通知（乙９）

をした。 

ｃ 原告Ｇら及び原告Ｏらは、Ｒとの間で、平成１５年１０月頃、Ｒを海外不動産投資事

業に関するファイナンシャル・アドバイザーとするファイナンシャル・アドバイザリー

契約（別紙７－１の契約⑦。乙１１）を締結するとともに、Ｓ銀行（Ｓ銀行）との間で、

要旨下記内容の本件新信託契約(C)（別紙７－１の契約⑧。乙１２）を締結した。 

記 

① 原告Ｇら及び原告Ｏら各人を委託者兼受益者とし、Ｓ銀行を受託者とする。 

② 委託者は、Ｓ銀行に対し、Ｈ銀行が保有していた本件ＬＰＳ(C)に係るパートナー

シップ持分を移転し、Ｓ銀行は、当該パートナーシップ持分につき、委託者のために

受託者としての資格において信託財産として保有する。 

（乙１１、１２、２０） 

ｄ Ｓ銀行は、Ｈ銀行との間で、２００３年（平成１５年）１１月２８日、Ｈ銀行が原告

Ｇら及び原告Ｏらのために受託者として保有していた本件ＬＰＳ(C)に係るパートナー

シップ持分をＳ銀行に対して譲渡する旨の契約（別紙７－１の契約⑨。乙１３）を締結

し、Ｓ銀行は、本件ＧＰ(C)の同意を得て、Ｈ銀行に代わり、上記パートナーシップ持

分に相当する出資割合を有するリミテッド・パートナーとなった。 

ウ 本件建物(P)に係る各契約の締結等 

 なお、本件建物(P)に係る各契約の当事者、内容等を図式化すると、別紙７－２のとおり

である。 

(ア) 原告Ｔらは、Ｃ証券との間で、Ｃ証券を海外不動産投資に関するファイナンシャル・

アドバイザーとするファイナンシャル・アドバイザリー契約（別紙７－２の契約①。乙３

３）を締結するとともに、Ｃ証券に対し、本件建物(P)を対象とし、投資金額を１口２０

万ドルとする前記アの海外不動産投資事業への参加を申し込んだ。 

(イ) 原告Ｔらは、前記アの海外不動産投資事業に投資するため、Ｈ銀行との間で、要旨下

記内容の本件基本信託契約(P)（別紙７－２の契約②。乙３５）を締結し、これに基づい

てＨ銀行に開設された口座に現金資産を拠出した。 

記 

① 原告Ｔらを委託者兼受益者とし、Ｈ銀行を受託者とする。 

② Ｈ銀行は、受託者として、デラウェア州法に基づいて組成されたＬＬＣとの間で、当

該ＬＬＣをジェネラル・パートナーとし、Ｈ銀行をリミテッド・パートナーとするＬＰ

Ｓ契約を締結して、ＬＰＳを組成した上、当該ＬＰＳにおいて、本件建物(P)の取得、

管理、売却等を行う。 

③ 投資家（委託者兼受益者）である原告Ｔらは、本件建物(P)の取得、管理等のため、

Ｈ銀行が開設した口座に現金資産を拠出する。 

④ Ｈ銀行は、受託者として、当該ＬＰＳからパートナーシップ持分の発行を受けるのと

引換えに当該現金資産を当該ＬＰＳに拠出するとともに、パートナーシップ持分及びこ

れから発生する全ての所得につき、投資家である原告Ｔらのために受託者としての資格
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において信託財産として保有する。 

(ウ) Ｈ銀行は、本件基本信託契約(P)に従い、デラウェア州法に基づいて組成されたＬＬ

Ｃである本件ＧＰ(P)（Ⓧ)との間で、２００２年（平成１４年）３月２８日、要旨下記内

容の本件ＬＰＳ契約(P)（別紙７－２の契約③。乙３６）を締結し、本件ＬＰＳ(P)（Ⓨ）

に対し、上記(イ)の現金資産の一部を出資した。 

記 

① 州ＬＰＳ法に基づき、リミテッド・パートナーシップとして、本件ＬＰＳ(P)を組成

する（form）。 

② 本件ＧＰ(P)をジェネラル・パートナーとし、Ｈ銀行をリミテッド・パートナーとす

る。 

③ 本件建物(P)の購入、取得、開発、保有、賃貸、管理、売却その他の処分（本件建物(P)

の敷地である本件土地(P)の賃貸借等を含む。）のみを目的とする。 

(エ) 本件建物(P)の購入等 

ａ 本件ＬＰＳ(P)は、Ｖ（Ｖ）との間で、２００２年（平成１４年）３月２８日、本件

建物(P)を６３６万６５００ドルで購入する旨の本件売買契約(P)（別紙７－２の契約④。

乙３７）及び本件土地(P)を賃料年額１７万９０４８ドル（初年度）で賃借する旨の本

件土地賃貸借契約(P)（別紙７－２の契約⑤。乙３８）を締結した。 

 なお、本件建物(P)については、特定的担保責任譲渡証書（SPECIAL WARRANTY DEED）

に基づき、その所在地を管轄する米国フロリダ州デュバル郡の登録所にその譲渡が登録

されており、米国の不動産登録情報確認システムにおいても、同日にＶから本件ＬＰＳ

(P)に売却され、同年４月５日に、譲渡証書により登録所に登録され、所有者は本件Ｌ

ＰＳ(P)とされていることが確認できる。 

（乙５６、５７） 

ｂ 本件ＬＰＳ(P)は、Ｗ（Ｗ）との間で、２００２年（平成１４年）３月２８日、本件

不動産(P)の賃貸業務に係る管理、運営等をＷに委託する旨の本件管理契約(P)（別紙７

－２の契約⑥。乙４０）を締結し、本件建物(P)につき、修理等を行った上、第三者に

対して賃貸した（本件不動産賃貸事業(P)）。 

 なお、本件ＬＰＳ(P)は、本件不動産賃貸事業(P)に関して、上記(ウ)の出資金のほか、

Ｘ（Ｘ）からの借入金（５３７万ドル）を事業資金に充てた。 

(オ) ファイナンシャル・アドバイザリー業務の譲渡等 

ａ Ｃ証券は、前記イ(ク)ａのとおり、平成１５年９月頃、Ｒに対し、前記(ア)のファイ

ナンシャル・アドバイザリー契約に係る役務提供を含むⓌ部門の営業を譲渡した。 

ｂ 原告Ｔらは、Ｈ銀行に対し、平成１５年９月頃、本件基本信託契約(P)に基づき、受

託者を解任する旨の通知（乙４１）をした。 

ｃ 原告Ｔらは、Ｒとの間で、平成１５年１０月頃、Ｒを米国不動産投資事業に関するフ

ァイナンシャル・アドバイザーとするファイナンシャル・アドバイザリー契約（別紙７

－２の契約⑦。乙４３）を締結するとともに、Ｓ銀行との間で、要旨下記内容の本件新

信託契約(P)（別紙７－２の契約⑧。乙４４）を締結した。 

記 

① 原告Ｔらを委託者兼受益者とし、Ｓ銀行を受託者とする。 
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② 委託者は、Ｓ銀行に対し、Ｈ銀行が保有していた本件ＬＰＳ(P)に係るパートナー

シップ持分を移転し、Ｓ銀行は、当該パートナーシップ持分につき、委託者のために

受託者としての資格において信託財産として保有する。 

ｄ Ｓ銀行は、Ｈ銀行との間で、２００３年（平成１５年）１１月２８日、Ｈ銀行が原告

Ｔらのために受託者として保有していた本件ＬＰＳ(P)に係るパートナーシップ持分を

Ｓ銀行に対して譲渡する旨の契約（別紙７－２の契約⑨。乙４５）を締結し、Ｓ銀行は、

本件ＧＰ(P)の同意を得て、Ｈ銀行に代わり、上記パートナーシップ持分に相当する出

資割合を有するリミテッド・パートナーとなった。 

(3) 本件各処分の経緯 

 別紙８（本件各処分の経緯）のとおりである。 

 なお、第２事件に係る各処分後の原告Ｏの住所の異動に伴い、世田谷税務署長が処分行政庁

として目黒税務署長の権限を承継し、第５事件、第１５事件及び第２３事件に係る各処分後の

原告甲の住所の異動に伴い、京橋税務署長が処分行政庁として麻布税務署長の権限を承継し、

第６事件に係る各処分後の原告Ｙの住所の異動に伴い、目黒税務署長が処分行政庁として北沢

税務署長の権限を承継している（行政事件訴訟法１１条１項柱書き括弧内参照）。 

(4) 本件各ＬＰＳの米国租税法上の取扱い 

ア チェック・ザ・ボックス規則（Check-the-box regulation） 

 米国では、１９９７年に財務省規則（米国のTreasury regulations.）において、チェッ

ク・ザ・ボックス規則と称される規定が定められ、ある一定の事業体は、連邦課税上、コー

ポレーシヨン（corporation）として事業体課税を受けるか、又はパートナーシップ（partn

ership）として構成員課税を受けるかを選択できるものとされている。 

 すなわち、財務省規則は、信託（トラスト）に区分されるもの又は内国歳入法（Internal

 Revenue Code）において別段特別の取扱いがされるもの以外の事業体を「ビジネス・エン

ティティ（business entity）」とした上（財務省規則301.7701-2(a)）、このうち、① 適格

事業体（eligible entity。具体的には、連邦又は州等の制定法によりインコーポレイティ

ド（incorporated）、コーポレーション（corporation）、ボディ・コーポレイト（body corp

orate）又は政治団体（body politic）と規定されている事業体や保険会社など一定のコー

ポレーション（財務省規則301.7701-2(b)(1)及び(3)～(8)において「corporation」として

規定されている事業体）に区分されるもの以外のビジネス・エンティティをいう。）であり、

かつ、② ２人以上の構成員を有するものは、連邦課税上、コーポレーションとしての課税

又はパートナーシップとしての課税のいずれかを選択することができるとしている（財務省

規則301.7701-3(a)）。 

 なお、２人以上の構成員を有する米国の適格事業体において上記の選択がない場合には、

デフォルト・ルール（権利不行使による原則形態へのみなし原則）として、パートナーシッ

プとしての課税を選択したものとみなされる（財務省規則301.7701-3(b)(1)(ⅰ)）。 

 適格事業体がパートナーシップとしての課税を選択した場合又は上記デフォルト・ルール

によりパートナーシップとしての課税を選択したものとみなされる場合には、当該事業体は

納税義務者とならず（内国歳入法７０１条）、当該事業体の構成員が納税義務者となる。 

（甲３１、９２～９４） 

イ 本件各ＬＰＳは、州ＬＰＳ法に基づくＬＰＳであり、信託（トラスト）に区分されるもの
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又は米国法の定めに従って特別の取扱いがされるもの以外のビジネス・エンティティである。

また、本件各ＬＰＳは、①財務省規則301.7701-2(b)(1)及び(3)～(8)において「corporatio

n」として規定されている事業体にも該当せず、②２人以上の構成員を有するため、連邦課

税上、コーポレーションとしての課税又はパートナーシップとしての課税のいずれかを選択

することができる適格事業体である。そして、本件各ＬＰＳにおいては特に明示的な選択が

行われていないことから、デフォルト・ルールにより、本件各ＬＰＳは、連邦課税上、パー

トナーシップとしての課税を選択したものとみなされている。 

 本件各ＬＰＳにおいては、フォーム１０６５（連邦パートナーシップ情報申告書。甲９５、

１１５）及びその別表であるスケジュールＫ１（本件各ＬＰＳのパートナーである本件各受

託銀行を通じて不動産賃貸事業を営む各原告ごとのパートナー持分に関するもの。甲７８、

１１６）が作成されている。 

 以上のとおり、本件各ＬＰＳは、連邦課税上、パートナーシップとしての課税を選択した

ものとみなされていることから、米国租税法上の納税義務者となっておらず、原告ら各構成

員が納税義務者となった。 

（甲７８、８１、９５、１１５、１１６） 

３ 税額等に関する当事者の主張 

 被告が本件訴訟において主張する原告らの総所得金額、納付すべき税額及び過少申告加算税の

額等は、別紙９（本件各処分の根拠及び計算）記載のとおりであり、本件の争点（後記４(2)）

に関する部分を除き、計算の基礎となる金額及び計算方法に争いはない。 

 なお、被告は、本件の争点（後記４(2)）に関して被告の主張が認められず、本件各ＬＰＳに

係る本件各不動産賃貸事業から生じた損益（本件各建物の貸付けに係る損益）を各原告の各年分

の所得税に関して損益通算することとなった場合、本件各建物に係る収入金額及び必要経費とし

て計上することのできる数額が原告らの主張額（確定申告、修正申告又は更正の請求の額。別表

９－１～５２の各①欄参照）であることを争っていない。 

４ 争点 

 本件の争点は、以下のとおりである。 

(1) 本案前の争点（第２２事件） 

 第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分の取消しを

求める訴えの適法性（これらの訴えが通則法１１５条１項（不服申立前置）に違反するか） 

(2) 本案の争点（全事件） 

 本件各処分の適法性に関して、被告は、本件各ＬＰＳから本件各受託銀行を介して原告らに

割り当てられた本件各不動産賃貸事業から生じた損益（本件各建物の貸付けに係る損益）につ

いて、㋐ 外国の事業体である本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」又は「人格のない

社団」に該当するならば、当該損益は本件各ＬＰＳに帰属するものであって原告らに直接帰属

するものではなく、㋑ 仮に、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」又は「人格のない

社団」に該当しないとしても、当該損益は原告らの不動産所得（所得税法２６条１項）には該

当しないことを理由として、本件各不動産賃貸事業から生じた損失が本件各ＬＰＳから本件各

受託銀行を通じて原告らに割り当てられたとしても、当該損失は、原告らの「不動産所得の金

額」の「計算上生じた損失の金額」（所得税法６９条１項）に当たらず、これをもって損益通

算をすることはできないというべきであり、結局、本件各ＬＰＳのパートナーシップ持分の評
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価額を観念的に減少させる計算上の数値にすぎず、各種所得の金額を軽減させる要素である必

要経費や損失等にも該当しないから、課税上考慮する必要のないものであるから本件各更正処

分及び本件各通知処分は適法であるし、㋒ 原告らに通則法６５条４項の「正当な理由」があ

るとも認められないから本件各賦課決定処分も適法である旨主張する。 

 これに対し、原告らは、㋐ 本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」及び「人格のない

社団」には該当しないから、当該損益は、原告らに直接帰属しており、しかも、㋑ 本件各不

動産賃貸事業から生じた損失のうち本件各ＬＰＳから本件各受託銀行を介して原告らに割り

当てられた部分は、原告らの不動産所得に該当するから、これをもって損益通算をすることが

できるから本件各更正処分及び本件各通知処分は違法であり、㋒ 仮に以上の点が認められな

かったとしても、原告らには通則法６５条４項の「正当な理由」があるから本件各賦課決定処

分は違法である旨主張する。 

 そこで、具体的には、次のア～エの４点が原告らに共通する争点となる。 

ア 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性 

イ 本件各ＬＰＳの租税法上の人格のない社団該当性 

ウ 本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得該当性 

エ 通則法６５条４項の「正当な理由」の有無 

５ 争点に関する当事者の主張の要旨 

 争点に関する当事者の主張の要旨は、別紙１０（争点に関する当事者の主張の要旨）のとおり

であるが、その骨子は、次のとおりである。 

(1) 争点(1)（第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分

の取消しを求める訴えの適法性）について 

（被告の主張の骨子） 

 第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分（以下、(1)

において「増額更正処分等」という。）の取消しを求める訴えは、増額更正処分等について不

服申立手続を経ていないところ、① 上記訴えに先行して提起された取消訴訟の対象である第

２２事件・平成１７年分通知処分は、通則法１１５条１項２号の「更正決定等」に該当せず（通

則法５８条１項１号イ、９０条１項参照）、② これと増額更正処分等は別個独立の処分であ

り（通則法９０条、１０４条参照）、その処分理由も異なるから、増額更正処分等について不

服申立手続を経ないことに正当な理由（通則法１１５条１項３号）があるとはいえない。 

 したがって、上記訴えは不適法である（同項本文）。 

（原告Ｏの主張の骨子） 

 ① 増額更正処分等（第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦

課決定処分）は、同じ年度の同一国税に係る第２２事件・平成１７年分通知処分について異議

決定及び審査請求を経て提起したその取消訴訟の係属中にされたものであり、原告の不服内容

も同一であるから、増額更正処分等の取消しを求める上記訴えには通則法１１５条１項２号の

適用がある。また、② 第２２事件・平成１７年分通知処分の「本件ＬＰＳ(C)が外国法人に

該当し、これを通じて取得した米国不動産事業の損失が原告Ｏの不動産所得（損失）に該当し

ない」との処分理由は、その不服申立手続で示された処分行政庁の判断や原告Ｏの平成１３年

分から平成１６年分までの所得税について示された国税不服審判所長の判断と同一であって、

これらの判断が今後も変更される余地がないと合理的に見込まれる状況にあるから、増額更正
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処分等についての司法審査に先立ち不服申立手続を経由させる合理的理由がなく、不服申立手

続を経ないことに正当な理由がある（同項３号）。 

 したがって、増額更正処分等の取消しの訴えは、増額更正処分等について不服申立手続を経

ていなくても、適法である。 

(2) 争点(2)ア（本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性）について 

（被告の主張の骨子） 

ア 我が国の租税法上、損益の帰属主体となり得る「法人」（所得税法２条１項６号、７号、

２４条１項等参照）は、我が国の私法上の「法人」と同義であり、自然人以外のもので権利

義務の帰属主体となるものをいうと解される。 

 そこで、外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当する

か否かは、具体的には、当該事業体の設立準拠法の内容のみならず、実際の活動実態、財産

や権利義務の帰属状況等を考慮した上、個別具体的に、我が国の私法において法人に認めら

れる権利能力と同等の能力を有するか否か、すなわち、当該事業体が、① その構成員の個

人財産とは区別された独自の財産を有するか否か（被告基準①）、② その名において契約

を締結し、その名において権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり

得るか否か（被告基準②）、③ その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得

るか否か（被告基準③）に基づいて判断すべきである。 

イ(ア) 本件各ＬＰＳの準拠法、本件各ＬＰＳ契約の内容、実際の活動内容、財産や権利義務

の帰属状態等をみると、特に次の事実を指摘することができる。 

 すなわち、本件各ＬＰＳは、①、権利の主体となり当事者能力を有する独立した法主体

を意味する「separate legal entity」である（州ＬＰＳ法２０１条(b)）。しかも、本件

各ＬＰＳは、② 構成員である各パートナーの個人財産とは区別された独自の財産を所有

し、自ら独立して負債等を負担するなど、その事業、目的に必要なあらゆる行為をするこ

とができる能力を有する事業体であり（州ＬＰＳ法１０６条(b)、３０３条(a)、本件各Ｌ

ＰＳ契約１．３条、１．５条、２．７条）、③ 現に本件各建物について、本件各ＬＰＳ

名義で本件各売買契約等を締結してその所有権を取得し、本件各ＬＰＳ名義で米国の登録

所に登録しているほか、④ 本件各ＬＰＳの名義において自ら法的手続を行う権限・能力

も有する（州ＬＰＳ法１０５条(a)、本件各ＬＰＳ契約１．３条）。他方、⑤ 本件各ＬＰ

Ｓの各パートナーは、本件各ＬＰＳの個別（特定）の財産に対して何らの持分を有しない

（州ＬＰＳ法７０１条、本件ＬＰＳ契約１０．１５条）。 

 なお、⑥ 本件各ＬＰＳ契約４．５条は、州ＬＰＳ法２０１条(b)及び７０１条の適用

を排除・変更するものではなく、⑦ 州ＬＰＳ法５０３条並びに本件各ＬＰＳ契約４．７

条及び４．８条によっても、本件各ＬＰＳに生じたグロスの損益（収益の総額と損失の総

額）がその構成員である本件各受託銀行を介して原告らに直接帰属することはない。 

(イ) 以上の事実等に照らすと、本件各ＬＰＳは、その構成員とは明確に区別された独自の

財産を有し（被告基準①）、その名において契約を締結し、権利義務の帰属主体となり（被

告基準②）、その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るもの（被告基準

③）といえる。 

(ウ) なお、Ⓝ判決は、米国ニューヨーク州法に基づいて設立されたＬＬＣが我が国の私法

（租税法）上の法人に該当すると判断しているところ、本件各ＬＰＳの準拠法である州Ｌ
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ＰＳ法には、自身の名義で訴訟手続を行うことができる旨の規定や同法に準拠して設立さ

れた事業体は独立した法的主体（separate legal entity）になる旨の規定を始め、上記

ＬＬＣの準拠法であるニューヨーク州ＬＬＣ法と同趣旨又は類似の規定があり、そのこと

も、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当することを裏付けている。 

ウ したがって、本件各ＬＰＳは、我が国の租税法上の「法人」である。 

（原告らの主張の骨子） 

ア 被告主張の解釈（（被告の主張の骨子）ア参照）は、① 法人とされたことから生じた効

果を述べるにすぎず、内国の事業体の場合における形式的一義的な判断とは異なる実質判断

を行う点で我が国の私法上の法人概念と相いれず、論理が破たんしており、しかも私法上の

損益の帰属主体であるか否かを一切考慮していないから、その理論的な根拠を欠き、合理性

を有しないこと、② 被告基準①～③は我が国の租税法上の組合とされる事業体にも当ては

まるもので、法人と組合とを区別する基準になっていないこと、③ 我が国においてもデラ

ウェア州のＬＰＳが我が国の租税法上の法人と同等の事業体ではないとの理解が一般的で

あること及び本件各ＬＰＳについての米国での税務上の取扱いや米国のコーポレーション

（corporation）との違い（損益の帰属、組成手続等）からすれば、本件各ＬＰＳが我が国

の租税法上の法人に該当するとの解釈は社会通念等に反すること、④ 実質的には、本件各

不動産賃貸事業には適用できなかった本件措置法特例を遡及適用したものにほかならない

ことから、失当である。 

イ 仮に被告主張の上記解釈によって本件各ＬＰＳの法人該当性を判断したとしても、次の諸

点に照らすと、被告主張の判断基準（被告基準①～③）を充足するとはいえない。 

 すなわち、① 本件各ＬＰＳが「separate legal entity」であること（州ＬＰＳ法２０

１条(b)）は、我が国の民法上の組合と同じ取扱いを受けられるという程度の意味を有する

にすぎず、法人格が与えられたことを意味するものではない。また、② 本件各ＬＰＳのパ

ートナーは、パートナーシップの財産についてそのパートナーシップ割合に等しい不可分の

持分を有し（本件各ＬＰＳ契約４．５条）、本件各ＬＰＳの財産はパートナー間の内部関係

において特定の共有持分のない共有状態にあるから、州ＬＰＳ法７０１条をもって、本件各

ＬＰＳが構成員の財産とは区別された独自の財産を有するといえず、③ 州ＬＰＳ法５０３

条並びに本件各ＬＰＳ契約４．７条及び４．８条によれば、ある会計年度において本件各Ｌ

ＰＳに生じた損益は、パートナーシップ出資割合に従ってその各パートナーに配分されるた

め、本件各ＬＰＳには当該損益が帰属せず、我が国の民法上の組合と同様に、グロスの当該

損益（収益の総額と損失の総額）が各パートナーに（ＬＰＳにおける配当決議による配当を

待たずに）直接帰属することとなるから、本件各ＬＰＳが独立した権利義務の帰属主体とな

り得るともいえない。④ 本件各ＬＰＳが訴訟当事者となる資格を有するのは、特に法律で

定められて初めてその資格を付与されたからであり（連邦民事訴訟法第１７条(b)(2)、同(3)

(A)）、コーポレーション（corporation）と同様の意味において認められたものではない。

さらに、⑤ ニューヨーク州ＬＬＣ法上のＬＬＣは、州ＬＰＳ法上のＬＰＳと比べ、よりコ

ーポレーションに近い事業体であるから、Ⓝ判決をもって本件各ＬＰＳの我が国の租税法上

の法人該当性を肯定することもできない。 

 したがって、被告主張の上記解釈によっても本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該

当するとはいえない。 
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ウ 外国の事業体が我が国の租税法上の外国法人として取り扱われるためには、外国法人（法

人税法２条４号、所得税法２条１項７号）に該当する必要があるところ、これに該当すると

いうためには、民法３６条１項に従い、同項の外国法人であって、商事会社に該当するもの

として、認許されるものでなければならないと解すべきであり、その判断方法としては、①

 当該外国の事業体の根拠法において、その事業体がコーポレーション（corporation）又

はこれに準ずる「body corporate」、「juristic person」その他のこれらと同等の概念（以

下「コーポレーション等」という。）に該当すると規定されているか否かという内国法人の

法人法定主義と同様の専ら形式的な基準により同項の外国法人該当性を判断した上、② 商

行為をすることを業とする目的をもって設立された社団（商事会社）に当たるか否かを判断

すべきである。 

 これを本件についてみると、① 本件各ＬＰＳの根拠法である州ＬＰＳ法には、これに基

づき組成されるＬＰＳをコーポレーション等のように権利能力及び行為能力を有するもの

として設立されたものとする旨の規定はなく（州ＬＰＳ法２０１条(b)がこれに該当しない

ことは前記イ①のとおりである。）、② 本件各ＬＰＳは後記(3)（原告の主張の骨子）のと

おり社団でもないから、我が国の租税法上の「外国法人」に区分けされることはない。 

(3) 争点(2)イ（本件各ＬＰＳの租税法上の人格のない社団該当性）について 

（被告の主張の骨子） 

ア 所得税法所定の「人格のない社団」（同法２条１項８号）とは、原則として、［１］団体と

しての組織を備え（要件［１］）、［２］多数決の原則が行われ（要件［２］）、［３］構成員の

変更にもかかわらず団体そのものが存続し（要件［３］）、［４］その組織によって代表の方

法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの（要件［４］）

をいうと解されるが、必ずしも上記４要件の全てを独立して厳格に満たす必要はなく、むし

ろ社団性認定のための指標として、各要件相互の関係で柔軟に解釈され得るものというべき

である。 

イ 本件各ＬＰＳは、① これを組織する構成員が特定され、その管理及び運営に関する独占

的権限（本件各ＬＰＳの業務執行を代表して行う権限）が本件各ＧＰに、その解任権限がパ

ートナーシップ持分の８０％を超える持分を有する者の賛成又は同意を条件として各リミ

テッド・パートナーに付与されていること等から、団体としての組織を備え（要件［１］）、

多数決の原則が行われている（要件［２］）。また、② 本件各ＬＰＳ契約上、ジェネラル・

パートナーの解任、新規パートナーの承認、リミテッド・パートナーの脱退、パートナーシ

ップ持分の譲渡が認められていること等から、構成員の交代にもかかわらず団体が存続する

（要件［３］）。そして、③ ①の点に加え、本件各ＬＰＳが構成員の財産とは区別された独

自の財産を有し、本件各ＬＰＳ契約にはその管理の方法等や契約内容の多数決による変更に

関する定めがあること等から、団体としての主要な点も確定している（要件［４］）。 

ウ したがって、本件各ＬＰＳは、仮に我が国の租税法上の「法人」に該当しないとしても、

人格のない社団（権利能力のない社団）に該当し、我が国の租税法における独立した損益の

帰属主体となる。 

（原告の主張の骨子） 

ア 人格のない社団に該当するためには、被告主張に係る要件［１］～［４］の全てを独立し

て満たす必要がある。 
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イ 本件各ＬＰＳは、① ジェネラル・パートナー１名とリミテッド・パートナー１名又は２

名間の契約関係が存在するにすぎず、意思決定のための内部組織を備えておらず（要件［１］）、

本件各ＬＰＳの管理運営・業務執行が原則的にジェネラル・パートナーのみにより行われる

こととされ（本件各ＬＰＳ契約２．１条）、多数決は行われていない（要件［２］）。また、

② 本件各ＬＰＳは、構成員が１人になるとそのまま存続できないことから（州ＬＰＳ法１

０１条(9)、本件各ＬＰＳ契約８０１条(3)及び(4)）、構成員の変更にもかかわらず団体が存

続するとはいえない（要件［３］）。そして、③ 本件各ＬＰＳは、現在の代表から次の代表

を決めるルールが設けられておらず、総会の運営や財産の管理に関する規定もないから、正

に当事者間の契約にすぎないのであって、団体としての主要な点が確定しているとはいえな

い（要件［４］）。 

ウ したがって、本件各ＬＰＳは、人格のない社団（権利能力のない社団）にも該当しない。 

(4) 争点(2)ウ（本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得該当性）について 

（被告の主張の骨子） 

ア ある所得が不動産所得に該当するためには、一般的には、納税者が、㋐ 賃貸借契約の「貸

主」となり得る何らかの権利・権原（所有権、占有権等）を有していることを前提とした上

で、㋑ 不動産を「借主」に貸し付け、これを収益させることによって得た対価としての性

質を有するものであることを要すると解すべきである。 

イ 原告らは、㋐、本件各ＬＰＳが各リミテッド・パートナー（本件各受託銀行）の財産と区

別された独立の財産として本件各建物を所有する以上、本件各建物の「貸主」となり得る占

有権等の権利・権原を有しておらず、㋑ 本件各建物を第三者に賃貸すること等も本件各Ｌ

ＰＳが行っているから、その各リミテッド・パートナー（本件各受託銀行）において本件各

建物を第三者に貸し付け、これを収益させて対価を得ているとはいえない。 

ウ したがって、原告らが本件各受託銀行を介して受ける本件各不動産賃貸事業から得た利益

又は損失は、不動産所得に該当しない。 

（原告の主張の骨子） 

ア ① 本件各ＬＰＳが本件各不動産賃貸事業から得た所得（損益）は、不動産の貸付けによ

る所得（不動産所得）に該当し、② 当該所得（損益）が本件各ＬＰＳに直接帰属せず、（本

件各受託銀行を介して）原告らに直接帰属する以上、原告らに直接帰属した本件各不動産賃

貸事業に係る損益が不動産所得に該当することは明らかである。 

イ 不動産所得の意義（要件）に関する被告の主張は、明文なき要件を付加して不動産所得の

範囲を不当に狭く解釈するもので失当であるが、仮にこれによったとしても、① 本件各Ｌ

ＰＳのリミテッド・パートナーである本件各受託銀行が本件各不動産に固有の権利を有する

こと（本件各ＬＰＳ契約４．５条参照）、② 本件各受託銀行が本件各ＬＰＳの管理又は運

営等の権限を有しないことは不動産所得の特質（規模や業務への関与度合いに関係なくその

損失と他の所得との損益通算が可能とされていること）からその該当性判断に影響を与えな

いこと等に照らして、被告主張の事情から不動産所得の該当性を否定することはできない。 

(5) 争点(2)エ（通則法６５条４項の「正当な理由」の有無）について 

（被告の主張の骨子） 

 原告ら主張の事情は、結局法令の解釈を誤っていたというに尽きるから、これをもって、真

に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らし
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てもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるというこ

とはできず、通則法６５条４項の「正当な理由」があるとは認められない。 

（原告の主張の骨子） 

 平成１２年７月政府税調中期答申（甲２５）及び平成１２年４月小委員会討議用資料（甲２

６）等によれば、米国のＬＰＳに法人格はないという租税法立法当局等の理解が示されており、

他方、平成１８年１月に至るまで外国のパートナーシップが法人に該当し得るとの公式の解釈

は示されておらず、国税不服審判所長も、同年に本件各ＬＰＳや州ＬＰＳ法を準拠法として組

成されたＬＰＳの法人該当性を否定する裁決をしていた。 

 以上の事情等に照らすと、原告らが本件各不動産賃貸事業から生じた損失を（いわゆる本文

信託を介して）原告らに直接帰属すると解し、かつ、これが不動産所得に当たるとして損益通

算を行ったことには、真に原告らの責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申

告加算税の趣旨に照らしてもなお原告らに過少申告加算税を賦課することが不当又は酷にな

るというべきであるから、通則法６５条４項の「正当な理由」があると認められる。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分の

取消しを求める訴えの適法性）について 

(1) 通則法１１５条１項は、国税に関する法律に基づく処分で不服申立てをすることができる

ものの取消しを求める訴えは、審査請求をすることができる処分にあっては審査請求について

の裁決を経た後でなければ、同項各号の一に該当する場合を除き、提起することができない旨

を規定し（同項本文）、いわゆる不服申立前置の原則を採用し、例外的に不服申立前置を要し

ない場合として、更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している

間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取

消しを求めようとするとき（同項２号）、異議申立てについての決定又は審査請求についての

裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定

又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき（同項３号）等を規定している。 

 一般に、行政処分の取消訴訟を提起するに当たって不服申立前置が要求されるのは、主とし

て、行政処分に対する司法審査に先立ち、行政庁又はその設置する第三者機関（以下「行政庁

等」という。）に対し、当該行政処分の適否につき見直しの機会を与えることにより、紛争の

自主的解決を図ることにあると解されるから、その不服申立ては、当該処分の適否を直接対象

とするものでなければならないのは当然のことであって、複数の処分がある場合には、仮に不

服の理由が共通であっても、一つの処分についての不服申立てが退けられたからといって、他

の処分について行政庁等が再考する余地がないとはいえないから、原則として、他の処分につ

いての不服申立てを不要とすることはできない。 

 しかしながら、上記のとおり不服申立前置が要求される趣旨に鑑みると、行政庁等に対して

当該行政処分の適否につき見直しの機会を与えることにより、紛争の自主的解決を図ることが

期待できない場合、例えば、㋐ 各処分が処分の理由を共通にし、不服申立てにおいて攻撃す

る点も専ら共通の処分理由に対するものであり、かつ、㋑ それに対する行政庁等の基本的な

判断が一つの処分に対する不服申立手続において既に示されていて変更の余地がないような

場合には、他の処分について不服申立手続を経ないで取消訴訟を提起したとしても、そのこと

につき通則法１１５条１項３号の「正当な理由」があると解すべきである。 
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(2) これを本件についてみると、前記前提事実(3)（別紙８の(2)の認定事実）によれば、① 第

２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分の処分理由は、

本件ＬＰＳ(C)を通じて行った本件建物(C)の貸付けから生ずる損失が原告Ｏの不動産所得に

は該当しないというものであり、これは、第２２事件・平成１７年分更正処分に先行してされ

た第２２事件・平成１７年分通知処分の処分理由と共通しており、仮に、原告Ｏが第２２事件・

平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分について不服申立てをすれ

ば、専ら上記処分理由を攻撃することになったであろうこと、② 第２２事件・平成１７年分

通知処分に係る異議申立てにおいては、正に上記の処分理由が原告Ｏの攻撃する点となってい

たが、その異議決定においては、本件ＬＰＳ(C)は我が国の税法上の外国法人に該当し、本件

ＬＰＳ(C)を通じて行った本件建物(C)の貸付けから生ずる損失（５６２万８４８７円）は本件

ＬＰＳ(C)自体に帰属し、原告Ｏの不動産所得には該当しないとの異議審理庁としての世田谷

税務署長の判断が示されたこと、③ 原告Ｏは、平成１３年分から平成１６年分までの各所得

税に関して、目黒税務署長及び世田谷税務署長から、上記①と同様の理由による所得税更正処

分及び過少申告加算税賦課決定処分（平成１６年分については更正をすべき理由がない旨の通

知処分）を複数受けており、それらに対して異議申立て及び審査請求をしたが、いずれも棄却

され、世田谷税務署長等の判断は、国税不服審判所長からも、「本件ＬＰＳ(C)は法人には該当

しないものの、原告Ｏが不動産等を利用に供したことにより生じた所得であるとはいえない」

として（理論構成こそ若干異なるものの）一貫して支持されてきたこと、④ 上記②の世田谷

税務署長の判断は、原告Ｏが第２２事件・平成１７年分通知処分の取消訴訟を提起した後に審

査請求を取り下げたため、これについての国税不服審判所長の判断は示されていないものの、

③の経緯からすると、仮に原告Ｏが審査請求を取り下げなかったとしても、上記②の世田谷税

務署長の判断は国税不服審判所長から結論において支持されたであろうし、また、仮に原告Ｏ

が第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分について不

服申立てをしたとしても、異議審理庁や国税不服審判所長から少なくとも結論において上記①

の処分理由を維持する判断がされることが見込まれ、これらの判断に変更の余地はなかったこ

とが認められる。 

 したがって、原告Ｏが第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦

課決定処分の取消しを求める訴えの交換的変更をするに当たり、これらの処分に関して審査請

求についての裁決を経ないことにつき通則法１１５条１項３号の「正当な理由」があるという

べきである。 

(3) 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告Ｏの被告に対する訴えのう

ち、第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分の取消し

を求める訴えは、適法である。 

２ 争点(2)ア（本件各ＬＰＳの税法上の法人該当性）について 

(1) 外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かの

判断の枠組みについて 

ア ある事業体の事業から生じた収益がその構成員に分配された場合の課税関係に関して、我

が国の租税法等は、概要後記(ア)～(エ)のとおり規定しており、また、我が国の法人法制に

関して、我が国の私法の一般法である民法は、概要後記(オ)のとおり規定している。 

(ア) 事業体が内国法人等に該当する場合における当該事業体に対する課税関係 
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ａ ① 内国法人を国内に本店又は主たる事務所を有する法人とし（所得税法２条１項６

号、法人税法２条３号）、外国法人を内国法人以外の法人とした上（所得税法２条１項

７号、法人税法２条４号）、② 内国法人及び外国法人（ただし、外国法人は平成２０

年法律第２３号による改正前の法人税法４条２項所定の場合に限る。）は法人税法によ

り法人税を納める義務があるとして（法人税法４条１項、２項）、内国法人に対しては、

原則として、各事業年度の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得

について清算所得に対する法人税を課し（平成２２年法律第６号による改正前の法人税

法５条）、外国法人に対しては、原則として、各事業年度の所得のうち法人税法１４１

条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得につ

いて、各事業年度の所得に対する法人税を課する（法人税法９条）とする。 

 なお、所得税法上も、内国法人は、国内において所得税法１７４条各号に掲げる利子

等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受けると

きは、所得税を納める義務があるとされ（平成１９年法律第６号による改正前の所得税

法５条３項）、外国法人は、国内源泉所得のうち所得税法１６１条１号の２～７号又は

９号～１２号に掲げるものの支払を受けるときは、所得税を納める義務があるとされて

いる（所得税法５条４項）。 

ｂ そして、内国法人に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額であり（法

人税法２１条）、内国法人の各事業年度の所得の金額は、原則として、当該事業年度の

益金の額（資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資

産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額）から

当該事業年度の損金の額（① 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その

他これらに準ずる原価の額、② 当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額、

③ 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの）を控除した額であり

（法人税法２２条１項～３項）、これに対して所定の税率を乗じて計算した金額が法人

税額とされる（法人税法６６条）。 

ｃ 他方、外国法人に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得のうち法人税法１４

１条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得に係る所得の

金額であり（法人税法１４１条）、当該国内源泉所得に係る所得の金額は、当該国内源

泉所得に係る所得について、内国法人の場合に準じて計算した金額とされ（法人税法１

４２条）、これに対して所定の税率を乗じて計算した金額が法人税額とされる（法人税

法１４３条１項）。 

 なお、外国法人に対する所得税の課税標準は、原則として、その外国法人が支払を受

けるべき所得税法１６１条１号の２～７号又は９号～１２号に掲げる国内源泉所得の

金額であり（所得税法１７８条）、その金額に所定の税率を乗じて計算した金額が所得

税額とされる（所得税法１７９条）。 

ｄ 以上の点は、その事業体が人格のない社団等に該当する場合においても、人格のない

社団等は法人とみなして法人税法の規定が適用されることから（法人税法２条８号、３

条、所得税法２条１項８号、４条）、同様である。 

 なお、人格のない社団等（所得税法２条１項８号、法人税法２条８号）のうち人格の

ない社団は、民事実体法における権利能力のない社団と同義と解され、具体的には、団
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体としての組織を備え、そこには多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず

団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他

団体としての主要な点が確定しているものをいうとされており、このような権利能力の

ない社団の資産は、構成員に総有的に帰属するとされている（ 高裁昭和●●年(○○)

第●●号同３９年１０月１５日第一小法廷判決・民集１８巻８号１６７１頁参照）。 

(イ) 事業体が内国法人等に該当する場合におけるその構成員に対する課税関係 

 法人（法人税法２条６号に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。この項に

おいて同じ。）の構成員である個人については、配当所得（法人から受ける利益の配当、

剰余金の分配（出資に係るものに限る。）など所得税法２４条１項所定の「配当等」に係

る所得）として所得税が課され（所得税法７条１項１号）、その年中の配当等の収入金額

を配当所得の収入金額とし（所得税法２４条２項）、これを基礎として計算した総所得金

額等（所得税法２１条１項２号、２２条２項１号）を基礎として所得税の額が計算される

（所得税法２１条１項４号）。 

(ウ) 事業体が内国法人等に該当しない場合におけるその構成員に対する課税関係 

ａ 以上に対し、その事業体が、法人に該当せず、かつ、人格のない社団等にも該当しな

い場合、法人税法は、当該事業体の行う個々の事業活動から生じた損益について、当該

事業体自体に法人税を課す旨の規定を設けていないから、これに対する法人税としての

課税はされず（法人税法４条１項参照）、その構成員に対する所得税又は法人税として

の課税がされること（以下「構成員課税」という。）となる。 

 そこで、当該事業体の構成員が法人である場合には当該法人が、当該損益に対する構

成員課税として、法人税法により、法人税の納付義務を負い（法人税法４条１項）、当

該構成員が法人ではなく個人である場合には当該個人が、当該損益に対する構成員課税

として、所得税法により、所得税の納付義務を負うことになる（所得税法５条、２条１

項３号から５号まで）。 

ｂ そして、法人及び人格のない社団等に該当しない事業体の典型例である民法６６７条

の規定による組合（以下「任意組合」という。）の事業に係る利益等の帰属時期やその

額の計算については、所得税法及び法人税法上の明文規定はないものの、平成１７年１

２月２６日付課個２－３９ほかによる一部改正前の所得税基本通達（昭和４５年７月１

日付け直審（所）第３０号）及び同日付課法２－１４による一部改正前の法人税基本通

達（昭和４４年５月１日付け直審（法）第２５号）においてそれぞれ要旨次のとおり定

められ、そのような取扱いがされていた（甲１５）。 

(a) 所得税基本通達３６・３７共－１９ 

 任意組合（民法６６７条《組合契約》の規定による組合をいう。以下、３６・３７

共－２０において同じ。）の組合員の当該組合の事業に係る利益の額又は損失の額は、

当該組合の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了する日の属する年分の各

種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。ただし、当該組合が毎年

１回以上一定の時期において組合事業の損益を計算しない場合には、その年中におけ

る当該組合の事業に係る利益の額又は損失の額を、その年分の各種所得の金額の計算

上総収入金額又は必要経費に算入する。 

(b) 所得税基本通達３６・３７共－２０ 
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 ３６・３７共－１９により任意組合の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額

又は必要経費に算入する利益の額又は損失の額は、次の①の方法により計算する。た

だし、その者が継続して次の②又は③の方法により計算している場合には、その計算

を認めるものとする。 

① 当該組合の収入金額、支出金額、資産、負債等を、組合契約又は民法６７４条《損

益分配の割合》の規定による損益分配の割合（以下、この項において「分配割合」

という。）に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法（総額方式） 

② 当該組合の収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額

をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法 

 この方法による場合には、各組合員は、当該組合の取引等について非課税所得、

配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はあるが、引

当金、準備金等に関する規定の適用はない。 

③ 当該組合について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各

組合員にあん分する方法（純額方式） 

 この方法による場合には、各組合員は、当該組合の取引等について、非課税所得、

引当金、準備金、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の

適用はなく、各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は、当該組合事業の主

たる事業の内容に従い、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得のいずれか一

の所得に係る収入金額又は必要経費とする。 

(c) 法人税基本通達１４－１－１ 

 法人が組合員となっている組合の利益金額又は損失金額のうち組合契約又は民法

６７４条《損益分配の割合》の規定により利益の分配を受けるべき金額又は損失の負

担をすべき金額は、たとえ現実の利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合

であっても、当該組合の計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額

又は損金の額に算入する。ただし、組合が毎年１回以上一定の時期において組合事業

の損益を計算しない場合には、当該法人の各事業年度の期間に対応する組合事業の損

益を計算して当該法人の当該事業年度の益金の額又は損失の額に算入する。 

(d) 法人税基本通達１４－１－２ 

 法人が、組合員となっている組合から分配を受けるべき利益の額又は負担すべき損

失の額を１４－１－１により各事業年度の益金の額又は損金の額に算入する場合に

おいて、次のいずれか一の方法により継続してその利益の額又は損失の額を計算して

いるときは、これを認める。 

① 当該組合について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各

組合員に分配又は負担させることとする方法（純額方式） 

 この方法による場合には、各組合員は、当該組合の取引等について、受取配当等

の益金不算入、所得税額の控除、引当金の繰入れ、準備金の積立て等の規定の適用

はない。 

② 当該組合の収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額

をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法 

 この方法による場合には、各組合員は、当該組合の取引等について受取配当等の
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益金不算入、所得税額の控除等の規定の適用はあるが、引当金の繰入れ、準備金の

積立て等の規定の適用はない。 

③ 当該組合の収入金額、支出金額、資産、負債等をその分配割合に応じて各組合員

のこれらの金額として計算する方法（総額方式） 

（注）１ ①の方法による場合において、当該組合の支出金額のうち寄附金又は交際

費の額があるときは、当該組合を資本又は出資を有しない法人とみなして法

人税法３７条《寄付金の損金不算入》又は措置法６１条の４《交際費等の損

金不算入》の規定を適用するものとしたときに計算される利益の額又は損失

の額を基としてその分配又は負担させる金額の計算を行うものとする。 

   ２ ②又は③の方法による場合には、組合員に係るものとして計算される収入

金額、支出金額、資産、負債等の額は、組合員における固有のこれらの金額

に含めないで別個に計算することができる。 

ｃ なお、任意組合は、前記(ア)ｄで述べた人格のない社団等の要件を満たさず、所得税

法及び法人税法上の人格のない社団等には該当しないものと解される（所得税基本通達

２－５、法人税基本通達１－１－１）が、我が国の民法の規定に鑑みると、法人格は有

しないものの、組合財産が組合事業の経営という目的のために各組合員個人の他の財産

とは独立の存在であると認められている（民法６６８条、６７６条１項、２項、６７７

条参照）。 

(エ) 実質所得者課税の原則 

 所得の帰属に関しては、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が

単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者（法人）がその収益を享受

する場合には、その収益は、これを享受する者（法人）に帰属するものとしている（所得

税法１２条、法人税法１１条）。 

(オ) 我が国の法人法制について 

ａ そもそもどのような団体（これに準ずる社会的存在を含む。以下同じ。）に法人格を

付与するかは、国家がどのような団体に法人格を付与するのを適当とするかという政策

の問題に帰するところ、民法３３条（現在の民法３３条１項）は、法人は民法その他の

法律の規定によらなければ成立しない旨を定め、法人の成立（法人格の付与）は、法律

の定めによってのみ認められることを明らかにしている（法人法定主義。なお、現在の

民法３３条２項は、公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その

他の法人の設立、組織、運営及び管理については、民法その他の法律の定めるところに

よる旨を規定し、その趣旨を更に明確にしている。）。 

 これを受けて、個々の団体の成立の根拠となる準拠法は、当該団体に法人格を付与す

る場合には、これを法人とする旨の明文の規定を設けている（例えば、会社法３条「会

社は、法人とする。」、消費生活協同組合法４条「消費生活協同組合（中略）は、法人と

する。」等）。 

 そして、民法４３条（現在の民法３４条）は、法人は、法令の規定に従い、定款等に

よって定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負う旨規定している。 

ｂ なお、民法３６条（現在の民法３５条）は、外国法人は、国、国の行政区画、商事会

社又は法律又は条約によって認許されたものを除き、その成立を認許しない旨を規定し
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（１項）、前項の規定によって認許された外国法人は、外国人が享有することのできな

い権利及び法律又は条約中に特別の定めがあるものを除き、日本において成立する同種

の法人と同一の私権を有する旨を規定している（２項）。これは、外国の法令に準拠し

て法人として成立した（すなわち、外国の法令に準拠して法人格を付与された）団体に

ついては、原則として上記の国、国の行政区画及び商事会社等でなければ、我が国にお

いて法人として活動し得る法人格の主体として認めないことを明らかにしたものと解

される。 

イ 以上のような我が国の租税法の規定等及び我が国の法人法制に関する我が国の私法の規

定を通観すれば、次の点を指摘することができる。 

(ア) ある事業体の事業から生じた収益がその構成員に分配された場合において構成員課

税がされるか否かは、第１次的には当該事業体が法人に該当するか否かにより判断され、

これに該当しない場合に人格のない社団等に該当するか否かが問題となり、いずれも否定

される場合に初めて構成員課税がされることになる（前記ア(ウ)ａ参照）。 

(イ) 我が国の租税法は、法人の意義に関して、内国法人を国内に本店又は主たる事務所を

有する法人、外国法人を内国法人以外の法人と定義するにとどまり（前記ア(ア)ａ①参照）、

法人自体の意義を定義した規定はない。 

 しかし、ⓐ 法人には、その事業（取引）に係る収益及び損失等、すなわち当該法人の

事業の損益により構成される所得が帰属することを前提として、その所得に対する法人税

が課され（前記ア(ア)ｂ、ｃ参照）、ⓑ その構成員には、上記所得の帰属主体である法

人（ただし、公益法人等及び人格のない社団等を除く。）から受ける利益の配当や剰余金

の分配で出資に係るものによる所得に所得税が課せられており（前記ア(イ)参照）、ⓒ ⓐ

の点は人格のない社団等についても同様である（前記ア(ア)ｄ参照）。他方、ⓓ 法人及

び人格のない社団等のいずれにも該当しない事業体には、例えば任意組合のように実質的

に所得が帰属するとみられるものであっても、法人税が課せられず、当該事業体の事業の

損益により構成される所得が構成員に帰属することを前提として、その構成員に所得税が

課せられている（構成員課税。前記ア(ウ)）。そして、ⓔ ①法人と②人格のない社団等

とは、いずれも法人税の納税義務者でありながら法人格の有無が決定的に異なるところ、

②人格のない社団等と③任意組合のような法人及び人格のない社団等のいずれにも該当

しない事業体とは、いずれも実質的にはその構成員の財産とは別個独立の財産を有すると

解されるものでありながら、事業の損益により構成される所得の帰属主体となり得る実体

（前記ア(ア)ｄで述べた権利能力のない社団の要件）の有無が異なるため（前記ア(ア)ｄ、

(ウ)ｃ参照）、法人税の納税義務者になるか否かの結論を異にするものと解される（前記

ア(ウ)ａ参照）。さらに、ⓕ 所得税及び法人税が事業の損益により構成される所得の実

質的な帰属主体に課されるべきものであり、このことは実質所有者課税の原則（所得税法

１２条、法人税法１１条）からも裏付けられるところ、この観点からⓔの点をみると、あ

る事業体が法人税の納税義務者になるか否か（逆にいえば構成員課税を行うか否か）の実

質は、当該事業体がその事業の損益により構成される所得の帰属主体となり得る実体を有

するか否かにあるということができる。 

 これらの点を総合すれば、我が国の租税法は、法人が、法律により、法人格を付与され

て構成員とは別個の（いわば自然人と同様の）権利義務の主体とされ、損益の帰属すべき
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主体（逆にいえば、その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体）とし

て設立が認められたものであることから、法人の事業から生じた収益により構成される所

得について、原則として、その帰属主体となり得る実体を有するものとみて、当該法人を

これに対する法人税の納税義務者とし、当該法人の構成員には当該所得に対する構成員課

税を行わないこととしたものと解される。 

(ウ) 我が国の国内法に準拠して組成された事業体が法人である（法人格を有する）という

ためには、その準拠法である民法その他の法律によって法人とする（法人格を付与する）

旨を規定されたものであることを要し（民法３３条。前記ア(オ)ａ）、このように規定さ

れた事業体だけが我が国の私法上の法人と認められるから、民法その他の法律によって法

人とする旨を規定されていない任意組合、人格のない社団等（権利能力のない社団）その

他の事業体は、たとえそれらが民法その他の法律によって法人とする旨を規定された事業

体と類似した属性を有するとしても、我が国の私法上の法人と認められる余地はないもの

といわざるを得ない。 

 この点、かつては、法人と任意組合や権利能力のない社団とを比較した場合に法人にの

み認められる属性を指摘する見解もあったが、社会の実状を踏まえた実証的・多角的な分

析・議論を経て、任意組合や権利能力のない社団にも、実社会における現象面・機能面に

照らすと、法人に付与された属性に類似した属性を有すると見られる側面を多分に有する

ことが認識されており（例えば、江頭論文も「債務・責任の帰属関係、訴訟当事者能力、

強制執行関係、持分払戻の可否の関係等においては、権利能力のない社団に対する法的取

扱いについては、法人との差が見出せないといってよい。また、積極財産の帰属関係にし

ても、登記・登録実務上、権利能力のない社団には法人と同様の取扱いが認められてない

ものの、それによって実質的効果が大きく違うわけのものでもない。そうだとすると、法

人にしか認められない属性はもはや存在しない、といっても過言ではなかろう」とし、星

野論文も要旨「より実質的にみると、「法人」の意義は、若干の法律効果がそこから発生

することである（「法人」とは、構成員の個人財産から区別され、個人に対する債権者の

責任財産ではなくなって、法人自体の債権者に対する排他的責任財産を作る法技術である

とされ、その名において契約を締結し、その名において権利を取得し、義務を負い、その

権利義務のためにその名において訴訟当事者となること等が指摘されている。）が、イギ

リスやフランスで「法人格」承認の意義とされた点のほとんど全てが、我が国では法律に

よって認められてしまっており（具体的には、その名において訴え又は訴えられること、

構成員に対する債権者は、構成員が団体財産に対して有する持分を差し押さえられないこ

と、組合の有する債権と組合員個人の有する債権とを相殺できないこと等が指摘されてい

る。）、実は、我が国では、民法３３条の一般的立言にもかかわらず、既に実質的に法人と

ほぼ同じ効果の認められた団体の存在を広く認めている」としている。）、今日では、準拠

法である法律の明文の規定の有無以外に、法人と民法上の組合（任意組合）や権利能力の

ない社団とを截然と区別する明確な一般的基準は必ずしも見い出し難いものといわざる

を得ない。 

 そして、民法３６条１項の「外国法人」とは、外国の法令に準拠して法人として成立し

た（すなわち、外国の法令に準拠して法人格を付与された）団体をいうと解されるから（前

記ア(オ)ｂ）、我が国の私法上の「外国法人」であるというためには、外国の法令の規定
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内容に照らして、外国の法令に準拠して法人として成立した（外国の法令に準拠して法人

格を付与された）と認められることを要するというべきである。 

ウ 以上に加え、① 租税法律主義（憲法８４条）の下では、課税要件の定めは明確でなけれ

ばならないこと、② 租税法が私法上の概念を特段の定義なく用いている場合には租税法律

主義や法的安定性の確保の観点から、原則として私法上の概念と同じ意義に解するのが相当

であることをも併せ考慮すれば、我が国の租税法上の法人は、法律により損益の帰属すべき

主体（その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体）として設立が認めら

れたものであり、我が国の私法上の法人と同様、原則として、その準拠法によって法人とす

る（法人格を付与する）旨を規定されたものをいうと解すべきである。 

 そうであるとすれば、外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人

に該当するか否かも、上記と同様に、原則として、当該外国の法令の規定内容から、その準

拠法である当該外国の法令によって法人とする（法人格を付与する）旨を規定されていると

認められるか否かによるべきであるが、諸外国の法制・法体系の多様性（特にいわゆる大陸

法系と英米法系との法制・法体系の本質的な相違）、我が国の「法人」概念に相当する概念

が諸外国において形成されるに至った沿革、歴史的経緯、背景事情等の多様性に鑑みると、

当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見た場合に、当該外国の法令におい

て当該事業体を法人とする（当該事業体に法人格を付与する）旨を規定されているかどうか

という点に加えて、当該事業体を当該外国法の法令が規定するその設立、組織、運営及び管

理等の内容に着目して経済的、実質的に見れば、明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属

すべき主体（その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体）として設立が

認められたものといえるかどうかを検討すべきであり、後者の点が肯定される場合に限り、

我が国の租税法上の法人に該当すると解すべきである（その結果、前者の基準を限定する場

合もあり得るが、前者の基準によった場合に我が国の法人に相当するか否かの判定が微妙な

ときに、後者の基準が満たされることによりこれが肯定されることもあり得よう。）。 

エ 被告の主張について 

(ア) これに対し、被告は、我が国の租税法上、損益の帰属主体となり得る「法人」（所得

税法２条１項６号、７号、２４条１項等参照）は、我が国の私法上の「法人」と同義であ

り、自然人以外のもので権利義務の帰属主体となるものをいうと解されるから、外国の法

令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かは、具体的

には、当該事業体の設立準拠法の内容のみならず、実際の活動実態、財産や権利義務の帰

属状況等を考慮した上、個別具体的に、我が国の私法において法人に認められる権利能力

と同等の能力を有するか否か、すなわち、当該事業体が、① その構成員の個人財産とは

区別された独自の財産を有するか否か（被告基準①）、② その名において契約を締結し、

その名において権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得るか

否か（被告基準②）、③ その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るか

否か（被告基準③）に基づいて判断すべきである旨主張する。 

 我が国の私法上の法人は我が国の租税法上損益の帰属主体となることが予定されてい

るといえるが、権利義務の主体として取引行為を行い、財産及び債権債務の帰属主体とな

る存在が、必ずしも損益の帰属主体になるとは限らないことについては、匿名組合や問屋

等の例を見ても明らかであるから、外国の法令に準拠して組成された事業体が、その外国
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法制の下において、前者の要件を備えているとしても、当然に損益の帰属主体となるとは

限らない。このことをおくとしても、被告の上記主張については、次のようにいうことが

できる。 

(イ) まず、被告の上記(ア)の主張は、我が国の私法の一般法である民法の解釈において、

法人とは被告基準①～③に該当するものをいうとされていることを論拠とするものであ

り、星野論文等の文献中にはこれに沿う記載部分もある。 

 しかしながら、星野論文中の上記主張に沿う記載部分は、前記イ(ウ)で指摘した部分も

併せてみれば、現在においても法人と法人でない団体（事業体）とを被告基準①～③によ

って区別できるとの見解が私法の一般法である民法の解釈として確立していることを指

摘するものでないことが明らかであり、かえって、江頭論文は、前記イ(ウ)のとおり「法

人にしか認められない属性はもはや存在しない」と指摘している。そして、この点を実質

的に検討してみても、民法は、前記ア(オ)ａのとおり法人法定主義を規定するにとどまり

（民法３３条）、法律に法人である旨を規定するに当たっての実質的な要件・属性等は民

法その他の法令をみても何ら規定していないのであるから、被告基準①～③が我が国の私

法上の法人を見渡したときに現行法上法人とされる団体（事業体）に共通してみられる属

性であったとしても、これは現行法上法人とされる団体（事業体）の 小限度の属性であ

ることを意味するにすぎず、被告基準①～③の全てに該当する団体（事業体）は当然に法

人であって、そこに現行法上法人とされていない団体（事業体）が含まれないということ

は、何ら論証されていない（江頭論文が「(1)の「その名において権利を取得し義務を負

う」という属性は、構成員が有限責任ではなく法人財産をもって法人債務を完済できない

かまたは会社財産に対する強制執行が効を奏しないときに連帯責任を負うものがあるこ

とを否定しないという注釈付きで、全法人について肯定される。(2)の「訴訟当事者能力」、

(3)の「その名義が債務名義によってしか強制執行をうけない」という属性も、全法人に

つき肯定される。以上の三点が、現行法上法人とされているものの 小限度の属性といえ

よう。」と指摘する点は、正にこのような趣旨であると解される。）。そうであるとすれば、

被告基準①～③は、一般的に法人といえるための必要条件である可能性は否定することが

できないものの、十分条件となるものとまでいうことはできず、この基準をもって現行法

上法人とされる団体（事業体）とそうでない団体（事業体）とを区別する基準とすること

はできないというほかない。 

 したがって、被告主張に係る上記論拠を採用することはできない。 

(ウ) また、被告の上記主張は、被告基準①～③によって法人と法人ではない団体（事業体）

とを明確に区別することができることを前提とするものである。 

 しかしながら、以下に述べるとおり、法人に該当しないことが明らかな任意組合や権利

能力のない社団も被告基準①～③に該当し得ることに照らすと、被告基準①～③は、法人

と法人ではない団体（事業体）とを区別する基準として機能し得ないものであるといわざ

るを得ず、これを採用することはできない。 

ａ 被告基準①について 

(a) 被告基準①は、「その構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有するか否

か」というものである。 

(b) この点、民法は、任意組合について、ⓐ 組合員の出資その他の組合財産は、総
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組合員の共有に属する旨（６６８条）と規定する一方で、ⓑ 組合員は、組合財産に

ついてその持分を処分したとしても、その処分をもって組合及び組合と取引をした第

三者に対抗することができず（６７６条１項）、ⓒ 清算前に組合財産の分割を求め

ることができないし（同条２項）、さらに、ⓓ 組合の債務者は、その債務と組合員

に対する債権とを相殺することができない旨（６７７条）を規定している。そこで、

このような民法６７６条及び６７７条等の趣旨に鑑みれば、組合財産は、特定の目的

（組合の事業経営）のために各組合員個人の他の財産（私有財産）と離れて別に一団

を成して存する特別財産（目的財産）であって、その結果、この目的の範囲において

は、ある程度の独立性を有し、組合員の私有財産と混同されることはないと解される

（大審院昭和●●年(○○)第●●号同１１年２月２５日判決・民集１５巻４号２８１

頁参照）。 

 以上のように解すべきことは、① 任意組合の組合財産となる債権（組合債権）は、

任意組合の総組合員の共有に属し、総組合員によらなければこれを請求できないとさ

れ（ 高裁昭和●●年(○ ○)第● ●号同４１年１１月２５日第二小法廷判決・民集

２０巻９号１９４６頁等参照）、他方、② 民法は、組合の債権者は、その発生の時

に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でそ

の権利を行使することができる旨を規定している（６７５条）が、任意組合が契約等

に基づいて負担する債務は、消極的な組合財産として、任意組合の総組合員の共有に

属し、組合財産がその引き当てにされる（他方、各組合員もその固有の財産をもって

弁済すべき義務を負うことは、民法６７５条等に照らしてもちろんである。）と解さ

れていること（前掲大審院昭和１１年２月２５日判決、 高裁平成●●年(○○)第●

●号同１０年４月１４日第三小法廷判決・民集５２巻３号８１３頁等参照）からも裏

付けられているというべきである。 

(c) また、人格のない社団（権利能力のない社団）も、その財産は構成員に総有的に

帰属すると解されており（前掲 高裁昭和３９年１０月１５日第一小法廷判決）、そ

の各構成員は、当該人格のない社団から脱退しても、人格のない社団の財産につき、

当然には共有の持分権又は分割請求権を有するものではないと解されている（ 高裁

昭和●●年(○○)第●●号同３２年１１月１４日第一小法廷判決・民集１１巻１２号

１９４３頁参照）。 

(d) したがって、任意組合及び人格のない社団（権利能力のない社団）は、民法の解

釈上、いずれもその構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すると解されて

いるものというべきであるから、被告基準①に該当するといわざるを得ない。 

ｂ 被告基準②について 

(a) 被告基準②は、「その名において契約を締結し、その名において権利を取得し義務

を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得る否か」というものである。 

(b) この点、任意組合については、① 民法は、組合の業務の執行は、組合員の過半

数で決し、組合契約で組合の業務の執行を委任した者（業務執行者）が数人あるとき

は、その過半数で決するものとした上、組合の常務は、その完了前に他の組合員又は

業務執行者が異議を述べたときを除き、各組合員又は各業務執行者が単独で行うこと

ができる旨を規定するにとどまっているが（６７０条）、民法の解釈上、第三者との
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関係においては、組合契約その他により業務執行組合員が定められている場合は業務

執行組合員が組合の業務に関して組合員全員を代表する権限を有し、そうでない場合

は組合員の過半数において組合を代理する権限を有するものと解されていること（

高裁昭和●●年(○○)第●●号同３５年１２月９日第二小法廷判決・民集１４巻１３

号２９９４頁、 高裁昭和●●年(○ ○)第● ●号同３８年５月３１日第二小法廷判

決・民集１７巻４号６００頁、 高裁昭和●●年(○ ○)第● ●号同４３年６月２７

日第一小法廷判決・裁判集民事９１号５０３頁等参照）、② 任意組合の業務の執行

により形成された組合財産は、上記ａのとおり、積極財産・消極財産を問わず、構成

員の個人財産とは区別された任意組合独自の財産となるところ、そうであるが故に、

任意組合に権利義務を生じさせる法律行為の名義として任意組合自体や任意組合代

表者名義を用いることが許容されており（特に、厳格な要式性を要するとされている

手形行為に関して、手形の受取人欄につき大審院大正●●年(○ ○)第● ●号同１４

年５月１２日判決・民集４巻２５６頁、手形の振出人欄につき 高裁昭和●●年(○

○)第●●号同３６年７月３１日第二小法廷判決・民集１５巻７号１９８２頁等参照）、

取引の実情としても契約等を任意組合名義で行うことが通例とされていることに照

らすと、任意組合も、その名において契約を締結し、その名において権利を取得し義

務を負うと評価することが可能である。 

(c) また、人格のない社団（権利能力のない社団）についても、① 「権利能力のな

い」社団でありながら、その代表者によってその社団の名において構成員全体のため

に権利を取得し、義務を負担するとされ、社団の名において行われるのは、一々全て

の構成員の氏名を列挙することの煩を避けるためにほかならない（したがって、登記

の場合、権利者自体の名を登記することを要し、権利能力なき社団においては、その

実質的権利者たる構成員全部の名を登記できない結果として、その代表者名義をもっ

て不動産登記簿に登記するよりほかに方法がないのである。）と解されており（前掲

高裁昭和３９年１０月１５日第一小法廷判決）、② 権利能力なき社団の代表者が

社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として

総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自

は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解されている

こと（ 高裁昭和●●年(○ ○)第● ●号同４８年１０月９日第三小法廷判決・民集

２７巻９号１１２９頁参照）に照らすと、人格のない社団も、その名において契約を

締結し、（形式的には総構成員の総有とされながら）実質的にはその名において権利

を取得し義務を負うものと評価することが可能である（なお、星野論文２８３頁も参

照。）。 

(d) 以上によれば、任意組合又は人格のない社団（権利能力のない社団）のいずれで

あっても、被告基準②を満たすものということができる（もっとも、被告基準①、②

を、その名においてのみ、独自の財産を所有し、権利を取得し義務を負うという基準

とした場合には、任意組合や人格のない社団とは区別されるが、(イ)で述べたように、

これによっても、一般的に法人といえるための十分条件となるものとはいえない可能

性が残るし、後述（(3)イ(エ)ｃ）のように本件各ＬＰＳがその基準を満たすものと

いうこともできない。）。 
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ｃ 被告基準③について 

 被告基準③は、「その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るか否

か」というものである。 

 この点、民事訴訟法２９条は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めが

あるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる旨規定しているところ、

判例上、任意組合であっても同条により訴訟上の当事者能力を認めることができると解

されている（ 高裁昭和●●年(○○)第●●号同３７年１２月１８日第三小法廷判決・

民集１６巻１２号２４２２頁等参照）。 

 そうであるとすれば、任意組合又は人格のない社団（権利能力のない社団）であって

も、その権利義務のためにその名において訴訟当事者になり得るから、被告基準③に該

当するものといわざるを得ない。 

(エ) 以上によれば、被告基準①～③は、法人と法人でない団体（事業体）とを明確に区別

する基準とすることはできず、被告の前記(ア)の主張を採用することはできない。 

オ 原告らの主張について 

(ア) 他方、原告らは、外国の事業体が我が国の租税法上の外国法人として取り扱われるた

めには、外国法人（法人税法２条４号、所得税法５条４項）に該当する必要があり、これ

に該当するというためには、民法３６条１項に従い、同項の外国法人であって、商事会社

に該当するものとして、認許されるものでなければならないと解すべきである旨主張する。 

(イ) しかしながら、そもそも、本件で問題とされているのは、本件各ＬＰＳが事業から生

じる損益により構成される所得の帰属主体となり得る団体（事業体）としての、我が国の

租税法上の「法人」に当たるか否かであって、外国法人を我が国において法人として活動

し得る法人格の主体として承認するかどうかという認許の問題は直接関係するものでは

ない。また、① 我が国の租税法は、「外国法人」を内国法人（国内に本店又は主たる事

務所を有する法人）以外の法人と定義しているから（前記ア(ア)ａ参照）、理論的には日

本法に準拠して設立された法人でありながら本店及び主たる事務所を国内に有しないも

のも（これが実在するかはともかく）外国法人として取り扱うことを排除していないとい

える。これに対し、前述のとおり、民法３６条にいう「外国法人」とは、外国の法令に準

拠して法人として成立した（すなわち、外国の法令に準拠して法人格を付与された）団体

をいうものと解され（前記ア(オ)ｂ参照）、上記の「外国法人」とは異なる概念である。

さらに、② 現に、外国法人に課せられる所得税の対象となる国内源泉所得（前記ア(ア)

ａ、ｃ参照）には、例えば、外国法人が支払を受ける日本の国債等の利子（所得税法１７

８条、１６１条４号イ）のように、日本国内において（私法上の権利義務を生じる）事業

や取引等を行うことを前提としないものも含まれているのに対し、民法３６条は、前記の

とおり、外国の法令に準拠して法人として成立した団体について我が国において法人とし

て活動し得る法人格の主体として認めるかどうかに関するものである（前記ア(オ)ｂ参

照）。 

 これらの点を総合すれば、我が国の租税法上の外国法人が民法３６条１項により認許さ

れる外国法人に限定されると解することはできないというべきである。 

(ウ) したがって、原告らの前記主張は、独自の見解を前提とするものといわざるを得ない

から、その余の点を検討するまでもなく、採用することができない。 
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カ 小括 

 そうすると、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては、被告

基準及び原告らの主張する基準のいずれも採用することができず、結局前記ウの観点からこ

れを検討せざるを得ない。そして、前提事実及び証拠（乙４、３６）によれば、本件各ＬＰ

Ｓは、州ＬＰＳ法その他のデラウェア州の法律に準拠する本件各ＬＰＳ契約（特に後記(2)

イ(ネ)参照）に基づいて組成されたものであると認められるから、この点について主として

州ＬＰＳ法の規定内容に照らして検討すべきこととなる。 

 そこで、以下では、まず州ＬＰＳ法及び本件各ＬＰＳ契約の概要を明らかにした上（後記

(2)）、これに従って上記の点を検討すること（後記(3)）とする。 

(2) 州ＬＰＳ法及び本件各ＬＰＳ契約の概要 

 前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、州ＬＰＳ法及び本件各ＬＰＳ契

約の概要は、次のとおりであると認められる。 

ア 州ＬＰＳ法の概要（甲８４、１１１、乙２５、９０） 

 なお、訳語について当事者間に争いがあるものは、本文に原語及び被告主張の邦訳を記載

し、原告ら主張の邦訳を注記した。 

(ア) 定義 

ａ ジェネラル・パートナーとは、パートナーシップ契約に基づきＬＰＳのジェネラル・

パートナーとして認められ、かつ、ＬＰＳ証明書又は（必要とされる場合には）ＬＰＳ

の成立のよりどころになる類似の法律文書で指名された者を意味する（１０１条(5)）。 

ｂ リミテッド・パートナーとは、３０１条に基づき、ＬＰＳのリミテッド・パートナー

と認められた者を意味する（１０１条(8)）。 

ｃ ＬＰＳとは、デラウェア州法の下で２人以上の者によって組織され、かつ、１名以上

のジェネラル・パートナーと１名以上のリミテッド・パートナーで構成されたＬＰＳを

意味し、更にデラウェア州法の下では、リミテッド・ライアビリティ・リミテッド・パ

ートナーシップを含むものとする（１０１条(9)）。 

ｄ パートナーとは、リミテッド・パートナー又はジェネラル・パートナーを意味する（１

０１条(11)）。 

ｅ パートナーシップ契約とは、ＬＰＳの業務及び営業に関するパートナー全員の書面又

は口頭による合意を意味する（１０１条(12)）。 

ｆ パートナーシップ持分（Partnership Interest）とは、ＬＰＳの損益に対して各パー

トナーが保有する持分及びＬＰＳの資産（partnership assets）の分配を受ける権利を

いう（１０１条(13)）。 

ｇ 者（Person）とは、自然人、（無限責任又は有限責任を問わない。）パートナーシップ、

ＬＬＣ、信託、財団、社団（corporation）、企業、受託者、受取人又はその他の個人若

しくはエンティティ（entity）であって本人又はその代理人の資格を有するものを意味

する。（１０１条(14)）。 

(イ) 訴状・召喚状の送達 

 ＬＰＳに対する訴状・召喚状は、ＬＰＳの経営代理人、総代理人若しくはジェネラル・

パートナー等に対して直接写しを手渡すことにより、又は、これらの者のデラウェア州内

の住居等に送付することにより、送達されたものとみなされる（１０５条(a)）。 
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(ウ) 認可事業の性格及び権限 

ａ ＬＰＳは、デラウェア州法第８編コーポレーション法の１２６条に規定されている保

険担保権を発行する事業、保険リスクを引き受ける事業及び銀行業を除き、営利目的か

否かを問わず、いかなる合法的な事業、目的又は活動をも実施することができる（１０

６条(a)）。 

ｂ ＬＰＳは、本章（デラウェア州法第６編第１７章、すなわち州ＬＰＳ法。以下同じ。）

若しくはその他の法律又は当該ＬＰＳのパートナーシップ契約により付与された全て

の権限及び特権並びにこれらに付随するあらゆる権限（当該ＬＰＳの事業、目的、活動

の実行、促進及び達成のために必要又は好都合な権限や特権を含む。）を保有し、それ

を行使することができる（１０６条(b)）。 

(エ) ＬＰＳ証明書 

ａ ＬＰＳを設立するためには、１名以上の者（persons）（ジェネラル・パートナーの合

計数を下回らない数とする。）がＬＰＳ証明書を履行（作成・登録の意味と解される。）

しなければならない。ＬＰＳ証明書には次の事項を記載し、州務長官登録局に登録する

ものとする（２０１条(a)）。 

(a) ＬＰＳの名称 

(b) 登録された事務所の所在地及び本編の１０４条によって記載が義務付けられてい

る訴状・召喚状の送達のための登録代理人の名称及び住所 

(c) 各ジェネラル・パートナーの名称、事務所若しくは居住地の住所又は郵送用の住

所 

(d) パートナー全員がＬＰＳ証明書に記載するものと決定したその他の事項 

ｂ ＬＰＳは、 初のＬＰＳ証明書が州務長官登録局に登録された時点又はＬＰＳ証明書

に記載された（当該登録後の）日付にて設立される（formed。注１）ものとし、いずれ

の場合においても、本項の要件を完全に満たすものでなければならない。本章に基づき

組織されたＬＰＳは、独立した法的主体（separate legal entity。注２）となり、そ

の独立した法的主体（separate legal entity）としての地位は、当該ＬＰＳのＬＰＳ

証明書が解除されるまで継続する（２０１条(b)）。 

（注１）原告主張の邦訳は「組成される」である。 

（注２）原告主張の邦訳は「セパレート・リーガル・エンティティ」である。 

ｃ ＬＰＳ証明書が州務長官登録局に登録されているという事実は、当該パートナーシッ

プがＬＰＳであることを通告するものであるとともに、本編の２０１条(a)(1)～(3)（上

記ａ(a)～(c)）及び２０２条(f)においてＬＰＳ証明書への記載が義務付けられている

全ての事実並びに本編の２１８条(b)においてＬＰＳ証明書への記載が認められている

事実が記載されているということを通告するものである（２０８条）。 

(オ) リミテッド・パートナーの資格付与 

 ＬＰＳの設立（the formation）に関連し、主体（person）は、次の事象のうちいずれ

か遅い方が発生した時に、ＬＰＳのリミテッド・パートナーとしての資格を付与される（３

０１条）。 

ａ ＬＰＳの設立（the formation）。 

ｂ パートナーシップ契約に規定された日時。パートナーシップ契約に規定されていない
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場合には、ＬＰＳの記録に当該者（person）への資格付与が記載された時。 

(カ) リミテッド・パートナーの第三者に対する責任 

 リミテッド・パートナーは、自己がジェネラル・パートナーでもある場合又はリミテッ

ド・パートナーとしての権利や権限の行使に加えて当該事業の経営管理に関与している場

合を除き、ＬＰＳの債務を弁済する責任を負わない。ただし、リミテッド・パートナーが

事業の経営管理に関与する場合でも、リミテッド・パートナーの行為に基づきリミテッ

ド・パートナーがジェネラル・パートナーであるものと合理的に信じてＬＰＳと取引をし

た者に対してのみ、責任を負う（３０３条(a)）。 

(キ) ジェネラル・パートナーの一般的な権限と責任 

ａ 本章又はパートナーシップ契約で規定されている場合を除き、ＬＰＳのジェネラル・

パートナーが有する権利や権限には、１９９９年７月１１日時点で有効なデラウェア州

統一パートナーシップ法（１９９９年改正前の州ＧＰＳ法）に規定されるパートナーシ

ップのパートナーに対する制限が適用される（４０３条(a)）。 

ｂ 本章で規定されている場合を除き、ＬＰＳのジェネラル・パートナーは、１９９９年

７月１１日時点で有効なデラウェア州統一パートナーシップ法（１９９９年改正前の州

ＧＰＳ法）に準拠するパートナーシップにおけるパートナーとしての責任を当該パート

ナーシップ以外又は他のパートナー以外の者ら（persons）に対して有する（４０３条(b)

前段）。 

(ク) 損益の分配 

 ＬＰＳの損益は、パートナーシップ契約の規定に従い、パートナー並びにパートナーの

クラス及びグループの間で割当てが行われる（shall be allocated）。パートナーシップ

契約にその定めがない場合、損益は、各パートナーによって拠出された出資（ＬＰＳによ

って受領され、かつ返還されていないものに限る。）に関して（当該ＬＰＳの記録上の）

合意された価額に基づき割当てが行われる（shall be allocated）（５０３条）。 

(ケ) ジェネラル・パートナーの脱退 

 ジェネラル・パートナーは、パートナーシップ契約で特定されている事象の発生時に、

パートナーシップ契約に基づきＬＰＳから脱退することができる。パートナーシップ契約

は、ジェネラル・パートナーがＬＰＳのジェネラル・パートナーとしての地位から脱退す

る権利を有しないと規定することもできる。しかしながら、パートナーシップ契約におい

てＬＰＳのジェネラル・パートナーがその地位から脱退する権利を有しないと規定されて

いる場合でも、ジェネラル・パートナーは、他のパートナーに書面による通知を行うこと

により、いつでもＬＰＳから脱退することができる。ジェネラル・パートナーの脱退がパ

ートナーシップ契約の違反となる場合、準拠法の下で適用される救済策に加え、ＬＰＳは、

脱退するジェネラル・パートナーからパートナーシップ契約の違反に係る損害賠償を受け

ることができ、当該損害賠償金によって脱退するジェネラル・パートナーへの配当額を相

殺することができる（６０２条）。 

(コ) リミテッド・パートナーの脱退 

 リミテッド・パートナーは、パートナーシップ契約に特定された事象の発生時にのみパ

ートナーシップ契約に基づきＬＰＳから脱退することができる。準拠法の下で別段の定め

がある場合においても、パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き、リミテッ
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ド・パートナーは、ＬＰＳの解散や清算前にＬＰＳから脱退してはならない。準拠法の下

で別段の定めがある場合においても、パートナーシップ契約は、パートナーがＬＰＳに対

する自己の持分をＬＰＳの解散や清算前に譲渡することを禁止することができる（６０３

条）。 

(サ) 脱退時の配当 

 脱退するパートナーは、本節に規定されている場合を除き、パートナーシップ契約に基

づき受領資格のある配当を脱退時に受領することができ、当該パートナーは、パートナー

シップ契約に別段の定めがある場合を除き、脱退後の合理的な期間内において、当該パー

トナーのＬＰＳに対するパートナーシップ持分の脱退日における公正価額を、ＬＰＳから

の配当の分配を受ける権利に基づき、ＬＰＳから受領することができる（６０４条）。 

(シ) パートナーシップ持分の性質 

 パートナーシップ持分は、動産（personal property）である。パートナーは、特定の

ＬＰＳ財産（specific limited partnership property）に対していかなる持分も所有し

ない（７０１条）。 

(ス) パートナーシップ持分の譲渡 

 当該パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き、① パートナーシップ持分

は、その全部又は一部を譲渡することができ、② パートナーシップ持分の譲渡は、ＬＰ

Ｓの解散や譲受人がパートナーとなったりパートナーの権利・権限を行使したりする資格

を得るということを示すものではなく、③ パートナーシップ持分の譲渡により、譲受人

はその損益に対する持分を有し、配当を受領し、収益、利益、損失、控除、債権等に関し

て、譲受人による保有が認められているものについて保有が認められている程度の割当て

を受けることができる（７０２条(a)）。 

(セ) 譲受人がリミテッド・パートナーとなる権利 

ａ パートナーシップ持分の譲受人（ジェネラル・パートナーの譲受人を含む。）は、以

下のいずれかの条件を満たした場合、リミテッド・パートナーになることができる（７

０４条(a)） 

(a) パートナーシップ契約にその旨規定されている場合 

(b) 全てのパートナーが同意した場合 

ｂ リミテッド・パートナーとなった譲受人は、譲渡された範囲における権利・権限を有

し、パートナーシップ契約及び本章に規定されるリミテッド・パートナーの責任・制限

が適用される（７０４条(b)）。 

(ソ) 裁判所の決定によらない解散 

 ＬＰＳは、以下のいずれかの事由等が発生した時点で解散し、その事業は清算されるも

のとする（８０１条）。 

ａ パートナーシップ契約に規定された日時。当該日時がパートナーシップ契約で規定さ

れていない場合、ＬＰＳは永続的な存在（a perpetual existense。注）となる。（８０

１条(1)） 

ｂ パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き、ⓐＬＰＳのジェネラル・パー

トナー全員及びⓑＬＰＳのリミテッド・パートナー又はリミテッド・パートナーの複数

のクラス若しくはグループが存在する場合にはそのクラス別若しくはグループ別の賛
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成投票若しくは書面による同意がある場合（８０１条(2)） 

ｃ ジェネラル・パートナーが脱退した場合（ただし、脱退の時点で別のジェネラル・パ

ートナーが少なくとも１名存在し、残存するジェネラル・パートナーによって事業が続

行されることがパートナーシップ契約で認められ、当該パートナーがその続行を行う場

合等を除く。）（８０１条(3)） 

ｄ リミテッド・パートナーが存在しなくなった場合（ただし、 後のリミテッド・パー

トナーが脱退する原因となった事象の発生時より９０日以内又はパートナーシップ契

約で定められた期間内に、 後のリミテッド・パートナーの代理人及び全てのジェネラ

ル・パートナーが、書面又は投票により、ＬＰＳの事業を継続することに同意し、 後

のリミテッド・パートナーが脱退する原因となった事象の発生日をもって当該リミテッ

ド・パートナーの代理人、被任命者又は被指名者を当該ＬＰＳのリミテッド・パートナ

ーとして迎え入れることに同意した場合等の条件を満たした場合を除く。）（８０１条

(4)） 

（注）原告の邦訳は「期限の定めのないもの」とする。 

(タ) 裁判所の決定による解散 

 パートナーシップによる申立て又はパートナーのための申立てに基づき、衡平裁判所は、

パートナーシップ契約を遵守した形での事業継続が合理的に不可能であると判断した場

合、当該ＬＰＳを解散する旨の判決をすることができる（８０２条）。 

(チ) パートナーシップ契約の構築と適用 

 契約における自由原則及びパートナーシップ契約の執行可能性に 大限の効果を与え

るのが本章の狙いである（１１０１条(c)）。 

(ツ) 州ＧＰＳ法等の準用 

 本章に規定されていないいかなる事例も、１９９９年７月１１日時点で有効な（in eff

ect）デラウェア州統一パートナーシップ法（１９９９年改正前の州ＧＰＳ法）、コモン・

ロー及び衡平法（商事法を含む。）に準ずるものとする（１１０５条）。 

イ 本件各ＬＰＳ契約の概要（乙４、３６） 

 なお、本件ＬＰＳ契約(C)及び本件ＬＰＳ契約(P)の内容はほぼ同様であるので、本件各Ｌ

ＰＳ契約をまとめて記載し、相違する部分のみ、注記を付することとした。また、訳語につ

いて当事者間に争いがあるものは、本文に原語及び被告主張の邦訳を記載し、原告ら主張の

邦訳を注記した。 

(ア) 前文 

ａ 本件ＬＰＳ契約(C) 

 本件ＬＰＳ契約(C)は、２０００年１２月１９日に、本件ＧＰ(C)をジェネラル・パー

トナーとし、本契約又は本契約の副本に署名する各個人をリミテッド・パートナーとし

て、本件建物(C)に投資する目的で、州ＬＰＳ法に基づきＬＰＳを設立するために締結

された。以下に定める事項及び相互の合意を約因とし、パートナーは、以下に定める条

件で、州ＬＰＳ法その他適用の法律に従って運営されるパートナーシップを設立するこ

とに同意し、これを設立する。 

ｂ 本件ＬＰＳ契約(P) 

 本件ＬＰＳ契約(P)は、２００２年３月２８日に、本件ＧＰ(P)をジェネラル・パート
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ナーとし、本契約又は本契約の副本に署名する各個人をリミテッド・パートナーとして、

本件建物(P)に投資する目的で、州ＬＰＳ法に基づきＬＰＳを設立するために締結され

た。以下に定める事項及び相互の合意を約因とし、パートナーは、以下に定める条件で、

州ＬＰＳ法その他適用の法律に従って運営されるパートナーシップを設立することに

同意し、これを設立する。 

(イ) 本件各ＬＰＳの設立（Formation。注）（１．１条） 

 本件各ＬＰＳは、ＬＰＳ証明書（本件各ＧＰに代わり、本件各ＧＰが正式に任命した代

理人ｂ（ｂ）が作成。当該任命は本契約により確認されている。）をデラウェア州事務局

に提出することにより、州ＬＰＳ法に従い、デラウェア州のＬＰＳとして設立された（fo

rmed。注）。 

（注）原告らの邦訳は「Formation」を「組成」、「formed」を「組成された」とする。 

(ウ) 本件各ＬＰＳの目的（１．３条） 

 本件各ＬＰＳは、本件各不動産の購入、取得、開発、保有、賃貸、管理、売却その他の

処分の目的のみのために設立され（organized。注）、当該目的を実施するために必要又は

便宜的な範囲で次の権限を有する。 

ａ 本件各不動産の購入、取得、開発、保有、賃貸、管理、売却その他の処分 

ｂ 銀行口座の開設及び維持並びに支払のための小切手その他為替の振出し 

ｃ 必要又は望ましいと考えられる条件で、随時、金額又は支払方法及び支払時期の制限

なく金員を借り入れ、又は約束手形その他の流通性のある証券若しくは流通性のない負

債証書の発行、受領、裏書及び作成をすること、本件各ＬＰＳの財産の全部又は一部を

担保に供し、差し入れ、委譲し、又は譲渡することによって上記借入れ等及びその利息

の支払を所有時か取得後かにかかわらず保証すること並びに本件各ＬＰＳに関する当

該証券及び負債証書を売却し、担保に供し、その他処分すること。 

ｄ 第三者に対する請求について訴訟を提起し、提起され、解決し又は和解し、本件各Ｌ

ＰＳに対する請求について解決し又は和解し、それらに関連して必要又は望ましいと考

えられる書類の作成、意思表示、許可及び権利放棄を行うこと。 

ｅ 独立した弁護士、会計士、その他上記の目的に関連して必要又は望ましいと考えられ

る者の雇用。 

ｆ その他上記事項を達成するために必要、適切又は便宜的な活動及び取引を行い、契約

その他の約定を締結し、作成し、実施すること。 

（注）原告らの邦訳は、「organized」を「組成され」とする。 

(エ) 本件各ＬＰＳの存続期間（１．４条） 

ａ 本件ＬＰＳ契約(C) 

 本件ＬＰＳ(C)は、①２０３５年１２月３１日又は②本件ＬＰＳ(C)の現金以外の資産

の全ての売却その他の処分により得られた収益の 終支払を本件ＬＰＳ(C)が現金で受

領した日のいずれか早い方の時まで継続する。 

ｂ 本件ＬＰＳ契約(P) 

 本件ＬＰＳ(P)は、①２０３７年１２月３１日又は②本件ＬＰＳ(P)の現金以外の資産

の全ての売却その他の処分により得られた収益の 終支払を本件ＬＰＳ(P)が現金で受

領した日のいずれか早い方の時まで継続する。 
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(オ) パートナーの性質及び責任（１．５条） 

 契約、不法行為その他により生じたかを問わず、本件各ＬＰＳの負債、債務及び義務は

本件各ＬＰＳの単独の負債、債務及び義務であり、リミテッド・パートナーは、リミテッ

ド・パートナーであるという理由のみで本件各ＬＰＳの負債、債務又は義務について個人

的に責任を負わない。 

(カ) 一般的な管理（２．１条） 

 本件各ＬＰＳの管理及び運営は、本件各ＧＰに独占的に権利を付与される。本件各ＧＰ

は、これにより、本件各ＬＰＳに代わり又は本件各ＬＰＳの名で、１．３条に定める本件

各ＬＰＳの目的の全てを実施する権限を有する。 

 リミテッド・パートナーは、本件各ＬＰＳ契約に定める場合を除き、本件各ＬＰＳの管

理又は運営に参加してはならず、いかなる事項に関しても、本件各ＬＰＳに代わって又は

本件各ＬＰＳの名で行為する権限又は権利を有しない。 

(キ) 解任（２．６条） 

 本件各ＧＰは、その時点でリミテッド・パートナー全員が有するパートナーシップ持分

の８０％を超える持分を有するリミテッド・パートナーの賛成又は同意により、正当な理

由によって解任される。 

(ク) 不動産投資及び資産等の登録（２．７条） 

 本件各ＬＰＳが行う全ての不動産投資その他所有する資産は、本件各ＬＰＳの名又は本

件各ＧＰが随時決定できる名義人の名で登録される。 

(ケ) 本件各ＧＰに対する管理報酬（３．３条） 

 本件各ＬＰＳは、本件各ＧＰに対し、本件各ＬＰＳの管理・運営について（本件ＬＰＳ

(C)は毎月４０２５ドル、本件ＬＰＳ(P)は、月１３１０ドル）の管理報酬を支払う。管理

報酬は、本件各土地賃貸借契約に従い、本件各土地賃貸借契約に定める優先順位で支払う。

本件各ＬＰＳが当該管理報酬を支払う十分なキャッシュフローがない場合、未払の報酬は、

当該未払報酬を支払う十分な資金があると本件各ＧＰが判断する時まで繰り越される。た

だし、本件各ＬＰＳは、本件各ＬＰＳが解散した時点で未払となっている繰延管理報酬に

ついては、本件各ＬＰＳが当該繰延管理報酬全てを支払うための十分なキャッシュフロー

がない範囲で、責任を負わず、支払う義務を負わない。３．３条に従って支払う管理報酬

は、内国歳入法７０７条に従った本件各ＬＰＳの費用として扱われ、州ＬＰＳ法６０７条

の限度が適用される分配とすることを意図するものではない。 

(コ) 出資（４．２条～４．５条） 

ａ 本件各ＧＰは、本件各ＬＰＳの資本に当初の出資をする必要はない。リミテッド・パ

ートナーはそれぞれ、本件各ＬＰＳの資本に対し、別紙Ａ（各パートナーごとに名称、

資本出資、パートナーシップ出資割合を順次記載したもの）のそれぞれの名の隣に記載

された金額を「資本出資」として出資する（４．２条）。 

ｂ ４．２条の定めを除き、リミテッド・パートナーは、本件各ＬＰＳへの追加出資をす

る必要はない（４．３条）。 

ｃ パートナーが本件各ＬＰＳの資本に対して出資した全ての出資金の合計及び本件各

ＬＰＳの分配されない純利益は、本件各ＬＰＳの目的を実施するために本件各ＬＰＳが

利用できる（４．４条）。 
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ｄ パートナーは、別紙Ａのそれぞれの名の隣に記載されたパートナーシップ出資割合を

有する。各パートナーは、本件各ＬＰＳの資産に、そのパートナーシップ出資割合に相

当する不可分の持分（undivided interest）を有する（４．５条）。 

(サ) 分配（４．６条） 

ａ 本件ＬＰＳ契約(C) 

(a) 税金分配 

 本件ＬＰＳ(C)は、本件ＧＰ(C)の単独で絶対的な裁量により、各会計年度の３月３

０日までに各パートナーに対して次と同額の分配を行うことができる。(ⅰ) 本件Ｌ

ＰＳ(C)の前会計年度に、４．７条その他の条項に基づいて当該パートナーに対して

割り当てられた所得、利益その他の項目の正味金額に(ⅱ) ４０％を掛けた金額。 

(b) 裁量分配 

 本件ＬＰＳ(C)は、本件ＧＰ(C)の単独で絶対的な裁量により、パートナーに対し、

随時、現金の分配を行うことができる。４．６条(b)に従う現金分配は、パートナー

のそれぞれのパートナーシップ出資割合に応じて行われる。本契約に定めるものを除

き、パートナーは、資本出資又は収益の分配を要求したり、受領する権利を有しない。 

ｂ 本件ＬＰＳ契約(P) 

(a) 税金分配 

 本件ＬＰＳ(P)は、本件ＧＰ(P)の単独で絶対的な裁量により、各会計年度の３月３

０日までに各パートナーに対して次と同額の分配を行うことができる。(ⅰ) 本件Ｌ

ＰＳ(P)の前会計年度に、４．７条その他の条項に基づいて当該パートナーに対して

割り当てられた所得、利益その他の項目の正味金額に(ⅱ) ４０％を掛けた金額。 

(b) 裁量分配 

 本件ＬＰＳ(P)は、本件ＧＰ(P)の単独で絶対的な裁量によりパートナーに対して随

時、現金の分配を行うことができる。本件ＬＰＳ契約(P)に定めるものを除き、４．

６条(b)による現金の出資は、次の優先順位に従って分配されるものとする。 

① 第１に、本件ＬＰＳ(P)に非強制の追加出資を行ったパートナー間で、該当する

パートナー全員の未収の累積優先利益の総額に対して各パートナーが負担する未

収の累積優先利益と同じ割合で、パートナーそれぞれが４．６条(b)(ⅰ)により当

該分配を行う直前での未収の累積優先利益に等しい金額を受け取るまで 

② 第２に、本件ＬＰＳ(P)に非強制の追加出資を行ったパートナー間で、該当する

パートナー全員の追加出資勘定の総額に対してパートナーそれぞれが負担する追

加出資勘定の金額と同じ割合で、各パートナーが４．６条(b)(ⅱ)によりパートナ

ーそれぞれの追加出資勘定における残高をゼロまで減少させるのに必要な金額を

受け取るまで 

③ 第３に、パートナー間で、それぞれのパートナーシップ出資割合に比例して分配

する。 

(シ) 利益及び損失の割当て等（４．７条、４．８条、４．１２条） 

ａ 本件ＬＰＳ契約(C) 

(a) 会計年度の利益及び損失は、パートナーのそれぞれのパートナーシップ出資割合

に応じてパートナーに割り当てられる（４．７条、４．８条） 
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(b) 本契約で別途定められていない限り、本パートナーシップの所得、収益、損失及

び控除の全ての項目のパートナーの分配持分は、利益及び損失の分配持分と同じとす

る（４．１２条(a)）。 

 ゼネラル・パートナーは、内国歳入法７０６条及び規則で認められた方法を使用し

て、期間に適切に割り当てられる利益、損失その他項目を割り当てる（４．１２条(b)）。 

ｂ 本件ＬＰＳ契約(P) 

(a) 会計年度の利益及び損失は、パートナー間で以下のように割り当てられるものと

する（４．７条、４．８条。なお、①は、利益の割合の規定を前提として損失の割当

の規定では異なる点を括弧内に記載している。）。 

① 第１に、各パートナーに対して、各パートナーの以前の損失割合と同じ割合で順

序は逆にして（各パートナーの以前の利益割合に比例し順序は逆にして）、当期及

び以前の全期間に対して４．７条(a)（４．８条(a)）により割り当てられた累積利

益（累積損失）が、以前の全期間に対して４．８条(b)及び４．８条(c)（４．７条

(b)及び４．７条(c)）により各パートナーに割り当てられた累積損失（累積利益）

に等しくなるまで。 

②【利益の割合。４．７条(b)】 

 第２に、各パートナーに対して、４．７条(b)により該当するパートナーに以前

に割り当てられた累積利益の総額に対して当該パートナーの未収の累積優先利益

を超過した分に等しい（それにより少ない場合はそれに応じて按分比例した）金額 

【損失の割当。４．８条(b)】 

 第２に、各パートナーに対して、当該パートナーの資本勘定のプラス残高があれ

ばその超過分に等しい金額（マイナスの場合はそれに比例して按分する。） 

③ その後、パートナーに対して、それぞれのパートナーシップ出資割合に比例して

按分する。 

(b) 本契約で別途定められていない限り、本パートナーシップの所得、収益、損失及

び控除の全ての項目のパートナーの分配持分は、利益及び損失の分配持分と同じとす

る（４．１２条(a)）。 

 ゼネラル・パートナーは、内国歳入法７０６条及び規則で認められた方法を使用し

て、期間に適切に割り当てられる利益、損失その他項目を割り当てる（４．１２条(b)）。 

(ス) 本件各ＧＰによるその他の決定事項（４．９条） 

 本件各ＬＰＳ契約を解釈する上で必要な範囲で、本件各ＧＰは、全ての目的のために、

合理的な慣例を適用する完全かつ絶対的な裁量を有する。本件各ＧＰによる当該決定は、

終的なもので、パートナーを拘束する。 

(セ) 新規パートナー（５．２条） 

 ＧＰは、７条に適合する代替リミテッド・パートナー以外の追加のリミテッド・パート

ナーを承認する権限を有しない。 

(ソ) 本件各ＬＰＳからの脱退（６．１条、６．２条） 

ａ リミテッド・パートナーは、本件各ＬＰＳから脱退する権利を有する。ただし、本

件各ＧＰの単独かつ絶対的な裁量による同意がある場合に限られる。本件各ＧＰがリ

ミテッド・パートナーの脱退に同意した場合、当該リミテッド・パートナーは、脱退
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時に、パートナーシップ持分を脱退した日時点での公正価格で受け取る権利を有する。 

ｂ 本件各ＧＰは、本件各ＬＰＳから脱退する権利を有しない。 

(タ) パートナーシップ持分の譲渡（７．１条、７．２条） 

ａ 本件各ＧＰは、本件各ＬＰＳの持分の全部又は一部を売却したり譲渡してはならず、

いかなる方法によっても処分したり授けてはならず、又は授与を許してはならず、担

保権を設定してはならない。 

ｂ リミテッド・パートナー（受益者ではないもの）は、本件各ＧＰのそれぞれ単独で

絶対的な裁量に基づく書面による同意がない限り、当該リミテッド・パートナーのパ

ートナーシップ持分の全部又は一部を売却したり譲渡してはならず、いかなる方法に

よっても処分したり授けてはならず、又は授与を許してはならず、担保権を設定して

はならない。 

(チ) リミテッド・パートナーの代替（７．５条。ただし、本件ＬＰＳ契約(P)においては

７．４条） 

 パートナーシップ持分のいかなる譲受人も、(ⅰ) 譲受人が譲渡関連文書に本件各ＬＰ

Ｓ契約の条件に拘束される意図を表明し、かつ、(ⅱ) 本件各ＧＰがその代替に同意しな

い限り、代替リミテッド・パートナーとなる権利を有しない。 

(ツ) 入会金等（７．６条） 

 ジェネラル・パートナーが７．２条又は７．５条（ただし、本件ＬＰＳ契約(P)におい

ては７．４条）のいずれかに従ってリミテッド・パートナーのパートナーシップ持分の譲

渡若しくは移転又は代替に同意した場合、 

ａ 当該リミテッド・パートナー（ＬＰ）のパートナーシップ持分（ＰＳ持分）の譲渡人

等は、当該譲渡又は代替を有効にするために生じた弁護士費用その他の費用について本

件各ＬＰＳに払い戻し、当該パートナーシップ持分（ＰＳ持分）の購入価格の３％に相

当する仲介手数料をジェネラル・パートナー（ＧＰ）に支払い、 

ｂ 当該リミテッド・パートナー（ＬＰ）のパートナーシップ持分（ＰＳ持分）の譲渡人

又は譲受人は、ｉ銀行株式会社又はその関連会社に手数料として当該パートナーシップ

持分（ＰＳ持分）の買取価格の１０％に相当する額を支払う。 

(テ) 本件各ＬＰＳの終了（８．１条） 

 本件各ＬＰＳは、次のいずれかの事由が 初に発生した場合に終了する。 

ａ 本件各ＧＰの解散（(a)） 

ｂ 本件各ＧＰによる本件各ＬＰＳを解散すべきとの決定（(b)） 

ｃ １．４条に定める本件各ＬＰＳの期間の終了（(c)） 

ｄ 適用法令に基づいて本件各ＬＰＳの終了となる事由の発生（(d)） 

(ト) 清算（８．２条） 

 本件各ＬＰＳが終了したときは、本件各ＧＰが（８．１条(a)に従って本件各ＬＰＳが

終了した場合には、リミテッド・パートナー（ＬＰ）のパートナーシップ出資割合の過半

数により選任された清算受託者が）、① 本件各ＧＰ（又は清算受託者）が必要又は望ま

しいと考える本件各ＬＰＳの現金以外の資産を現金化し（本件ＬＰＳ契約(C)においては、

さらに、② ４．１条に従ってパートナーの資産勘定を確定した上）、③ 次の方法及び

順序で本件各ＬＰＳの資産から次の措置及び分配を行う。 
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ａ 本件各ＧＰ（又は清算受託者）が、パートナーではない本件各ＬＰＳの債権者の全て

の請求に係る債務を支払い、消滅させ、本件各ＬＰＳの偶発債務又は予測不能な負債若

しくは債務の補填に必要又は対応可能と考える準備金を設定する。ただし、偶発債務が

なくなり、現金その他資産がある場合は特別準備金は８．２条(c)に定めるとおり分配

される（(a)）。 

ｂ パートナーである本件各ＬＰＳの債権者全ての請求に係る債務を按分して支払い、消

滅させる（(b)）。 

ｃ ４．６条(b)に従い、資産の残りをパートナーに支払い、分配する（(c)）。 

(ナ) 分配の方法（８．３条） 

 ８．２条(a)及び(b)に従って行われる分配は、現金のみで行われる。８．２条(c)に従

って行われる分配は、本件各ＧＰ（又は本清算受託者）が決定するとおり、現金若しくは

その他資産又はその両方で行うことができる。 

(ニ) 決定事項の拘束力（９．８条） 

 本件各ＧＰが会計事項に関連して行う決定は、 終的なものであり、リミテッド・パー

トナー及びそのそれぞれの法定代理人を拘束する。 

(ヌ) 修正（１０．２条） 

 本件各ＬＰＳ契約は、ジェネラル・パートナー及びリミテッド・パートナーの持分の過

半数によって署名した書面でされない限り、修正することはできない。 

(ネ) 準拠法（１０．７条） 

 本契約は、デラウェア州の法律（the laws of the states of Delaware）に準拠し、そ

れに従って解釈される。 

(ノ) 分割に対する権利の放棄（１０．１５条） 

 各パートナーは、当該パートナーが本件各ＬＰＳの資産に関連する分割の訴訟を維持す

るために有する権利を本件各ＬＰＳ期間中に取消不能の条件で放棄するとともに、パート

ナーシップ会計のための訴状を提出するなど他のパートナーや本件各ＬＰＳに対してそ

れに反するいかなる方法の手続もしないことに同意する。 

(3) 本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当するか否かの検討 

ア 前記(2)で認定した州ＬＰＳ法の規定内容によれば、州ＬＰＳ法上、州ＬＰＳ法に準拠し

て組成されたＬＰＳが法人である（法人格を有する）旨を明示的に定めた規定はないものの、

① 州ＬＰＳ法に基づき組織されたＬＰＳは、独立した法的主体（separate legal entity）

となる旨の規定（２０１条(b)）があり、これが当該ＬＰＳが法人である（法人格を有する）

旨の規定であるとする見解に沿う規定として、② ＬＰＳは、州ＬＰＳ法若しくはその他の

法律又は当該ＬＰＳのパートナーシップ契約により付与された全ての権限及び特権並びに

これらに付随するあらゆる権限（当該ＬＰＳの事業、目的、活動の実行、促進及び達成のた

めに必要又は好都合な権限や特権を含む。）を保有し、それを行使することができ（１０６

条(b)）、③ パートナーは、特定のＬＰＳ財産（specific limited partnership property）

に対していかなる持分も所有しない（７０１条）旨の規定等もあることから、州ＬＰＳ法２

０１条(b)の規定をもって州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳが我が国の租税法上の法

人である（法人格を有する）旨を定めたものといえるか否かを検討する。 

イ 州ＬＰＳ法２０１条(b)の規定等が当該ＬＰＳを我が国の租税法上の法人とする（法人格
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を有する）旨を定めたものであるか否かについて 

(ア) 州ＬＰＳ法２０１条(b)の規定が州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳが我が国の

租税法上の法人である（法人格を有する）旨を定めたものというためには、前記(1)ウで

述べたとおり、この規定が定める「separate legal entity」が我が国の租税法（私法）

上の法人を意味する概念であることが必要である。 

(イ) そこで検討するに、日米租税条約の文言等に鑑みると、米国において、我が国の租税

法（私法）上の法人に相当する概念は「company」や「corporation」であり、我が国の租

税法（私法）上の法人格を有するという概念は「corporate」であると解することができ

る。 

 すなわち、① 日米租税条約は後記のとおり「法人」に関する規定を設けているが、同

条約は、日本国政府と米国政府との間で、所得に対する租税に関し、二重課税を回避し、

脱税を防止することを目的として締結された条約であって、日本国については所得税及び

法人税に適用されるものであり（２条１項）、我が国の所得税法及び法人税法を中心とす

る租税法の一環をなす法規範であるから、日米租税条約で用いられた法概念は、その意義

が我が国の所得税法や法人税法と異なることが留保されているなどの特段の事情がない

限り、所得税法及び法人税法上の概念と同義であると解することができる。 

 そして、② 一般に、租税法は第１次的には私法により規律される各種の経済活動や経

済現象を前提に課税要件等を定めるものであるから、租税法が私法上の概念を特段の定義

なく用いる概念は、租税法律主義（憲法８４条）や法的安定性の観点から、私法上の概念

と同義に解することができ、この点は租税法の一環をなす租税条約であっても同様である

と解されるところ、③ 殊に、租税条約は、各締結国の租税法規やその前提となる私法上

の法制度の異なることを考慮しつつ、各締結国の課税権を調整し、国際的二重課税の回避

等をしようとするものであって、各締結国の公用語によりそれぞれ正文が作成されるもの

であるから、租税条約の正文で同一概念を指すものとして用いられた各締結国の公用語に

よる概念は、特段の事情がない限り、同義であると解すべきである。 

 そこで、法人等の意義について日米租税条約の規定内容をみると、日米租税条約３条１

項(e)及び(f)並びに日米租税条約の議定書２項が下記のとおり規定していること（なお、

下線部が該当部分である。）に照らすと、① 我が国の租税法（私法）上の「法人」とい

う概念に該当する米国の概念は「company」であり、② 我が国の租税法（私法）上の「法

人格を有する」という概念に該当する米国の概念は「corporate」であるのに対し、③ 米

国の「entity」という概念は我が国における租税法（私法）上の「団体」という概念に相

当し、④ 米国の「partnership」という概念は、我が国における租税法（私法）上の「法

人」に含まれないことを認めることができる。 

記 

日米租税条約  

  第３条  ARTICLE 3 

１ この条約の適用上、文脈により別に解釈

すべき場合を除くほか、 

1 For the purposes of this Convention, 

unless the context otherwise requires:

(e) 「者」には、個人、法人及び法人以

外の団体を含む。 

 (e) the term "person" includes an 

individual, a company and any other 
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body of persons; 

(f) 「法人」とは、法人格を有する団体

又は租税に関し法人格を有する団体と

して取り扱われる団体をいう。 

 (f) the term "company" means any body 

corporate or any entity that is treated 

as a body corporated for tax purposes;

  

日米租税条約の議定書  

２ 条約第３条１(e)に関し、「法人以外の

団体」には、遺産、信託財産及び組合を含

む。 

2 With reference to subparagraph (e) of 

paragraph 1 of article 3 of the 

Convention, the term "any other body of 

persons" includes an estate, trust, and 

partnership 

(ウ) 我が国の租税法（私法）上の法人と同義である米国の概念等を上記(イ)のように解す

べきことは、次の諸点に鑑みても、その相当性を肯定することができるというべきである。 

ａ 前提事実によれば、米国の財務省規則においても、連邦税の課税上、ビジネス・エン

ティティ（business entity）について、コーポレーション（corporation）とパートナ

ーシップ（partnership）に区分した取扱い（前者については事業体課税、後者につい

ては構成員課税）を定めており、コーポレーションとされるものとして、連邦又は州の

制定法に基づき組織されたビジネス・エンティティで、その法律がその事業体をインコ

ーポレイティド（incorporated）として、又はコーポレーション、ボディ・コーポレー

ト（body corporate）として記述し、言及するもの（財務省規則301.7701-2(a)、(b)）

が定められており、それ以外のビジネス・エンティティで２人以上の構成員を有するも

のは、コーポレーションとしての課税を選択しない限り、パートナーシップとして構成

員課税（当該事業体は納税義務者とならない。）がされるものとされている。 

 また、証拠（甲６５）によれば、米国の連邦民事訴訟法においても、団体が訴え又は

訴えられる能力について、①コーポレーション（corporation）と②パートナーシップ

（partnership）その他の法人格なき団体（other unincorporated association）とで

分けて規律している。 

 このように、米国の他の法令においても、① 法人をコーポレーション（corporatio

n）、インコーポレイティド（incorporated）やボディ・コーポレート（body corporate）

とし、② 法人格のない団体の典型としてパートナーシップ（partnership）を掲げて

いる。 

ｂ 我が国の英米法に関する文献においても、米国の州法に基づくＬＰＳが「法人」では

ない旨の記述がされているものが多く（①英米法辞典（甲３８［２０２頁］）、②林良平・

前田達明編「新版注釈民法(2)」［木南敦執筆部分］（甲４［６４頁］）、③江頭憲治郎「株

式会社第２版」（甲９）、④上柳克郎・鴻常夫・竹内昭夫編「新版注釈会社法(1)」［竹内

昭夫執筆部分］（甲１４））、特に上記①は「corporation」、「body corporate」を法人と

しており、他方、税務当局の実務家又はその経験者の税務関係の著作にも、米国の州法

に基づくＬＰＳが「法人」ではない旨の記述がされているものがある（⑤遠藤克博（執

筆当時・税務大学校研究部教育官）「企業の海外投資をめぐる会計監査と税務調査の接

点」－外国パートナーシップに係る組合型所得計算方式の問題点を中心に－（甲２７［１
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４１頁］）、⑥長谷部啓（執筆当時・前税務大学校研究部教授）「パス・スルー課税のあ

り方」（甲７５［資料３］））。 

ｃ 証拠（甲１６、２５、２６、乙９２～９６）によれば、① 平成１２年４月２８日開

催の第６回政府税制調査会法人課税小委員会において、大蔵省（現財務省）主税局提出

の平成１２年４月小委員会討議用資料（甲２６）に「日米における事業体に係る課税上

の取扱い」としてＧＰＳやＬＰＳが法人格のないもの代表例として分類・明記されると

ともに、パートナーシップが非法人の事業組織体（unincorporated organization）で

あると明記され、これを踏まえて議論された結果、② 同年７月１４日に政府税制調査

会から内閣総理大臣に提出された平成１２年７月政府税調中期答申（甲２５）において、

主として、ＧＰＳやＬＰＳについて、「わが国の税制では、外国の事業体がその外国に

おいて私法上「法人」とされているかどうかにより、法人課税の対象とするかどうかを

判断していますが、外国の多様な事業体の中には、その本国において私法上「法人」と

はされないものの、自己の名前で取引をしているなど、その実態を見れば法人税の課税

対象とすることがふさわしいものもあると考えられます。」とした上で、これらが我が

国の租税法上「法人」に当たらないことから生起する課税上の諸問題を解消するための

ルール作りを行うことが提言されたこと、③ 本件措置法特例は、平成１７年に、任意

組合の事業から生ずる損失を利用した租税回避行為を防止するために制定されたが、任

意組合を利用して航空機リース事業を行うような租税回避行為に対応するためであれ

ば必要がないはずのⓐ外国における民法第６６７条１項に規定する組合契約又は投資

事業有限責任組合契約に関する法律３条１項に規定する投資事業有限責任組合契約に

類する契約、ⓑ外国における有限責任事業組合契約（有限責任事業組合契約に関する法

律第３条１項に規定する有限責任事業組合契約をいう。）に類する契約までその適用対

象としており、財務省主税局の本件措置法特例の立案担当者が執筆した解説（甲１６）

においても、上記ⓐ及びⓑの代表例として、米国におけるＧＰＳやＬＰＳが掲げられて

いること（ただし、パートナーシップ契約の中にも、その事業体の個々の実態等により

外国法人と認定されるケースもあるとの記述もされている。）が認められる。 

 これらの事実に照らすと、課税当局は、ＧＰＳ及びＬＰＳが原則として我が国の租税

法上の法人に該当しないとの認識の下に、本件措置法特例の制定に至ったものと推認す

ることができる（以上の認定に反する被告の主張は、上記説示に説示した事実に照らし

て理由がなく、採用することができない。）。 

ｄ 前提事実によれば、原告らに対する本件各処分に係る審査請求に係る国税不服審判所

長の裁決も、本件各ＬＰＳが法人には該当しない旨の判断を示していた。 

ｅ なお、① 平成１６年法律第３４号による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合

契約に関する法律（平成１０年法律第９０号。平成１６年法律第３４号による一部改正

により題名が「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に改正された。）は、米国の

有限責任組合制度を参考にした制度とされるが（甲１０の１・２参照）、同法に基づい

て成立する組合は、「法人」とされておらず、また、② 平成１７年には、共同で営利

を目的とする事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額と

するものに関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全

な発展を図り、もって、我が国の経済活力の向上に資することを目的とする有限責任事
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業組合契約に関する法律（平成１７年法律第４０号）が制定され、同法は、英米法にお

けるリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ（ＬＬＰ）をモデルにしていると

の指摘がされている（甲１２参照）が、同法３条１項の有限責任事業組合契約によって

成立した組合（有限責任事業組合）も、「法人」とはされていない。 

(エ) 他方、州ＬＰＳ法２０１条(b)の「separate legal entity」という概念については、

次の諸点に照らすと、少なくとも我が国の租税法（私法）上の法人という概念とは同一の

概念であると認めることはできないというべきである。 

ａ 「separate legal entity」又は「entity」の用語等の州ＬＰＳ法等での使用状況 

 掲記の証拠によれば、州ＬＰＳ法等において、「separate legal entity」又は「enti

ty」の用語等が次のとおり規定されていると認められるが、本件全証拠によっても、こ

れらの法律に「separate legal entity」又は「entity」とされたものが「company」、「c

orporation」、「body corporate」と同様に取り扱われる旨の規定等は認められない。 

(a) 州ＬＰＳ法 

 １９８７年に開始したⓆ（Ⓠ）での１９１４年統一ＧＰＳ法の修正の検討状況等を

踏まえ、１９９０年、州ＬＰＳ法の改正が行われたが、同年改正後の州ＬＰＳ法２０

１条(b)は、「本章に基づき組成されたＬＰＳは、「separate legal entity」となり、

その「separate legal entity」としての地位はＬＰＳ証明書のＬＰＳによる解除ま

で継続する」旨を規定している。 

（甲９０、乙２５） 

(b) １９９４年改訂統一ＧＰＳ法 

 １９９４年改訂統一ＧＰＳ法２０１条(a)は「A partnership is an entity distin

ct from its partners.（パートナーシップは、そのパートナーとは別個の事業体（e

ntity）である。）」旨を規定している。 

（甲４２、９０、乙８２） 

(c) 州ＧＰＳ法 

 １９９９年改正後の州ＧＰＳ法（１９９９年７月１２日施行）２０１条(a)は、「A 

partnership is a separate legal entity which is an entity distinct from its

 partners unless otherwise provided in a statement of partnership existence

 and in a partnership agreement.（パートナーシップは、パートナーシップ存続証

明書又はパートナーシップ契約で別途規定されない限り、パートナーとは別個の独立

した「separate legal entity」である。）」を規定している。 

（乙７５、７６） 

(d) ２００１年改訂統一ＬＰＳ法 

 ２００１年改訂統一ＬＰＳ法１０４条(a)は、「A limited partnership is an ent

ity distinct from its partners.（ＬＰＳは、そのパートナーとは別個の事業体（e

ntity）である。）」旨を規定している。 

（乙８７） 

(e) 統一法人格なき非営利団体法（the Uniform Unincorporated Nonprofit Associat

ion Act） 

 統一法人格なき非営利団体法では、① 非営利団体（a nonprofit association）
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は、その構成員から別個の「legal entity」であると定められ、また、② 法人格の

ない協同組合（a cooperative that is not incorporated)は、不動産及び動産の取

得、保有、担保提供、及び移転の目的において、その構成員とは別個の「legal enti

ty」であり、不動産又は動産の財産権又は持分を自らの名義により取得、保有、担保

提供、又は移転することができるとされている。 

（甲６７［３９３頁］、６８［２８７頁］） 

(f) デラウェア州法（Delaware Code）３８０１条(g)(2) 

 デラウェア州法（Delaware Code）３８０１条(g)(2)は、制定法上の信託（Statuto

ry trust）とは、本節の３８１０条に従い信託証書の届出がなされた法人格なき団体

を意味する。かかる法人格なき団体は組織前又は組織後において制定法上の信託であ

り、かつ「separate legal entity」でなければならない旨を規定している。 

（甲７０） 

ｂ 州ＬＰＳ法の制定経緯等 

 掲記の証拠によれば、パートナーシップの概念や州ＬＰＳ法の制定経緯等に関して、

次の点を指摘することができる。 

(a) パートナーシップ、特にその原形であるＧＰＳは、複数の者が、営利の目的で金

銭、労力等を出資して事業を行う契約関係として、（当事者間の合意のみによっては

成立しないコーポレーション（corporation）とは異なり、法律が適用された結果と

して成立するわけではなく、）当事者間の合意のみによって成立し、当事者相互間の

契約に関するコモンロー上の権利にのみ依拠するものであり、本質的に契約関係であ

る。 

 そこで、ＧＰＳは、英米法のコモン・ローの下では、パートナーから別個独立の事

業体（entity）ではなく（別個の法律上の存在を有さず）、複数の人（者）からなる

グループ内の契約そのものであって、単なるパートナーの集合体にすぎないとされ

（集合体理論（aggregate theory））、伝統的に、エイジェンシー（agency（代理））

の延長として、どの組合員も他の組合員の代理人であるという形で把握されており、

構成員から独立した法人格を有しないものとされてきた。 

（英米法辞典（甲３８）、ハリー・Ｇ・ヘン＝ジョン・Ｒ・アレキサンダー「コーポレ

ーション及び他の事業体に関する諸法」（甲５４）、アメリカ法大全第１８巻（甲５７）、

アメリカ法学全書第２版第５９Ａ巻（甲６０）、アメリカ法大全第６８巻（甲６２）、

ブラックの法律辞書第８版（甲６１、乙１０１）、ｄ教授意見書（甲９０）） 

(b) これに対し、ＬＰＳは、元来、英米法（コモン・ロー）には存在せず、大陸法に

倣って、１９０７年に英国で、１９１６年に米国で立法によって導入された制定法の

産物とされている（英米法辞典（甲３８）、アメリカ法学全書第２版第５９Ａ巻（乙

８６）参照）。 

 しかしながら、ＬＰＳに関する統一法である１９１６年統一ＬＰＳ法は、当初から、

ＧＰＳに関する１９１４年統一ＧＰＳ法と連結され、１９１４年統一ＧＰＳ法の適用

を前提とするものとして提案されたことから、ＬＰＳをもって、１９１６年統一ＧＰ

Ｓ法及びリミテッド・パートナーシップ契約で修正される点を除き、１９１４年統一

ＧＰＳ法に基づくパートナーシップであって、そこに新たな地位（リミテッド・パー
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トナー）が導入されただけのものであると規定している。このことからも明らかなよ

うに、ＬＰＳは、ＧＰＳとの連続性・同質性を有するものであり、無限責任を負うジ

ェネラル・パートナーに加えて有限責任のリミテッド・パートナーを導入する点に主

眼があるにすぎないといわれている（ｄ教授意見書参照）。 

 そして、以上の点は、州ＬＰＳ法についても同様である。すなわち、州ＬＰＳ法は、

① ＧＰＳに関するデラウェア州法である州ＧＰＳ法（１９９９年改正前のもの）と

同一法典内の別章として定められ、当該州ＧＰＳ法の多数の条文が準用されており

（例えば、ジェネラル・パートナーのパートナーシップ債務に関する連帯責任等の権

限及び責任に関する準用規定である州ＬＰＳ法４０３条(a)、(b)、一般的な準用規定

である州ＬＰＳ法１１０５条等）、② 州ＬＰＳ法１１０１条(c)において、州ＬＰＳ

法の方針が契約自由の原則とパートナーシップ契約の執行可能性を 大限に尊重す

ることであることを明示的に規定されており（同条に関しては、同法の立法者は、Ｌ

ＰＳの本質はパートナー間の契約・合意であるから、パートナーシップ契約をその条

項に従い執行することが州ＬＰＳ法の根本的な方針であるべきものと結論付けてい

たとの解説（州ＬＰＳ解説書（甲４１）参照）もある。）、③ ＬＰＳに係る事項及び

事業の運営に関するパートナー間の合意がリミテッド・パートナーシップ契約（Part

narship agreement）とされ（州ＬＰＳ法１０１条(12)）、ジェネラル・パートナーの

脱退が原則的な解散事由とされる（州ＬＰＳ法８０１条(3)）など、ＬＰＳが本質的

に契約であることを前提とした条項が規定されていることなどに照らし、そのように

解することができる（州ＬＰＳ解説書、ｄ教授意見書参照）。 

（甲３８、４１、９０、乙８６） 

(c) 前記(a)及び(b)によれば、州ＬＰＳ法に基づいて組成されたＬＰＳは、州ＧＰＳ

法に基づいて組成されたＧＰＳがパートナーシップであるのと同じ意味においてパ

ートナーシップである（すなわち、本質的にその性質上パートナー間の契約関係であ

る）から、コーポレーション（corporation）と同一の機能を有し、また、同義であ

ると解することはできないというべきである（なお、ｄ教授意見書、ｅ教授意見書参

照）。 

(d) さらに、前記ａで掲げた州ＬＰＳ法２０１条(b)の規定等に関しては、米国の法学

者の見解として、次のような指摘がされている。 

① ＧＰＳ及びＬＰＳに関する統一法及び各州法には、パートナー間の契約関係であ

るというパートナーシップの本質を前提としつつ、ⓐ 法的安定性を求めて組成さ

れたパートナーシップの存在に理論的な裏付けを付与し、ⓑ ビジネスの世界にお

いてパートナーシップが事業体（entities）のように取り扱われる程度を反映し、

ⓒ 分析を簡潔にするため、事業体モデル（entity model）に基づく規定が置かれ

るようになったが、集合体アプローチ（aggregate approach）も、例えばパートナ

ーの個人責任等の一定の目的との関係ではなお存続している（１９９４年改訂統一

ＧＰＳ法解説書）。 

② パートナーシップは、財産の譲渡を容易にし、責任財産の順位を決め、個々のパ

ートナーが関与する直接的影響に対して事業運営を保護する等の一定の目的との

関係ではlegal entityとして、また、ある目的においては人の集合体（an aggrega
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te of persons）としてみなされる混合型の組織（a hybrid organization）である

（アメリカ法大全第６８巻（甲６２））。 

③ 州ＬＰＳ法２０１条(b)の「separate legal entity」との文言は、ＬＰＳがジェ

ネラル・パートナーとは区別されたものであることを意味するが、この中の「sepa

rate」という語には、何ら法的な重要性はなく、１９７６年改訂統一ＬＰＳ法及び

２００１年改訂統一ＬＰＳ法のような「パートナーとは異なる事業体（entity dis

tinct from its partners）」との文言や、「リーガル・エンティティ（legal entit

y）」又は「エンティティ（entity）」との文言が使用されていたとしても、全く同

じで意味あったと考えられる（ｄ教授意見書）。 

ｃ 州ＬＰＳ法７０１条について 

(a) 州ＬＰＳ法７０１条は、前記(2)ア(シ)のとおり、パートナーは、特定のＬＰＳ財

産（specific limited partnership property）に対していかなる持分も所有しない

旨を規定している。 

 しかし、証拠（乙７５、７６）によれば、① 州ＬＰＳ法１１０５条により州ＬＰ

Ｓ法に準用され得る１９９９年改正前の州ＧＰＳ法１５２５条(a)は、パートナーは、

パートナーシップの所有者として有する特定のパートナーシップ財産につき、他のパ

ートナーとの共同所有者である旨規定しているところ、② 同改正後の州ＧＰＳ法２

０３条は、パートナーシップが取得した資産はパートナーシップの資産であり、パー

トナーの個人資産ではない旨を規定しており、③ 州ＬＰＳ法には、上記②と同様の

規定やＬＰＳが所有権の帰属主体となり得る旨の明文規定が存在せず、上記７０１条

のとおり特定のＬＰＳ財産に対するパートナーの持分のみが否定されていることが

認められる。 

 これらの規定を総合すれば、州ＬＰＳ法７０１条は、特定のＬＰＳ財産（ここでい

う「ＬＰＳ財産」とは、任意組合における「組合財産」（日本の民法６６８条）と同

様に、ＬＰＳの事業遂行の用に供される財産をいうものと解される。）について、パ

ートナーが合有的な共同所有者となることを承認しつつ（州ＬＰＳ法１１０５条、１

９９９年改正前の州ＧＰＳ法１５２５条）、パートナーが特定のＬＰＳ財産に対する

持分の処分や分割請求等を行うことを禁止する趣旨（日本の民法６７６条は、任意組

合の目的達成のために利用され、又は組合債権者のための責任財産となるべき組合財

産について、一部の組合員による組合財産に対する持分の処分により組合員以外の者

の持分が生じたり、これが分割されたりすれば、組合財産としての意義が失われ、組

合事業の遂行に支障をきたすため、組合財産についてその持分の処分や分割請求を禁

止・制限しているところ、以上の趣旨は、ＬＰＳ財産についても同様に当てはまると

いえる。）から、パートナーは特定のＬＰＳ財産に対して持分を有しない旨を定めた

ものと解する余地がある（なお、被告は、本件各ＬＰＳが米国の登録所に本件各建物

の所有者として登録されていることをもって、本件各ＬＰＳが所有権の帰属主体とな

り得ることは明らかである旨主張するが、不動産譲渡に関する米国の登録制度が、我

が国と同様、所有権の主体となる者（自然人、法人）のみを所有者として登録する制

度であること（不動産譲渡に関する登記・登録制度としては、我が国とは異なり、例

えば、真実の権利関係や真実所有者たり得る者であるか否かを問わず、不動産の譲渡
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行為そのものを公示の対象とする制度や取引上の便宜等から事業体としての取扱い

を認められる団体にその名義による登録を許容する制度も想定される。）を認めるに

足りる証拠はないから、上記事実のみをもって本件各ＬＰＳが本件各建物の所有権の

帰属主体であるということはできない。また、本件各ＬＰＳ契約には、本件各ＬＰＳ

の所有する資産の登録を、本件各ＬＰＳの名のみならず、本件各ＧＰが随時決定でき

る名義人の名ですることができる旨の条項（２．７条）も存在しており、我が国にお

ける法人による資産所有とは異なる扱いを予定している。）。 

(b) また、上記(a)の点をおくとしても、ｆ回答書によれば、デラウェア州の裁判所が、

州ＬＰＳ法２０１条(b)及び７０１条の規定にかかわらず、ＬＰＳのパートナーらの

間で有益であるとみなされる状況があるときは、第三者に影響を及ぼさない範囲で、

パートナー間の合意に基づき特定のパートナーがＬＰＳの財産につき特定の持分を

所有することを許容する余地を否定できないというのである。 

 そうであるとすれば、我が国の私法上の法人に関しては、法人の所有する特定の財

産について、その構成員間の合意により特定の構成員が持分を有するとの法律効果を

生じさせることは、その構成員の間で利益になるとしても、およそ法律上予定されて

いないから、仮に、州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳが州ＬＰＳ法２０１条(b)

及び７０１条の規定により権利の帰属主体になり得ることを意味するとしても、上記

のような例外が許容される余地がある以上、これをもって我が国の私法（租税法）の

「法人」と同義であるということはできない。 

(c) 以上によれば、① 州ＬＰＳ法が、州ＬＰＳ法に準拠して組成したＬＰＳを「sep

arate legal entity」になると規定する一方で（２０１条(b)）、前記(a)のとおり当

該ＬＰＳの特有財産について、パートナーが共同所有者となり得るとする余地を残し

ており（１１０５条、１９９９年改正前の州ＧＰＳ法１５２５条）、② ＬＰＳのパ

ートナー間の合意により州ＬＰＳ法２０１条(b)及び７０１条の規定の適用を排除し

てこれと異なる法律効果を生じさせることを許容する余地があるというのであるか

ら、「separate legal entity」は、我が国の租税法（私法）上の法人であることと異

なる法律効果を許容するものであるといわざるを得ない。 

ｄ 以上に説示したとおり、① 「separate legal entity」又は「legal entity」とい

う概念は、州ＬＰＳ法以外の米国内の法律において、法人格のない協同組合（a cooper

ative that is not incorporated）や制定法上の信託（Statutory trust）といったも

のにまで用いられており（前記ａ(e)、(f)）、② パートナーシップに関しても、州Ｇ

ＰＳ法では州ＬＰＳ法と同様「separate legal entity」と規定され、１９９４年改訂

統一ＧＰＳ法や２００１年改訂統一ＬＰＳ法では「an entity distinct from its part

ners」と規定されているが、これらはそもそも集合体理論を基礎としていたパートナー

シップに事業体理論が一部取り入れられたこと（混合型の組織（a hybrid organizatio

n）であること）を反映するものにすぎないとされ（前記ｂ(d)）、③ むしろ、州ＬＰ

Ｓ法に準拠して組成されたＬＰＳは、州ＧＰＳ法に準拠して組成されたＧＰＳと同様、

その本質はパートナー間の契約関係であり、コーポレーションとは別個の機能を有する

ものとされており（前記ｂ(c)）、④ 「separate legal entity」であっても、我が国

の租税法（私法）上の法人であることとと異なる法律効果を許容されている（前記ｃ）
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というのであり、⑤ 日米租税条約では「entity」が我が国の租税法（私法上）の「団

体」と同一概念とされていること（前記(イ)参照）をも併せ考慮すれば、州ＬＰＳ法２

０１条(b)の「separate legal entity」は、ＬＰＳがその構成員とは別個の「団体」で

あることを示す概念（すなわち、その団体が、法人ではないにもかかわらず、事業体理

論に基づき、対外関係等の一定の範囲内で構成員とは別個に権利を取得したり義務を負

担したりするような法的取扱いが認められるという概念であり、我が国では存在しない

法概念）であるといわざるを得ない。 

(オ) 以上によれば、州ＬＰＳ法２０１条(b)の規定が定める「separate legal entity」は、

我が国の租税法（私法）上の法人を意味する概念であるということはできず、他に、州Ｌ

ＰＳ法に準拠して組成したＬＰＳが法人である（法人格を有する）と認めることができる

州ＬＰＳ法その他の法令の規定はないというほかない。 

ウ(ア) 次に、州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳについて、州ＬＰＳ法が規定するその

設立、組織、運営及び管理等の内容に着目して経済的、実質的に見たときに、明らかに我

が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体として設立が認められたものといえるか否か

を検討するに、前記前提事実、前記(2)の州ＬＰＳ法及び本件各ＬＰＳ契約の概要並びに

掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の点を指摘することができる。 

① 州ＬＰＳ法に準拠して組成されるＬＰＳは、１名以上のジェネラル・パートナー及び

１名以上のリミテッド・パートナーにより構成され（１０１条(9)）、州ＬＰＳ法若しく

はその他の法律又は当該ＬＰＳのパートナーシップ契約により付与された全ての権限

及び特権並びにこれらに付随するあらゆる権限（ただし、その権限の具体的内容に関し、

州ＬＰＳ法には、ニューヨーク州ＬＬＣ法にある後記オ③ⓐ～ⓒのような規定は存在し

ない。）を保有し、これを行使できるとされているところ（１０６条(b)。なお、この規

定は、本件各ＬＰＳ契約中の「本件各ＬＰＳが行う全ての不動産投資その他所有する資

産の登録について、本件各ＬＰＳの名のみならず、本件各ＧＰが随時決定できる名義人

の名ですることができる」との条項（２．７条）をも、適法として許容する趣旨と解さ

れる。）、ジェネラル・パートナーの権限や責任等は１９９９年改正前の州ＧＰＳ法に準

拠したパートナーシップのパートナーと同様（すなわち、事業の運営・遂行に関与する

平等の権利があり、パートナーシップの債務についての連帯責任を負う。）とされる一

方で（４０３条(a)、(b)）、リミテッド・パートナーは、原則として、ＬＰＳの事業の

経営管理に関与せず、ＬＰＳの債務を弁済する責任も負わないとされている（３０３条

(a)）。 

② 州ＬＰＳ法の狙いは契約における自由の原則及びパートナーシップ契約の執行可能

性に 大限の効果を与えることとされ（１１０１条(c)）、１９９９年改正前の州ＧＰＳ

法が広く準用されている（１１０５条）。 

③ ＬＰＳの損益に対して各パートナーが保有する持分をパートナーシップ持分（Partne

rship Interest）として認め（１０１条(13)）、④ ＬＰＳの損益は、パートナーシッ

プ契約の規定に従い、パートナー並びにパートナーのクラス及びグループの間で割当て

が行われる（shall be allocated）とされている（５０３条）。 

 この点、㋐ 州ＬＰＳ法解説書（甲４１）によれば、州ＬＰＳ法のＬＰＳのパートナ

ーは、ＬＰＳの損益をパートナーに帰属させる方法について完全な契約上の自由を有す
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るとされ、州ＬＰＳ法５０３条を引用した上、パートナーシップ契約がそのように定め

る限り、ＬＰＳの損益はそのパートナーシップ契約の定めに従い帰属する（なお、パー

トナーシップ契約が何も言及しない場合を除き、州ＬＰＳ法は損益の帰属方法を特定し

ないともされている。）との指摘がされているところ、㋑ 本件各ＬＰＳ契約は、いず

れも、会計年度の利益及び損失は所定の割合で各パートナーに割り当てられるものとし、

「本契約で別途定められていない限り、本パートナーシップの所得、収益、損失及び控

除の全ての項目のパートナーシップ持分割合は、利益及び損失の分配持分と同じとす

る。」としている（４．１２条(a)）。また、ｅ意見書（甲１２３）によれば、ＬＰＳの

損益は、州ＬＰＳ法５０３条に基づき、パートナーシップ契約書に定められた方法によ

りパートナー間で配分されるが、㋒ パートナーシップ内の損益配分（profit and los

s allocation）は、パートナーシップ契約書に従って自動的に行われるものであり、ま

た、資金の移転を伴うものではないとされ、さらに、㋓ 米国の租税法上、現在のチェ

ック・ザ・ボックス制度が導入される以前から、パートナーシップの事業活動により発

生した損益が各パートナーの損益になるという私法上の原則に従って、パートナーシッ

プ（又はＬＰＳ）が納税主体とされていなかったとの指摘がされているところ、前記前

提事実(4)によれば、㋔ チェック・ザ・ボックス規則により、連邦課税上、一定のビ

ジネス・エンティティとされるパートナーシップがコーポレーションとしての課税を選

択した場合には、パートナーシップの事業から生じた損益がパートナーシップ自体に帰

属することを選択したものと見ることも可能であるが、このような選択がない場合には、

デフォルト・ルールとして、パートナーシップとしての課税（すなわち、パートナーシ

ップの事業から生じた損益がパートナーに帰属することを前提とする課税）を選択した

ものとみなされており、本件各ＬＰＳも、連邦課税上、パートナーシップとしての課税

（パートナーシップの事業から生じた損益がパートナーに帰属することを前提とする

課税）を選択したものとみなされている。 

 そこで、これらの点をも併せ考慮すれば、本件各ＬＰＳの損益は、州ＬＰＳ法に基づ

く本件各ＬＰＳ契約上、総額（グロス）ベースでパートナーに直接帰属することが予定

されているものといわざるを得ない（本件各ＬＰＳの損益が本件各ＬＰＳ自体に帰属す

ることを明確に認めるに足りる法令の定めないし証拠はない（仮に本件各ＬＰＳが取引

の主体となり、財産及び権利義務（債権債務）の帰属主体となるとしても、デラウェア

州法上、当然に損益の帰属主体となると断ずることはできない。）。）。 

（甲４１、１２３） 

(イ) 以上に指摘した点のほか、前記イ(エ)ｃで説示した点（州ＬＰＳ法７０１条について）

をも併せ考慮すれば、州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳは、経済的、実質的にみて

も、パートナー間の契約関係を本質として、その事業の損益をパートナーに直接帰属させ

ることを目的とするものであるといわざるを得ないから、州ＬＰＳ法の規定するその設立、

組織、運営及び管理等の内容に着目して経済的、実質的に見ても、明らかに我が国の法人

と同様に損益の帰属すべき主体（その構成員に直接その損益が帰属することが予定されな

い主体）として設立が認められたものということはできない。 

エ したがって、本件各ＬＰＳは、我が国の租税法上の法人に該当するとは認められないとい

うべきである。 
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オ 以上に対し、被告は、本件各ＬＰＳの準拠法である州ＬＰＳ法には、（Ⓝ判決が我が国の

私法（租税法）上の法人に該当すると判断した）ＬＬＣの準拠法であるニューヨーク州ＬＬ

Ｃ法と同趣旨又は類似の規定があることから、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該

当するといえる旨を主張する。 

 しかしながら、Ⓝ判決は、前記(1)ウと異なる見解に基づいてニューヨーク州ＬＬＣ法に

準拠して設立されたＬＬＣが我が国の私法（租税法）上の法人に該当すると判断したもので

あって、その判断の対象となる準拠法も異なる以上、Ⓝ判決の認定内容・結果を前提として

本件各ＬＰＳの該当性を判断することは相当ではない。また、証拠（乙９８）によれば、ニ

ューヨーク州ＬＬＣ法は、ＬＬＣが「separate legal entity」である旨（２０３条）を定

めているものの、一方、① ＬＬＣは、文脈上他の意味に解釈すべき場合を除いて、ニュー

ヨーク州ＬＬＣ法及びこの州の法律に基づいて設立され存続する、パートナーシップ又は信

託以外の、当該事業の契約上の義務又はその他の債務に対して有限責任を持っている１名又

は複数名からなる非会社組織（unincorporated organazation）であるとし（１０１条(m)）、

② 設立発起人（設立するＬＬＣの構成員である必要はない。）による基本定款の作成・提

出を成立要件とし（２０３条、２０７条、２０９条）、③ ＬＬＣの損益が、構成員の間で、

また構成員の階級（もしあれば）間でオペレーティング契約に従って配分され、オペレーシ

ョン契約にそのような規定がない場合には、損益は各構成員の出資金が当該ＬＬＣによって

受け取られ、当該ＬＬＣに対して約束され、いかなるそのような構成員にも返却されない範

囲内で、各構成員の出資金から拠出義務不履行分を除いた価額に基づいて配分するものとす

る旨（５０３条）を規定し、④ 基本定款に特段の定めがない限り、かつ、ニューヨーク州

ＬＬＣ法に制限がある場合にはそのような制限とニューヨーク州の他の法律に従うことを

条件として、ＬＬＣは、ⓐ その名義で、告訴したり、告訴されたり、いかなる訴訟をも提

起したり、ⓑ 不動産や動産又は不動産や動産における権利を買い受け、占取し、受け取り、

賃貸し、あるいはそれ以外の形で取得し、所有するなどし又はそれ以外の形で取引をしたり、

ⓒ 保証契約等の契約を結び、負債を負い、当該ＬＬＣが決定するような金利で資金を借り

入れ、自身の手形、債券、その他の債務を発行することなどが認められており（２０２条）、

⑤ 構成員は、当該ＬＬＣの個別財産には一切権利を持たず（６０１条）、当該ＬＬＣのい

かなる負債又は債務に対しても責任がない（６０９条(a)）とし、⑥ ＬＬＣの現金又はそ

の他の資産の分配金は、構成員の間でまた構成員の階級（もしあれば）間でオペレーティン

グ契約に従って配分するものとした上（５０４条）、ＬＬＣは、当該分配の時点で、構成員

持分を理由とする構成員に対する負債及び債権者の償還請求が当該ＬＬＣの特定財産に制

限されている負債を除き、当該分配実施後の当該ＬＬＣの全負債が当該ＬＬＣの資産の公正

市場価額を超える範囲では、構成員に分配を行ってはならないとし（５０８条(a)）、⑦ 構

成員又はマネージャーによるＬＬＣの運営や構成員会等の組織（４０１条～４２０条）に関

し、基本定款に特別の定めがない限り、当該ＬＬＣを運営する権限はその構成員に与えられ

（４０１条(a)）、当該ＬＬＣの業務の運営等に関する投票に際しては、オペーレーティング

契約に定めがある場合を除き、構成員の持分に比例して投票するものとし（４０２条(a)）、

オペレーティング契約に特段の定めがある場合を除いて、ＬＬＣは年１回構成員会を開くも

のとし（４０３条）、また、基本定款に運営権を１名又は複数名のマネージャーに与えると

規定されている場合には、構成員が年に１度当該ＬＬＣの１名又は複数名のマネージャーを
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任命又は選任するための投票をするものとし（４１３条(a)）、そのマネージャーがＬＬＣの

代理人となり（４１２条(b)(2)）、基本定款に運営権を１名又は複数名のマネージャーに与

えると規定していない場合には、各構成員がＬＬＣの事業上ＬＬＣの代理人になる（４１２

条(a)）旨規定していることが認められる。 

 これらの規定に加え、ニューヨーク州ＬＬＣ法に準拠して設立されたＬＬＣが、上記①の

とおり非会社組織（unincorporated organazation）とされつつも、「pertnership」といっ

た句等を含まず、「Limited Liability Company」又はその省略形の「L.L.C.」若しくは「LL

C」という文言を含む名称を使用することを許され（２０４条(a)、(e)）、外形的には「comp

any」に類するものとされていることも併せ考慮すれば、前記(1)ウの基準に従って検討して

も、当該ＬＬＣは、ニューヨーク州ＬＬＣ法の規定内容をその文言に従って形式的にみた場

合に、ニューヨーク州ＬＬＣ法においてこれが法人である（法人格を付与する）旨を規定し

ているとは認められないが、当該ＬＬＣを上記のニューヨーク州ＬＬＣ法が規定するその設

立、組織、運営及び管理等に着目して経済的、実質的にみれば、一定の組織を備えていて権

利・義務が直接帰属するとされ（したがって、ＬＬＣ自体に訴訟の当事者能力も明示的に認

められている。）、その損益も全てが構成員に直ちに帰属せず、当該ＬＬＣの財産を前提に一

定の範囲を超えた部分のみが構成員に対する分配の対象になることを予定していることか

ら、明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体として設立が認められたものとい

うことも可能というべきである。 

 他方、州ＬＰＳ法は、ニューヨーク州ＬＬＣ法にある上記③～⑥の規定と同様の規定が存

在しないなどその定めを異にするのであるから（なお、本件各ＬＰＳの設立、組織、運営及

び管理等の特徴は、前記ウで指摘したとおりである。）、ニューヨーク州ＬＬＣ法に準拠して

設立されたＬＬＣと州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳとで我が国の租税法（私法）上

の法人に該当するか否かの結論を異にしたとしても何ら不自然、不合理ではないというべき

であり、被告の上記主張を採用することはできない。 

(4) 以上のとおり、本件各ＬＰＳは、我が国の租税法（私法）上の法人に該当しないというべ

きであり、これに反する被告の主張を採用することはできない。 

３ 争点(2)イ（本件各ＬＰＳの租税法上の人格のない社団該当性）について 

(1) 租税法上の人格のない社団については、前記２(1)ア(ア)ｄのとおり、民事実体法における

権利能力のない社団（法人でない社団）と同義であると解されるから、ある団体（事業体）が

租税法上の人格のない社団に該当するというためには、① 団体としての組織を備え（要件①）、

② 多数決の原則が行われ（要件②）、③ 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続

し（要件③）、④ その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体として

の主要な点が確定しているもの（要件④）でなければならないと解される（前掲 高裁昭和３

９年１０月１５日第一小法廷判決参照）。 

 他方、民法は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによってその効力

を生じる組合契約（６６７条１項）に基づき、前記２(1)エ(ウ)ａ(b)のとおり総組合員の共有

に属するものとしてある程度の独立性を有する各組合員の出資その他の組合財産を形成し（６

６８条、６７６条、６７７条）、組合の業務の執行を組合員の過半数又は組合契約でこれを委

任した者（業務執行者。これが複数ある場合にはその過半数による。）により行い（６７０条）、

組合員の脱退（６７８条、６７９条）等により組合員が変動したとしても、組合の目的である
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事業の成功又はその成功の不能という組合の解散事由（６８２条）が生じるまでは組合がその

同一性を欠くことなく存続するものとして、組合に一定の団体性を有する組織形成や運営等が

されることを予定し、このような組合をいわゆる社団である法人とは別類型の団体でありなが

ら契約関係として形成することを認めていると解されることに鑑みると、民事実体法上、上記

のような一定の団体性を有する民法上の組合（任意組合）をもって民事実体法における権利能

力のない社団（法人でない社団）とすることは、原則として予定されていないというべきであ

る。 

 そうであるとすれば、組合契約その他の契約に基づいて組成された団体が上記の租税法上の

人格のない社団の要件（要件①～④）に該当するか否かを検討する場合においては、当該団体

が、上記のような任意組合その他の契約関係により認められる団体性を超えて民法所定の法人

の組織、運営及び管理（民法３７条～３９条、５１条～６６条、６８条、６９条、７２条等参

照。なお、以上の規定は、平成１８年法律第５０号により削除されているが、一般社団法人及

び一般財団法人に関する法律第２章に以上の規定と同様の趣旨に基づく詳細な規定が置かれ

ている。）に関する規定が予定するところと類似した団体性を有するか否かという観点から検

討すべきであると解される。 

(2) これを本件各ＬＰＳについてみるに、前提事実及び前記２(2)で認定した州ＬＰＳ法及び本

件各ＬＰＳ契約の内容等によれば、本件各ＬＰＳは、① 本件各ＧＰをジェネラル・パートナ

ー、本件各受託銀行等をリミテッド・パートナーとして、本件各ＬＰＳ契約に基づき組成され

たＬＰＳであるところ（本件各ＬＰＳ契約の前文及び１．１条）、② 本件各ＬＰＳの管理及

び運営に関する独占的権限は、ジェネラル・パートナー各１名（本件各ＧＰ）に付与され（同

契約２．１条）、各ジェネラル・パートナー（本件各ＧＰ）には、本件各ＬＰＳとしての業務

執行及び組織運営に係る意思決定を行い、本件各ＬＰＳを代表して本件各売買契約を含む取引

等を行う権限が与えられ、本件各ＬＰＳ契約上、リミテッド・パートナーが本件各ＬＰＳの管

理又は運営に参加し、その他の本件各ＬＰＳの意思決定につき関与することは予定されておら

ず（本件各ＬＰＳ契約２．１条参照。なお、同条で留保された例外的にリミテッド・パートナ

ーが本件各ＬＰＳの管理運営に参加できる場合等の定めは本件各ＬＰＳ契約ではされていな

い。）、本件各ＬＰＳ契約中の本件各ＧＰの解任（２．６条）及び本件各ＬＰＳ契約の変更（１

０．２条）に関する規定も、ジェネラル・パートナーの解任及び契約の変更という極めて限定

的かつ特別な場合に一定の割合のパートナー又はリミテッド・パートナーによる意思決定を認

めているにすぎないというのである。 

 そうであるとすれば、本件各ＬＰＳは、上記(1)で説示したような民法上の組合（任意組合）

に類似した組織形成、運営等がされることを予定したものにすぎず、少なくとも、民法所定の

法人の組織、運営及び管理にみられるような、団体としての意思決定機関、業務執行機関又は

代表機関が置かれるなどの団体としての組織を備え（要件①）、意思決定が構成員の多数決に

よって行われるなどの多数決の原則が行われている（要件②）ということはできず、上記のよ

うな団体としての組織を備えていない以上、本件各ＬＰＳ契約の定めをもって、その組織によ

って代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している（要件

④）ということもできない。 

 したがって、本件各ＬＰＳは、その管理及び運営に関する独占的権限を有する本件各ＧＰと、

その解任権限を一定の条件の下に与えられた各リミテッド・パートナーで構成され、構成員の
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財産とは区別された独自の財産を有し、本件各ＬＰＳ契約にはその管理の方法等や契約内容の

多数決による変更に関する定めがあり、本件各ＬＰＳ契約が定める限定された要件の下でパー

トナーの交代にもかかわらず存続する（州ＬＰＳ法７０４条、本件各ＬＰＳ契約６．１条、６．

２条、７．２条。本件ＬＰＳ契約(P)７．４条、本件ＬＰＳ契約(C)７．５条）としても、この

ことのみをもって本件各ＬＰＳが租税法上の人格のない社団（民事実体法における権利能力の

ない社団）に該当するということはできない（以上の説示に反する被告の主張を採用すること

はできない。）。 

(3) 以上によれば、本件各ＬＰＳが租税法上の人格のない社団（権利能力のない社団）である

と認めることはできない。 

４ 争点(2)ウ（本件各不動産賃貸業から生じた損益の不動産所得該当性）について 

(1)ア 我が国の租税法においては、前記２(1)ア(ウ)のとおり、① ある事業体が、法人に該当

せず、かつ、人格のない社団等にも該当しない場合には、当該事業体の行う個々の事業活動

から生じた損益について、構成員課税が行われる（その構成員に対する所得税又は法人税と

しての課税がされる）が、② その事業に係る利益等の帰属時期やその額の計算については、

所得税法又は法人税法上の明文規定はなく、③ 法人及び人格のない社団等に該当しない事

業体の典型例である任意組合に関しては、平成１７年１２月２６日付課個２－３９ほかによ

る一部改正前の所得税基本通達において、ⓐ 当該組合の収入金額、支出金額、資産、負債

等を、組合契約又は民法６７４条《損益分配の割合》の規定による損益分配の割合に応じて

各組合員のこれらの金額として計算する方法（総額方式）やⓑ 当該組合について計算され

る利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法（純額方式。こ

の方法による場合には、各組合員は、当該組合事業に係る取引等について、非課税所得、引

当金、準備金、配当控除、確定申告による源泉徴収税額の控除等に関する規定の適用はなく、

各組合員にあん分される利益の額又は損失の額は、当該組合事業の主たる事業の内容に従い、

不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額又は必要経

費とされる。）等が認められており、同日付課法２－１４による一部改正前の法人税基本通

達においてもこれとほぼ同様の取扱い（なお、法人税については、その性質上、上記のよう

な純額方式による場合の所得の区分の制限はされていない。）が認められている。 

 そうであるとすれば、外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人

及び人格なき社団等のいずれにも該当しない場合において、その構成員が我が国の租税法上

の納税義務者であるときは、当該事業体の行う個々の事業活動から生じた損益について構成

員課税が行われることとなり、その構成員にあん分される当該損益に係る所得の区分も、当

該事業体の事業の内容・性質に直接対応するもの又は上記各通達が許容する範囲内で対応す

るものにすべきものと解されるから、たとえその構成員が我が国の租税法上の納税義務者で

なかったとしても、その構成員にあん分される当該損益に係る所得の区分は、当該事業体の

事業の内容・性質に直接対応するもの又は上記通達が許容する範囲内で対応するものにすべ

きと解するのが相当である。 

 イ そして、所得税法２６条は、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶

又は航空機（不動産等）の貸付け（地上権又は永小作権の設定その他他人の不動産等を使用

させることを含む。）による所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）という旨

規定しているところ、任意組合の行う不動産賃貸事業から生じた損益であって不動産所得に
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区分されるものについて構成員課税が行われる場合においては、業務執行組合員ではなく当

該不動産賃貸事業から生じた損益がその構成員に直接帰属すると解されることから、当該不

動産賃貸事業に直接関与していない構成員の当該損益に係る所得についても、上記アで指摘

した各通達に沿う計算方法による限り、不動産所得と区分するとの課税上の取扱いが認めら

れている。 

(2) 以上の解釈及び取扱いを踏まえ、本件についてみると、前記２及び３で説示したところに

加え、前提事実及び前記２(2)で認定した州ＬＰＳ法及び本件各ＬＰＳ契約の内容によれば、

本件各ＬＰＳが行った本件各不動産賃貸事業により生じた損益は、本件各ＬＰＳが我が国の租

税法上の法人及び人格のない社団のいずれにも該当しないことから、本件各ＬＰＳ契約で定め

る損益分配割合に応じて（州ＬＰＳ法５０３条、本件各ＬＰＳ契約４．７条及び４．８条）、

本件各受託銀行を介して原告らに直接帰属するものと認められ、その損益が本件各建物を第三

者に賃貸することによって生じたものであり、本件全証拠によっても、上記損益に係る所得が

事業所得（所得税法施行令６３条所定の事業から生ずる所得であり、不動産の貸付業は当該事

業から除かれている。）又は譲渡所得に該当するとは認めるに足りないことに照らすと、原告

らの当該損益に係る所得は、いずれも不動産所得に該当するものと認められる。 

 これに対し、被告は、ある所得が不動産所得に該当するためには、一般的には、納税者が、

㋐ 賃貸借契約の「貸主」となり得る何らかの権利・権原（所有権、占有権等）を有している

ことを前提とした上で、㋑ 不動産を「借主」に貸し付け、これを収益させることによって得

た対価としての性質を有するものであることを要するから、本件各建物の所有権等の権原を有

しておらず、自らが本件各建物を貸し付けているともいえない原告らの受ける損益は不動産所

得に該当しない旨主張する。 

 しかし、被告の上記主張は、所得税法２６条の規定の文言を離れて独自の要件を付加するも

のである上、その主張に係る権原の範囲も明確ではなく、採用し難いところである。また、被

告の主張するような解釈は、上記(1)イで説示した課税上の取扱いを否定するものになると考

えられる。課税実務において、そもそも不動産所得に関して被告主張のような解釈が採用され

ていなかったことは、本件措置法特例の立法事実として、組合を通じた不動産貸付けに関し、

貸付けの規模や業務への関与度合いに関係なくその損失の他の所得との損益通算が可能とさ

れている不動産所得の特質を利用した節税を図る動きの顕在化への対応の必要性が指摘され

ていたこと（甲８３）等に照らして明らかである。したがって、被告の上記主張を採用するこ

とはできない。 

(3) 以上によれば、本件各不動産賃貸事業から生じた損益は、原告らの不動産所得に該当する

というべきである。 

５ 本件各処分の適法性について 

 以上によれば、本件各不動産賃貸事業から生じた損益（本件各建物の貸付けに係る損益）は、

原告らの不動産所得に該当するから、本件各建物の賃貸料等を収入金額とし、その減価償却費等

を必要経費として不動産所得の金額を計算し、その不動産所得の金額に計算上生じた損失の金額

があるときは、所得税法６９条１項所定の損益通算をした上、総合所得金額及び納付すべき税額

を算定すべきことになる。 

 そして、前記第２の３のとおり、被告主張に係る計算の基礎となる金額及び計算方法は、本件

の争点に関する部分を除き、当事者間に争いはないところ、被告は、以上の場合において、本件
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各建物の賃貸料等の収入金額及び減価償却費等の必要経費として計上することのできる数額が

原告らの主張額（確定申告、修正申告又は更正の請求の額。別表９－１～５２の各①欄参照。な

お、本件各建物以外の不動産に係る不動産所得が存する者については、同欄の上段（網掛け部分）

の数額である。）であることを争っていない。 

 これらのことを踏まえて、原告らの総所得金額及び納付すべき税額を算定し、本件各処分の適

法性を検討すれば、次のとおりとなる（なお、各原告の請求（別紙５）と本件各処分の取り消す

べき部分（別紙３）の関係は、別紙１２（請求・取消部分対照表）のとおりである。）。 

(1) 原告Ｔ関係 

ア 第１事件・平成１４年分 

(ア) 原告Ｔの平成１４年分の不動産所得の金額について、ⓐ 本件建物(P)に係る収入金

額及び必要経費が別表９－１の①欄の網掛け部分記載のとおりであり、ⓑ 本件建物(P)

以外の不動産に係る収入金額及び必要経費が別表９－１の②欄の網掛けのされていない

部分記載のとおりであることは、当事者間に争いがないから、以上を踏まえて原告Ｔの総

所得金額及び納付すべき税額を算定すると、別紙１１（原告らの総所得金額及び納付すべ

き税額についての補足説明）の１(1)記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、原告Ｔの平成１４年分所得税に係る総所得金額は４４６９万０２７６

円であり、納付すべき税額はマイナス（還付金の額に相当する税額）７５７万０２８６円

となるところ、これらの金額は原告Ｔの第１事件平成１４年分修正申告書の申告額である

総所得金額４５０６万８７３９円及び納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税

額）７４３万０４２６円を下回るものであり、原告Ｔも、第１事件・平成１４年分更正処

分について上記修正申告に係る総所得金額及び納付すべき税額（還付金の額に相当する税

額）を超える部分の取消しを求めるにとどまっている（別紙５の１、別表８－１参照）。 

 これらの点に鑑みると、第１事件・平成１４年分更正処分については、このうち上記請

求の限度、すなわち総所得金額４５０６万８７３９円及び納付すべき税額マイナス（還付

金の額に相当する税額）７４３万０４２６円を超える部分が、第１事件・平成１４年分賦

課決定処分については、その全部が、それぞれ違法であるといえるから、これらをいずれ

も取り消すべきである。 

 したがって、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第１の１(1)のとおりとなる。 

イ 第１事件・平成１５年分 

(ア) 原告Ｔの平成１５年分の不動産所得の金額について、ⓐ 本件建物(P)に係る収入金

額及び必要経費が別表９－２の①欄の網掛け部分記載のとおりであり、ⓑ 本件建物(P)

以外の不動産に係る収入金額及び必要経費が別表９－２の②欄の網掛けのされていない

部分記載のとおりであることは、当事者間に争いがないから、以上を踏まえて原告Ｔの総

所得金額及び納付すべき税額を算定すると、別紙１１の１(2)記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、原告Ｔの平成１５年分所得税に係る総所得金額は３７６１万１０５３

円であり、納付すべき税額はマイナス（還付金の額に相当する税額）９１６万７１７６円

となるところ、これらの金額は原告Ｔの第１事件・平成１５年分確定申告書の申告額であ

る総所得金額３８００万９６１４円及び納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する

税額）９０１万９５４６円を下回るものであり、原告Ｔも、第１事件・平成１５年分更正

処分について上記確定申告に係る総所得金額及び納付すべき税額（還付金の額に相当する
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税額）を超える部分の取消しを求めるにとどまっている（別紙５の２、別表８－２参照）。 

 これらの点に鑑みると、第１事件・平成１５年分更正処分については、このうち上記請

求の限度内で、すなわち総所得金額３８００万９６１４円、納付すべき税額マイナス（還

付金の額に相当する税額）９０１万９５４６円を超える部分が、第１事件・平成１５年分

賦課決定処分については、その全部が、それぞれ違法であるから、これらをいずれも取り

消すべきである。 

 したがって、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第１の１(2)のとおりとなる。 

ウ 第１７事件・平成１６年分 

 原告Ｔの平成１６年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－３の更正の請求欄記

載のとおりであり、第１７事件・平成１６年分通知処分の全部が違法であるから、これを取

り消すべきである（別紙３の第１の２参照） 

(2) 原告Ｏ関係 

ア 第２事件・平成１３年分 

 原告Ｏの平成１３年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－４の確定申告欄記載

のとおりであり、第２事件・平成１３年分更正処分のうち第２事件・平成１３年分確定申告

書の申告額を超える部分及び第２事件・平成１３年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法で

あるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第２の１(1)参照）。 

イ 第２事件・平成１４年分 

(ア) 原告Ｏの平成１４年分の総所得金額及び納付すべき税額については、損益の通算前の

総所得金額が別表８－５－１の修正申告欄記載のとおりとなるところ、これと同欄記載の

分離長期譲渡所得の金額及び退職所得の金額とを別表８－５－２記載の方法で損益の通

算をすると、総所得金額が０円、退職所得が２億３２３５万６１００円となるから、納付

すべき税額は別表８－５－１の修正申告欄記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第２事件・平成１４年分更正処分のうち第２事件・平成１４年分修正

申告書の申告額を超える部分及び第２事件・平成１４年分賦課決定処分の全部がそれぞれ

違法であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第２の１(2)参照）。 

ウ 第２事件・平成１５年分 

 原告Ｏの平成１５年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－６の確定申告欄記載

のとおりであり、第２事件・平成１５年分更正処分のうち第２事件・平成１５年分確定申告

書の申告額を超える部分及び第２事件・平成１５年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法で

あるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第２の１(3)参照）。 

エ 第２１事件・平成１６年分 

 原告Ｏの平成１６年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－７の更正の請求欄記

載のとおりであり、第２１事件・平成１６年分通知処分の全部が違法であるから、これを取

り消すべきである（別紙３の第２の２参照）。 

オ 第２２事件・平成１７年分 

 原告Ｏの平成１７年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－８の修正申告欄記載

のとおりであり、第２２事件・平成１７年分更正処分のうち第２２事件・平成１７年分修正

申告書の申告額を超える部分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分の全部がそれぞれ

違法であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第２の３参照）。 
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(3) 原告Ｇ関係 

ア 第３事件・平成１３年分 

 原告Ｇの平成１３年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－９の修正申告欄記載

のとおりであり、第３事件・平成１３年分更正処分のうち第３事件・平成１３年分修正申告

書の申告額を超える部分及び第３事件・平成１３年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法で

あるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第３の１(1)参照）。 

イ 第３事件・平成１４年分 

 原告Ｇの平成１４年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－１０の確定申告欄記

載のとおりであり、第３事件・平成１４年分更正処分のうち第３事件・平成１４年分確定申

告書の申告額を超える部分が、第３事件・平成１４年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法

であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第３の１(2)参照）。 

ウ 第３事件・平成１５年分 

 原告Ｇの平成１５年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－１１の確定申告欄記

載のとおりであり、第３事件・平成１５年分更正処分のうち第３事件・平成１５年分確定申

告書の申告額を超える部分及び第３事件・平成１５年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法

であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第３の１(3)参照）。 

エ 第１８事件・平成１６年分 

 原告Ｇの平成１６年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－１２の更正の請求欄

記載のとおりであり、第１８事件・平成１６年分通知処分の全部が違法であるから、これを

取り消すべきである（別紙３の第３の２(1)参照）。 

オ 第１８事件・平成１７年分 

 原告Ｇの平成１７年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－１３の更正の請求欄

記載のとおりであり、第１８事件・平成１７年分更正処分のうち平成１８年６月９日付け更

正の請求の金額を超える部分及び第１８事件・平成１７年分賦課決定処分の全部がそれぞれ

違法であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第３の２(2)参照）。 

(4) 原告ｇ関係 

ア 第４事件・平成１３年分 

 原告ｇの平成１３年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－１４の確定申告欄記

載のとおりであり、第４事件・平成１３年分更正処分のうち第４事件・平成１３年分確定申

告書の申告額を超える部分及び第４事件・平成１３年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法

であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第４の１参照）。 

イ 第４事件・平成１４年分 

 原告ｇの平成１４年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－１５の確定申告欄記

載のとおりであり、第４事件・平成１４年分更正処分のうち第４事件・平成１４年分確定申

告書の申告額を超える部分及び第４事件・平成１４年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法

であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第４の２参照）。 

ウ 第４事件・平成１５年分 

 原告ｇの平成１５年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－１６の確定申告欄記

載のとおりであり、第４事件・平成１５年分更正処分のうち第４事件・平成１５年分確定申

告書の申告額を超える部分及び第４事件・平成１５年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法
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であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第４の３参照）。 

(5) 原告甲関係 

ア 第５事件・平成１３年分 

 原告甲の平成１３年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－１７の確定申告欄記

載のとおりであり、第５事件・平成１３年分更正処分のうち第５事件・平成１３年分確定申

告書の申告額を超える部分及び第５事件・平成１３年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法

であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第５の１(1)参照）。 

イ 第５事件・平成１４年分 

(ア) 原告甲の平成１４年分の総所得金額及び納付すべき税額は、確定申告では零とされた

雑所得の金額が別表８－１８の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に

争いがないことを踏まえて算定すると、別紙１１の２(1)記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第５事件・平成１４年分更正処分は、別紙１１の２(1)で認定した総

所得金額３５０２万００３８円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）

６６４万３７３２円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる。 

 そうすると、第５事件・平成１４年分更正処分のうち適法な部分により原告甲が新たに

納付すべきこととなった税額は６２９０円（△664万3732円－△665万0022円（別表８－１

８の「確定申告」欄参照）。）となるが、これは１万円未満の金額であって、通則法１１８

条３項の規定により、その全額が切り捨てられるから、原告甲の平成１４年分の所得税に

係る過少申告加算税の額は零円となる。 

 したがって、第５事件・平成１４年分賦課決定処分も、その全部が違法であるから、こ

れを取り消すべきである。 

 以上から、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第５の１(2)のとおりとなる。 

ウ 第５事件・平成１５年分 

(ア) 原告甲の平成１５年分の総所得金額及び納付すべき税額は、確定申告では零とされた

雑所得の金額が別表８－１９の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に

争いがないことを踏まえて算定すると、別紙１１の２(2)記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第５事件・平成１５年分更正処分は、別紙１１の２(2)で認定した総

所得金額３８４０万１７３８円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）

４８５万８３４６円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる。 

 そうすると、第５事件・平成１５年更正分のうち適法な部分により原告甲新たに納付す

べきこととなった税額は８５１０円（△485万8346円－△486万6856円（別表８－１９の「確

定申告」欄参照）。）となるが、これは１万円未満の金額であって、通則法１１８条３項の

規定により、その全額が切り捨てられるから、原告甲の平成１５年分の所得税に係る過少

申告加算税の額は零円となる。 

 したがって、第５事件・平成１５年分賦課決定処分も、その全部が違法であるから、こ

れを取り消すべきである。 

 以上から、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第５の１(3)のとおりとなる。 

エ 第１５事件・平成１６年分 

 原告甲の平成１６年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－２０の更正の請求欄

記載のとおりであり、第１５事件・平成１６年分通知処分の全部が違法であるから、これを
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取り消すべきである（別紙３の第５の２参照）。 

オ 第２３事件・平成１７年分 

 原告甲の平成年１７分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－２１の更正の請求欄

記載のとおりであり、第２３事件・平成１７年分通知処分の全部が違法であるから、これを

取り消すべきである（別紙３の第５の３参照）。 

(6) 原告Ｙ関係 

ア 第６事件・平成１３年分 

 原告Ｙの平成１３年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－２２の修正申告欄記

載のとおりであり、第６事件・平成１３年分更正処分のうち第６事件・平成１３年分修正申

告書の申告額を超える部分及び第６事件・平成１３年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法

であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第６の１参照）。 

イ 第６事件・平成１４年分 

 原告Ｙの平成１４年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－２３の平成１６年２

月２６日付け更正処分欄記載のとおりであり、第６事件・平成１４年分更正処分のうち平成

１６年２月２６日付け更正処分による減額更正後の金額を超える部分及び第６事件・平成１

４年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから、これらをいずれも取り消すべきであ

る（別紙３の第６の２参照）。 

ウ 第６事件・平成１５年分 

 原告Ｙの平成１５年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－２４の確定申告欄記

載のとおりであり、第６事件・平成１５年分更正処分のうち第６事件・平成１５年分確定申

告書の申告額を超える部分及び第６事件・平成１５年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法

であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第６の３参照）。 

(7) 原告乙関係 

ア 第７事件・平成１３年分 

(ア) 原告乙の平成年１３分の総所得金額及び納付すべき税額は、確定申告では４２９５万

円とされた給与所得の金額が被告主張の４３０４万５０００円（別紙９の第７の１(1)ア

(イ)参照）であることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると、別紙１１

の３記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第７事件・平成１３年分更正処分は、別紙１１の３で認定した総所得

金額２２２５万６７６９円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）７３

９万３３００円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる。 

 そうすると、第７事件・平成１３年分更正処分のうち適法な部分により原告乙が新たに

納付すべきこととなった税額である３万円（△739万3300円－△742万8450円（別表８－２

５の「確定申告」欄参照）。ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端

数を切り捨てた後のもの）を基礎として、これに通則法６５条１項の規定に基づき１００

分の１０の割合を乗じて算出した過少申告加算税の額は、３０００円となるが、５０００

円未満の金額であるため、通則法１１９条４項の規定によりその全額が切り捨てられ、零

円となる。 

 したがって、第７事件・平成１３年分賦課決定処分も、その全部が違法であるから、こ

れを取り消すべきである。 



58 

 以上から、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第７の１のとおりとなる。 

イ 第７事件・平成１４年分 

 原告乙の平成年１４分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－２６の確定申告欄記

載のとおりであり、第７事件・平成１４年分更正処分のうち第７事件・平成１４年分確定申

告書の申告額を超える部分及び第７事件・平成１４年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法

であるから、これをいずれも取り消すべきである（別紙３の第７の２参照）。 

ウ 第７事件・平成１５年分 

 原告乙の平成１５年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－２７の平成１７年６

月１４日付け更正処分等欄記載のとおりであり、第７事件・平成１５年分更正処分のうち平

成１７年６月１４日付け更正処分等による減額更正後の金額を超える部分及び第７事件・平

成１５年分賦課決定処分の全部がそれぞれ違法であるから、これらをいずれも取り消すべき

である（別紙３の第７の３参照）。 

(8) 原告丙関係 

ア 第８事件・平成１３年分 

(ア) 原告丙の平成１３年分の総所得金額及び納付すべき税額は、確定申告では３０万８８

８８円とされた雑所得の金額が別表８－２８の更正処分等欄記載のとおり３１万１９８

８円であることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると、別紙１１の４

(1)記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第８事件・平成１３年分更正処分は、別紙１１の４(1)で認定した総

所得金額１８４７万６９３９円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）

７７３万８７３２円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる。 

 そうすると、第８事件・平成１３年分更正処分のうち適法な部分により原告丙が新たに

納付すべきこととなった税額は９００円（△773万8732円－△773万9632円（別表８－２８

の「確定申告」欄参照））となるところ、これは１万円未満の金額であるため、通則法１

１８条３項の規定により、その全額が切り捨てられるから、原告丙の平成１３年分の所得

税に係る過少申告加算税の額は零円となる。 

 したがって、第８事件・平成１３年分賦課決定処分も、その全部が違法であるから、こ

れを取り消すべきである。 

 以上から、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第８の１(1)のとおりとなる。 

イ 第８事件・平成１４年分 

(ア) 原告丙の平成１４年分の総所得金額及び納付すべき税額は、確定申告では７５万９５

５４円とされた雑所得の金額が別表８－２９の更正処分等欄記載のとおり７９万５９５

４円であることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると、別紙１１の４

(2)記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第８事件・平成１４年分更正処分は、別紙１１の４(2)で認定した総

所得金額１７６４万３５１８円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）

８４２万８８８７円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる。 

 そうすると、第８事件・平成１４年分更正処分のうち適法な部分により原告丙が新たに

納付すべきこととなった税額である１万円（△842万8887円－△843万9687円（別表８－２

９の「確定申告」欄参照）。ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端
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数を切り捨てた後のもの）を基礎として、これに通則法６５条１項の規定に基づき１００

分の１０の割合を乗じて算出した過少申告加算税の額は１０００円となるが、５０００円

未満の金額であるため、通則法１１９条４項の規定によりその全額が切り捨てられ、零円

となる。 

 したがって、第８事件・平成１４年分賦課決定処分も、その全部が違法であるから、こ

れを取り消すべきである。 

 以上から、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第８の１(2)のとおりとなる。 

ウ 第８事件・平成１５年分 

(ア) 原告丙の平成１５年分の総所得金額及び納付すべき税額は、確定申告では９３万２８

６０円とされた雑所得の金額が別表８－３０の更正処分等欄記載のとおり９６万９７６

０円であることにつき当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると、別紙１１の４

(3)記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第８事件・平成１５年分更正処分は、別紙１１の４(3)で認定した総

所得金額１８１４万６５１０円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）

７７５万６５９５円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる。 

 そうすると、第８事件・平成１５年分更正処分のうち適法な部分により原告丙が新たに

納付すべきこととなった税額である１万円（△775万6595円－△776万7695円（別表８－３

０の「確定申告」欄参照）。ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端

数を切り捨てた後のもの）を基礎として、これに通則法６５条１項の規定に基づき１００

分の１０の割合を乗じて算出した過少申告加算税の額は１０００円となるが、５０００円

未満の金額であるため、通則法１１９条４項の規定によりその全額が切り捨てられ、零円

となる。 

 したがって、第８事件・平成１５年分賦課決定処分も、その全部が違法であるから、こ

れを取り消すべきである。 

 以上から、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第８の１(3)のとおりとなる。 

エ 第１６事件・平成１６年分 

 原告丙の平成１６年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－３１の更正の請求欄

記載のとおりであり、第１６事件・平成１６年分通知処分の全部が違法であるから、これを

取り消すべきである（別紙３の第８の２参照）。 

オ 第２４事件・平成１７年分 

 原告丙の平成１７年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－３２の更正の請求欄

記載のとおりであり、第２４事件・平成１７年分通知処分の全部が違法であるから、これを

取り消すべきである（別紙３の第８の３参照）。 

(9) 原告丁関係 

ア 第９事件・平成１３年分 

(ア) 原告丁の総所得金額及び納付すべき税額は、確定申告では零とされた雑所得の金額が

別表８－３３の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に争いがないこと

を踏まえて算定すると、別紙１１の５(1)記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第９事件・平成１３年分更正処分は、別紙１１の５(1)で認定した総

所得金額１６８６万０６６３円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）
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７８４万５５２０円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる。 

 そうすると、第９事件・平成１３年分更正処分のうち適法な部分により原告丁が新たに

納付すべきこととなった税額は９００円（△784万5520円－△784万6420円（別表８－３３

の「確定申告」欄参照））となるが、１万円未満の金額であるため、通則法１１８条３項

の規定によりその全額が切り捨てられるから、原告丁の平成１３年分の所得税に係る過少

申告加算税の額は零円となる。 

 したがって、第９事件・平成１３年分賦課決定処分は、その全部が違法であるから、こ

れを取り消すべきである。 

 以上から、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第９の１(1)のとおりとなる。 

イ 第９事件・平成１４年分 

(ア) 原告丁の平成１４年分の総所得金額及び納付すべき税額は、確定申告では零とされた

雑所得の金額が別表８－３４の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に

争いがないことを踏まえて算定すると、別紙１１の５(2)記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、原告丁の平成１４年分所得税に係る総所得金額は１１８７万４８１２

円であり、納付すべき税額はマイナス（還付金の額に相当する税額）９１１万１３２０円

を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる 

 そうすると、第９事件・平成１４年分更正処分のうち適法な部分により原告丁が新たに

納付すべきこととなった税額は、４３２０円（△911万1320円－△911万5640円（別表８－

３４の「確定申告」欄参照））となるが、１万円未満の金額であるため、通則法１１８条

３項の規定によりその全額が切り捨てられるから、原告丁の平成１４年分の所得税に係る

過少申告加算税の額は零円となる。 

 したがって、第９事件・平成１４年分賦課決定処分は、その全部が違法であるから、こ

れを取り消すべきである。 

 したがって、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第９の１(2)のとおりとなる。 

ウ 第９事件・平成１５年分 

(ア) 原告丁の平成１５年分の総所得金額及び納付すべき税額は、確定申告では零とされた

雑所得の金額が別表８－３５の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に

争いがないことを踏まえて算定すると、別紙１１の５(3)記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第９事件・平成１５年分更正処分は、別紙１１の５(3)で認定した総

所得金額１２２６万３７４３円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）

９０２万９２４１円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる。 

 そうすると、第９事件・平成１５年分更正処分のうち適法な部分により原告丁が新たに

納付すべきこととなった税額は７２００円（△902万9241円－△903万6441円（別表８－３

５の「確定申告」欄参照）。）となるが、１万円未満の金額であるため、通則法１１８条３

項の規定によりその全額が切り捨てられるから、原告丁の平成１４年分の所得税に係る過

少申告加算税の額は零円となる。 

 したがって、第９事件・平成１５年分賦課決定処分は、その全部が違法であるから、こ

れを取り消すべきである。 

 以上から、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第９の１(3)のとおりとなる。 

エ 第２５事件・平成１７年分 
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 原告丁の平成１７年分の不動産所得の金額について、弁論の全趣旨によれば、原告丁がし

た平成１９年３月１５日付け更正の請求中の「不動産所得の金額（平成１６年分）」２２６

６万８２０６円（別表８－３６の「更正の請求」欄順号④参照）は、原告丁が世田谷税務署

長に提出した平成１７年３月１５日付け平成１６年分の所得税の確定申告書添付の同年分

所得税青色申告決算書（不動産所得用）に記載した金額と同額であり、同年分の不動産所得

であると認められるから、これを踏まえて原告丁の平成１７年分の総所得金額及び納付すべ

き税額を算定すると、別紙１１の５(4)記載のとおりとなる。 

 そうすると、第２５事件・平成１７年分通知処分のうち、別紙１１の５(4)で認定した総

所得金額８９９万２１２５円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）３１

３万１８３０円を超える部分が違法であるから、これを取り消すべきである（別紙３の第９

の２参照）。 

(10) 原告ｈ関係 

ア 第１０事件・平成１３年分 

 原告ｈの平成１３年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－３７の確定申告欄記

載のとおりであり、第１０事件・平成１３年分更正処分のうち第１０事件・平成１３年分確

定申告書の申告額を超える部分及び第１０事件・平成１３年分賦課決定処分の全部がそれぞ

れ違法であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第１０の１(1)参照）。 

イ 第１０事件・平成１４年分 

 原告ｈの平成１４年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－３８の確定申告欄記

載のとおりであり、第１０事件・平成１４年分更正処分のうち第１０事件・平成１４年分確

定申告書の申告額を超える部分及び第１０事件・平成１４年分賦課決定処分の全部がそれぞ

れ違法であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第１０の１(2)参照）。 

ウ 第１０事件・平成１５年分 

 原告ｈの平成１５年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－３９の確定申告欄記

載のとおりであり、第１０事件・平成１５年分更正処分のうち第１０事件・平成１５年分確

定申告書の申告額を超える部分及び第１０事件・平成１５年分賦課決定処分の全部がそれぞ

れ違法であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第１０の１(3)参照）。 

エ 第２６事件・平成１７年分 

 原告ｈの平成１７年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－４０の更正の請求欄

記載のとおりであり、第２６事件・平成１７年分通知処分の全部が違法であるから、これを

取り消すべきである（別紙３の第１０の２参照）。 

(11) 原告戊関係 

ア 第１１事件・平成１３年分 

(ア) 原告戊の平成１３年分の総所得金額及び納付すべき税額は、確定申告では零とされた

雑所得の金額が別表８－４１の更正処分等欄記載のとおりであることにつき当事者間に

争いがないことを踏まえて算定すると、別紙１１の６記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第１１事件・平成１３年分更正処分は、別紙１１の６で認定した総所

得金額１２８６万９８５３円及び納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）

６４２万５２００円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる。 

 そうすると、第１１事件・平成１３年分更正処分のうち適法な部分により原告戊が新た
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に納付すべきこととなった税額は６００円（△642万5200円－△642万5800円（別表８－４

１の「確定申告」欄参照））となるが、１万円未満の金額であるため、通則法１１８条３

項の規定によりその全額が切り捨てられるから、原告戊の平成１３年分の所得税に係る過

少申告加算税の額は零円となる。 

 したがって、第１１事件・平成１３年分賦課決定処分は、その全部が違法であるから、

これを取り消すべきである。 

 以上から、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第１１の１(1)のとおりとなる。 

イ 第１１事件・平成１４年分 

 原告戊の平成１４年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－４２の確定申告欄記

載のとおりであり、第１１事件・平成１４年分更正処分のうち第１１事件・平成１４年分確

定申告書の申告額を超える部分及び第１１事件・平成１４年分賦課決定処分の全部がそれぞ

れ違法であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第１１の１(2)参照）。 

ウ 第１１事件・平成１５年分 

 原告戊の平成１５年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－４３の確定申告欄記

載のとおりであり、第１１事件・平成１５年分更正処分のうち第１１事件・平成１５年分確

定申告書の申告額を超える部分及び第１１事件・平成１５年分賦課決定処分の全部がそれぞ

れ違法であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第１１の１(3)参照）。 

エ 第１４事件・平成１６年分更正処分 

 原告戊の平成１６年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－４４の更正の請求欄

記載のとおりであり、第１４事件・平成１６年分更正処分のうち第１４事件・平成１６年分

更正の請求の金額を超える部分が違法であるから、これを取り消すべきである（別紙３の第

１１の２参照）。 

(12) 原告Ａ関係 

ア 第１２事件・平成１４年分 

(ア) 原告Ａの平成１４年分の不動産所得の金額に関し、ⓐ 本件建物(P)に係る収入金額

及び必要経費が別表９－４５の①欄の網掛け部分記載のとおりであり、ⓑ 本件建物(P)

以外の不動産に係る収入金額及び必要経費が別表９－４５の②欄の網掛けのされていな

い部分記載のとおりであること、確定申告では零とされた雑所得の金額が別表８－４５の

更正処分等欄記載のとおりであることについては、いずれも当事者間に争いがないから、

これらを踏まえて原告Ａの平成１４年分の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると、

別紙１１の７(1)記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第１２事件・平成１４年分更正処分は、別紙１１の７(1)で認定した

総所得金額１億０５０１万７３１４円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する

税額）６０８万２８１５円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる。 

 そうすると、第１２事件・平成１４年分更正処分のうち適法な部分により原告Ａが新た

に納付すべきこととなった税額である７９４万円（△608万2815円－△1402万7937円（別

表８－４５の「確定申告」欄参照）。ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円

未満の端数を切り捨てた後のもの）を基礎として、これに通則法６５条１項の規定に基づ

き１００分の１０の割合を乗じて算出した原告Ａの平成１４年分の所得税に係る過少申

告加算税の額は７９万４０００円となる。 
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 したがって、第１２事件・平成１４年分賦課決定処分のうち、過少申告加算税７９万４

０００円を超える部分が違法となる。 

 以上から、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第１２の１(1)のとおりとなる。 

イ 第１２事件・平成１５年分 

(ア) 原告Ａの平成１５年分の不動産所得の金額に関し、ⓐ 本件建物(P)に係る収入金額

及び必要経費が別表９－４６の①欄の網掛け部分記載のとおりであり、ⓑ 本件建物(P)

以外の不動産に係る収入金額及び必要経費が別表９－４６の②欄の網掛けのされていな

い部分記載のとおりであることについては、当事者間に争いがないから、これらを踏まえ

て原告Ａの平成１５年分の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると、別紙１１の７

(2)記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第１２事件・平成１５年分更正処分は、別紙１１の７(2)で認定した

総所得金額９７４０万６１６０円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）

２６０万７６２５円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる。 

 そうすると、第１２事件・平成１５年分更正処分のうち適法な部分により原告Ａが新た

に納付すべきこととなった税額である８４９万円（△260万7625円－△1110万6106円（別

表８－４６の「確定申告」欄参照）。ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円

未満の端数を切り捨てた後のもの）を基礎として、これに通則法６５条１項の規定に基づ

き１００分の１０の割合を乗じて算出した原告Ａの平成１５年分の所得税に係る過少申

告加算税の額は８４万９０００円となる。 

 したがって、第１２事件・平成１５年分賦課決定処分のうち、過少申告加算税８４万９

０００円を超える部分が違法となる。 

 以上から、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第１２の１(2)のとおりとなる。 

ウ 第２０事件・平成１６年分 

(ア) 原告Ａの平成１６年分の不動産所得の金額に関し、ⓐ 本件建物(P)に係る収入金額

及び必要経費が別表９－４７の①欄の網掛け部分記載のとおりであり、ⓑ 本件建物(P)

以外の不動産に係る収入金額及び必要経費が別表９－４６の②欄の網掛けのされていな

い部分記載のとおりであることについては、当事者間に争いがないから、これらを踏まえ

て原告Ａの平成１６年分の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると、別紙１１の７

(3)記載のとおりとなる。 

(イ) そうすると、第２０事件・平成１６年分通知処分は、別紙１１の７(3)で認定した総

所得金額８４７３万６３１５円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）

２０８万４８９０円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきである（別紙第３の

１２の２参照）。 

エ 第２７事件・平成１７年分 

 原告Ａの平成１７年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－４８の更正の請求欄

記載のとおりであり、第２７事件・平成１７年分通知処分の全部が違法であるから、これを

取り消すべきである（別紙３の第１２の３参照）。 

(13) 原告Ｂ関係 

ア 第１３事件・平成１３年分 

 原告Ｂの平成１３年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－４９の修正申告欄記
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載のとおりであり、第１３事件・平成１３年分更正処分のうち第１３事件・平成１３年分修

正申告書の申告額を超える部分及び第１３事件・平成１３年分賦課決定処分の全部がそれぞ

れ違法であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第１３の１(1)参照）。 

イ 第１３事件・平成１４年分 

 原告Ｂの平成１４年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－５０の修正申告欄記

載のとおりであり、第１３事件・平成１４年分更正処分のうち第１３事件・平成１４年分修

正申告書の申告額を超える部分及び第１３事件・平成１４年分賦課決定処分の全部がそれぞ

れ違法であるから、これらをいずれも取り消すべきである（別紙３の第１３の１(2)参照）。 

ウ 第１３事件・平成１５年分 

(ア) 原告Ｂの平成１５年分の総所得金額及び納付すべき税額は、給与所得の金額が被告主

張のとおり６３１０万１０８２円であること（別紙９の第１３の３(1)ア(ウ)参照）につ

き当事者間に争いがないことを踏まえて算定すると、別紙１１の８記載のとおりとなる。 

(イ) 以上によれば、第１３事件・平成１５年分更正処分は、別紙１１の８で認定した総所

得金額２８１６万５９９３円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）１

４１５万１２３５円を超える部分が違法となり、これを取り消すべきこととなる。 

 そうすると、第１３事件・平成１５年分更正処分のうち適法な部分により原告Ａが新た

に納付すべきこととなった税額である７６万円（△1415万1235円－△1491万5405円（別表

８－５１の「確定申告」欄参照。ただし、通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満

の端数を切り捨てた後のもの）を基礎として、これに通則法６５条１項の規定に基づき１

００分の１０の割合を乗じて算出した原告Ｂの平成１５年分の所得税に係る過少申告加

算税の額は７万６０００円となる。 

 したがって、第１３事件・平成１５年分賦課決定処分のうち、過少申告加算税７万６０

００円を超える部分が違法となる。 

 以上から、上記各処分の取り消すべき範囲は、別紙３の第１３の１(3)のとおりとなる。 

エ 第１９事件・平成１６年分 

 原告Ｂの平成１６年分の総所得金額及び納付すべき税額は、別表８－５２の更正の請求欄

記載のとおりであり、第１９事件・平成１６年分通知処分の全部が違法であるから、これを

取り消すべきである（別紙３の第１３の２参照）。 

第４ 結論 

 よって、① 原告Ｔ、原告Ｏ、原告Ｇ、原告ｇ、原告Ｙ及び原告ｈの請求は、いずれも理由があ

るから認容し、② 原告甲、原告乙、原告丙、原告丁、原告戊、原告Ａ及び原告Ｂの請求は、それ

ぞれ第３の５で説示した限度において理由があるからこれらを認容し、その余は理由がないからい

ずれも棄却し、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法７条、民訴法６１条（ただし、原告甲、

原告乙、原告丙、原告丁、原告戊及び原告Ｂの各請求に関しては６１条、６４条ただし書、原告Ａ

の請求に関しては６１条、６４条本文）を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 川神 裕 

   裁判官 林 史高 

   裁判官 牛尾 可南 
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（別紙１） 

事件目録 

 

１ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１事件」という。） 

２ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第２事件」という。） 

３ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第３事件」という。） 

４ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第４事件」という。） 

５ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第５事件」という。） 

６ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第６事件」という。） 

７ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第７事件」という。） 

８ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第８事件」という。） 

９ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第９事件」という。） 

10 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１０事件」という。） 

11 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１１事件」という。） 

12 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１２事件」という。） 

13 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１３事件」という。） 

14 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１４事件」という。） 

15 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第１５

事件」という。） 

16 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第１６

事件」という。） 

17 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第１７

事件」という。） 

18 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１８事件」という。） 

19 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第１９

事件」という。） 

20 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２０

事件」という。） 

21 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２１

事件」という。） 

22 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２２

事件」という。） 

23 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２３

事件」という。） 

24 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２４

事件」という。） 

25 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２５

事件」という。） 

26 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２６

事件」という。） 
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27  平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２７

事件」という。） 
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（別紙２） 

当事者目録 

 

第１事件及び第１７事件原告    Ｔ 

                 （以下「原告Ｔ」という。） 

第２事件、第２１事件及び第２２事件原告 

                 Ｏ 

                 （以下「原告Ｏ」という。） 

第３事件及び第１８事件原告    Ｇ 

                 （以下「原告Ｇ」という。） 

第４事件原告           ｇ 

                 （以下「原告ｇ」という。） 

第５事件、第１５事件及び第２３事件原告 

                 甲 

                 （以下「原告甲」という。） 

第６事件原告           Ｙ 

                 （以下「原告Ｙ」という。） 

第７事件原告           乙 

                 （以下「原告乙」という。） 

第８事件、第１６事件及び第２４事件原告 

                 丙 

                 （以下「原告丙」という。） 

第９事件及び第２５事件原告    丁 

                 （以下「原告丁」という。） 

第１０事件及び第２６事件原告   ｈ 

                 （以下「原告ｈ」という。） 

第１１事件及び第１４事件原告   戊 

                 （以下「原告戊」という。） 

第１２事件、第２０事件及び第２７事件原告 

                 Ａ 

                 （以下「原告Ａ」という。） 

第１３事件及び第１９事件原告   Ｂ 

                 （以下「原告Ｂ」という。） 

原告ら訴訟代理人弁護士      江尻 隆 

原告ら訴訟復代理人弁護士     宮崎 裕子 

同                宮塚 久 

同                平川 雄士 

同                北村 導人 

同                小原 英志 

同                岩崎 康幸 
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同                松永 博彬 

被告               国 

同代表者法務大臣         江田 五月 

第１事件及び第１７事件処分行政庁 目黒税務署長 

                 唯木 誠 

第２事件処分行政庁        目黒税務署長事務承継者 

                 世田谷税務署長 

                 松元 弘文 

第３事件、第１１事件、第１４事件及び第１８事件処分行政庁 

                 渋谷税務署長 

                 八本 輝雄 

第４事件処分行政庁        日野税務署長 

                 齊藤 一 

第５事件、第１５事件及び第２３事件処分行政庁 

                 麻布税務署長事務承継者 

                 京橋税務署長 

                 中野 晶博 

第６事件処分行政庁        北沢税務署長事務承継者 

                 目黒税務署長 

                 唯木 誠 

第７事件処分行政庁        荻窪税務署長 

                 齋藤 修 

第８事件、第１０事件、第１６事件、第２４事件及び第２６事件処分行政庁 

                 玉川税務署長 

                 梶野 研二 

第９事件、第２１事件、第２２事件及び第２５事件処分行政庁 

                 世田谷税務署長 

                 松元 弘文 

第１２事件、第１３事件、第１９事件、第２０事件及び第２７事件処分行政庁 

                 麻布税務署長 

                 馬鳥 武 

同指定代理人           澤田 久文 

                 小山 綾子 

                 中嶋 明伸 

                 宇津木 克美 

                 井越 満 

                 荒井 秀太郎 

                 大口 紋世 

                 嶺山 登 

                 滝澤 衆 
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                 荒川 政明 

                 佐藤 謙一 

                 橋本 泰彦 

                 坂井 一雄 

                 畑山 茂樹 

                 伊藤 英一 

                 森 光明 

                 河野 博己 

                 髙橋 直樹 

                 佐藤 正敏 

                 加藤 雅也 

                 梶 昌宏 
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（別紙３） 

取消処分目録 

 

 別紙請求目録記載の各処分のうち取り消すべき部分は、次のとおりである。 

 

第１ 原告Ｔ関係 

１ 第１事件 

(1) 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした 

① 原告Ｔの平成１４年分の所得税の更正処分のうち総所得金額４５０６万８７３９円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）７４３万０４２６円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(2) 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした 

① 原告Ｔの平成１５年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額３８００万９６１４円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）９０１万９５４６円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

２ 第１７事件 

 目黒税務署長が平成１８年６月１６日付けでした原告Ｔの平成１６年分の所得税に係る平成１

８年３月９日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 

第２ 原告Ｏ関係 

１ 第２事件 

(1) 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした 

① 原告Ｏの平成１３年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額２７８４万９０１６円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）１９１３万６８７６円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(2) 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした 

① 原告Ｏの平成１４年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額０円、退職所得の金額２億３

２３５万６１００円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）２０２６万６１

４０円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(3) 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした 

① 原告Ｏの平成１５年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額７８７万７４１８円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）６３１万０１５７円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

２ 第２１事件 

 世田谷税務署長が平成１８年１０月６日付けでした原告Ｏの平成１６年分の所得税に係る平成

１８年３月１４日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 

３ 第２２事件 

 世田谷税務署長が平成２１年３月６日付けでした 

① 原告Ｏの平成１７年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額４２１２万０５７６円、納付す

べき税額１３万７２００円を超える部分 
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② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

第３ 原告Ｇ関係 

１ 第３事件 

(1) 渋谷税務署長が平成１７年２月２２日付けでした 

① 原告Ｇの平成１３年分の所得税の更正処分（平成１７年１１月２９日付け更正処分により一

部取り消された後のもの）のうち、総所得金額７億０４７９万４０１１円、納付すべき税額９

２９４万６０００円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分（平成１７年１１月２９日付け変更決定処分により一部取り

消された後のもの）の全部 

(2) 渋谷税務署長が平成１７年２月２２日付けでした 

① 原告Ｇの平成１４年分の所得税の更正処分（平成１７年１１月２９日付け更正処分により一

部取り消された後のもの）のうち、総所得金額６億１５６０万５２５１円、納付すべき税額４

７９４万８１００円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分（平成１７年１１月２９日付け変更決定処分により一部取り

消された後のもの）の全部 

(3) 渋谷税務署長が平成１７年２月２２日付けでした 

① 原告Ｇの平成１５年分の所得税の更正処分（平成１７年１１月２９日付け更正処分により一

部取り消された後のもの）のうち、総所得金額２億０７８４万２３７４円、納付すべき税額７

２１９万９８００円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分（平成１７年１１月２９日付け変更決定処分により一部取り

消された後のもの）の全部 

２ 第１８事件 

(1) 渋谷税務署長が平成１８年６月３０日付けでした原告Ｇの平成１６年分の所得税に係る平成

１８年２月２日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 

(2) 渋谷税務署長が平成１８年１０月２日付けでした 

① 原告Ｇの平成１７年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額３億１７６１万６９０７円、

納付すべき税額４３５１万５１００円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

第４ 原告ｇ関係（第４事件） 

１ 日野税務署長が平成１７年２月２３日付けでした 

① 原告ｇの平成１３年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額２６４３万３６４９円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）８６４万１７０５円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

２ 日野税務署長が平成１７年２月２３日付けでした 

① 原告ｇの平成１４年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額２０６２万３２４３円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）１０９５万１９６５円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

３ 日野税務署長が平成１７年２月２３日付けでした 

① 原告ｇの平成１５年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額１７９３万１９４９円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）１１３９万９８４５円を超える部分 
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② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

第５ 原告甲関係 

１ 第５事件 

(1) 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした 

① 原告甲の平成１３年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額３８２１万５９９６円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）３９０万４０８０円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(2) 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした 

① 原告甲の平成１４年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額３５０２万００３８円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）６６４万３７３２円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(3) 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした 

① 原告甲の平成１５年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額３８４０万１７３８円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）４８５万８３４６円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

２ 第１５事件 

 麻布税務署長が平成１８年７月３１日付けでした原告甲の平成１６年分の所得税に係る平成１

８年３月１５日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 

３ 第２３事件 

 麻布税務署長が平成１９年７月３１日付けでした原告甲の平成１７年分の所得税に係る平成１

９年３月１５日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 

第６ 原告Ｙ関係（第６事件） 

１ 北沢税務署長が平成１７年３月４日付けでした 

① 原告Ｙの平成１３年分の所得税の更正処分（平成１７年７月２０日付け異議決定により一部取

り消された後のもの）のうち、総所得金額２６７８万０１１９円、納付すべき税額マイナス（還

付金の額に相当する税額）２２１２万５９０９円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分（平成１７年７月２０日付け異議決定により一部取り消された

後のもの）の全部 

２ 北沢税務署長が平成１７年３月４日付けでした 

① 原告Ｙの平成１４年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額２５６８万４７９２円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）２５２５万０９８１円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分（平成１７年７月２０日付け異議決定により一部取り消された

後のもの）の全部 

３ 北沢税務署長が平成１７年３月４日付けでした 

① 原告Ｙの平成１５年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額２３０７万４８８４円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）５２６万９４４７円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

第７ 原告乙関係（第７事件） 

１ 荻窪税務署長が平成１７年２月２８日付けでした 

① 原告乙の平成１３年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額２２２５万６７６９円、納付す
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べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）７３９万３３００円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

２ 荻窪税務署長が平成１７年２月２８日付けでした 

① 原告乙の平成１４年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額２３４０万０５２９円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）８０７万７９１０円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

３ 荻窪税務署長が平成１７年６月１５日付けでした原告乙の平成１５年分の所得税の更正処分の

うち、総所得金額２６６７万０６９５円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）

８１２万６１１０円を超える部分 

第８ 原告丙関係 

１ 第８事件 

(1) 玉川税務署長が平成１７年３月７日付けでした 

① 原告丙の平成１３年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額１８４７万６９３９円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）７７３万８７３２円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(2) 玉川税務署長が平成１７年３月７日付けでした 

① 原告丙の平成１４年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額１７６４万３５１８円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）８４２万８８８７円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(3) 玉川税務署長が平成１７年３月７日付けでした 

① 原告丙の平成１５年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額１８１４万６５１０円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）７７５万６５９５円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

２ 第１６事件 

 玉川税務署長が平成１８年２月２８日付けでした原告丙の平成１６年分の所得税に係る平成１

８年１月５日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 

３ 第２４事件 

 玉川税務署長が平成１９年５月２９日付けでした原告丙の平成１７年分の所得税に係る平成１

９年３月１４日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 

第９ 原告丁関係 

１ 第９事件 

(1) 世田谷税務署長が平成１７年３月８日付けでした 

① 原告丁の平成１３年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額１６８６万０６６３円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）７８４万５５２０円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(2) 世田谷税務署長が平成１７年３月８日付けでした 

① 原告丁の平成１４年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額１１８７万４８１２円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）９１１万１３２０円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(3) 世田谷税務署長が平成１７年３月８日付けでした 
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① 原告丁の平成１５年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額１２２６万３７４３円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）９０２万９２４１円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

２ 第２５事件 

 世田谷税務署長が原告丁に対し平成１９年７月９日付けでした、原告丁の平成１７年分の所得税

に係る平成１９年３月１５日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分のう

ち、総所得金額８９９万２１２５円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）３１

３万１８３０円を超える部分 

第１０ 原告ｈ関係 

１ 第１０事件 

(1) 玉川税務署長が平成１７年３月１０日付けでした 

① 原告ｈの平成１３年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額３２９０万０１８３円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）８７３万５８９０円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(2) 玉川税務署長が平成１７年３月１０日付けでした 

① 原告ｈの平成１４年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額３１８４万４８３２円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）９４０万８１８０円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(3) 玉川税務署長が平成１７年３月１０日付けでした 

① 原告ｈの平成１５年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額２５１３万７５２１円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）９０２万４９７０円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

２ 第２６事件 

 玉川税務署長が平成１９年５月２９日付けでした原告ｈの平成１７年分の所得税に係る平成１

９年３月１３日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 

第１１ 原告戊関係 

１ 第１１事件 

(1) 渋谷税務署長が平成１７年３月１０日付けでした 

① 原告戊の平成１３年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額１２８６万９８５３円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）６４２万５２００円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(2) 渋谷税務署長が平成１７年３月１０日付けでした 

① 原告戊の平成１４年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額１２１３万８８１６円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）６６６万５５００円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

(3) 渋谷税務署長が平成１７年３月１０日付けでした 

① 原告戊の平成１５年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額１２８１万６４６５円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）６４０万０９００円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 

２ 第１４事件 
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 渋谷税務署長が平成１７年１１月２８日付けでした原告戊の平成１６年分の所得税の更正処分

のうち、総所得金額１４３２万９３１８円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）

７１１万８２００円を超える部分 

第１２ 原告Ａ関係 

１ 第１２事件 

(1) 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした 

① 原告Ａの平成１４年分の所得税の更正処分（平成１７年１１月３０日付け及び平成１８年１

月２３日付け各更正処分により一部取り消された後のもの）のうち、総所得金額１億０５０１

万７３１４円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）６０８万２８１５円を

超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分（平成１７年１１月３０日付け及び平成１８年１月２３日付

け各変更決定処分により一部取り消された後のもの）のうち、過少申告加算税７９万４０００

円を超える部分 

(2) 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした 

① 原告Ａの平成１５年分の所得税の更正処分（平成１７年７月２７日付け異議決定並びに同年

１１月３０日付け及び平成１８年１月２３日付け各更正処分により一部取り消された後のも

の）のうち、総所得金額９７４０万６１６０円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当

する税額）２６０万７６２５円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分（平成１７年７月２７日付け異議決定並びに同年１１月３０

日付け及び平成１８年１月２３日付け各変更決定処分により一部取り消された後のもの）のう

ち、過少申告加算税８４万９０００円を超える部分 

２ 第２０事件 

 麻布税務署長が平成１８年６月３０日付けでした原告Ａの平成１６年分の所得税に係る平成１

８年３月１０日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分（同年１０月２日付

け異議決定により一部取り消された後のもの）のうち、総所得金額８４７３万６３１５円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）２０８万４８９０円を超える部分 

３ 第２７事件 

 麻布税務署長が平成１９年５月２９日付けでした原告Ａの平成１７年分の所得税に係る平成１

９年３月１３日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 

第１３ 原告Ｂ関係 

１ 第１３事件 

(1) 麻布税務署長が平成１７年３月１４日付けでした 

① 原告Ｂの平成１３年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額３１２６万８９０５円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）２６７万７５００円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分（賦課決定処分については平成１７年７月２７日付け異議決

定により一部取り消された後のもの）の全部 

(2) 麻布税務署長が平成１７年３月１４日付けでした 

① 原告Ｂの平成１４年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額５７８８万８６３５円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）４１１万１０１７円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分の全部 
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(3) 麻布税務署長が平成１７年３月１４日付けでした 

① 原告Ｂの平成１５年分の所得税の更正処分のうち、総所得金額２８１６万５９９３円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）１４１５万１２３５円を超える部分 

② 過少申告加算税の賦課決定処分のうち、過少申告加算税７万６０００円を超える部分 

２ 第１９事件 

 麻布税務署長が平成１９年１月３１日付けでした原告Ｂの平成１６年分の所得税に係る平成１

８年３月１５日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部 
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（別紙４） 

凡例 

第１ 略語について 

 本判決で使用する略語の一部は以下のとおりであり、ここに一括して掲記する。 

１ 租税関係法令 

略称 用語 

 通則法  国税通則法 

 措置法  租税特別措置法 

 負担軽減措置法  経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担

軽減措置に関する法律（平成１１年法律第８号） 

 日米租税条約  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日

本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約（平成１６年３月３０日条約

第２号） 

 租税法  所得税法及び法人税法その他の租税に関する法律 

 

※ なお、以下に掲げる法令の規定は、特に断りのない限り、次のものとする。 

① 民法 平成１８年法律第５０号による改正前のもの 

② 所得税法１３条１項 平成１９年法律第６号による改正前のもの 

 

２ パートナーシップに係る統一法及び米国デラウェア州の制定法関係 

略称 用語 

 Ⓠ  米国のⓆ（Ⓠ） 

 １９１４年統一ＧＰＳ

法 

 Ⓠが、ジェネラル・パートナーシップ（ＧＰＳ）に関して、１９１４年

に提案した統一パートナーシップ法（Uniform Partnership Act) 

 １９９４年改訂統一Ｇ

ＰＳ法 

 Ⓠが、１９９４年に１９１４年統一ＧＰＳ法を改訂した改訂統一パート

ナーシップ法（The Revised Uniform Partnership Act） 

 １９１６年統一ＬＰＳ

法 

 Ⓠが、リミテッド・パートナーシップ（ＬＰＳ）に関して、１９１６年

に提案した統一リミテッド・パートナーシップ法（Uniform Limited 

Partnership Act） 

 １９７６年改訂統一Ｌ

ＰＳ法 

 Ⓠが、１９７６年に１９１６年統一ＬＰＳ法を改訂した改訂統一リミテ

ッド・パートナーシップ法（The Revised Uniform Limited Partnership Act）

 １９８５年改訂統一Ｌ

ＰＳ法 

 Ⓠが、１９８５年に１９７６年改訂統一ＬＰＳ法を改訂した後の改訂統

一リミテッド・パートナーシップ法 

 ２００１年改訂統一Ｌ

ＰＳ法 

 Ⓠが、２００１年に１９８５年改訂統一ＬＰＳ法を改訂した後の改訂統

一リミテッド・パートナーシップ法 

 １９９９年改正前の州

ＧＰＳ法 

 デラウェア州が、ＧＰＳに関して、１９４７年に１９１４年統一ＧＰＳ

法を基礎として一定の修正を施して制定したデラウェア州統一パートナ

ー シ ッ プ 法 （ Delaware Uniform Partnership Law 。「 Chapter 15.

Partnership, Title 6 Of the Delaware Code」を指す。） 

 州ＧＰＳ法  デラウェア州が、１９９９年、１９９４年改訂統一ＧＰＳ法を基礎とし

て一定の修正を施し、１９９９年改正前の州ＧＰＳ法を改正して制定した

デラウェア州改正統一パートナーシップ法（Delaware Revised Uniform 

Partnership Act。「Chapter 15. Delaware Revised Uniform Partnership

Act, Title 6 Of the Delaware Code」を指す。１９９９年７月１２日施

行） 

 州ＬＰＳ法 

（※） 

 デラウェア州が、ＬＰＳに関して、１９８３年、１９７６年改訂統一Ｌ

ＰＳ法を基礎として一定の修正を施して制定したデラウェア州改正統一

リミテッド・パートナーシップ法（Delaware Revised Uniform Limited 

Partnership Act。「Chapter 17 Limited Partnerships, Title 6 of the 

Delaware Code」を指す。） 

 デラウェア州法  デラウェア州の制定法 
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※ なお、州ＬＰＳ法の規定を表記する際には、例えば§１７－２０１(b)を「２０１条(b)」とい

うように、第１７章（Chapter 17）中の条文であることを示す「§１７－」を省略する。 

 

３ 関係者等 

略称 用語 

 原告Ｔら  原告Ｔ及び原告Ａ 

 原告Ｏら  原告Ｏ、原告ｇ、原告甲、原告丁、原告ｈ及び原告Ｂ 

 原告Ｇら  原告Ｇ、原告Ｙ、原告乙、原告丙及び原告戊 

 Ｃ証券  ドイツ所在のｉ銀行を親会社として日本におけるｉ銀行グループの証

券業務の中核を担うものとして昭和６１年に設立された会社であるＣ証

券 

 Ｈ銀行  ルクセンブルクの法律に基づいて設立されたルクセンブルク所在の法

人であるＨ銀行（現在の名称は、Ｈ銀行) 

 Ｊ  英国領ケイマン諸島の法令に基づいて設立された同島所在の法人であ

るＪ 

 本件ＧＰ(C)  デラウェア州法に基づいて組成されたＬＬＣであるⓊ 

 Ｋ  米国カルフォルニア州所在のリミテッド・パートナーシップであるＫ 

 Ｍ  米国カルフォルニア州所在のリミテッド・パートナーシップであるＭ 

 Ｎ  米国デラウェア州所在の法人であるＮ 

 Ｌ  米国カルフォルニア州所在の法人であるＬ 

 Ｒ  Ｊの子会社であって平成１５年７月１７日に設立された株式会社Ｒ 

 Ｓ銀行  米国の法律に基づいて設立された米国所在の大手信託銀行であるＳ銀

行 

 本件ＧＰ(P)  デラウェア州法に基づいて組成されたＬＬＣであるⓍ 

 Ｖ  米国デラウェア州所在のリミテッド・パートナーシップであるＶ 

 Ｘ  米国デラウェア州所在の法人であるＸ 

 Ｗ  米国コロンビア特別区所在の法人であるＷ 

 本件各受託銀行  Ｈ銀行及びＳ銀行 

 本件各ＧＰ  本件ＧＰ(C)及び本件ＧＰ(P) 

 

４ 本件各ＬＰＳ関係 

略称 用語 

 パートナーシップ  米国各州の立法で認められている２名以上の者により組成される事業

活動を営むための組織形態としてのパートナーシップ（Partnership。Ｐ

Ｓとも略称される。） 

 ジェネラル・パートナ

ー 

 パートナーシップにおいて、第三者が無限責任を負い当該事業活動を代

理する権利を有するジェネラル・パートナー（General Partner。ＧＰと

も略称される。） 

 リミテッド・パートナ

ー 

 パートナーシップにおいて、出資額を限度とする有限責任を負い当該事

業活動に対する経営参加権を有しないリミテッド・パートナー（Limited 

Partner。ＬＰとも略称される。） 

 ＧＰＳ  ２名以上のジェネラル・パートナーのみによって構成されるジェネラ

ル・パートナーシップ（General Partnership） 

 ＬＰＳ  １名以上のジェネラル・パートナーと１名以上のリミテッド・パートナ

ーによって構成されるリミテッド・パートナーシップ（Limited 

Partnership）。特に断らない限り、デラウェア州法所定のものとする。 

 ＬＬＣ  リミテッド・ライアビリティ・カンパニー（Limited Liability Company）。

特に断らない限り、デラウェア州法所定のものとする。 

 ＬＰＳ証明書  州ＬＰＳ法２０１条(a)及び(b)所定の「リミテッド・パートナーシップ

証明書」 

 本件基本信託契約（Ｃ 委託者兼受益者である原告Ｇらと受託者であるＨ銀行との間で締結さ
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－１） れた基本信託契約である「MASTER FIDUCIARY CONTRACT」 

 本件基本信託契約（Ｃ

－２） 

 委託者兼受益者である原告Ｏらと受託者であるＨ銀行との間で締結さ

れた基本信託契約である「MASTER FIDUCIARY CONTRACT」 

 本件ＬＰＳ契約(C)  Ｈ銀行、Ｊ及び本件ＧＰ(C)との間で締結された本件ＧＰ(C)をジェネラ

ル・パートナーとし、Ｈ銀行及びＪをリミテッド・パートナーとするパー

トナーシップ契約である「PARTNERSHIP AGREEMENT OF Ⓥ」 

 本件ＬＰＳ(C)  米国のリミテッドパートナーシップであるⓋ 

 本件売買契約(C)  本件建物(C)の本件ＬＰＳ(C)への売却等に関し、２０００年（平成１２

年）１２月２２日付けで、本件土地(C)の地主であるＫ及び借地人である

本件ＬＰＳ(C)の間で締結された契約 

 本件土地賃貸借契約

(C) 

 本件土地(C)の本件ＬＰＳ(C)への賃貸借に関し、２０００年（平成１２

年）１２月２２日付けで、本件土地(C)の地主であるＫ及び借地人である

本件ＬＰＳ(C)の間で締結された契約 

 本件管理契約(C)  本件不動産(C)の賃貸に係る管理・運営業務に関し、２０００年（平成

１２年）１２月２２日付けで、本件建物(C)の所有者である本件ＬＰＳ(C)

及び本件不動産(C)の賃貸に係る管理者であるＬの間で締結された契約 

 本件不動産賃貸事業

(C) 

 本件ＬＰＳ(C)において本件建物(C)を第三者に対して賃貸する事業 

 本件新信託契約(C)  委託者兼受益者である原告Ｏら及び受託者であるＳ銀行の間で締結さ

れた信託契約 

 本件建物(C)  米国所在の中古集合住宅である「Ｅ」（通称Ｅ） 

 本件土地(C)  本件建物(C)の敷地 

 本件不動産(C)  本件建物(C)及び本件土地(C) 

 本件基本信託契約(P)  委託者兼受益者である原告Ｔらと受託者であるＨ銀行との間で締結さ

れた基本信託契約である「MASTER FIDUCIARY CONTRACT」 

 本件ＬＰＳ契約(P)  Ｈ銀行及び本件ＧＰ(P)との間で２００２年（平成１４年）３月２８日

付けで締結された本件ＧＰ(P)をジェネラル・パートナーとし、Ｈ銀行を

リミテッド・パートナーとするパートナーシップ契約である「PARTNERSHIP 

AGREEMENT OF Ⓨ」 

 本件ＬＰＳ(P)  米国のリミテッドパートナーシップである「Ⓨ」 

 本件売買契約(P)  本件建物(P)の本件ＬＰＳ(P)への売却等に関し、本件土地(P)の地主で

あるＶ及び本件ＬＰＳ(P)との間で２００２年（平成１４年）３月２８日

付けで締結された契約 

 本件土地賃貸借契約

(P) 

 本件土地(P)の本件ＬＰＳ(P)への賃貸借に関し、本件土地(P)の地主で

あるＶ及び借地人である本件ＬＰＳ(P)との間で２００２年（平成１４年）

３月２８日付けで締結された契約 

 本件管理契約(P)  本件不動産(P)の賃貸に係る管理・運営業務に関し、平成１４年３月２

８日付けで、本件建物(P)の所有者である本件ＬＰＳ(P)及び本件不動産

(P)の賃貸に係る管理者であるＷの間で締結された契約 

 本件不動産賃貸事業

(P) 

 本件ＬＰＳ(P)において本件建物(P)を第三者に対して賃貸する事業 

 本件新信託契約(P)  委託者兼受益者である原告Ｔら及び受託者であるＳ銀行との間で締結

された信託契約 

 本件建物(P)  米国所在の中古集合住宅である「Ｆ」（通称Ｆ） 

 本件建物(P)  本件建物(P)の敷地 

 本件不動産(P)  本件建物(P)及び本件土地(P) 

 本件各信託契約  本件基本信託契約(C)、本件基本信託契約(P)、本件新信託契約(C)及び

本件新信託契約(P) 

 本件各ＬＰＳ契約  本件ＬＰＳ契約(C)及び本件ＬＰＳ契約(P) 

 本件各ＬＰＳ  本件ＬＰＳ(C)及び本件ＬＰＳ(P) 

 本件各売買契約  本件売買契約(C)及び本件売買契約(P) 

 本件各土地賃貸借契約  本件土地賃貸借契約(C)及び本件土地賃貸借契約(P) 

 本件各管理契約  本件管理契約(C)及び本件管理契約(P) 
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 本件各不動産賃貸事業  本件不動産賃貸事業(C)及び本件不動産賃貸事業(P) 

 本件各建物  本件建物(C)及び本件建物(P) 

 本件各土地  本件土地(C)及び本件土地(P) 

 本件各不動産  本件不動産(C)及び本件不動産(P) 

 

５ 本件各処分関係 

略称 用語 

総論  

 本件各処分  原告らが本件訴えで取消しを求めている別紙５（請求目録）記載の各所

得税の更正処分、過少申告加算税の賦課決定処分及び更正の請求に対する

更正をすべき理由がない旨の通知処分の総称 

 本件各更正処分  本件各処分のうち、原告らが本件訴えで取消しを求めている別紙５（請

求目録）記載の各所得税の更正処分の総称 

 本件各賦課決定処分  本件各処分のうち、原告らが本件訴えで取消しを求めている別紙５（請

求目録）記載の過少申告加算税の賦課決定処分の総称 

 本件通知処分  本件各処分のうち、原告らが本件訴えで取消しを求めている別紙５（請

求目録）記載の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分

の総称 

原告Ｔ関係  

 第１事件・平成１４

年分修正申告書 

 原告Ｔが平成１５年５月１５日に目黒税務署長に提出した平成１４年

分の所得税の修正申告書 

 第１事件・平成１４

年分更正処分 

 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｔの平成１４年

分の所得税の更正処分 

 第１事件・平成１４

年分賦課決定処分 

 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｔの平成１４年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第１事件・平成１５

年分確定申告書 

 原告Ｔが平成１６年３月９日に目黒税務署長に提出した平成１４年分

の所得税の確定申告書 

 第１事件・平成１５

年分更正処分 

 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｔの平成１５年

分の所得税の更正処分 

 第１事件・平成１５年

分賦課決定処分 

 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｔの平成１５年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第１７事件・平成１６

年分申告書 

 原告Ｔが平成１７年３月１０日に目黒税務署長に提出した平成１６年

分の所得税の確定申告書 

 第１７事件・平成１６

年分通知処分 

 目黒税務署長が平成１８年６月１６日付けでした原告Ｔの平成１６年

分の所得税に係る平成１８年３月９日付け更正の請求につき更正をすべ

き理由がない旨の通知処分 

原告Ｏ関係  

 第２事件・平成１３年

分確定申告書 

 原告Ｏが平成１４年３月１５日に目黒税務署長に提出した平成１３年

分の所得税の確定申告書 

 第２事件・平成１３年

分更正処分 

 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｏの平成１３年

分の所得税の更正処分 

 第２事件・平成１３年

分賦課決定処分 

 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｏの平成１３年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第２事件・平成１４年

分修正申告書 

 原告Ｏが平成１５年８月１１日に目黒税務署長に提出した平成１４年

分の所得税の修正申告書 

 第２事件・平成１４年

分更正処分 

 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｏの平成１４年

分の所得税の更正処分 

 第２事件・平成１４年

分賦課決定処分 

 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｏの平成１４年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第２事件・平成１５年

分確定申告書 

 原告Ｏが平成１６年３月１２日に目黒税務署長に提出した平成１５年

分の所得税の確定申告書 

 第２事件・平成１５年 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｏの平成１５年
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分更正処分 分の所得税の更正処分 

 第２事件・平成１５年

分賦課決定処分 

 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｏの平成１５年

分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分 

 第２１事件・平成１６

年分確定申告書 

 原告Ｏが平成１７年３月１５日に目黒税務署長に提出した平成１６年

分の所得税の確定申告書 

 第２１事件・平成１６

年分通知処分 

 世田谷税務署長が平成１８年１０月６日付けで原告Ｏの平成１６年分

の所得税に係る平成１８年３月１４日付け更正の請求につき更正をすべ

き理由がない旨の通知処分 

 第２２事件・平成１７

年分通知処分 

 世田谷税務署長が平成１９年７月９日付けで原告Ｏの平成１７年分の

所得税に係る平成１９年３月１４日付け更正の請求につき更正をすべき

理由がない旨の通知処分 

 第２２事件・平成１７

年分修正申告書 

 原告Ｏが平成２１年３月３日に世田谷税務署長に提出した平成１７年

分の所得税の修正申告書 

 第２２事件・平成１７

年分更正処分 

 世田谷税務署長が平成２１年３月６日付けでした原告Ｏの平成１７年

分の所得税の更正処分 

 第２２事件・平成１７

年分賦課決定処分 

 世田谷税務署長が平成２１年３月６日付けでした原告Ｏの平成１７年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

原告Ｇ関係  

 第３事件・平成１３年

分修正申告書 

 原告Ｇが平成１５年６月２７日に世田谷税務署長に提出した平成１３

年分の所得税の修正申告書 

 第３事件・平成１３年

分更正処分 

 渋谷税務署長が平成１７年２月２２日付けでした原告Ｇの平成１３年

分の所得税の更正処分（ただし、平成１７年１１月２９日付け再更正処分

により一部取り消された後のもの） 

 第３事件・平成１３年

分賦課決定処分 

 渋谷税務署長が平成１７年２月２２日付けでした原告Ｇの平成１３年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、平成１７年１

１月２９日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの） 

 第３事件・平成１４年

分確定申告書 

 原告Ｇが平成１５年３月１４日に世田谷税務署長に提出した平成１４

年分の所得税の修正申告書 

 第３事件・平成１４年

分更正処分 

 渋谷税務署長が平成１７年２月２２日付けでした原告Ｇの平成１４年

分の所得税に係る更正処分（ただし、平成１７年１１月２９日付け再更正

処分により一部取り消された後のもの） 

 第３事件・平成１４年

分賦課決定処分 

 渋谷税務署長が平成１７年２月２２日付けでした原告Ｇの平成１４年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、平成１７年１

１月２９日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの） 

 第３事件・平成１５年

分確定申告書 

 原告Ｇが平成１６年３月１１日に渋谷税務署長に提出した平成１５年

分の所得税の確定申告書 

 第３事件・平成１５年

分更正処分 

 渋谷税務署長が平成１７年２月２２日付けでした原告Ｇの平成１５年

分の所得税の更正処分（ただし、平成１７年１１月２９日付け再更正処分

により一部取り消された後のもの） 

 第３事件・平成１５年

分賦課決定処分 

 渋谷税務署長が平成１７年２月２２日付けでした原告Ｇの平成１５年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、平成１７年１

１月２９日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの） 

 第１８事件・平成１６

年分確定申告書 

 原告Ｇが平成１７年３月１４日に渋谷税務署長に提出した平成１６年

分の所得税の確定申告書 

 第１８事件・平成１６

年分通知処分 

 渋谷税務署長が平成１８年６月３０日付けでした原告Ｇの平成１６年

分の所得税に係る平成１８年２月２日付け更正の請求につき更正をすべ

き理由がない旨の通知処分 

 第１８事件・平成１７

年分確定申告書 

 原告Ｇが平成１８年３月１５日に渋谷税務署長に提出した平成１７年

分の所得税の確定申告書 

 第１８事件・平成１７

年分更正処分 

 渋谷税務署長が平成１８年１０月２日付けでした原告Ｇの平成１７年

分の所得税の更正処分 

 第１８事件・平成１７

年分賦課決定処分 

 渋谷税務署長が平成１８年１０月２日付けでした原告Ｇの平成１７年

分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分 
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原告ｇ関係  

 第４事件・平成１３年

分確定申告書 

 原告ｇが平成１４年３月１５日に日野税務署長に提出した平成１３年

分の所得税の確定申告書 

 第４事件・平成１３年

分更正処分 

 日野税務署長が平成１７年２月２３日付けでした原告ｇの平成１３年

分の所得税の更正処分 

 第４事件・平成１３年

分賦課決定処分 

 日野税務署長が平成１７年２月２３日付けでした原告ｇの平成１３年

分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分 

 第４事件・平成１４年

分確定申告書 

 原告ｇが平成１５年３月１４日に日野税務署長に提出した平成１４年

分の所得税の確定申告書 

 第４事件・平成１４年

分更正処分 

 日野税務署長が平成１７年２月２３日付けでした原告ｇの平成１４年

分の所得税の更正処分 

 第４事件・平成１４年

分賦課決定処分 

 日野税務署長が平成１７年２月２３日付けでした原告ｇの平成１４年

分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分 

 第４事件・平成１５年

分確定申告書 

 原告ｇが平成１６年３月１２日に日野税務署長に提出した平成１５年

分の所得税の確定申告書 

 第４事件・平成１５年

分更正処分 

 日野税務署長が平成１７年２月２３日付けでした原告ｇの平成１５年

分の所得税の更正処分 

 第４事件・平成１５年

分賦課決定処分 

 日野税務署長が平成１７年２月２３日付けでした原告ｇの平成１５年

分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分 

原告甲関係  

 第５事件・平成１３年

分確定申告書 

 原告甲が平成１４年３月１５日に渋谷税務署長に提出した平成１３年

分の所得税の確定申告書 

 第５事件・平成１３年

分更正処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告甲の平成１３年分

の所得税の更正処分 

 第５事件・平成１３年

分賦課決定処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告甲の平成１３年分

の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分 

 第５事件・平成１４年

分確定申告書 

 原告甲が平成１５年３月１７日に渋谷税務署長に提出した平成１４年

分の所得税の確定申告書 

 第５事件・平成１４年

分更正処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告甲の平成１４年分

の所得税の更正処分 

 第５事件・平成１４年

分賦課決定処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告甲の平成１４年分

の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分 

 第５事件・平成１５年

分確定申告書 

 原告甲が平成１６年３月１５日に渋谷税務署長に提出した平成１５年

分の所得税の確定申告書 

 第５事件・平成１５年

分更正処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告甲の平成１５年分

の所得税の更正処分 

 第５事件・平成１５年

分賦課決定処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告甲の平成１５年分

の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分 

 第１５事件・平成１６

年分確定申告書 

 原告甲が平成１７年３月１５日に麻布税務署長に提出した平成１６年

分の所得税の確定申告書 

 第１５事件・平成１６

年分通知処分 

 麻布税務署長が平成１８年７月３１日付けでした原告甲の平成１６年

分の所得税に係る平成１８年３月１５日付け更正の請求につき更正をす

べき理由がない旨の通知処分 

 第２３事件・平成１７

年分確定申告書 

 原告甲が平成１８年３月１５日に麻布税務署長に提出した平成１７年

分の所得税の確定申告書 

 第２３事件・平成１７

年分通知処分 

 麻布税務署長が平成１９年７月３１日付けでした原告甲の平成１７年

分の所得税に係る平成１９年３月１５日付け更正の請求につき更正をす

べき理由がない旨の通知処分 

原告Ｙ関係  

 第６事件・平成１３年

分修正申告書 

 原告Ｙが平成１５年２月２７日に渋谷税務署長に提出した平成１３年

分の所得税の修正申告書 

 第６事件・平成１３年

分更正処分 

 北沢税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ｙの平成１３年分

の所得税の更正処分（ただし、平成１７年７月２０日付け異議決定により
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一部取り消された後のもの） 

 第６事件・平成１３年

分賦課決定処分 

 北沢税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ｙの平成１３年分

の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、平成１７年７月

２０日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの） 

 第６事件・平成１４年

分確定申告書 

 原告Ｙが平成１５年３月１０日に渋谷税務署長に提出した平成１４年

分の所得税の確定申告書 

 第６事件・平成１４年

分減額更正処分 

 北沢税務署長が平成１６年２月２６日付けでした原告Ｙの平成１４年

分の所得税の更正処分 

 第６事件・平成１４年

分更正処分 

 北沢税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ｙの平成１４年分

の所得税の更正処分 

 第６事件・平成１４年

分賦課決定処分 

 北沢税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ｙの平成１４年分

の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、平成１７年７月

２０日付け異議決定により一部取り消された後のもの） 

 第６事件・平成１５年

分確定申告書 

 原告Ｙが平成１６年３月４日に北沢税務署長に提出した平成１５年分

の所得税の確定申告書 

 第６事件・平成１５年

分更正処分 

 北沢税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ｙの平成１５年分

の所得税の更正処分 

 第６事件・平成１５年

分賦課決定処分 

 北沢税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ｙの平成１５年分

の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

原告乙関係  

 第７事件・平成１３年

分確定申告書 

 原告乙が平成１４年３月１５日に荻窪税務署長に提出した平成１３年

分の所得税の確定申告書 

 第７事件・平成１３年

分更正処分 

 荻窪税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１３年

分の所得税の更正処分 

 第７事件・平成１３年

分賦課決定処分 

 荻窪税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１３年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第７事件・平成１４年

分確定申告書 

 原告乙が平成１５年３月１４日に荻窪税務署長に提出した平成１４年

分の所得税の確定申告書 

 第７事件・平成１４年

分更正処分 

 荻窪税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１４年

分の所得税の更正処分 

 第７事件・平成１４年

分賦課決定処分 

 荻窪税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１４年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第７事件・平成１５年

分修正申告書 

 原告乙が平成１７年５月２４日に税務署長に提出した平成１５年分の

所得税の修正申告書 

 第７事件・平成１５年

分更正処分 

 荻窪税務署長が平成１７年６月１５日付けでした原告乙の平成１５年

分の所得税の更正処分 

原告丙関係  

 第８事件・平成１３年

分確定申告書 

 原告丙が平成１４年３月１４日に玉川税務署長に提出した平成１３年

分の所得税の確定申告書 

 第８事件・平成１３年

分更正処分 

 玉川税務署長が平成１７年３月７日付けでした原告丙の平成１３年分

の所得税の更正処分 

 第８事件・平成１３年

分賦課決定処分 

 玉川税務署長が平成１７年３月７日付けでした原告丙の平成１３年分

の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第８事件・平成１４年

分確定申告書 

 原告丙が平成１５年３月１４日に玉川税務署長に提出した平成１４年

分の所得税の確定申告書 

 第８事件・平成１４年

分更正処分 

 玉川税務署長が平成１７年３月７日付けでした原告丙の平成１４年分

の所得税の更正処分 

 第８事件・平成１４年

分賦課決定処分 

 玉川税務署長が平成１７年３月７日付けでした原告丙の平成１４年分

の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第８事件・平成１５年

分確定申告書 

 原告丙が平成１６年３月１５日に玉川税務署長に提出した平成１５年

分の所得税の確定申告書 

 第８事件・平成１５年

分更正処分 

 玉川税務署長が平成１７年３月７日付けでした原告丙の平成１５年分

の所得税の更正処分 
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 第８事件・平成１５年

分賦課決定処分 

 玉川税務署長が平成１７年３月７日付けでした原告丙の平成１５年分

の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第１６事件・平成１６

年分確定申告書 

 原告丙が平成１７年３月１５日に玉川税務署長に提出した平成１６年

分の所得税の確定申告書 

 第１６事件・平成１６

年分通知処分 

 玉川税務署長が平成１８年２月２８日付けでした原告丙の平成１６年

分の所得税に係る平成１８年１月５日付け更正の請求につき更正をすべ

き理由がない旨の通知処分 

 第２４事件・平成１７

年分確定申告書 

 原告丙が平成１８年３月１４日に玉川税務署長に提出した平成１７年

分の所得税の確定申告書 

 第２４事件・平成１７

年分更正請求 

 原告丙が玉川税務署長に対して平成１９年３月１４日付けでした平成

１７年分の所得税に係る更正の請求 

 第２４事件・平成１７

年分通知処分 

 玉川税務署長が平成１９年５月２９日付けでした原告丙の平成１７年

分の所得税に係る平成１９年３月１４日付け更正の請求につき更正をす

べき理由がない旨の通知処分 

原告丁関係  

 第９事件・平成１３年

分確定申告書 

 原告丁が平成１４年３月１４日に世田谷税務署長に提出した平成１３

年分の所得税の確定申告書 

 第９事件・平成１３年

分更正処分 

 世田谷税務署長が平成１７年３月８日付けでした原告丁の平成１３年

分の所得税の更正処分 

 第９事件・平成１３年

分賦課決定処分 

 世田谷税務署長が平成１７年３月８日付けでした原告丁の平成１３年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第９事件・平成１４年

分確定申告書 

 原告丁が平成１５年３月１３日に世田谷税務署長に提出した平成１４

年分の所得税の確定申告書 

 第９事件・平成１４年

分更正処分 

 世田谷税務署長が平成１７年３月８日付けでした原告丁の平成１４年

分の所得税の更正処分 

 第９事件・平成１４年

分賦課決定処分 

 世田谷税務署長が平成１７年３月８日付けでした原告丁の平成１４年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第９事件・平成１５年

分確定申告書 

 原告丁が平成１６年３月１０日に世田谷税務署長に提出した平成１５

年分の所得税の確定申告書 

 第９事件・平成１５年

分更正処分 

 世田谷税務署長が平成１７年３月８日付けでした原告丁の平成１５年

分の所得税の更正処分 

 第９事件・平成１５年

分賦課決定処分 

 世田谷税務署長が平成１７年３月８日付けでした原告丁の平成１５年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第２５事件・平成１７

年分確定申告書 

 原告丁が平成１８年３月１５日に世田谷税務署長に提出した平成１７

年分の所得税の確定申告書 

 第２５事件・平成１７

年分通知処分 

 世田谷税務署長が平成１９年７月９日付けでした原告丁の平成１７年

分の所得税に係る平成１９年３月１５日付け更正の請求につき更正をす

べき理由がない旨の通知処分 

原告ｈ関係  

 第１０事件・平成１３

年分確定申告書 

 原告ｈが平成１４年３月１２日に玉川税務署長に提出した平成１３年

分の所得税の確定申告書 

 第１０事件・平成１３

年分更正処分 

 玉川税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告ｈの平成１３年

分の所得税の更正処分 

 第１０事件・平成１３

年分賦課決定処分 

 玉川税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告ｈの平成１３年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第１０事件・平成１４

年分確定申告書 

 原告ｈが平成１５年３月１２日に玉川税務署長に提出した平成１４年

分の所得税の確定申告書 

 第１０事件・平成１４

年分更正処分 

 玉川税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告ｈの平成１４年

分の所得税の更正処分 

 第１０事件・平成１４

年分賦課決定処分 

 玉川税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告ｈの平成１４年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第１０事件・平成１５

年分確定申告書 

 原告ｈが平成１６年３月１５日に玉川税務署長に提出した平成１５年

分の所得税の確定申告書 
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 第１０事件・平成１５

年分更正処分 

 玉川税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告ｈの平成１５年

分の所得税の更正処分 

 第１０事件・平成１５

年分賦課決定処分 

 玉川税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告ｈの平成１５年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第２６事件・平成１７

年分確定申告書 

 原告ｈが平成１８年３月１４日に玉川税務署長に提出した平成１７年

分の所得税の確定申告書 

 第２６事件・平成１７

年分通知処分 

 玉川税務署長が平成１９年５月２９日付けでした原告ｈの平成１７年

分の所得税に係る平成１９年３月１３日付け更正の請求につき更正をす

べき理由がない旨の通知処分 

原告戊関係  

 第１１事件・平成１３

年分確定申告書 

 原告戊が平成１４年３月１５日に渋谷税務署長に提出した平成１３年

分の所得税の確定申告書 

 第１１事件・平成１３

年分更正処分 

 渋谷税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告戊の平成１３年

分の所得税の更正処分 

 第１１事件・平成１３

年分賦課決定処分 

 渋谷税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告戊の平成１３年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第１１事件・平成１４

年分確定申告書 

 原告戊が平成１５年３月１７日に渋谷税務署長に提出した平成１４年

分の所得税の確定申告書 

 第１１事件・平成１４

年分更正処分 

 渋谷税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告戊の平成１４年

分の所得税の更正処分 

 第１１事件・平成１４

年分賦課決定処分 

 渋谷税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告戊の平成１４年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第１１事件・平成１５

年分確定申告書 

 原告戊が平成１６年３月１５日に渋谷税務署長に提出した平成１５年

分の所得税の確定申告書 

 第１１事件・平成１５

年分更正処分 

 渋谷税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告戊の平成１５年

分の所得税の更正処分 

 第１１事件・平成１５

年分賦課決定処分 

 渋谷税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告戊の平成１５年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第１４事件・平成１６

年分確定申告書 

 原告戊が平成１７年３月１４日に渋谷税務署長に提出した平成１６年

分の所得税の確定申告書 

 第１４事件・平成１６

年分更正請求書 

 原告戊が渋谷税務署長に対して平成１７年３月１６日付けでした平成

１６年分の所得税に係る更正の請求に関する更正請求書 

 第１４事件・平成１６

年分更正処分 

 渋谷税務署長が平成１７年１１月２８日付けでした原告戊の平成１６

年分の所得税の更正処分 

原告Ａ関係  

 第１２事件・平成１４

年分確定申告書 

 原告Ａが平成１５年３月１６日に麻布税務署長に提出した平成１４年

分の所得税の確定申告書 

 第１２事件・平成１４

年分更正処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ａの平成１４年分

の所得税の更正処分（ただし、平成１７年１１月３０日付け及び平成１８

年１月２３日付け各更正処分により一部取り消された後のもの） 

 第１２事件・平成１４

年分賦課決定処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ａの平成１４年分

の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、平成１７年１１

月３０日付け及び平成１８年１月２３日付け各変更決定処分により一部

取り消された後もの） 

 第１２事件・平成１５

年分確定申告書 

 原告Ａが平成１６年３月１５日に麻布税務署長に提出した平成１５年

分の所得税の確定申告書 

 第１２事件・平成１５

年分更正処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ａの平成１５年分

の所得税の更正処分（ただし、平成１７年７月２７日付け異議決定並びに

同年１１月３０日付け及び平成１８年１月２３日付け各更正処分により

一部取り消された後のもの） 

 第１２事件・平成１５

年分賦課決定処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ａの平成１５年分

の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、平成１７年７月

２７日付け異議決定並びに同年１１月３０日付け及び平成１８年１月２
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３日付け各変更決定処分により一部取り消された後のもの） 

 第２０事件・平成１６

年分確定申告書 

 原告Ａが平成１７年３月１４日に麻布税務署長に提出した平成１６年

分の所得税の確定申告書 

 第２０事件・平成１６

年分通知処分 

 麻布税務署長が平成１８年６月３０日付けでした原告Ａの平成１６年

分の所得税に係る平成１８年３月１０日付け更正の請求につき更正をす

べき理由がない旨の通知処分 

 第２７事件・平成１７

年分確定申告書 

 原告Ａが平成１８年３月１４日に麻布税務署長に提出した平成１７年

分の所得税の確定申告書 

 第２７事件・平成１７

年分修正申告書 

 原告Ａが平成１８年５月１５日に麻布税務署長に提出した平成１７年

分の所得税の修正申告書 

 第２７事件・平成１７

年分通知処分 

 麻布税務署長が平成１９年５月２９日付けでした原告Ａの平成１７年

分の所得税に係る平成１９年３月１３日付け更正の請求につき更正をす

べき理由がない旨の通知処分 

原告Ｂ関係  

 第１３事件・平成１３

年分確定申告書 

 原告Ｂが平成１４年３月１４日に麻布税務署長に提出した平成１３年

分の所得税の確定申告書 

 第１３事件・平成１３

年分修正申告書 

 原告Ｂが平成１７年３月８日に麻布税務署長に提出した平成１３年分

の所得税の修正申告書 

 第１３事件・平成１３

年分更正処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月１４日付けでした原告Ｂの平成１３年

分の所得税の更正処分 

 第１３事件・平成１３

年分賦課決定処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月１４日付けでした原告Ｂの平成１３年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、平成１７年７

月２７日付け異議決定により一部取り消された後のもの） 

 第１３事件・平成１４

年分確定申告書 

 原告Ｂが平成１５年３月１４日に麻布税務署長に提出した平成１４年

分の所得税の確定申告書 

 第１３事件・平成１４

年分修正申告書 

 原告Ｂが平成１７年３月８日に麻布税務署長に提出した平成１４年分

の所得税の修正申告書 

 第１３事件・平成１４

年分更正処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月１４日付けでした原告Ｂの平成１４年

分の所得税の更正処分 

 第１３事件・平成１４

年分賦課決定処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月１４日付けでした原告Ｂの平成１４年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第１３事件・平成１５

年分確定申告書 

 原告Ｂが平成１６年３月１５日に麻布税務署長に提出した平成１５年

分の所得税の確定申告書 

 第１３事件・平成１５

年分更正処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月１４日付けでした原告Ｂの平成１５年

分の所得税の更正処分 

 第１３事件・平成１５

年分賦課決定処分 

 麻布税務署長が平成１７年３月１４日付けでした原告Ｂの平成１５年

分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分 

 第１９事件・平成１６

年分確定申告書 

 原告Ｂが平成１７年３月１５日に麻布税務署長に提出した平成１６年

分の所得税の確定申告書 

 第１９事件・平成１６

年分通知処分 

 麻布税務署長が平成１９年１月３１日付けでした原告Ｂの平成１６年

分の所得税に係る平成１８年３月１５日付け更正の請求につき更正をす

べき理由がない旨の通知処分 

 

６ 書証関係 

略称 用語 

 平成１２年７月政府税

調中期答申 

 政府税制調査会作成の平成１２年７月１４日付け「わが国税制の現状と

課題－２１世紀に向けた国民の参加と選択－」答申（甲２５） 

 平成１２年４月小委員

会討議用資料 

 大蔵省（当時）主税局が作成し政府税制調査会法人課税小委員会の討議

用資料として提出した平成１２年４月２８日付け「法人税制関係資料－法

人税の現状と課題－」（甲２６） 

 江頭論文  江頭憲治郎「企業の法人格」（甲２９） 

 英米法辞典（甲３８）  田中英夫編「英米法辞典」（甲３８） 
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 州ＬＰＳ法解説書  ⓁとⓂによるデラウェアのリミテッド・パートナーシップ（Ⓛ & Ⓜ ON 

DELAWARE LIMITED PARTNERSHIPS）（甲４１、乙７４） 

 ｊ意見書  ｊ作成の２０００年１２月２２日付け意見書（甲７３） 

 ｄ教授意見書  ｋ大学ロースクールのｄ教授（ｄ教授）の意見書（甲９０） 

 星野論文  星野英一「いわゆる「権利能力なき社団」について」（甲９８） 

 ｅ教授意見書  ｍ・ロースクールのｅ教授（ｅ教授）の意見書（甲１２３） 

 Ⓝ判決  さいたま地裁平成●●年（○○）第●●号同１９年５月１６日判決（乙

５２）及びその控訴審判決である東京高裁平成●●年（○○）第●●号同

年１０月１０日判決（乙６１） 

 ｆ回答書  米国弁護士事務所（ｆ）からの調査報告書（乙７９） 

 １９９４年改訂統一Ｇ

ＰＳ法解説書 

 「THE REVISED UNIFORM PARTNERSHIP ACT 2008-2007 EDITION」（甲４２）

及び「THE REVISED UNIFORM PARTNERSHIP ACT 2008-2009 EDITION」（乙８

２） 

 

７ その他 

略称 用語 

 米国  アメリカ合衆国 

 ルクセンブルク  ルクセンブルク大公国 

 ドル  米国ドル 

 集合体理論  the aggregate theory 

 事業体理論  the entity theory 

 内国歳入法  米国のInternal Revenue Code 

 財務省規則  米国財務省規則（Treasury regulations) 

 フォーム１０６５  連邦パートナーシップ情報申告書（U. S.  Return of Partnership Inc

ome） 

 スケジュールＫ１  フォーム１０６５の別表Ｋとして作成されるパートナー持分に関する

情報報告書（Partner's Share of Income, Deduction, Credits, etc.）

 フォーム１０４０ＮＲ  連邦非居住外国人所得税確定申告書（U.S. Nonresident Alien Income 

Tax Return.、いわゆるForm1040NR.） 

 ビジネス・エンティテ

ィ 

 米国財務省規則301.7701-2(a)所定のbusiness entity 

 適格事業体  米国財務省規則301.7701-3(a)所定の「eligible entity」 

 本件措置法特例  措置法４１条の４の２の規定（平成１７年法律第２１号（平成１８年１

月１日施行）により新設され、平成１９年法律第６号による改正前のもの）

による損益通算等の特例 

 

第２ 税額計算について 

１ 適用法令 

 本件の税額計算において適用すべき次の各項に掲げる法令等は、特に断りがない限り、当該各項

に定めるものとする。 

(1) 通則法関係 

 平成１８年法律第１０号による改正前のものとする。 

(2) 所得税法関係 

ア 所得税法８９条１項 

 平成１８年法律第１０号による改正前のものとする。 

 なお、「所得税法８９条１項の税率」は、負担軽減措置法４条の特例を適用したものとする。 

イ 所得税法９２条１項 

 平成１５年分以前の所得税については、平成１６年法律第１４号による改正前のものとする。 
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ウ 所得税法９５条１項 

 平成２１年法律第１３号による改正前のものとする。 

(2) 措置法関係 

ア 措置法３１条１項、５項、３２条４項、３７条の１１第１項及び第２項 

 いずれも平成１６年法律第１４号による改正前のものとする。 

イ 措置法３７条の１０第１項 

 平成１６年法律第１４号による改正前のものとする。 

ウ 措置法３７条の１２の２第１項及び２項 

 平成１５年法律第８号による改正前のものをいう。 

エ 措置法４１条 

 平成１１年法律第７６号による改正前のものとする。 

(3) 負担軽減措置法 

 平成１７年法律第２１号による改正前のものをいう。 

２ 金額の前の△の意味 

 別紙９（本件各処分の根拠及び計算）及び別紙１０（原告らの総所得金額及び納付すべき税額に

ついての補足説明）において、次の各項に掲げる欄における金額の前の△は、当該各項に定めると

ころによる。 

(1) 「総所得金額」欄、「分離長期譲渡所得の金額」欄、「分離短期譲渡所得の金額」欄、「株式等

に係る譲渡所得等の金額」欄 

 いずれも当該金額が損失であることを表す。 

(2) 「納付すべき税額」欄 

 当該金額が還付金の額に相当する税額であることを表す。 

３ 金額に係る端数の処理 

 別紙９（本件各処分の根拠及び計算）及び別紙１０（原告らの総所得金額及び納付すべき税額に

ついての補足説明）において、次の各項に掲げる金額に係る端数の処理は、当該各項に定めるとこ

ろによる。 

(1) 課税総所得金額、課税される株式等に係る譲渡所得等の金額 

 通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のものとする。 

(2) 納付すべき税額 

 通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のものとする。 

(3) 還付金の額に相当する税額 

 通則法１２０条１項の規定により、１円未満の端数を切り捨てた後の金額とする。 

(4) 通則法６５条１項の規定に基づく金額 

 上記金額の計算に当たり、新たに納付すべきこととなった税額は、通則法１１８条３項の規定

により１万円未満の端数を切り捨てた後のものとする。 
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（別紙５） 

請求目録 

 

１ 第１事件 

(1) 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｔの平成１４年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額４５０６万８７３９円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）７４３万０４２６円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(2) 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｔの平成１５年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額３８００万９６１４円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）９０１万９５４６円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

２ 第２事件 

(1) 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｏの平成１３年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額２７８４万９０１６円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）１９１３万６８７６円を超える部分、賦課決定

については全部を取り消す。 

(2) 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｏの平成１４年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については、総所得金額０円、退職所得の金額２億

３２３５万６１００円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）２０２６万６１４

０円を超える部分、賦課決定については全部を取り消す。 

(3) 目黒税務署長が平成１７年２月２４日付けでした原告Ｏの平成１５年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額７８７万７４１８円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）６３１万０１５７円を超える部分、賦課決定につ

いては全部を取り消す。 

３ 第３事件 

(1) 渋谷税務署長が平成１７年２月２２日付けでした原告Ｇの平成１３年分の所得税の更正処分

（平成１７年１１月２９日付け更正処分により一部取り消された後のもの）及び過少申告加算税の

賦課決定処分（同日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの）のうち、更正については

総所得金額７億０４７９万４０１１円、納付すべき税額９２９４万６０００円を超える部分、賦課

決定については全部を取り消す。 

(2) 渋谷税務署長が平成１７年２月２２日付けでした原告Ｇの平成１４年分の所得税の更正処分

（平成１７年１１月２９日付け更正処分により一部取り消された後のもの）及び過少申告加算税の

賦課決定処分（同日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの）のうち、更正については

総所得金額６億１５６０万５２５１円、納付すべき税額４７９４万８１００円を超える部分、賦課

決定については全部を取り消す。 

(3) 渋谷税務署長が平成１７年２月２２日付けでした原告Ｇの平成１５年分の所得税の更正処分

（平成１７年１１月２９日付け更正処分により一部取り消された後のもの）及び過少申告加算税の

賦課決定処分（同日付け変更決定処分により一部取り消された後のもの）のうち、更正については

総所得金額２億０７８４万２３７４円、納付すべき税額７２１９万９８００円を超える部分、賦課
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決定については全部を取り消す。 

４ 第４事件 

(1) 日野税務署長が平成１７年２月２３日付けでした原告ｇの平成１３年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額２６４３万３６４９円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）８６４万１７０５円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(2) 日野税務署長が平成１７年２月２３日付けでした原告ｇの平成１４年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額２０６２万３２４３円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）１０９５万１９６５円を超える部分、賦課決定

については全部を取り消す。 

(3) 日野税務署長が平成１７年２月２３日付けでした原告ｇの平成１５年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額１７９３万１９４９円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）１１３９万９８４５円を超える部分、賦課決定

については全部を取り消す。 

５ 第５事件 

(1) 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告甲の平成１３年分の所得税の更正処分及び

過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額３８２１万５９９６円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）３９０万４０８０円を超える部分、賦課決定につ

いては全部を取り消す。 

(2) 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告甲の平成１４年分の所得税の更正処分及び

過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額３５００万２１３８円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）６６５万００２２円を超える部分、賦課決定につ

いては全部を取り消す。 

(3) 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告甲の平成１５年分の所得税の更正処分及び

過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額３８３７万８６３８円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）４８６万６８５６円を超える部分、賦課決定につ

いては全部を取り消す。 

６ 第６事件 

(1) 北沢税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ｙの平成１３年分の所得税の更正処分（平

成１７年７月２０日付け異議決定により一部取り消された後のもの）及び過少申告加算税の賦課決

定処分（同日付け異議決定により一部取り消された後のもの）のうち、更正については総所得金額

２６７８万０１１９円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）２２１２万５９０

９円を超える部分、賦課決定については全部を取り消す。 

(2) 北沢税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ｙの平成１４年分の所得税の更正処分及び

過少申告加算税の賦課決定処分（賦課決定処分については平成１７年７月２０日付け異議決定によ

り一部取り消された後のもの）のうち、更正については総所得金額２５６８万４７９２円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）２５２５万０９８１円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(3) 北沢税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ｙの平成１５年分の所得税の更正処分及び

過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額２３０７万４８８４円、納付す
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べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）５２６万９４４７円を超える部分、賦課決定につ

いては全部を取り消す。 

７ 第７事件 

(1) 荻窪税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１３年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額２２１６万１７６９円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）７４２万８４５０円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(2) 荻窪税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１４年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額２３４０万０５２９円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）８０７万７９１０円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(3) 荻窪税務署長が平成１７年６月１５日付けでした原告乙の平成１５年分の所得税の更正処分の

うち、総所得金額２６６７万０６９５円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）

８１２万６１１０円を超える部分を取り消す。 

８ 第８事件 

(1) 玉川税務署長が平成１７年３月７日付けでした原告丙の平成１３年分の所得税の更正処分及び

過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額１８４７万３８３９円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）７７３万９６３２円を超える部分、賦課決定につ

いては全部を取り消す。 

(2) 玉川税務署長が平成１７年３月７日付けでした原告丙の平成１４年分の所得税の更正処分及び

過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額１７６０万７１１８円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）８４３万９６８７円を超える部分、賦課決定につ

いては全部を取り消す。 

(3) 玉川税務署長が平成１７年３月７日付けでした原告丙の平成１５年分の所得税の更正処分及び

過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額１８１０万９６１０円、納付す

べき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）７７６万７６９５円を超える部分、賦課決定につ

いては全部を取り消す。 

９ 第９事件 

(1) 世田谷税務署長が平成１７年３月８日付けでした原告丁の平成１３年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額１６８５万７３６３円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）７８４万６４２０円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(2) 世田谷税務署長が平成１７年３月８日付けでした原告丁の平成１４年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額１１８４万７５１２円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）９１１万５６４０円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(3) 世田谷税務署長が平成１７年３月８日付けでした原告丁の平成１５年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額１２２４万０２４３円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）９０３万６４４１円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 
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１０ 第１０事件 

(1) 玉川税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告ｈの平成１３年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額３２９０万０１８３円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）８７３万５８９０円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(2) 玉川税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告ｈの平成１４年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額３１８４万４８３２円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）９４０万８１８０円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(3) 玉川税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告ｈの平成１５年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額２５１３万７５２１円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）９０２万４９７０円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

１１ 第１１事件 

(1) 渋谷税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告戊の平成１３年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額１２８６万８０５３円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）６４２万５８００円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(2) 渋谷税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告戊の平成１４年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額１２１３万８８１６円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）６６６万５５００円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(3) 渋谷税務署長が平成１７年３月１０日付けでした原告戊の平成１５年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額１２８１万６４６５円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）６４０万０９００円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

１２ 第１２事件 

(1) 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ａの平成１４年分の所得税の更正処分（平

成１７年１１月３０日付け及び平成１８年１月２３日付け各更正処分により一部取り消された後

のもの）及び過少申告加算税の賦課決定処分（平成１７年１１月３０日付け及び平成１８年１月２

３日付け各変更決定処分により一部取り消された後のもの）のうち、更正については総所得金額１

億０２１２万０４４５円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）１４０２万７９

３７円を超える部分、賦課決定については全部を取り消す。 

(2) 麻布税務署長が平成１７年３月４日付けでした原告Ａの平成１５年分の所得税の更正処分（平

成１７年７月２７日付け異議決定並びに同年１１月３０日付け及び平成１８年１月２３日付け各

更正処分により一部取り消された後のもの）及び過少申告加算税の賦課決定処分（平成１７年７月

２７日付け異議決定並びに同年１１月３０日付け及び平成１８年１月２３日付け各変更決定処分

により一部取り消された後のもの）のうち、更正については総所得金額９２８９万８８８８円、納

付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）１１１０万６１０６円を超える部分、賦課決

定については全部を取り消す。 
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１３ 第１３事件 

(1) 麻布税務署長が平成１７年３月１４日付けでした原告Ｂの平成１３年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分（賦課決定処分については平成１７年７月２７日付け異議決定に

より一部取り消された後のもの）のうち、更正については総所得金額３１２６万８９０５円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）２６７万７５００円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(2) 麻布税務署長が平成１７年３月１４日付けでした原告Ｂの平成１４年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額５７８８万８６３５円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）４１１万１０１７円を超える部分、賦課決定に

ついては全部を取り消す。 

(3) 麻布税務署長が平成１７年３月１４日付けでした原告Ｂの平成１５年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額２３５９万４９１１円、納付

すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）１４９１万５４０５円を超える部分、賦課決定

については全部を取り消す。 

１４ 第１４事件 

 渋谷税務署長が平成１７年１１月２８日付けでした原告戊の平成１６年分の所得税の更正処分の

うち、総所得金額１４３２万９３１８円、納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当する税額）７

１１万８２００円を超える部分を取り消す。 

１５ 第１５事件 

 麻布税務署長が平成１８年７月３１日付けでした原告甲の平成１６年分の所得税に係る平成１８

年３月１５日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

１６ 第１６事件 

 玉川税務署長が平成１８年２月２８日付けでした原告丙の平成１６年分の所得税に係る平成１８

年１月５日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

１７ 第１７事件 

 目黒税務署長が平成１８年６月１６日付けでした原告Ｔの平成１６年分の所得税に係る平成１８

年３月９日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

１８ 第１８事件 

(1) 渋谷税務署長が平成１８年６月３０日付けでした原告Ｇの平成１６年分の所得税に係る平成１

８年２月２日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

(2) 渋谷税務署長が平成１８年１０月２日付けでした原告Ｇの平成１７年分の所得税の更正処分及

び過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額３億１７６１万６９０７円、

納付すべき税額４３５１万５１００円を超える部分、賦課決定については全部を取り消す。 

１９ 第１９事件 

 麻布税務署長が平成１９年１月３１日付けでした原告Ｂの平成１６年分の所得税に係る平成１８

年３月１５日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

２０ 第２０事件 

 麻布税務署長が平成１８年６月３０日付けでした原告Ａの平成１６年分の所得税に係る平成１８

年３月１０日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分（同年１０月２日付け異

議決定により一部取り消された後のもの）を取り消す。 
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２１ 第２１事件 

 世田谷税務署長が平成１８年１０月６日付けでした原告Ｏの平成１６年分の所得税に係る平成１

８年３月１４日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

２２ 第２２事件 

 世田谷税務署長が平成２１年３月６日付けでした原告Ｏの平成１７年分の所得税の更正処分及び

過少申告加算税の賦課決定処分のうち、更正については総所得金額４２１２万０５７６円、納付すべ

き税額１３万７２００円を超える部分、賦課決定については全部を取り消す。 

２３ 第２３事件 

 麻布税務署長が平成１９年７月３１日付けでした原告甲の平成１７年分の所得税に係る平成１９

年３月１５日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

２４ 第２４事件 

 玉川税務署長が平成１９年５月２９日付けでした原告丙の平成１７年分の所得税に係る平成１９

年３月１４日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

２５ 第２５事件 

 世田谷税務署長が平成１９年７月９日付けでした原告丁の平成１７年分の所得税に係る平成１９

年３月１５日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

２６ 第２６事件 

 玉川税務署長が平成１９年５月２９日付けでした原告ｈの平成１７年分の所得税に係る平成１９

年３月１３日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

２７ 第２７事件 

 麻布税務署長が平成１９年５月２９日付けでした原告Ａの平成１７年分の所得税に係る平成１９

年３月１３日付け更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 
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（別紙６） 

関係法令の定め 

 

 本件に関係する法令の定めの概要は、次のとおりである。 

(1) 不服申立ての前置等（通則法１１５条１項） 

 国税に関する法律に基づく処分（通則法８０条２項（行政不服審査法との関係）に規定する処分を

除く。）で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、異議申立てをすることがで

きる処分（審査請求をすることもできるもの（異議申立てについての決定を経た後審査請求をするこ

とができるものを含む。）を除く。）にあっては異議申立てについての決定を、審査請求をすることが

できる処分にあっては審査請求についての裁決をそれぞれ経た後でなければ、提起することができな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

ア 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に当該更正決定等

に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとすると

き（２号）。 

イ 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を

避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由がある

とき（３号）。 

(2) 信託財産に係る収入及び支出の帰属（所得税法１３条１項本文） 

 信託財産に帰せられる収益及び費用については、受益者が特定している場合にはその受益者がその

信託財産を有するものとみなして、所得税法の規定を適用する。 

(3) 法人等に関する規定 

ア 民法における法人及び外国法人に関する規定 

(ア) 法人の成立（民法３３条１項） 

 法人は、民法その他の法律の規定によらなければ、成立しない。 

(イ) 外国法人（民法３６条） 

ａ 外国法人は、国、国の行政区画及び商事会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律

又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。（１項） 

ｂ 上記ａにより認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有す

る。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権

利については、この限りでない。（２項） 

イ 租税法における内国法人及び外国法人の定義等 

(ア) 所得税法 

ａ 定義（所得税法２条１項） 

 所得税法において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

① 国内 所得税法の施行地をいう（１号）。 

② 国外 所得税法の施行地外の地域をいう（２号）。 

③ 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう（６号）。 

④ 外国法人 内国法人以外の法人をいう（７号）。 

⑤ 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをい

う（８号）。 
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ｂ 人格のない社団等に対する所得税法の適用（所得税法４条） 

 人格のない社団等は、法人とみなして、所得税法（別表第一を除く。）の規定を適用する。 

(イ) 法人税法 

ａ 定義（法人税法２条） 

 法人税法において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

① 国内 法人税法の施行地をいう（１号）。 

② 国外 法人税法の施行地外の地域をいう（２号）。 

③ 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう（３号）。 

④ 外国法人 内国法人以外の法人をいう（４号）。 

⑤ 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをい

う（８号）。 

ｂ 人格のない社団等に対する法人税法の適用（法人税法３条） 

 人格のない社団等は、法人とみなして、法人税法（別表第二を除く。）の規定を適用する。 

ｃ 内国法人の納税義務（法人税法４条１項本文） 

 内国法人は、法人税法により、法人税を納める義務がある。 

ｄ 外国法人の納税義務（法人税法４条２項） 

 外国法人は、法人税法１３８条（国内源泉所得）に規定する国内源泉所得を有するとき（外

国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあっては、当該国内源泉所得で収益事業から

生ずるものを有するときに限る。）は、法人税法により、法人税を納める義務がある。 

(4) 不動産所得（所得税法２６条） 

ア 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機（以下この項において「不

動産等」という。）の貸付け（地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させること

を含む。）による所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）をいう（１項）。 

イ 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とす

る（２項）。 

(5) 損益通算（所得税法６９条１項） 

 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所

得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定め

る順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。 

(6) 特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例 

ア 措置法４１条の４の２（平成１７年法律第２１号（平成１８年１月１日施行）による新設規定。

平成１９年法律第６号による改正（特定受益者の追加）前のもの。） 

(ア) 特定組合員（組合契約を締結している組合員（これに類する者で政令で定めるものを含む。

以下同じ。）のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額

の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉そ

の他の重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。）に該当する個人が、平成１８年以

後の各年において、組合事業から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得

の金額の計算上当該組合事業による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があると

きは、当該損失の金額に相当する金額は、所得税法２６条２項及び６９条１項の規定その他の所

得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす（１項）。 



97 

(イ) この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる（２項）。 

ａ 組合契約 民法６６７条１項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する

法律３条１項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約

（政令で定めるものを含む。）をいう（１号）。 

ｂ 組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう（２号）。 

イ 措置法施行令２６条の６の２ 

(ア) 措置法４１条の４の２第１項に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同条２項

１号に規定する組合契約のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結してい

る者とする（１項）。 

(イ) 措置法４１条の４の２第２項１号に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事

業組合契約（有限責任事業組合契約に関する法律３条１項に規定する有限責任事業組合契約をい

う。）に類する契約とする（５項）。 
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別紙７－１ 

本件における契約及び取引関係の概要 

 

 

 

 

 

 

Ｃ証券 

日本法人 

 

Ｒ 

ファイナンシャル・アドバイザリ－契約の譲渡 

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ契約（契約⑦）

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ（契約①） 

米国デラウェア州のリミテッド・パートナーシップ 

 

本件ＬＰＳ(C)（Ⓥ） 

本件基本信託契約（Ｃ－１）又は   

本件基本信託契約（Ｃ－２）（契約②）

 

現金資産拠出 

（契約②に基づく） 

 

本件新信託契約(C)

（契約⑧） 

ルクセンブルクの法人 

 

Ｈ銀行 

 

 

 

一般個人投資家 

（原告Ｇら及び原告Ｏら） 

米国法人 

 

Ｓ銀行 

米国デラウェア州の有限責任会社 
 

本件ＧＰ(C) 

(Ⓤ) 

本件ＬＰＳ契約(C)（契約③）

本件ＬＰＳ(C)のパートナーシップ持分の 

譲渡に関する契約（契約⑨） 

エスクロー口座 

ゼネラル・ 
パートナー 

リミテッド・パートナー 

 本件売買契約(C)（契約④） 

 本件土地賃貸借契約(C)（契約⑤） 

 

本件管理契約(C)（契約⑥）

 

241万4900ドルの融資 

米国カリフォルニア州のリミテッド・パートナーシップ 
 

Ｋ 

米国カリフォルニア州の法人

 

Ｌ 

米国カリフォルニア州の 

 リミテッド・パートナーシップ

 

Ｍ 

 

3285万ドルの融資 

米国デラウェア州の法人

 

Ｎ 

ケイマン諸島の法人 

 

Ｊ 
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別紙７－２ 

本件における契約及び取引関係の概要 

 

  

Ｃ証券 

日本法人 

 

Ｒ 

ファイナンシャル・アドバイザリ－契約の譲渡 

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ契約（契約⑦）

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ（契約①） 

米国デラウェア州のリミテッド・パートナーシップ 

 

本件ＬＰＳ(C)（Ⓥ） 

本件基本信託契約(P)（契約②） 現金資産拠出 

（契約②に基づく） 

本件新信託契約(P)

（契約⑧） 

ルクセンブルクの法人 

 

Ｈ銀行 

 

 

 

一般個人投資家 

（原告Ｔら） 

米国法人 

 

Ｓ銀行 

米国デラウェア州の有限責任会社 
 

本件ＧＰ(C) 

(Ⓤ) 

本件ＬＰＳ契約(C)（契約③）

本件ＬＰＳ(P)のパートナーシップ持分の 

譲渡に関する契約（契約⑨） 

エスクロー口座 

ゼネラル・ 
パートナー 

リミテッド・パートナー 

 本件売買契約(P)（契約④） 

 本件土地賃貸借契約(P)（契約⑤） 

 

本件管理契約(P)（契約⑥） 

 

537万ドルの融資 

米国デラウェア州のリミテッド・パートナーシップ 
 

Ｖ 

米国コロンビア特別区の法人

 

Ｗ 

米国デラウェア州の法人 
 

Ｘ 
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（別紙８） 

本件各処分の経緯 

 

 原告らに係る本件各処分の経緯は、別表８－１～５２の「本件各処分の経緯」記載のとおりであり、

具体的には次のとおりである。 

(1) 原告Ｔ関係 

ア 第１事件 

(ア) 原告Ｔが、目黒税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－１の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１５年３月６日に確定申告書を、同表の「修正申告」欄記載のとおり、同

年５月１５日に修正申告書（第１事件・平成１４年分修正申告書）をそれぞれ提出したところ、

目黒税務署長は、不動産所得の金額等に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」欄記載のとお

り、平成１７年２月２４日付けで、原告Ｔの平成１４年分の所得税につき更正処分（第１事件・

平成１４年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第１事件・平成１４年分賦課決定処

分）をした。 

（甲Ａ１の１） 

(イ) 原告Ｔが、目黒税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－２の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１６年３月９日に確定申告書（第１事件・平成１５年分確定申告書）を提

出したところ、目黒税務署長は、不動産所得の金額等に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」

欄記載のとおり、平成１７年２月２４日付けで、原告Ｔの平成１５年分の所得税につき更正処分

（第１事件・平成１５年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第１事件・平成１５年

分賦課決定処分）をした。 

（甲Ａ１の２） 

(ウ) これに対し、原告Ｔは、平成１７年４月１９日に上記(ア)及び(イ)の各処分を不服として目

黒税務署長に対して異議申立てをしたところ、目黒税務署長から、同年７月１９日付けで、異議

申立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け、さらに、同年８月１８日に国税不服審判所長に

対して審査請求をしたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、審査請求

をいずれも棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(P)が所得税法上の「法人」に

該当しない旨の指摘がある。）を受けたため、平成１９年２月１４日、第１事件の訴えを提起し

た。 

（甲Ａ２、３、顕著な事実） 

イ 第１７事件 

(ア) 原告Ｔが、目黒税務署長に対し、平成１６年分の所得税につき、別表８－３の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１７年３月１０日に確定申告書（第１７事件・平成１６年分確定申告書）

を提出したが、本件建物(P)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき

損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１８年３月９日

に更正の請求（第１７事件・平成１６年分更正請求）をしたところ、目黒税務署長は、同年６月

１６日付けで、原告Ｔに対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分（第１７事件・平成１６年

分通知処分）をした。 

（甲Ａ４） 

(イ) これに対し、原告Ｔは、平成１８年８月８日に上記(ア)の処分を不服として国税不服審判所
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長に対して審査請求をしたところ、国税不服審判所長から、平成１９年３月２９日付けで、審査

請求を棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(P)が所得税法上の「法人」に該当

しない旨の指摘がある。）を受けたため、同年９月２７日、第１７事件の訴えを提起した。 

（甲Ａ５、顕著な事実） 

(2) 原告Ｏ関係 

ア 第２事件 

(ア) 原告Ｏが、目黒税務署長に対し、平成１３年分の所得税につき、別表８－４の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１４年３月１５日に確定申告書（第２事件・平成１３年分確定申告書）を

提出したところ、目黒税務署長は、不動産所得の金額等に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年２月２４日付けで、原告Ｏの平成１３年分の所得税につき更正

処分（第２事件・平成１３年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第２事件・平成１

３年分賦課決定処分）をした。 

 なお、第２事件・平成１３年更正処分及び第２事件・平成１３年分賦課決定処分の理由は、本

件ＬＰＳ(C)は、我が国の税法上の外国法人に該当するため、本件ＬＰＳ(C)が行う事業から生ず

る損益は本件ＬＰＳ(C)自体に帰属するとして、原告Ｏの主張する不動産所得の金額の計算上生

じた損失の金額を計上することはできないというものであり、後記(イ)の第２事件・平成１４年

分更正処分及び第２事件・平成１４年分賦課決定処分並びに後記(ウ)の第２事件・平成１５年分

更正処分及び第２事件・平成１５年分賦課決定処分の理由も同様であった。 

（甲Ｂ１の１） 

(イ) 原告Ｏが、目黒税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－５－１の「確定申

告」欄記載のとおり、平成１５年３月１７日に確定申告書を、同表の「修正申告」欄記載のとお

り、同年８月１１日に修正申告書（第２事件・平成１４年分修正申告書）をそれぞれ提出したと

ころ、目黒税務署長は、不動産所得の金額等に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」欄記載

のとおり、平成１７年２月２４日付けで、原告Ｏの平成１４年分の所得税につき更正処分（第２

事件・平成１４年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第２事件・平成１４年分賦課

決定処分）をした。 

（甲Ｂ１の２） 

(ウ) 原告Ｏが、目黒税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－６の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１６年３月１２日に確定申告書（第２事件・平成１５年分確定申告書）を

提出したところ、目黒税務署長は、不動産所得の金額等に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年２月２４日付けで、原告Ｏの平成１５年分の所得税につき更正

処分（第２事件・平成１５年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第２事件・平成１

５年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｂ１の３） 

(エ) これに対し、原告Ｏは、平成１７年４月２２日に上記(ア)～(ウ)の各処分を不服として目黒

税務署長に対して異議申立てをしたところ、目黒税務署長から、同年７月１９日付けで、異議申

立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け、さらに、同年８月１８日に国税不服審判所長に対

して審査請求をしたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、審査請求を

いずれも棄却する旨の裁決を受けたため、平成１９年２月１４日、第２事件の訴えを提起した。 

 なお、① 上記異議決定の理由は、本件ＬＰＳ(C)は外国法人に該当し、本件ＬＰＳ(C)を通じ
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て行った本件建物(C)の貸付けから生ずる損失は本件ＬＰＳ(C)自体に帰属し、原告Ｏの不動産所

得には該当しないとするものであり、② 上記裁決の理由は、本件ＬＰＳ(C)は法人には該当し

ないものの、原告Ｏが不動産等を利用に供したことにより生じた所得であるとはいえないとする

ものであった。 

（甲Ｂ２、３、顕著な事実） 

イ 第２１事件 

(ア) 原告Ｏが、目黒税務署長に対し、平成１６年分の所得税につき、別表８－７の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１７年３月１５日に確定申告書（第２１事件・平成１６年分確定申告書）

を提出したが、本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき

損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１８年３月１４

日に更正の請求（第２１事件・平成１６年分更正請求）をした（なお、原告Ｏは、上記確定申告

書において、不動産所得の金額の計算上、２１３３万７２０４円の損失（上記更正の請求に係る

更正請求書に記載された不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額と同額）が生じた旨の記載

をしているものの、これを各種所得の金額から控除することはしていない。）ところ、世田谷税

務署長は、同年１０月６日付けで原告Ｏに対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分（第２１

事件・平成１６年分通知処分）をした。 

（甲Ｂ４） 

(イ) これに対し、原告Ｏは、平成１８年１２月４日に上記(ア)の処分を不服として世田谷税務署

長に対して異議申立てをしたところ、世田谷税務署長から、平成１９年２月２日付けで、異議申

立てを棄却する旨の異議決定を受け、さらに、同年３月１日に国税不服審判所長に対して審査請

求をしたものの、国税不服審判所長から、同年６月２２日付けで、審査請求を棄却する旨の裁決

を受けたため、同年１１月７日、第２１事件の訴えを提起した。 

 なお、① 上記異議決定の理由は、本件ＬＰＳ(C)は外国法人に該当し、本件ＬＰＳ(C)を通じて

行った本件建物(C)の貸付けから生ずる損失は本件ＬＰＳ(C)自体に帰属し、原告Ｏの不動産所得

には該当しないとするものであり、② 上記裁決の理由は、本件ＬＰＳ(C)は法人には該当しな

いものの、原告Ｏが不動産等を利用に供したことにより生じた所得であるとはいえないとするも

のであった。 

（甲Ｂ５、６、顕著な事実） 

ウ 第２２事件 

(ア) 原告Ｏが、世田谷税務署長に対し、平成１７年分の所得税につき、別表８－８の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１８年３月１４日に確定申告書を提出したが、本件建物(C)の貸付けに係

る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額（５６２万８４８７円）につき損益通算をすべき

であったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１９年３月１４日に更正の請求を

した（なお、原告Ｏは、上記確定申告書において、不動産所得の金額の計算上、５６２万８４８

７円の損失（上記更正の請求に係る更正請求書に記載された不動産所得の金額の計算上生じた損

失の金額と同額）が生じた旨の記載をしているものの、これを各種所得の金額から控除すること

はしていない。）ところ、世田谷税務署長は、同年７月９日付けで、原告Ｏに対し、更正をすべ

き理由がない旨の通知処分（第２２事件・平成１７年分通知処分）をした。 

（甲Ｂ７、８） 

(イ) これに対し、原告Ｏは、平成１９年９月５日に上記(ア)の処分を不服として世田谷税務署長
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に対して異議申立てをしたところ、世田谷税務署長から、同年１２月４日付けで、異議申立てを

棄却する旨の異議決定（なお、その理由は、本件ＬＰＳ(C)は我が国の税法上の外国法人に該当

し、本件ＬＰＳ(C)を通じて行った本件建物(C)の貸付けから生ずる損失（５６２万８４８７円）

は本件ＬＰＳ(C)自体に帰属し、原告Ｏの不動産所得には該当しないとしている。）を受け、さら

に、同月１３日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたものの、審査請求がされた日の翌日

から起算して３月を経過しても裁決がされなかったため、平成２０年４月１０日、第２２事件・

平成１７年分通知処分の取消しを求めて、第２２事件の訴えを提起した（なお、原告Ｏは、その

後の平成２０年６月１３日、上記審査請求を取り下げた。）。 

（甲Ｂ９、１０、顕著な事実） 

(ウ) その後、原告Ｏは、世田谷税務署長に対し、平成１７年分の所得税につき、別表８－８の「修

正申告」欄記載のとおり、平成２１年３月３日に、本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金

額の計算上生じた損失の金額（５６２万８４８７円）を計上したほか、利子所得、給与所得及び

雑所得の金額につき修正を行った修正申告書（第２２事件・平成１７年分修正申告書）を提出し

たところ、世田谷税務署長から、平成２１年３月５日付けで、同申告書に係る過少申告加算税賦

課決定処分を受けたほか、不動産所得の金額（全額）に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」

欄記載のとおり、同月６日付けで、原告Ｏの平成１７年分の所得税につき更正処分（第２２事件・

平成１７年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第２２事件・平成１７年分賦課決定

処分）を受けたため、平成２１年７月１６日の本件第９回口頭弁論期日において、訴えを交換的

に変更し（以下、この交換的変更により提起された訴えを「本件変更後の訴え」という。）、第２

２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分の取消しを求めるに

至った。 

 なお、第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分は、本

件ＬＰＳ(C)は、我が国の税法上の外国法人に該当するため、本件ＬＰＳ(C)が行う事業から生ず

る損益は本件ＬＰＳ(C)自体に帰属することを理由とするものであり、原告Ｏは、同日までの間

に、第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分に対する不

服申立てを行っていない。 

（甲Ｂ１１、１２、顕著な事実） 

(3) 原告Ｇ関係 

ア 第３事件 

(ア) 原告Ｇが、世田谷税務署長に対し、平成１３年分の所得税につき、別表８－９の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１４年３月１４日に確定申告書を、同表の「修正申告」欄記載のとおり、

平成１５年６月２７日に修正申告書（第３事件・平成１３年分修正申告書）をそれぞれ提出した

ところ、渋谷税務署長は、不動産所得等の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」欄記

載のとおり、平成１７年２月２２日付けで、原告Ｇの平成１３年分の所得税につき更正処分及び

過少申告加算税賦課決定処分をした。 

（甲Ｃ１の１） 

(イ) 原告Ｇが、世田谷税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－１０の「確定申

告」欄記載のとおり、平成１５年３月１４日に確定申告書（第３事件・平成１４年分確定申告書）

を提出したところ、渋谷税務署長は、不動産所得等の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処

分等」欄記載のとおり、平成１７年２月２２日付けで、原告Ｇの平成１４年分の所得税につき更
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正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 

（甲Ｃ１の２） 

(ウ) 原告Ｇが、渋谷税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－１１の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１６年３月１１日に確定申告書（第３事件・平成１５年分確定申告書）を

提出したところ、渋谷税務署長は、不動産所得等の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年２月２２日付けで、原告Ｇの平成１５年分の所得税につき更正

処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 

（甲Ｃ１の３） 

(エ) これに対し、原告Ｇは、平成１７年４月２０日に上記(ア)～(ウ)の各処分を不服として東京

国税局長に対して異議申立てをしたところ、東京国税局長から、同年９月１４日付けで、異議申

立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受けたが、さらに、同年１０月１２日に国税不服審判所

長に対して審査請求をしたところ、渋谷税務署長から、別表８－９～１１の各「再更正処分等」

欄記載のとおり、同年１１月２９日付けで、上記(ア)～(ウ)の各処分の一部を取り消す旨の更正

処分及び変更決定処分を受けたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、

審査請求をいずれも棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税

法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。）を受けたため、平成１９年２月１４日、第３事

件の訴えを提起した。 

（甲Ｃ２、３、４の１～３、顕著な事実） 

イ 第１８事件 

(ア) 原告Ｇが、渋谷税務署長に対し、平成１６年分の所得税につき、別表８－１２の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１７年３月１４日に確定申告書（第１８事件・平成１６年分確定申告書）

を提出したが、本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき

損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１８年２月２日

に更正の請求をしたところ、渋谷税務署長は、同年６月３０日付けで、原告Ｇに対し、更正をす

べき理由がない旨の通知処分（第１８事件・平成１６年分通知処分）をした。 

（甲Ｃ５の１） 

(イ) 原告Ｇが、渋谷税務署長に対し、平成１７年分の所得税につき、別表８－１３の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１８年３月１５日に確定申告書（第１８事件・平成１７年分確定申告書）

を提出したが、本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき

損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１８年６月９日

に更正の請求をしたところ、渋谷税務署長は、同年６月３０日付けで、原告Ｇに対し、更正をす

べき理由がない旨の通知処分をした。 

（甲Ｃ５の２） 

(ウ)ａ これに対し、原告Ｇは、平成１８年８月８日に上記(ア)及び(イ)の各処分を不服として国

税不服審判所長に対して審査請求をした。 

ｂ その後、原告Ｇは、渋谷税務署長から、別表８－１３の「Ｅ 更正・賦課決定処分」欄記

載のとおり、同年１０月２日付けで、原告Ｇの平成１７年分の所得税につき更正処分（第１

８事件・平成１７年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第１８事件・平成１７

年分賦課決定処分）を受けたため、平成１８年１１月１３日にこの更正処分及び賦課決定処

分を不服として渋谷税務署長に対して異議申立てをした。 



105 

ｃ 上記ｂの異議申立てに係る異議申立書等の送付を受けた国税不服審判所長は、通則法９０

条３項により審査請求がされたものとみなされた上記ｂの異議申立てと上記ａの審査請求

とを併合審理した。 

ｄ 原告Ｇは、国税不服審判所長から、平成１９年３月２９日付けで、審査請求をいずれも棄

却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税法上の「法人」に

該当しない旨の指摘がある。）をしたため、同年９月２７日、第１８事件の訴えを提起した。 

（(ウ)につき、甲Ｃ５の３、６、顕著な事実） 

(4) 原告ｇ関係（第４事件） 

(ア) 原告ｇが、日野税務署長に対し、平成１３年分の所得税につき、別表８－１４の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１４年３月１５日に確定申告書（第４事件・平成１３年分確定申告書）を提

出したところ、日野税務署長は、不動産所得等の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」

欄記載のとおり、平成１７年２月２３日付けで、原告ｇの平成１３年分の所得税につき更正処分（第

４事件・平成１３年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第４事件・平成１３年分賦課

決定処分）をした。 

（甲Ｄ１の１） 

(イ) 原告ｇが、日野税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－１５の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１５年３月１４日に確定申告書（第４事件・平成１４年分確定申告書）を提

出したところ、日野税務署長は、不動産所得等の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」

欄記載のとおり、平成１７年２月２３日付けで、原告ｇの平成１４年分の所得税につき更正処分（第

４事件・平成１４年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第４事件・平成１４年分賦課

決定処分）をした。 

（甲Ｄ１の２） 

(ウ) 原告ｇが、日野税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－１６の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１６年３月１２日に確定申告書（第４事件・平成１５年分確定申告書）を提

出したところ、日野税務署長は、不動産所得等の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」

欄記載のとおり、平成１７年２月２３日付けで、原告ｇの平成１５年分の所得税につき更正処分（第

４事件・平成１５年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第４事件・平成１５年分賦課

決定処分）をした。 

（甲Ｄ１の３） 

(エ) これに対し、原告ｇは、平成１７年４月２０日に上記(ア)～(ウ)の各処分を不服として日野税

務署長に対して異議申立てをしたところ、日野税務署長から、同年７月２０日付けで、異議申立て

をいずれも棄却する旨の異議決定を受け、さらに、同年８月１８日に国税不服審判所長に対して審

査請求をしたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、審査請求をいずれも

棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当

しない旨の指摘がある。）を受けたため、平成１９年２月１４日、第４事件の訴えを提起した。 

（甲Ｄ２、３、顕著な事実） 

(5) 原告甲関係 

ア 第５事件 

(ア) 原告甲が、渋谷税務署長に対し、平成１３年分の所得税につき、別表８－１７の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１４年３月１５日に確定申告書（第５事件・平成１３年分確定申告書）を
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提出したところ、麻布税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」

欄記載のとおり、平成１７年３月４日付けで、原告甲の平成１３年分の所得税につき更正処分（第

５事件・平成１３年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第５事件・平成１３年分賦

課決定処分）をした。 

（甲Ｅ１の１） 

(イ) 原告甲が、渋谷税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－１８の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１５年３月１７日に確定申告書（第５事件・平成１４年分確定申告書）を

提出したところ、麻布税務署長は、不動産所得等の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月４日付けで、原告甲の平成１４年分の所得税につき更正処

分（第５事件・平成１４年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第５事件・平成１４

年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｅ１の２） 

(ウ) 原告甲が、渋谷税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－１９の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１６年３月１５日に確定申告書（第５事件・平成１５年分確定申告書）を

提出したところ、麻布税務署長は、不動産所得等の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月４日付けで、原告甲の平成１５年分の所得税につき更正処

分（第５事件・平成１５年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第５事件・平成１５

年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｅ１の３） 

(エ) これに対し、原告甲は、平成１７年４月１９日に上記(ア)～(ウ)の各処分を不服として麻布

税務署長に対して異議申立てをしたところ、麻布税務署長から、同年７月２７日付けで、異議申

立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け、さらに、同年８月１８日に国税不服審判所長に対

して審査請求をしたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、審査請求を

いずれも棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税法上の「法

人」に該当しない旨の指摘がある。）を受けたため、平成１９年２月１４日、第５事件の訴えを

提起した。 

（甲Ｅ２、３、顕著な事実） 

イ 第１５事件 

(ア) 原告甲が、麻布税務署長に対し、平成１６年分の所得税につき、別表８－２０の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１７年３月１５日に確定申告書（第１５事件・平成１６年分確定申告書）

を提出したが、本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき

損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１８年３月１５

日に更正の請求をしたところ、麻布税務署長は、同年７月３１日付けで、原告甲に対し、更正を

すべき理由がない旨の通知処分（第１５事件・平成１６年分通知処分）をした。 

（甲Ｅ４） 

(イ) これに対し、原告甲は、平成１８年９月８日に上記(ア)の処分を不服として国税不服審判所

長に対して審査請求をしたところ、国税不服審判所長から、平成１９年３月２９日付けで、審査

請求を棄却する旨の裁決を受けたため、同年９月２７日、第１５事件の訴えを提起した。 

（甲Ｅ５、顕著な事実） 

ウ 第２３事件 
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(ア) 原告甲が、麻布税務署長に対し、平成１７年分の所得税につき、別表８－２１の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１８年３月１５日に確定申告書（第２３事件・平成１７年分確定申告書）

を提出したが、本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき

損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１９年３月１５

日に更正の請求をしたところ、麻布税務署長は、同年７月３１日付けで、原告甲に対し、更正を

すべき理由がない旨の通知処分（第２３事件・平成１７年分通知処分）をした。 

（甲Ｅ６、７） 

(イ) これに対し、原告甲は、平成１９年９月２５日に上記(ア)の処分を不服として国税不服審判

所長に対して審査請求をしたものの、審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても

裁決がされなかったため、平成２０年４月１０日、第２３事件の訴えを提起した（なお、原告甲

は、その後の同年４月２４日、上記審査請求を取り下げた。）。 

（甲Ｅ８、顕著な事実） 

(6) 原告Ｙ関係（第６事件） 

(ア) 原告Ｙが、渋谷税務署長に対し、平成１３年分の所得税につき、別表８－２２の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１４年３月８日に確定申告書を、同表の「修正申告」欄記載のとおり、平成

１５年２月２７日に修正申告書（第６事件・平成１３年分修正申告書）をそれぞれ提出したところ、

北沢税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」欄記載のとおり、

平成１７年３月４日付けで、原告Ｙの平成１３年分の所得税につき更正処分及び過少申告加算税賦

課決定処分をした。 

（甲Ｆ１の１） 

(イ) 原告Ｙが、渋谷税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－２３の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１５年３月１０日に確定申告書（第６事件・平成１４年分確定申告書）を提

出したところ、北沢税務署長は、事業所得の金額等に誤りがあるとして、同表の「更正処分」欄記

載のとおり、平成１６年２月２６日付けで、原告Ｙの平成１４年分の所得税につき更正処分（第６

事件・平成１４年分減額更正処分）をするとともに、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表

の「更正処分等」欄記載のとおり、平成１７年３月４日付けで、原告Ｙの平成１４年分の所得税に

つき更正処分（第６事件・平成１４年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 

（甲Ｆ１の２） 

(ウ) 原告Ｙが、北沢税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－２４の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１６年３月４日に確定申告書（第６事件・平成１５年分確定申告書）を提出

したところ、北沢税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」欄記

載のとおり、平成１７年３月４日付けで、原告Ｙの平成１５年分の所得税につき更正処分（第６事

件・平成１５年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第６事件・平成１５年分賦課決定

処分）をした。 

（甲Ｆ１の３） 

(エ) これに対し、原告Ｙは、平成１７年４月２１日に上記(ア)～(ウ)の同年３月４日付け各処分を

不服として北沢税務署長に対して異議申立てをしたところ、北沢税務署長から、別表８－２２～２

４の各「異議決定」欄記載のとおり、同年７月２０日付けで、上記(ア)の同年３月４日付け更正処

分及び過少申告加算税賦課決定処分並びに上記(イ)の同日付け過少申告加算税賦課決定処分の一

部を取り消し、上記(イ)の平成１７年３月４日付け更正処分及び上記(ウ)の各処分に対する異議申
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立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け、さらに、平成１７年８月１８日に国税不服審判所長

に対して審査請求をしたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、審査請求

をいずれも棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税法上の「法

人」に該当しない旨の指摘がある。）を受けたため、平成１９年２月１４日、第６事件の訴えを提

起した。 

（甲Ｆ２、３、顕著な事実） 

(7) 原告乙関係（第７事件） 

(ア) 原告乙が、荻窪税務署長に対し、平成１３年分の所得税につき、別表８－２５の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１４年３月１５日に確定申告書（第７事件・平成１３年分確定申告書）を提

出したところ、荻窪税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」欄

記載のとおり、平成１７年２月２８日付けで、原告乙の平成１３年分の所得税につき更正処分（第

７事件・平成１３年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第７事件・平成１３年分賦課

決定処分）をした。 

（甲Ｈ１の１） 

(イ) 原告乙が、荻窪税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－２６の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１５年３月１４日に確定申告書（第７事件・平成１４年分確定申告書）を提

出したところ、荻窪税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分等」欄

記載のとおり、平成１７年２月２８日付けで、原告乙の平成１４年分の所得税につき更正処分（第

７事件・平成１４年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第７事件・平成１４年分賦課

決定処分）をした。 

（甲Ｈ１の２） 

(ウ) 原告乙が、荻窪税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－２７の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１６年３月８日に確定申告書を提出したところ、荻窪税務署長は、不動産所

得の金額に誤りがあるとして、平成１７年２月２８日付けで、原告乙の平成１５年分の所得税につ

き更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 

(エ)ａ これに対し、原告乙は、平成１７年４月２１日、上記(ア)～(ウ)の各処分を不服として荻窪

税務署長に対して異議申立てをした。 

ｂ 原告乙は、荻窪税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－２７の「修正申告」

欄記載のとおり、平成１７年５月２４日に修正申告書（第７事件・平成１５年分修正申告書）

を提出したところ、荻窪税務署長から、平成１７年６月１４日付けで、上記(ウ)の更正処分の

一部を取り消す旨の更正処分（これは、総所得金額及び還付金の額に相当する税額につき、上

記(ウ)の確定申告と同額とする内容のものである。）及び上記(ウ)の過少申告加算税賦課決定

処分の全部を取り消す旨の変更決定処分を受けたが、別表８－２７の同月１５日付け「更正処

分等」欄記載のとおり、同日付けで、原告乙の平成１５年分の所得税につき更正処分（第７事

件・平成１５年分更正処分）を受けた。 

ｃ そこで、原告乙は、平成１７年７月１５日に第７事件・平成１５年分更正処分を不服として

荻窪税務署長に対して異議申立てをした。 

ｄ 原告乙は、荻窪税務署長から、平成１７年７月２１日付けで、上記(ウ)の各処分に対する異

議申立てを却下し、上記(ア)及び(イ)の各処分並びに第７事件・平成１５年分更正処分に対す

る異議申立てを棄却する旨の異議決定を受け、さらに、平成１７年８月１８日に国税不服審判
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所長に対して審査請求をしたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、

審査請求をいずれも棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得

税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。）を受けたため、平成１９年２月１４日、第

７事件の訴えを提起した。 

（(エ)につき、甲Ｈ１の３、同２、３、顕著な事実） 

(8) 原告丙関係 

ア 第８事件 

(ア) 原告丙が、玉川税務署長に対し、平成１３年分の所得税につき、別表８－２８の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１４年３月１４日に確定申告書（第８事件・平成１３年分確定申告書）を

提出したところ、玉川税務署長は、不動産所得等の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月７日付けで、原告丙の平成１３年分の所得税につき更正処

分（第８事件・平成１３年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第８事件・平成１３

年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｉ１の１） 

(イ) 原告丙が、玉川税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－２９の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１５年３月１４日に確定申告書（第８事件・平成１４年分確定申告書）を

提出したところ、玉川税務署長は、不動産所得等の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月７日付けで、原告丙の平成１４年分の所得税につき更正処

分（第８事件・平成１４年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第８事件・平成１４

年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｉ１の２） 

(ウ) 原告丙が、玉川税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－３０の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１６年３月１５日に確定申告書（第８事件・平成１５年分確定申告書）を

提出したところ、玉川税務署長は、不動産所得等の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月７日付けで、原告丙の平成１５年分の所得税につき更正処

分（第８事件・平成１５年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第８事件・平成１５

年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｉ１の３） 

(エ) これに対し、原告丙は、平成１７年４月２８日に上記(ア)～(ウ)の各処分を不服として玉川

税務署長に対して異議申立てをしたところ、玉川税務署長から、同年７月１９日付けで、異議申

立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け、さらに、同年８月１８日に国税不服審判所長に対

して審査請求をしたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、審査請求を

いずれも棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税法上の「法

人」に該当しない旨の指摘がある。）を受けたため、平成１９年２月１４日、第８事件の訴えを

提起した。 

（甲Ｉ２、３、顕著な事実） 

イ 第１６事件 

(ア) 原告丙が、玉川税務署長に対し、平成１６年分の所得税につき、別表８－３１の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１７年３月１５日に確定申告書（第１６事件・平成１６年分確定申告書）

を提出したが、本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき
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損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１８年１月５日

に更正の請求をしたところ、玉川税務署長は、同年２月２８日付けで、原告丙に対し、更正をす

べき理由がない旨の通知処分（第１６事件・平成１６年分通知処分）をした。 

（甲Ｉ４） 

(イ) これに対し、原告丙は、平成１８年４月２６日に上記(ア)の処分を不服として玉川税務署長

に対して異議申立てをしたところ、玉川税務署長から、同年７月２６日付けで、異議申立てを棄

却する旨の異議決定を受け、さらに、同年８月８日に国税不服審判所長に対して審査請求をした

ものの、国税不服審判所長から、平成１９年３月２９日付けで、審査請求を棄却する旨の裁決（な

お、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘があ

る。）を受けたため、同年９月２７日、第１６事件の訴えを提起した。 

（甲Ｉ５、６、顕著な事実） 

ウ 第２４事件 

(ア) 原告丙が、玉川税務署長に対し、平成１７年分の所得税につき、別表８－３２の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１８年３月１４日に確定申告書（第２４事件・平成１７年分確定申告書）

を提出したが、本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき

損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１９年３月１４

日に更正の請求をしたところ、玉川税務署長は、同年５月２９日付けで、原告丙に対し、更正を

すべき理由がない旨の通知処分（第２４事件・平成１７年分通知処分）をした。 

（甲Ｉ７、８） 

(イ) これに対し、原告丙は、平成１９年７月２７日に上記(ア)の処分を不服として玉川税務署長

に対して異議申立てをしたところ、玉川税務署長から、同年１０月２６日付けで、異議申立てを

棄却する旨の異議決定を受け、さらに、同年１１月１６日に国税不服審判所長に対して審査請求

をしたものの、審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がされなかったた

め、平成２０年４月１０日、第２４事件の訴えを提起した（なお、原告丙は、その後の同月２４

日、上記審査請求を取り下げた。）。 

（甲Ｉ９、１０、顕著な事実） 

(9) 原告丁関係 

ア 第９事件 

(ア) 原告丁が、世田谷税務署長に対し、平成１３年分の所得税につき、別表８－３３の「確定申

告」欄記載のとおり、平成１４年３月１４日に確定申告書（第９事件・平成１３年分確定申告書）

を提出したところ、世田谷税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処

分等」欄記載のとおり、平成１７年３月８日付けで、原告丁の平成１３年分の所得税につき更正

処分（第９事件・平成１３年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第９事件・平成１

３年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｊ１の１） 

(イ) 原告丁が、世田谷税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－３４の「確定申

告」欄記載のとおり、平成１５年３月１３日に確定申告書（第９事件・平成１４年分確定申告書）

を提出したところ、世田谷税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処

分等」欄記載のとおり、平成１７年３月８日付けで、原告丁の平成１４年分の所得税につき更正

処分（第９事件・平成１４年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第９事件・平成１
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４年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｊ１の２） 

(ウ) 原告丁が、世田谷税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－３５の「確定申

告」欄記載のとおり、平成１６年３月１０日に確定申告書（第９事件・平成１５年分確定申告書）

を提出したところ、世田谷税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処

分等」欄記載のとおり、平成１７年３月８日付けで、原告丁の平成１５年分の所得税につき更正

処分（第９事件・平成１５年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第９事件・平成１

５年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｊ１の３） 

(エ) これに対し、原告丁は、平成１７年４月１９日に上記(ア)～(ウ)の各処分を不服として世田

谷税務署長に対して異議申立てをしたところ、世田谷税務署長から、同年７月１９日付けで、異

議申立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け、さらに、同年８月１８日に国税不服審判所長

に対して審査請求をしたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、審査請

求をいずれも棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税法上の

「法人」に該当しない旨の指摘がある。）を受けたため、平成１９年２月１４日、第９事件の訴

えを提起した。 

（甲Ｊ２、３、顕著な事実） 

イ 第２５事件 

(ア) 原告丁が、世田谷税務署長に対し、平成１７年分の所得税につき、別表８－３６の「確定申

告」欄記載のとおり、平成１８年３月１５日に確定申告書（第２５事件・平成１７年分確定申告

書）を提出したが、本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額に

つき損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１９年３月

１５日に更正の請求をしたところ、世田谷税務署長は、平成１９年７月９日付けで、原告丁に対

し、更正をすべき理由がない旨の通知処分（第２５事件・平成１７年分通知処分）をした。 

（甲Ｊ４、５） 

(イ) これに対し、原告丁は、平成１９年９月７日に上記(ア)の処分を不服として国税不服審判所

長に対して審査請求をしたものの、審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁

決がされなかったため、平成２０年４月１０日、第２５事件の訴えを提起した（なお、原告丁は、

その後の平成２０年４月２４日、上記審査請求を取り下げた。）。 

（甲Ｊ６、顕著な事実） 

(10) 原告ｈ関係 

ア 第１０事件 

(ア) 原告ｈが、玉川税務署長に対し、平成１３年分の所得税につき、別表８－３７の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１４年３月１２日に確定申告書（第１０事件・平成１３年分確定申告書）

を提出したところ、玉川税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月１０日付けで、原告ｈの平成１３年分の所得税につき更正

処分（第１０事件・平成１３年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第１０事件・平

成１３年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｋ１の１） 

(イ) 原告ｈが、玉川税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－３８の「確定申告」
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欄記載のとおり、平成１５年３月１２日に確定申告書（第１０事件・平成１４年分確定申告書）

を提出したところ、玉川税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月１０日付けで、原告ｈの平成１４年分の所得税につき更正

処分（第１０事件・平成１４年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第１０事件・平

成１４年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｋ１の２） 

(ウ) 原告ｈが、玉川税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－３９の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１６年３月１５日に確定申告書（第１０事件・平成１５年分確定申告書）

を提出したところ、玉川税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月１０日付けで、原告ｈの平成１５年分の所得税につき更正

処分（第１０事件・平成１５年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第１０事件・平

成１５年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｋ１の３） 

(エ) これに対し、原告ｈは、平成１７年４月２０日に上記(ア)～(ウ)の各処分を不服として玉川

税務署長に対して異議申立てをしたところ、玉川税務署長から、同年７月１９日付けで、異議申

立てを棄却する旨の異議決定を受け、さらに、同年８月１８日に国税不服審判所長に対して審査

請求をしたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、審査請求を棄却する

旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない

旨の指摘がある。）を受けたため、平成１９年２月１４日、第１０事件の訴えを提起した。 

（甲Ｋ２、３、顕著な事実） 

イ 第２６事件 

(ア) 原告ｈが、玉川税務署長に対し、平成１７年分の所得税につき、別表８－４０の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１８年３月１４日に確定申告書（第２６事件・平成１７年分確定申告書）

を提出したが、本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき

損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１９年３月１３

日に更正の請求をした（なお、原告ｈは、上記確定申告書において、不動産所得の金額の計算上、

３５６万９５５０円の損失（上記更正の請求に係る更正請求書に記載された不動産所得の金額の

計算上生じた損失の金額と同額）が生じた旨の記載をしているものの、これを各種所得の金額か

ら控除することはしていない。）ところ、玉川税務署長は、同年５月２９日付けで、原告ｈに対

し、更正をすべき理由がない旨の通知処分（第２６事件・平成１７年分通知処分）をした。 

（甲Ｋ４、５） 

(イ) これに対し、原告ｈは、平成１９年７月２４日に上記(ア)の処分を不服として玉川税務署長

に対して異議申立てをしたところ、玉川税務署長から、同年１０月２４日付けで、異議申立てを

棄却する旨の異議決定を受け、さらに、同年１１月１６日に国税不服審判所長に対して審査請求

をしたものの、審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がされなかったた

め、平成２０年４月１０日、第２６事件の訴えを提起した（なお、原告ｈは、その後の同月２４

日、上記審査請求を取り下げた。）。 

（甲Ｋ６、７、顕著な事実） 

(11) 原告戊関係 

ア 第１１事件 
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(ア) 原告戊が、渋谷税務署長に対し、平成１３年分の所得税につき、別表８－４１の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１４年３月１５日に確定申告書（第１１事件・平成１３年分確定申告書）

を提出したところ、渋谷税務署長は、不動産所得の金額に誤りがある等として、同表の「更正処

分等」欄記載のとおり、平成１７年３月１０日付けで、原告戊の平成１３年分の所得税につき更

正処分（第１１事件・平成１３年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第１１事件・

平成１３年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｌ１の１） 

(イ) 原告戊が、渋谷税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－４２の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１５年３月１７日に確定申告書（第１１事件・平成１４年分確定申告書）

を提出したところ、渋谷税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月１０日付けで、原告戊の平成１４年分の所得税につき更正

処分（第１１事件・平成１４年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第１１事件・平

成１４年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｌ１の２） 

(ウ) 原告戊が、渋谷税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－４３の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１６年３月１５日に確定申告書（第１１事件・平成１５年分確定申告書）

を提出したところ、渋谷税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月１０日付けで、原告戊の平成１５年分の所得税につき更正

処分（第１１事件・平成１５年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第１１事件・平

成１５年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｌ１の３） 

(エ) これに対し、原告戊は、平成１７年４月２１日に上記(ア)～(ウ)の各処分を不服として渋谷

税務署長に対して異議申立てをしたところ、渋谷税務署長から、同年７月２１日付けで、異議申

立てをいずれも棄却する旨の異議決定を受け、さらに、同年８月１８日に国税不服審判所長に対

して審査請求をしたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、審査請求を

いずれも棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税法上の「法

人」に該当しない旨の指摘がある。）を受けたため、平成１９年２月１４日、第１１事件の訴え

を提起した。 

（甲Ｌ２、３、顕著な事実） 

イ 第１４事件 

(ア) 原告戊が、渋谷税務署長に対し、平成１６年分の所得税につき、別表８－４４の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１７年３月１４日に確定申告書（第１４事件・平成１６年分確定申告書）

を提出したが、本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき

損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１７年３月１６

日に更正の請求をしたところ、渋谷税務署長は、本件不動産(C)に係る収入金額及び必要経費に

つき不動産所得とすることはできないとする一方、その他の不動産に係る上記更正の請求の一部

につき理由があるものと認め、同表の「更正処分」欄記載のとおり、平成１７年１１月２８日付

けで、原告戊の平成１６年分の所得税につき更正処分（第１４事件・平成１６年分更正処分）を

した。 

（甲Ｌ４） 
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(イ) これに対し、原告戊は、平成１８年１月２７日に上記(ア)の処分を不服として渋谷税務署長

に対して異議申立てをしたところ、渋谷税務署長から、同年４月２７日付けで、異議申立てを棄

却する旨の異議決定を受け、さらに、同年５月１７日に国税不服審判所長に対して審査請求をし

たものの、国税不服審判所長から、平成１９年２月２０日付けで、審査請求を棄却する旨の裁決

（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘

がある。）を受けたため、同年８月１６日、第１４事件の訴えを提起した。 

（甲Ｌ５、６、顕著な事実） 

(12) 原告Ａ関係 

ア 第１２事件 

(ア) 原告Ａが、麻布税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－４５の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１５年３月１６日に確定申告書（第１２事件・平成１４年分確定申告書）

を提出したところ、麻布税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月４日付けで、原告Ａの平成１４年分の所得税につき更正処

分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 

（甲Ｍ１の１） 

(イ) 原告Ａが、麻布税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－４６の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１６年３月１５日に確定申告書（第１２事件・平成１５年分確定申告書）

を提出したところ、麻布税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月４日付けで、原告Ａの平成１５年分の所得税につき更正処

分及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 

（甲Ｍ１の２） 

(ウ)ａ これに対し、原告Ａは、平成１７年４月２７日に上記(ア)及び(イ)の各処分を不服として

麻布税務署長に対して異議申立てをしたところ、麻布税務署長から、同年７月２７日付けで、

上記(ア)の各処分に対する異議申立てをいずれも棄却し、別表８－４６の「異議決定」欄記

載のとおり、上記(イ)の各処分の一部を取り消す旨の異議決定を受けた。 

ｂ さらに、原告Ａは、平成１７年８月２３日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたと

ころ、麻布税務署長から、別表８－４５及び４６の各「再更正処分等」欄記載のとおり、同

年１１月３０日付けで、上記(ア)及び(イ)の各処分の一部を取り消す旨の更正処分及び変更

決定処分を受け、別表８－４５及び４６の各「再々更正処分等」欄記載のとおり、平成１８

年１月２３日付けで、上記(ア)及び(イ)の各処分の一部を取り消す旨の更正処分及び変更決

定処分を受けたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、審査請求を

いずれも棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(P)が我が国の所得税法上の

「法人」に該当しない旨の指摘がある。）を受けたため、平成１９年２月１４日、第１２事

件の訴えを提起した。 

（(ウ)につき、甲Ｍ２、３、４の１・２、顕著な事実） 

イ 第２０事件 

(ア) 原告Ａが、麻布税務署長に対し、平成１６年分の所得税につき、別表８－４７の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１７年３月１４日に確定申告書（第２０事件・平成１６年分確定申告書）

を提出したが、本件建物(P)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき

損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１８年３月１０
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日に更正の請求をしたところ、麻布税務署長は、同年６月３０日付けで、原告Ａに対し、更正を

すべき理由がない旨の通知処分（平成１８年１０月２日付け異議決定による一部取消し前の第２

０事件・平成１６年分通知処分）をした。 

（甲Ｍ５） 

(イ) これに対し、原告Ａは、平成１８年７月１１日に上記(ア)の処分を不服として異議申立てを

したところ、麻布税務署長から、同年１０月２日付けで、別表８－４７の「異議決定」欄記載の

とおり、上記(ア)の処分の一部を取り消す旨の異議決定を受け、さらに、平成１８年１０月２７

日に国税不服審判所長に対して審査請求をしたところ、国税不服審判所長から、平成１９年５月

１１日付けで、審査請求を棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(P)が我が国の

所得税法上の「法人」に該当しない旨の指摘がある。）を受けたため、同年１１月７日、第２０

事件の訴えを提起した。 

（甲Ｍ６、７、顕著な事実） 

ウ 第２７事件 

(ア) 原告Ａが、麻布税務署長に対し、平成１７年分の所得税につき、別表８－４８の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１８年３月１４日に確定申告書（第２７事件・平成１７年分確定申告書）

を、同表の「修正申告」欄記載のとおり、平成１８年５月１５日に修正申告書（第２７事件・平

成１７年分修正申告書）をそれぞれ提出したが、本件建物(P)の貸付けに係る不動産所得の金額

の計算上生じた損失の金額につき損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記

載のとおり、平成１９年３月１３日に更正の請求をしたところ、麻布税務署長は、同年５月２９

日付けで、原告Ａに対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分（第２７事件・平成１７年分通

知処分）をした。 

（甲Ｍ８、９） 

(イ) これに対し、原告Ａは、平成１９年７月２４日に上記(ア)の処分を不服として麻布税務署長

に対して異議申立てをしたところ、麻布税務署長から、同年１０月２４日付けで、異議申立てを

棄却する旨の異議決定を受け、さらに、同年１１月１６日に国税不服審判所長に対して審査請求

をしたものの、審査請求がされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がされなかったた

め、平成２０年４月１０日、第２７事件の訴えを提起した（なお、原告Ａは、その後の同月２４

日、上記審査請求を取り下げた。）。 

（甲Ｍ１０、１１顕著な事実） 

(13) 原告Ｂ関係 

ア 第１３事件 

(ア)ａ 原告Ｂが、麻布税務署長に対し、平成１３年分の所得税につき、平成１４年３月１４日に

確定申告書（第１３事件・平成１３年分確定申告書）を提出したが、麻布税務署長による平

成１４年６月２６日付け及び平成１５年５月３０日付け更正処分並びに同年３月１４日に

行った更正の請求を経て、別表８－４９の「修正申告」欄記載のとおり、平成１７年３月８

日に修正申告書（第１３事件・平成１３年分修正申告書）を提出した。 

ｂ 麻布税務署長は、平成１７年３月１４日付けで、平成１３事件・平成１３年分修正申告書

に係る過少申告加算税賦課決定処分をしたほか、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同

表の「更正処分等」欄記載のとおり、同日付けで、原告Ｂの平成１３年分の所得税につき更

正処分（第１３事件・平成１３年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分をした。 



116 

（甲Ｎ１の１） 

(イ) 原告Ｂが、麻布税務署長に対し、平成１４年分の所得税につき、別表８－５０の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１５年３月１４日に確定申告書（第１３事件・平成１４年分確定申告書）

を、同表の「修正申告」欄記載のとおり、平成１７年３月８日に修正申告書（第１３事件・平成

１４年分修正申告書）をそれぞれ提出したところ、麻布税務署長は、平成１７年３月１４日付け

で、第１３事件・平成１４年分修正申告書に係る過少申告加算税賦課決定処分をしたほか、不動

産所得の金額に誤りがあるとして、同表の同日付け「更正処分等」欄記載のとおり、同日付けで、

原告Ｂの平成１４年分の所得税につき更正処分（第１３事件・平成１４年分更正処分）及び過少

申告加算税賦課決定処分（第１３事件・平成１４年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｎ１の２） 

(ウ) 原告Ｂが、麻布税務署長に対し、平成１５年分の所得税につき、別表８－５１の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１６年３月１５日に確定申告書（第１３事件・平成１５年分確定申告書）

を提出したところ、麻布税務署長は、不動産所得の金額に誤りがあるとして、同表の「更正処分

等」欄記載のとおり、平成１７年３月１４日付けで、原告Ｂの平成１５年分の所得税につき更正

処分（第１３事件・平成１５年分更正処分）及び過少申告加算税賦課決定処分（第１３事件・平

成１５年分賦課決定処分）をした。 

（甲Ｎ１の３） 

(エ) これに対し、原告Ｂは、平成１７年５月１１日に上記(ア)ｂ、(イ)及び(ウ)の各処分を不服

として麻布税務署長に対して異議申立てをしたところ、麻布税務署長から、別表８－４９～５１

のとおり、平成１７年７月２７日付けで、平成１３年分所得税に係る平成１７年３月１４日付け

過少申告加算税賦課決定処分の一部を取り消し、その余の処分に対する異議申立てをいずれも棄

却する旨の異議決定を受け、さらに、平成１７年８月１８日に国税不服審判所長に対して審査請

求をしたものの、国税不服審判所長から、平成１８年８月１４日付けで、審査請求をいずれも棄

却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税法上の「法人」に該当

しない旨の指摘がある。）を受けたため、平成１９年２月１４日、第１３事件の訴えを提起した。 

（甲Ｎ２、３、顕著な事実） 

イ 第１９事件 

(ア) 原告Ｂが、麻布税務署長に対し、平成１６年分の所得税につき、別表８－５２の「確定申告」

欄記載のとおり、平成１７年３月１５日に確定申告書（第１９事件・平成１６年分確定申告書）

を提出したが、本件建物(C)の貸付けに係る不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額につき

損益通算をすべきであったとして、同表の「更正の請求」欄記載のとおり、平成１８年３月１５

日に更正の請求をした（なお、原告Ｂは、上記確定申告書において、不動産所得の金額の計算上、

４５３６万７１８４円の損失（上記更正の請求に係る更正請求書に記載された不動産所得の金額

の計算上生じた損失の金額と同額）が生じた旨の記載をしているものの、これを各種所得の金額

から控除することはしていない。）ところ、麻布税務署長は、平成１９年１月３１日付けで、原

告Ｂに対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分（第１９事件・平成１６年分通知処分）をし

た。 

（甲Ｎ４） 

(イ) これに対し、原告Ｂは、平成１９年３月２８日に上記(ア)の処分を不服として国税不服審判

所長に対して審査請求をしたところ、国税不服審判所長から、同年６月２２日付けで、審査請求
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を棄却する旨の裁決（なお、その理由中には本件ＬＰＳ(C)が我が国の所得税法上の「法人」に

該当しない旨の指摘がある。）を受けたため、同年１１月７日、第１９事件の訴えを提起した。 

（甲Ｎ５、顕著な事実） 
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本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－１ 

（単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成15年3月6日 平成15年5月15日 平成17年2月24日 平成17年4月19日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 44,968,739 45,068,739 64,944,556 45,068,739 45,068,739

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △18,881,261 △18,781,261 1,091,756 △18,781,261 △18,781,261

給 与 所 得 の 金 額 ③ 63,850,000 63,850,000 63,850,000 63,850,000 63,850,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ － － 2,800 0 0

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 3,675,244 3,675,244 3,675,244 3,675,244 3,675,244

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 41,293,000 41,393,000 61,269,000 41,393,000 41,393,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 12,788,410 12,825,410 20,179,530 12,825,410 12,825,410

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 20,005,836 20,005,836 20,005,836 20,005,836 20,005,836

納 付 す べ き 税 額 ⑩ △7,467,426 △7,430,426 △76,306 △7,430,426 △7,430,426

過 少 申 告 加 算 税 ⑪ － － 735,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－２ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成16年3月9日 平成17年2月24日 平成17年4月19日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 38,009,614 61,623,527 38,009,614 38,009,614

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △23,287,076 311,837 △23,287,076 △23,287,076

給 与 所 得 の 金 額 ③ 61,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ 296,690 311,690 296,690 296,690

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 3,500,234 3,500,234 3,500,234 3,500,234

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 34,509,000 58,123,000 34,509,000 34,509,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 10,278,330 19,015,510 10,278,330 10,278,330

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 19,047,876 19,047,876 19,047,876 19,047,876

納 付 す べ き 税 額 ⑩ △9,019,546 △282,366 △9,019,546 △9,019,546

過 少 申 告 加 算 税 ⑪ － 873,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１６年分） 別表８－３ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 本件通知処分 審査請求 審査裁決 

年月日 平成17年3月10日 平成18年3月9日 平成18年6月16日 平成18年8月8日 平成19年3月29日 

総 所 得 金 額 ① 60,934,145 37,462,185 37,462,185

不 動 産 所 得 の 金 額 ② 1,404,185 △22,067,775 △22,067,775

給 与 所 得 の 金 額 ③ 55,300,000 55,300,000 55,300,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ 4,229,960 4,229,960 4,229,960

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 3,729,091 3,729,091 3,729,091

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 57,205,000 33,733,000 33,733,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 18,675,850 9,991,210 9,991,210

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 17,095,191 17,095,191 17,095,191

納 付 す べ き 税 額 ⑩ 1,330,600 △7,353,981

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

△7,353,981

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 

（注３） 原告は、異議申立てをしないで審査請求をすることを選択した（通則法７５条４項１号）。 
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本件各処分の経緯（平成１３年分） 別表８－４ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成14年3月15日 平成17年2月24日 平成17年4月22日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 27,849,016 48,063,160 27,849,016 27,849,016

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △20,445,861 0 △20,445,861 △20,445,861

利 子 所 得 の 金 額 ③ 231,717 0 231,717 231,717
内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 ④ 48,063,160 48,063,160 48,063,160 48,063,160

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 3,282,632 3,282,632 3,282,632 3,282,632

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 24,566,000 44,780,000 24,566,000 24,566,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 6,599,420 14,078,600 6,599,420 6,599,420

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 13,032,296 13,032,296 13,032,296 13,032,296

申 告 納 税 額 ⑩ △6,682,876 796,300 △6,682,876 △6,682,876

予 定 納 税 額 ⑪ 12,454,000 12,454,000 12,454,000 12,454,000

納 付 す べ き 税 額 ⑫ △19,136,876 △11,657,700 △19,136,876 △19,136,876

過 少 申 告 加 算 税 ⑬ － 747,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「申告納税額」欄及び「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－５－１ 

（単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成15年3月17日 平成15年8月11日 平成17年2月24日 平成17年4月22日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① △14,975,135 △14,680,535 8,320,626 △14,680,535 △14,680,535

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △22,799,312 △22,799,312 251,989 △22,799,312 △22,799,312

利 子 所 得 の 金 額 ③ 50,140 50,140 0 50,140 50,140

配 当 所 得 の 金 額 ④ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

給 与 所 得 の 金 額 ⑤ 7,614,037 7,614,037 7,614,037 7,614,037 7,614,037

雑 所 得 の 金 額 ⑥ － 294,600 294,600 294,600 294,600

内
訳 

一 時 所 得 の 金 額 ⑦ 0 0 0 0 0

分離長期譲渡所得の金額 ⑧ △34,987,681 △34,987,681 △34,987,681 △34,987,681 △34,987,681

退 職 所 得 の 金 額 ⑨ 282,024,316 282,024,316 282,024,316 282,024,316 282,024,316

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑩ 2,807,385 2,807,385 2,807,385 2,807,385 2,807,385

課 税 退 職 所 得 金 額 ⑪ 229,254,000 229,548,000 252,549,000 229,548,000 229,548,000

課税退職所得金額に対する税額 ⑫ 82,333,980 82,442,760 90,953,130 82,442,760 82,442,760

配 当 控 除 額 ⑬ 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

定 率 減 税 額 ⑭ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑮ 102,442,900 102,442,900 102,442,900 102,442,900 102,442,900

納 付 す べ き 税 額 ⑯ △20,374,920 △20,266,140 △11,755,770 △20,266,140 △20,266,140

過 少 申 告 加 算 税 ⑰ － 10,000 851,000 10,000

棄却 

10,000

棄却 

（注１） 「総所得金額」欄、「不動産所得の金額」欄及び「分離長期譲渡所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「総所得金額」欄ないし「退職所得の金額」欄の各金額は、所得税法６９条１項及び措置法３１条５項の規定による損益通算前の金額である。 

（注３） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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損益の通算（更正処分等） 別表８－５－２ 

（単位：円） 

項目 通算前 
第１次通算後 

（①及び②を通算） 

第２次通算後 

（⑤及び⑥を通算） 
所得金額 

総 所 得 金 額 ① 8,320,626 ④ 0 ⑦ 0 ⑩ 0

分 離 長 期 譲 渡 所 得 の 金 額 ② △34,987,681 ⑤ △26,667,055 ⑧ 0 ⑪ 0

退 職 所 得 の 金 額 ③ 282,024,316 ⑥ 282,024,316 ⑨ 255,357,261 ⑫ 255,357,261

（注１） 第１次通算については、所得税法６９条１項、措置法３１条５項及び所得税法施行令（平成１５年政令第４７６号改正前

のもの。以下同じ。）１９８条４号により計算した金額である。 

（注２） 第２次通算については、所得税法６９条１項、措置法３１条５項及び所得税法施行令１９８条５号により計算した金額で

ある。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－６ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成16年3月12日 平成17年2月24日 平成17年4月22日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 7,877,418 30,121,655 7,877,418 7,877,418

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △22,306,287 0 △22,306,287 △22,306,287

利 子 所 得 の 金 額 ③ 62,050 0 62,050 62,050

配 当 所 得 の 金 額 ④ 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000

給 与 所 得 の 金 額 ⑤ 28,792,455 28,792,455 28,792,455 28,792,455

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑥ 89,200 89,200 89,200 89,200

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑦ 3,238,912 2,858,912 3,238,912 3,238,912

医 療 費 控 除 の 金 額 ⑧ 150,613 150,613 150,613 150,613

社会保険料控除の金額 ⑨ 1,123,299 1,123,299 1,123,299 1,123,299

生命保険料控除の金額 ⑩ 50,000 50,000 50,000 50,000

損害保険料控除の金額 ⑪ 15,000 15,000 15,000 15,000

配 偶 者 控 除 の 金 額 ⑫ 380,000 380,000 380,000 380,000

配偶者特別控除の金額 ⑬ 380,000 0 380,000 380,000

扶 養 控 除 の 金 額 ⑭ 760,000 760,000 760,000 760,000

内
訳 

基 礎 控 除 の 金 額 ⑮ 380,000 380,000 380,000 380,000

課 税 総 所 得 金 額 ⑯ 4,638,000 27,262,000 4,638,000 4,638,000

課税総所得金額に対する税額 ⑰ 597,600 7,596,940 597,600 597,600

配 当 控 除 額 ⑱ 124,000 62,000 124,000 124,000

定 率 減 税 額 ⑲ 94,720 250,000 94,720 94,720

源 泉 徴 収 税 額 ⑳ 6,689,037 6,689,037 6,689,037 6,689,037

納 付 す べ き 税 額 あ △6,310,157 595,900 △6,310,157 △6,310,157

過 少 申 告 加 算 税 ぃ － 1,010,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１６年分） 別表８－７ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 通知処分 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成17年3月15日 平成18年3月14日 平成18年10月6日 平成18年12月4日 平成19年2月2日 平成19年3月1日 平成19年6月22日 

総 所 得 金 額 ① 37,276,352 15,997,165 15,997,165 15,997,165

不 動 産 所 得 の 金 額 ② 0 △21,337,204 △21,337,204 △21,337,204

利 子 所 得 の 金 額 ③ 0 58,017 58,017 58,017

給 与 所 得 の 金 額 ④ 37,260,052 37,260,052 37,260,052 37,260,052

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑤ 16,300 16,300 16,300 16,300

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑥ 3,107,897 3,107,897 3,107,897 3,107,897

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 34,168,000 12,889,000 12,889,000 12,889,000

課税総所得金額に対する税額 ⑧ 10,152,160 2,636,700 2,636,700 2,636,700

定 率 減 税 額 ⑨ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑩ 10,046,213 10,046,213 10,046,213 10,046,213

納 付 す べ き 税 額 ⑪ △144,053 △7,659,513

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

△7,659,513

棄
却 

△7,659,513

棄
却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１７年分） 別表８－８ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 通知処分 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 修正申告 賦課決定処分 更正処分等 

年月日 平成18年3月14日 平成19年3月14日 平成19年7月9日 平成19年9月5日 平成19年12月4日 平成19年12月13日 平成20年6月13日 平成21年3月3日 平成21年3月5日 平成21年3月6日 

総 所 得 金 額 ① 41,469,601 36,019,544 36,019,544 36,019,544 42,120,576 47,749,063 

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △5,628,487 △5,628,487 △5,628,487 △5,628,487 △5,628,487 0 

利 子 所 得 の 金 額 ③ 0 178,430 178,430 178,430 14,097 14,097 

給 与 所 得 の 金 額 ④ 41,469,601 41,469,601 41,469,601 41,469,601 45,488,366 45,488,366 

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑤ 2,246,600 2,246,600 

株式等に係る譲渡所得等の金額 ⑥ 0 0 0 0 0 0 

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑦ 3,280,340 3,280,340 3,280,340 3,280,340 3,280,340 3,280,340 

課 税 総 所 得 金 額 ⑧ 38,189,000 32,739,000 32,739,000 32,739,000 38,840,000 44,468,000 

課税総所得金額に対する税額 ⑨ 11,639,930 9,623,430 9,623,430 9,623,430 11,880,800 13,963,160 

定 率 減 税 額 ⑩ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

源 泉 徴 収 税 額 ⑪ 11,493,527 11,493,527 11,493,527 11,493,527 11,493,527 11,493,527 

納 付 す べ き 税 額 ⑫ △103,597 △2,120,097 △2,120,097 △2,120,097 137,200

 

2,219,600 

過 少 申 告 加 算 税 ⑬ 

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

棄
却 

審
査
請
求
の
取
下
げ 

24,000 208,000 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 

（注３） 原告は、審査請求後、３月を経過しても裁決がなかったため本訴を提起し（通則法１１５条１項１号）、その後、審査請求を取り下げた。 
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本件各処分の経緯（平成１３年分） 別表８－９ 

（単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 再更正処分等 審査裁決 

年月日 平成14年3月14日 平成15年6月27日 平成17年2月22日 平成17年4月20日 平成17年9月14日 平成17年10月12日 平成17年11月29日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 704,544,011 704,794,011 1,114,262,620 704,794,011 704,794,011 1,042,723,589

事 業 所 得 の 金 額 ② 1,088,341,995 1,088,341,995 1,088,341,995 1,088,341,995 1,088,341,995 1,088,341,995

不 動 産 所 得 の 金 額 ③ △402,632,184 △402,632,184 0 △402,632,184 △402,632,184 △64,702,606

配 当 所 得 の 金 額 ④ 3,400,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000

給 与 所 得 の 金 額 ⑤ 15,434,200 15,434,200 15,434,200 15,434,200 15,434,200 15,434,200

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑥ － － 6,836,425 0 0 0

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑦ 2,905,829 2,905,829 2,905,829 2,905,829 2,905,829 2,905,829

課 税 総 所 得 金 額 ⑧ 701,638,000 701,888,000 1,111,356,000 701,888,000 701,888,000 1,039,817,000

課税総所得金額に対する税額 ⑨ 257,116,060 257,208,560 408,711,720 257,208,560 257,208,560 382,242,290

配 当 控 除 額 ⑩ 170,000 182,500 182,500 182,500 182,500 182,500

定 率 減 税 額 ⑪ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑫ 6,598,850 6,648,850 6,648,850 6,648,850 6,648,850 6,648,850

予 定 納 税 額 ⑬ 157,181,200 157,181,200 157,181,200 157,181,200 157,181,200 157,181,200

納 付 す べ き 税 額 ⑭ 92,916,000 92,946,000 244,449,100 92,946,000 92,946,000 217,979,700

過 少 申 告 加 算 税 ⑮ － － 15,150,000 0

棄却 

0 12,503,000

棄却 

（注） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－１０ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 再更正処分等 審査裁決 

年月日 平成15年3月14日 平成17年2月22日 平成17年4月20日 平成17年9月14日 平成17年10月12日 平成17年11月29日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 615,605,251 978,573,942 615,605,251 615,605,251 951,535,966

事 業 所 得 の 金 額 ② 943,169,150 943,169,150 943,169,150 943,169,150 943,169,150

不 動 産 所 得 の 金 額 ③ △355,081,954 0 △355,081,954 △355,081,954 △19,151,239

配 当 所 得 の 金 額 ④ 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000

給 与 所 得 の 金 額 ⑤ 18,962,500 18,962,500 18,962,500 18,962,500 18,962,500

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑥ 55,555 7,942,292 55,555 55,555 55,555

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑦ 3,120,560 3,120,560 3,120,560 3,120,560 3,120,560

課 税 総 所 得 金 額 ⑧ 612,484,000 975,453,000 612,484,000 612,484,000 948,415,000

課税総所得金額に対する税額 ⑨ 224,129,080 358,427,610 224,129,080 224,129,080 348,423,550

配 当 控 除 額 ⑩ 425,000 425,000 425,000 425,000 425,000

定 率 減 税 額 ⑪ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑫ 8,774,533 8,774,533 8,774,533 8,774,533 8,774,533

予 定 納 税 額 ⑬ 166,731,400 166,731,400 166,731,400 166,731,400 166,731,400

納 付 す べ き 税 額 ⑭ 47,948,100 182,246,600 47,948,100 47,948,100 172,242,600

過 少 申 告 加 算 税 ⑮ － 13,429,000 0

棄却 

0 12,429,000

棄却 

（注） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－１１ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 再更正処分等 審査裁決 

年月日 平成16年3月11日 平成17年2月22日 平成17年4月20日 平成17年9月14日 平成17年10月12日 平成17年11月29日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 207,842,374 549,775,404 207,842,374 207,842,374 532,606,046

事 業 所 得 の 金 額 ② 492,450,949 492,450,949 492,450,949 492,450,949 492,450,949

不 動 産 所 得 の 金 額 ③ △334,726,733 0 △334,726,733 △334,726,733 △9,963,061

利 子 所 得 の 金 額 ④ 120,347 120,347 120,347 120,347 120,347

配 当 所 得 の 金 額 ⑤ 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000

給 与 所 得 の 金 額 ⑥ 32,975,000 32,975,000 32,975,000 32,975,000 32,975,000

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑦ 22,811 7,229,108 22,811 22,811 22,811

株式等に係る譲渡所得等の金額 ⑧ 2,267,657,170 2,267,657,170 2,267,657,170 2,267,657,170 2,267,657,170

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑨ 3,028,044 3,028,044 3,028,044 3,028,044 3,028,044

課 税 総 所 得 金 額 ⑩ 204,814,000 546,747,000 204,814,000 204,814,000 529,578,000

課 税 さ れ る 株 式 等 に 係 る 

譲 渡 所 得 等 の 金 額 
⑪ 2,267,657,000 2,267,657,000 2,267,657,000 2,267,657,000 2,267,657,000

課税総所得金額に対する税額 ⑫ 73,291,180 199,806,390 73,291,180 73,291,180 193,453,860

課 税 さ れ る 株 式 等 に 係 る 

譲渡所得等の金額に対する税額 
⑬ 158,735,990 158,735,990 158,735,990 158,735,990 158,735,990

配 当 控 除 額 ⑭ 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000

定 率 減 税 額 ⑮ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑯ 15,617,548 15,617,548 15,617,548 15,617,548 15,617,548

予 定 納 税 額 ⑰ 143,109,800 143,109,800 143,109,800 143,109,800 143,109,800

納 付 す べ き 税 額 ⑱ 72,199,800 198,715,000 72,199,800 72,199,800 192,362,500

過 少 申 告 加 算 税 ⑲ － 12,651,000 0 

棄却 

0 12,016,000

棄却 

（注） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１６年分） 別表８－１２ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 通知処分 審査請求 審査裁決 

年月日 平成17年3月14日 平成18年2月2日 平成18年6月30日 平成18年8月8日 平成19年3月29日 

総 所 得 金 額 ① 285,233,459 △23,284,370 △23,284,370

事 業 所 得 の 金 額 ② 180,613,951 180,063,951 180,063,951

不 動 産 所 得 の 金 額 ③ 6,205,545 △301,762,284 △301,762,284

利 子 所 得 の 金 額 ④ 5,848,363 5,848,363 5,848,363

配 当 所 得 の 金 額 ⑤ 42,652,500 42,652,500 42,652,500

給 与 所 得 の 金 額 ⑥ 49,885,000 49,885,000 49,885,000

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑦ 28,100 28,100 28,100

株式等に係る譲渡所得等の金額 ⑧ 4,819,412,897 4,819,412,897 4,819,412,897

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑨ 2,988,970 2,988,970 2,988,970

課 税 総 所 得 金 額 ⑩ 282,244,000 0 0

課 税 さ れ る 株 式 等 に 係 る 

譲 渡 所 得 等 の 金 額 
⑪ 4,819,412,000 4,816,423,000 4,816,423,000

課税総所得金額に対する税額 ⑫ 101,940,280 0 0

課 税 さ れ る 株 式 等 に 係 る 

譲渡所得等の金額に対する税額 
⑬ 338,958,840 338,510,490 338,510,490

配 当 控 除 額 ⑭ 2,132,625 2,132,625 2,132,625

定 率 減 税 額 ⑮ 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑯ 27,109,797 27,109,797 27,109,797

予 定 納 税 額 ⑰ 37,711,600 37,711,600 37,711,600

納 付 す べ き 税 額 ⑱ 373,695,000 271,306,400

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

271,306,400

棄
却 

（注１） 各金額の前の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 原告は、異議申立てをしないで審査請求をすることを選択した（通則法７５条４項１号）。 
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本件各処分の経緯（平成１７年分） 別表８－１３ 

（単位：円） 

項目 
Ａ 

確定申告 

Ｂ 

更正の請求 

Ｃ 

通知処分 

Ｄ 

審査請求 

Ｅ 

更正・賦課決定処分

Ｆ 

異議申立て 

Ｇ 

審査裁決 

年月日 平成18年3月15日 平成18年6月9日 平成18年6月30日 平成18年8月8日 平成18年10月2日 平成18年11月13日 平成19年3月29日 

総 所 得 金 額 ① 340,930,068 317,616,907 317,616,907 364,214,438 340,930,068

事 業 所 得 の 金 額 ② 141,352,928 141,352,928 141,352,928 141,352,928 141,352,928

不 動 産 所 得 の 金 額 ③ 49,845,213 26,532,052 26,532,052 49,845,213 49,845,213

利 子 所 得 の 金 額 ④ 7,015,364 7,015,364 7,015,364 7,015,364 7,015,364

配 当 所 得 の 金 額 ⑤ 108,836,000 108,836,000 108,836,000 108,836,000 108,836,000

給 与 所 得 の 金 額 ⑥ 55,363,840 55,353,840 55,363,840 55,363,840 55,363,840

雑 所 得 の 金 額 ⑦ 1,801,093 1,801,093 1,801,093 1,801,093 1,801,093

内
訳 

本年分で差し引く繰越損失額 ⑧ △23,284,370 △23,284,370 △23,284,370 0 △23,284,370

株式等に係る譲渡所得等の金額 ⑨ 366,542,411 366,542,411 366,542,411 366,542,411 366,542,411

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑩ 2,981,244 2,981,244 2,981,244 2,981,244 2,981,244

課 税 総 所 得 金 額 ⑪ 337,948,000 314,635,000 314,635,000 361,233,000 337,948,000

課 税 さ れ る 株 式 等 に 係 る 

譲 渡 所 得 等 の 金 額 
⑫ 366,542,000 366,542,000 366,542,000 366,542,000 366,542,000

課 税 総 所 得 金 額 に 対 す る 税 額 ⑬ 122,550,760 113,924,950 113,924,950 131,166,210 122,550,760

課 税 さ れ る 株 式 等 に 係 る 

譲渡所得等の金額に対する税額 
⑭ 25,657,940 25,657,940 25,657,940 25,657,940 25,657,940

配 当 控 除 額 ⑮ 5,441,800 5,441,800 5,441,800 5,441,800 5,441,800

定 率 減 税 額 ⑯ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑰ 42,084,333 42,084,333 42,084,333 42,084,333 42,084,333

予 定 納 税 額 ⑱ 48,291,600 48,291,600 48,291,600 48,291,600 48,291,600

納 付 す べ き 税 額 ⑲ 52,140,900 43,515,100

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

43,515,100 60,756,400 52,140,900

過 少 申 告 加 算 税 の 額 ⑳ － － － － 861,000 0

棄
却 

（注１） 「本年分で差し引く繰越損失額」欄の△は、損失の金額であることを明示するため付したものである。 

（注２） 原告は、「Ｃ 通知処分」について、異議申立てをしないで審査請求をすることを選択した（通則法７５条４項１号）。 

（注３） 「Ｆ 異議申立て」は、「Ｅ 更正・賦課決定処分」に対する異議申立てである。当該異議申立書は、平成１８年１１月１７日に国税不服審判所長に送付され、同日、審査請求がされたとみなされ（通則法９０

条３項）、その後「Ｄ 審査請求」に併合された。 
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本件各処分の経緯（平成１３年分） 別表８－１４ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成14年3月15日 平成17年2月23日 平成17年4月20日 平成17年7月20日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 26,433,649 49,046,107 26,433,649 26,433,649

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △23,439,026 △783,768 △23,439,026 △23,439,026

給 与 所 得 の 金 額 ③ 49,600,000 49,600,000 49,600,000 49,600,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ 272,675 229,875 272,675 272,675

分離長期譲渡所得の金額 ⑤ 0 0 0 0

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑥ 3,526,525 3,526,525 3,526,525 3,526,525

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 22,907,000 45,519,000 22,907,000 22,907,000

課税分離長期譲渡所得の金額 ⑧ 0 0 0 0

課税総所得金額に対する税額 ⑨ 5,985,590 14,352,030 5,985,590 5,985,590

課 税 分 離 長 期 譲 渡

所得の金額に対する税額
⑩ 0 0 0 0

定 率 減 税 額 ⑪ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑫ 14,377,295 14,377,295 14,377,295 14,377,295

納 付 す べ き 税 額 ⑬ △8,641,705 △275,265 △8,641,705 △8,641,705

過 少 申 告 加 算 税 ⑭ － 967,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－１５ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成15年3月14日 平成17年2月23日 平成17年4月20日 平成17年7月20日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 20,623,243 44,067,801 20,623,243 20,623,243

事 業 所 得 の 金 額 ② △5,792,544 △5,792,544 △5,792,544 △5,792,544

不 動 産 所 得 の 金 額 ③ △23,743,745 △286,387 △23,743,745 △23,743,745

給 与 所 得 の 金 額 ④ 49,711,340 49,711,340 49,711,340 49,711,340

雑 所 得 の 金 額 ⑤ 52,500 39,700 52,500 52,500

内
訳 

一 時 所 得 の 金 額 ⑥ 395,692 395,692 395,692 395,692

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑦ 3,457,594 3,457,594 3,457,594 3,457,594

課 税 総 所 得 金 額 ⑧ 17,165,000 40,610,000 17,165,000 17,165,000

課税総所得金額に対する税額 ⑨ 3,919,500 12,535,700 3,919,500 3,919,500

定 率 減 税 額 ⑩ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑪ 14,621,465 14,621,465 14,621,465 14,621,465

納 付 す べ き 税 額 ⑫ △10,951,965 △2,335,765 △10,951,965 △10,951,965

過 少 申 告 加 算 税 ⑬ － 1,108,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「事業所得の金額」欄及び「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「一時所得の金額」は、所得税法２２条２項２号の規定による２分の１後の金額である。 

（注３） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－１６ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成16年3月12日 平成17年2月23日 平成17年4月20日 平成17年7月20日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 17,931,949 40,995,498 17,931,949 17,931,949

事 業 所 得 の 金 額 ② △4,278,267 △4,278,267 △4,278,267 △4,278,267

不 動 産 所 得 の 金 額 ③ △27,758,483 △4,676,234 △27,758,483 △27,758,483

給 与 所 得 の 金 額 ④ 49,746,205 49,746,205 49,746,205 49,746,205

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑤ 222,494 203,794 222,494 222,494

所 得 控 除 の 合 計 額 ⑥ 3,408,719 3,408,719 3,408,719 3,408,719

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 14,523,000 37,586,000 14,523,000 14,523,000

課税総所得金額に対する税額 ⑧ 3,126,900 11,416,820 3,126,900 3,126,900

定 率 減 税 額 ⑨ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑩ 14,276,745 14,276,745 14,276,745 14,276,745

納 付 す べ き 税 額 ⑪ △11,399,845 △3,109,925 △11,399,845 △11,399,845

過 少 申 告 加 算 税 ⑫ － 1,098,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「事業所得の金額」欄及び「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「不動産所得の金額」は、措置法４１条の４の規定を適用した金額である。 

（注３） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１３年分） 別表８－１７ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成14年3月15日 平成17年3月4日 平成17年4月19日 平成17年7月27日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 38,215,996 57,748,633 38,215,996 38,215,996

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △12,239,004 7,293,633 △12,239,004 △12,239,004
内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 ③ 50,455,000 50,455,000 50,455,000 50,455,000

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ④ 2,954,294 2,954,294 2,954,294 2,954,294

課 税 総 所 得 金 額 ⑤ 35,261,000 54,794,000 35,261,000 35,261,000

課税総所得金額に対する税額 ⑥ 10,556,570 17,783,780 10,556,570 10,556,570

定 率 減 税 額 ⑦ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑧ 14,210,650 14,210,650 14,210,650 14,210,650

納 付 す べ き 税 額 ⑨ △3,904,080 3,323,100 △3,904,080 △3,904,080

過 少 申 告 加 算 税 ⑩ － 722,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－１８ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成15年3月17日 平成17年3月4日 平成17年4月19日 平成17年7月27日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 35,002,138 59,984,089 35,002,138 35,002,138

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △18,929,862 6,034,189 △18,929,862 △18,929,862

給 与 所 得 の 金 額 ③ 53,932,000 53,932,000 53,932,000 53,932,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ － 17,900 0 0

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 3,144,095 3,144,095 3,144,095 3,144,095

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 31,858,000 56,839,000 31,858,000 31,858,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 9,297,460 18,540,430 9,297,460 9,297,460

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 15,697,482 15,697,482 15,697,482 15,697,482

納 付 す べ き 税 額 ⑩ △6,650,022 2,592,900 △6,650,022 △6,650,022

過 少 申 告 加 算 税 ⑪ － 933,500 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－１９ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成16年3月15日 平成17年3月4日 平成17年4月19日 平成17年7月27日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 38,378,638 62,910,165 38,378,638 38,378,638

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △16,921,362 7,587,065 △16,921,362 △16,921,362

給 与 所 得 の 金 額 ③ 55,300,000 55,300,000 55,300,000 55,300,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ - 23,100 0 0

株式等に係る譲渡所得等の金額 ⑤ 6,584,477 6,584,477 6,584,477 6,584,477

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑥ 2,285,824 2,285,824 2,285,824 2,285,824

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 36,092,000 60,624,000 36,092,000 36,092,000

株 式 等 に 係 る 課 税

譲 渡 所 得 等 の 金 額
⑧ 6,584,000 6,584,000 6,584,000 6,584,000

課税総所得金額に対する税額 ⑨ 10,864,040 19,940,880 10,864,040 10,864,040

課税される株式等に係る譲渡

所得等の金額に対する税額
⑩ 1,316,800 1,316,800 1,316,800 1,316,800

定 率 減 税 額 ⑪ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑫ 16,797,696 16,797,696 16,797,696 16,797,696

納 付 す べ き 税 額 ⑬ △4,866,856 4,209,900 △4,866,856 △4,866,856

過 少 申 告 加 算 税 ⑭ － 907,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１６年分） 別表８－２０ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 本件通知処分 審査請求 審査裁決 

年月日 平成17年3月15日 平成18年3月15日 平成18年7月31日 平成18年9月8日 平成19年3月29日 

総 所 得 金 額 ① 62,772,320 40,117,784 40,117,784

不 動 産 所 得 の 金 額 ② 7,472,320 △15,182,216 △15,182,216
内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 ③ 55,300,000 55,300,000 55,300,000

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ④ 2,191,564 2,191,564 2,191,564

課 税 総 所 得 金 額 ⑤ 60,580,000 37,926,220 37,926,220

課税総所得金額に対する税額 ⑥ 19,924,600 11,542,620 11,542,620

定 率 減 税 額 ⑦ 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑧ 16,813,191 16,813,191 16,813,191

納 付 す べ き 税 額 ⑨ 2,861,400 △5,520,571

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

△5,520,571

棄
却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 

（注３） 原告は、異議申立てをしないで審査請求をすることを選択した（通則法７５条４項１号）。 
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本件通知処分等の経緯（平成１７年分） 別表８－２１ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 本件通知処分 審査請求 審査請求の取下げ 

年月日 平成18年3月15日 平成19年3月15日 平成19年7月31日 平成19年9月25日 平成20年4月24日 

総 所 得 金 額 ① 61,350,818 54,228,222 54,228,222

不 動 産 所 得 の 金 額 ② 5,100,818 △2,021,778 △2,021,778
内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 ③ 56,250,000 56,250,000 56,250,000

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ④ 2,177,588 2,177,588 2,177,588

課 税 総 所 得 金 額 ⑤ 59,173,000 52,050,000 52,050,000

課税総所得金額に対する税額 ⑥ 19,404,010 16,768,500 16,768,500

定 率 減 税 額 ⑦ 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑧ 17,154,845 17,154,845 17,154,845

申 告 納 税 額 ⑨ 1,999,100 △636,345 △636,345

予 定 納 税 額 ⑩ 1,907,600 1,907,600 1,907,600

納 付 す べ き 税 額 ⑪ 91,500 △2,543,945

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

△2,543,945

審
査
請
求
の
取
下
げ 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「申告納税額」及び「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 

（注３） 原告は、異議申立てをしないで審査請求をすることを選択した（通則法７５条４項１号）。 

（注４） 原告は、審査請求後、３月を経過しても裁決がなかったため本訴を提起し（通則法１１５条１項１号）、その後、審査請求を取り下げた。 
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本件各処分の経緯（平成１３年分） 別表８－２２ 

（単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成14年3月8日 平成15年2月27日 平成17年3月4日 平成17年4月21日 平成17年7月20日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 26,542,619 26,780,119 47,411,971 26,780,119 47,375,308 26,780,119

事 業 所 得 の 金 額 ② 19,238,551 19,238,551 19,238,551 19,238,551 19,238,551 19,238,551

不 動 産 所 得 の 金 額 ③ △21,564,792 △21,564,792 △932,940 △21,564,792 △969,603 △21,564,792

配 当 所 得 の 金 額 ④ 358,000 595,500 595,500 595,500 595,500 595,500

給 与 所 得 の 金 額 ⑤ 27,978,000 27,978,000 27,978,000 27,978,000 27,978,000 27,978,000

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑥ 532,860 532,860 532,860 532,860 532,860 532,860

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑦ 1,697,835 1,697,835 1,697,835 1,697,835 1,697,835 1,697,835

課 税 総 所 得 金 額 ⑧ 24,844,000 25,082,000 45,714,000 25,082,000 45,677,000 25,082,000

課税総所得金額に対する税額 ⑨ 6,702,280 6,790,340 14,424,180 6,790,340 14,410,490 6,790,340

配 当 控 除 額 ⑩ 17,900 29,775 29,775 29,775 29,775 29,775

定 率 減 税 額 ⑪ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑫ 28,588,974 28,636,474 28,636,474 28,636,474 28,636,474 28,636,474

納 付 す べ き 税 額 ⑬ △22,154,594 △22,125,909 △14,492,069 △22,125,909 △14,505,759 △22,125,909

過 少 申 告 加 算 税 ⑭ － － 824,000 0 820,000 0

棄
却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－２３ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成15年3月10日 平成16年2月26日 平成17年3月4日 平成17年4月21日 平成17年7月20日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 23,761,464 25,684,792 47,024,657 25,684,792 25,684,792

事 業 所 得 の 金 額 ② 20,414,565 22,233,893 22,233,893 22,233,893 22,233,893

不 動 産 所 得 の 金 額 ③ △21,644,717 △21,644,717 △304,852 △21,644,717 △21,644,717

配 当 所 得 の 金 額 ④ 234,000 338,000 338,000 338,000 338,000

給 与 所 得 の 金 額 ⑤ 24,178,000 24,178,000 24,178,000 24,178,000 24,178,000

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑥ 579,616 579,616 579,616 579,616 579,616

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑦ 3,036,910 3,036,910 3,036,910 3,036,910 3,036,910

課 税 総 所 得 金 額 ⑧ 20,724,000 22,647,000 43,987,000 22,647,000 22,647,000

課税総所得金額に対する税額 ⑨ 5,177,880 5,889,390 13,785,190 5,889,390 5,889,390

配 当 控 除 額 ⑩ 11,700 16,900 16,900 16,900 16,900

定 率 減 税 額 ⑪ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑫ 28,974,441 30,873,471 30,873,471 30,873,471 30,873,471

納 付 す べ き 税 額 ⑬ △24,058,261 △25,250,981 △17,355,181 △25,250,981

棄
却 

△25,250,981

過 少 申 告 加 算 税 ⑭ － － 759,000 0 670,000 0

棄
却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－２４ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成16年3月4日 平成17年3月4日 平成17年4月21日 平成17年7月20日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 23,074,884 43,884,872 23,074,884 23,074,884

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △20,203,744 606,244 △20,203,744 △20,203,744

給 与 所 得 の 金 額 ③ 42,665,000 42,665,000 42,665,000 42,665,000内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ 613,628 613,628 613,628 613,628

分離課税長期譲渡所得の金額 ⑤ 0 0 0 0

株式等に係る譲渡所得等の金額 ⑥ 
0

(△3,894,634)

0

(△3,894,634)

0

(△3,894,634)

0

(△3,894,634)

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑦ 2,874,790 2,874,790 2,874,790 2,874,790

課 税 総 所 得 金 額 ⑧ 20,200,000 41,010,000 20,200,000 20,200,000

課税総所得金額に対する税額 ⑨ 4,984,000 12,683,700 4,984,000 4,984,000

定 率 減 税 額 ⑩ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑪ 10,003,447 10,003,447 10,003,447 10,003,447

納 付 す べ き 税 額 ⑫ △5,269,447 2,430,200 △5,269,447 △5,269,447

過 少 申 告 加 算 税 ⑬ － 917,000 0

棄
却 

0

棄
却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 株式等に係る譲渡所得等の金額は、３８９万４６３４円であるが、当該損失は措置法３７条の１２の２第１項及び２項の規定により、翌年以後に繰り越され

ることとなるから、「株式等に係る譲渡所得等の金額」欄は、零円となる。 

（注３） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１３年分） 別表８－２５ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成14年3月15日 平成17年2月28日 平成17年4月21日 平成17年7月21日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 22,161,769 42,963,000 22,161,769 22,161,769

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △20,801,231 0 △20,801,231 △20,801,231

給 与 所 得 の 金 額 ③ 42,950,000 42,950,000 42,950,000 42,950,000内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ 13,000 13,000 13,000 13,000

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 2,258,123 2,258,123 2,258,123 2,258,123

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 19,903,000 40,704,000 19,903,000 19,903,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 4,874,110 12,570,480 4,874,110 4,874,110

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 12,052,560 12,052,560 12,052,560 12,052,560

納 付 す べ き 税 額 ⑩ △7,428,450 267,900 △7,428,450 △7,428,450

過 少 申 告 加 算 税 ⑪ － 922,500 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－２６ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成15年3月14日 平成17年2月28日 平成17年4月21日 平成17年7月21日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 23,400,529 45,355,035 23,400,529 23,400,529

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △21,954,506 0 △21,954,506 △21,954,506

給 与 所 得 の 金 額 ③ 44,850,000 44,850,000 44,850,000 44,850,000

雑 所 得 の 金 額 ④ 34,100 34,100 34,100 34,100

内
訳 

一 時 所 得 の 金 額 ⑤ 470,935 470,935 470,935 470,935

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑥ 3,454,750 3,454,750 3,454,750 3,454,750

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 19,945,000 41,900,000 19,945,000 19,945,000

課税総所得金額に対する税額 ⑧ 4,889,650 13,013,000 4,889,650 4,889,650

定 率 減 税 額 ⑨ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑩ 12,717,560 12,717,560 12,717,560 12,717,560

納 付 す べ き 税 額 ⑪ △8,077,910 45,400 △8,077,910 △8,077,910

過 少 申 告 加 算 税 ⑫ － 986,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「一時所得の金額」欄は、所得税法２２条２項２号の規定による２分の１後の金額である。 

（注３） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－２７ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立てⅠ 修正申告 更正処分等 更正処分等 異議申立てⅡ
異議申立てⅠ

に対する決定

異議申立てⅡ

に対する決定
審査請求 審査裁決 

年月日 平成16年3月8日 平成17年2月28日 平成17年4月21日 平成17年5月24日 平成17年6月14日 平成17年6月15日 平成17年7月15日 平成17年7月21日 平成17年7月21日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 26,670,695 48,089,150 26,670,695 48,089,150 26,670,695 48,089,150 26,670,695 26,670,695 

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △21,418,455 0 △21,418,455 0 △21,418,455 0 △21,418,455 △21,418,455 

給 与 所 得 の 金 額 ③ 48,032,500 48,032,500 48,032,500 48,032,500 48,032,500 48,032,500 48,032,500 48,032,500 

雑 所 得 の 金 額 ④ 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 

内
訳 

一 時 所 得 の 金 額 ⑤ 18,650 18,650 18,650 18,650 18,650 18,650 18,650 18,650 

株式等に係る譲渡所得等の金額 ⑥ － － － 56,228,000 0 0 0 0 

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑦ 1,875,290 1,875,290 1,875,290 1,875,290 1,875,290 1,875,290 1,875,290 1,875,290 

課 税 総 所 得 金 額 ⑧ 24,795,000 46,213,000 24,795,000 46,213,000 24,795,000 46,213,000 24,795,000 24,795,000 

株 式 等 に 係 る 課 税

譲 渡 所 得 等 の 金 額
⑨ － － － 56,228,000 0 0 0 0 

課税総所得金額に対する税額 ⑩ 6,684,150 14,608,810 6,684,150 14,608,810 6,684,150 14,608,810 6,684,150 6,684,150 

課税される株式等に係る譲渡

所得等の金額に対する税額
⑪ － － － 3,935,960 0 0 0 0 

定 率 減 税 額 ⑫ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

源 泉 徴 収 税 額 ⑬ 14,560,260 14,560,260 14,560,260 14,560,260 14,560,260 14,560,260 14,560,260 14,560,260 

納 付 す べ き 税 額 ⑭ △8,126,110 △201,450 △8,126,110 3,734,500 △8,126,110 △201,450 △8,126,110

棄却 

△8,126,110 

棄却 

過 少 申 告 加 算 税 ⑮ － 866,500 0 － 0 － －

却下 

－ － － 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「一時所得の金額」欄は、所得税法２２条２項２号の規定による２分の１後の金額である。 

（注３） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１３年分） 別表８－２８ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成14年3月14日 平成17年3月7日 平成17年4月28日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 18,473,839 39,854,488 18,473,839 18,473,839

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △21,377,549 0 △21,377,549 △21,377,549

配 当 所 得 の 金 額 ③ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

給 与 所 得 の 金 額 ④ 38,342,500 38,342,500 38,342,500 38,342,500

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑤ 308,888 311,988 308,888 308,888

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑥ 2,396,626 2,396,626 2,396,626 2,396,626

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 16,077,000 37,457,000 16,077,000 16,077,000

課税総所得金額に対する税額 ⑧ 3,593,100 11,369,090 3,593,100 3,593,100

配 当 控 除 額 ⑨ 60,000 60,000 60,000 60,000

定 率 減 税 額 ⑩ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑪ 11,022,732 11,022,732 11,022,732 11,022,732

納 付 す べ き 税 額 ⑫ △7,739,632 36,300 △7,739,632 △7,739,632

過 少 申 告 加 算 税 ⑬ － 1,001,500 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－２９ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成15年3月14日 平成17年3月7日 平成17年4月28日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 17,607,118 40,290,954 17,607,118 17,607,118

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △22,647,436 0 △22,647,436 △22,647,436

配 当 所 得 の 金 額 ③ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

給 与 所 得 の 金 額 ④ 38,295,000 38,295,000 38,295,000 38,295,000

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑤ 759,554 795,954 759,554 759,554

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑥ 3,675,689 3,675,689 3,675,689 3,675,689

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 13,931,000 36,615,000 13,931,000 13,931,000

課税総所得金額に対する税額 ⑧ 2,949,300 11,057,550 2,949,300 2,949,300

配 当 控 除 額 ⑨ 60,000 60,000 60,000 60,000

定 率 減 税 額 ⑩ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑪ 11,078,987 11,078,987 11,078,987 11,078,987

納 付 す べ き 税 額 ⑫ △8,439,687 △331,437 △8,439,687 △8,439,687

過 少 申 告 加 算 税 ⑬ － 1,083,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－３０ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成16年3月15日 平成17年3月7日 平成17年4月28日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 18,109,610 40,464,760 18,109,610 18,109,610

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △22,318,250 0 △22,318,250 △22,318,250

配 当 所 得 の 金 額 ③ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

給 与 所 得 の 金 額 ④ 38,295,000 38,295,000 38,295,000 38,295,000

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑤ 932,860 969,760 932,860 932,860

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑥ 1,770,712 1,770,712 1,770,712 1,770,712

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 16,338,000 38,694,000 16,338,000 16,338,000

課税総所得金額に対する税額 ⑧ 3,671,400 11,826,780 3,671,400 3,671,400

配 当 控 除 額 ⑨ 60,000 60,000 60,000 60,000

定 率 減 税 額 ⑩ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑪ 11,129,095 11,129,095 11,129,095 11,129,095

納 付 す べ き 税 額 ⑫ △7,767,695 387,600 △7,767,695 △7,767,695

過 少 申 告 加 算 税 ⑬ － 1,054,500 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１６年分） 別表８－３１ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 本件通知処分 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成17年3月15日 平成18年1月5日 平成18年2月28日 平成18年4月26日 平成18年7月26日 平成18年8月8日 平成19年3月29日 

総 所 得 金 額 ① 40,149,822 20,387,049 20,387,049 20,387,049

不 動 産 所 得 の 金 額 ② 0 △19,762,773 △19,762,773 △19,762,773

配 当 所 得 の 金 額 ③ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

給 与 所 得 の 金 額 ④ 38,485,000 38,485,000 38,485,000 38,485,000

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑤ 464,822 464,822 464,822 464,822

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑥ 2,261,498 2,261,498 2,261,498 2,261,498

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 37,888,000 18,125,000 18,125,000 18,125,000

課税総所得金額に対する税額 ⑧ 11,528,560 4,216,250 4,216,250 4,216,250

配 当 控 除 の 金 額 ⑨ 60,000 60,000 60,000 60,000

定 率 減 税 額 ⑩ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑪ 11,081,834 11,081,834 11,081,834 11,081,834

納 付 す べ き 税 額 ⑫ 136,700 △7,175,584

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

△7,175,584

棄
却 

△7,175,584

棄
却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１７年分） 別表８－３２ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 本件通知処分 異議申立て 異議決定 審査請求 審査請求の取下げ 

年月日 平成18年3月14日 平成19年3月14日 平成19年5月29日 平成19年7月27日 平成19年10月26日 平成19年11月16日 平成20年4月24日 

総 所 得 金 額 ① 39,464,833 37,654,927 37,654,927 37,654,927

不 動 産 所 得 の 金 額 ② 0 △1,809,906 △1,809,906 △1,809,906

配 当 所 得 の 金 額 ③ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

給 与 所 得 の 金 額 ④ 38,200,000 38,200,000 38,200,000 38,200,000

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑤ 64,833 64,833 64,833 64,833

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑥ 2,460,029 2,460,029 2,460,029 2,460,029

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 37,004,000 35,194,000 35,194,000 35,194,000

課税総所得金額に対する税額 ⑧ 11,201,480 10,531,780 10,531,780 10,531,780

配 当 控 除 の 金 額 ⑨ 60,000 60,000 60,000 60,000

定 率 減 税 額 ⑩ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑪ 11,023,721 11,023,721 11,023,721 11,023,721

納 付 す べ き 税 額 ⑫ △132,241 △801,941

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

△801,941

棄
却 

△801,941

審
査
請
求
の
取
下
げ 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 

（注３） 原告は、審査請求後、３月を経過しても裁決がなかったため本訴を提起し（通則法１１５条１項１号）、その後、審査請求を取り下げた。 
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本件各処分の経緯（平成１３年分） 別表８－３３ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成14年3月14日 平成17年3月8日 平成17年4月19日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 16,857,363 36,493,300 16,857,363 16,857,363

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △19,632,637 0 △19,632,637 △19,632,637

給 与 所 得 の 金 額 ③ 36,490,000 36,490,000 36,490,000 36,490,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ － 3,300 0 0

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 3,142,907 3,142,907 3,142,907 3,142,907

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 13,714,000 33,350,000 13,714,000 13,714,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 2,884,200 9,849,500 2,884,200 2,884,200

住 宅 借 入 金 （ 取 得 ） 等

特 別 控 除 額
⑧ 417,900 0 417,900 417,900

定 率 減 税 額 ⑨ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑩ 10,062,720 10,062,720 10,062,720 10,062,720

納 付 す べ き 税 額 ⑪ △7,846,420 △463,220 △7,846,420 △7,846,420

過 少 申 告 加 算 税 ⑫ － 996,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－３４ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成15年3月13日 平成17年3月8日 平成17年4月19日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 11,847,512 36,517,300 11,847,512 11,847,512

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △24,642,488 0 △24,642,488 △24,642,488

給 与 所 得 の 金 額 ③ 36,490,000 36,490,000 36,490,000 36,490,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ － 27,300 0 0

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 3,148,052 3,148,052 3,148,052 3,148,052

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 8,699,000 33,369,000 8,699,000 8,699,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 1,409,800 9,856,530 1,409,800 1,409,800

住 宅 借 入 金 （ 取 得 ） 等

特 別 控 除 額
⑧ 228,200 0 228,200 228,200

定 率 減 税 額 ⑨ 236,320 250,000 236,320 236,320

源 泉 徴 収 税 額 ⑩ 10,060,920 10,060,920 10,060,920 10,060,920

納 付 す べ き 税 額 ⑪ △9,115,640 △454,390 △9,115,640 △9,115,640

過 少 申 告 加 算 税 ⑫ － 1,251,500 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－３５ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成16年3月10日 平成17年3月8日 平成17年4月19日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 12,240,243 36,513,500 12,240,243 12,240,243

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △24,249,757 0 △24,249,757 △24,249,757

給 与 所 得 の 金 額 ③ 36,490,000 36,490,000 36,490,000 36,490,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ － 23,500 0 0

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 3,034,270 3,034,270 3,034,270 3,034,270

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 9,205,000 33,479,000 9,205,000 9,205,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 1,531,500 9,897,230 1,531,500 1,531,500

住 宅 借 入 金 （ 取 得 ） 等

特 別 控 除 額
⑧ 217,200 0 217,200 217,200

定 率 減 税 額 ⑨ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑩ 10,100,741 10,100,741 10,100,741 10,100,741

納 付 す べ き 税 額 ⑪ △9,036,441 △453,511 △9,036,441 △9,036,441

過 少 申 告 加 算 税 ⑫ － 1,233,500 0

棄却 

0

棄却 

（注１）「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２）「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１７年分） 別表８－３６ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 本件通知処分 審査請求 審査請求の取下げ 

年月日 平成18年3月15日 平成19年3月15日 平成19年7月9日 平成19年9月7日 平成20年4月24日 

総 所 得 金 額 ① 16,764,721 △13,676,081 △13,676,081

事 業 所 得 の 金 額 ② 8,014,721 8,014,721 8,014,721

不 動 産 所 得 の 金 額 ③ 0 △7,772,596 △7,772,596

不 動 産 所 得 の 金 額 

（ 平 成 1 6 年 分 ） 
④ 0 △22,668,206 △22,668,206

内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 ⑤ 8,750,000 8,750,000 8,750,000

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑥ 2,978,996 2,978,996 2,978,996

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 13,785,000 0 0

課税総所得金額に対する税額 ⑧ 2,905,500 0 0

住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額 ⑨ 145,700 0 0

定 率 減 税 額 ⑩ 250,000 0 0

源 泉 徴 収 税 額 ⑪ 2,351,750 2,351,750 2,351,750

申 告 納 税 額 ⑫ 158,000 △2,351,750 △2,351,750

予 定 納 税 額 ⑬ 1,361,600 1,361,600 1,361,600

納 付 す べ き 税 額 ⑭ △1,203,600 △3,713,350

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

△3,713,350

審
査
請
求
の
取
下
げ 

（注１） 「総所得金額」欄及び「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「申告納税額」欄及び「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 

（注３） 原告は、異議申立てをしないで審査請求をすることを選択した（通則法７５条４項１号）。 

（注４） 原告は、審査請求後、３月を経過しても裁決がなかったため本訴を提起し（通則法１１５条１項１号）、その後、審査請求を取り下げた。 
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本件各処分の経緯（平成１３年分） 別表８－３７ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成14年3月12日 平成17年3月10日 平成17年4月20日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 32,900,183 55,300,000 32,900,183 32,900,183

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △22,399,817 0 △22,399,817 △22,399,817
内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 ③ 55,300,000 55,300,000 55,300,000 55,300,000

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ④ 1,744,220 1,744,220 1,744,220 1,744,220

課 税 総 所 得 金 額 ⑤ 31,155,000 53,555,000 31,155,000 31,155,000

課税総所得金額に対する税額 ⑥ 9,037,350 17,325,350 9,037,350 9,037,350

定 率 減 税 額 ⑦ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑧ 17,523,240 17,523,240 17,523,240 17,523,240

納 付 す べ き 税 額 ⑨ △8,735,890 △447,890 △8,735,890 △8,735,890

過 少 申 告 加 算 税 ⑩ － 828,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－３８ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成15年3月12日 平成17年3月10日 平成17年4月20日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 31,844,832 55,341,100 31,844,832 31,844,832

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △23,496,268 0 △23,496,268 △23,496,268

給 与 所 得 の 金 額 ③ 55,300,000 55,300,000 55,300,000 55,300,000内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ 41,100 41,100 41,100 41,100

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 2,506,659 2,506,659 2,506,659 2,506,659

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 29,338,000 52,834,000 29,338,000 29,338,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 8,365,060 17,058,580 8,365,060 8,365,060

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 17,523,240 17,523,240 17,523,240 17,523,240

納 付 す べ き 税 額 ⑩ △9,408,180 △714,660 △9,408,180 △9,408,180

過 少 申 告 加 算 税 ⑪ － 897,500 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－３９ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成16年3月15日 平成17年3月10日 平成17年4月20日 平成17年7月19日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 25,137,521 48,216,100 25,137,521 25,137,521

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △23,078,579 0 △23,078,579 △23,078,579

給 与 所 得 の 金 額 ③ 48,175,000 48,175,000 48,175,000 48,175,000内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ 41,100 41,100 41,100 41,100

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 2,166,368 2,166,368 2,166,368 2,166,368

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 22,971,000 46,049,000 22,971,000 22,971,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 6,009,270 14,548,130 6,009,270 6,009,270

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 14,784,240 14,784,240 14,784,240 14,784,240

納 付 す べ き 税 額 ⑩ △9,024,970 △486,110 △9,024,970 △9,024,970

過 少 申 告 加 算 税 ⑪ － 991,500 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１７年分） 別表８－４０ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 本件通知処分 異議申立て 異議決定 審査請求 審査請求の取下げ 

年月日 平成18年3月14日 平成19年3月13日 平成19年5月29日 平成19年7月24日 平成19年10月24日 平成19年11月16日 平成20年4月24日 

総 所 得 金 額 ① 11,132,500 7,562,950 7,562,950 7,562,950

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △3,569,550 △3,569,550 △3,569,550 △3,569,550

給 与 所 得 の 金 額 ③ 11,125,000 11,125,000 11,125,000 11,125,000内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ 7,500 7,500 7,500 7,500

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 2,189,100 2,189,100 2,189,100 2,189,100

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 8,943,000 5,373,000 5,373,000 5,373,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 1,458,600 744,600 744,600 744,600

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 148,920 148,920 148,920

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 1,633,140 1,633,140 1,633,140 1,633,140

納 付 す べ き 税 額 ⑩ △424,540 △1,037,460

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

△1,037,460

棄
却 

△1,037,460

審
査
請
求
の
取
下
げ 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 

（注３） 原告は、審査請求後、３月を経過しても裁決がなかったため本訴を提起し（通則法１１５条１項１号）、その後、審査請求を取り下げた 
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本件各処分の経緯（平成１３年分） 別表８－４１ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成14年3月15日 平成17年3月10日 平成17年4月21日 平成17年7月21日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 12,868,053 34,147,402 12,868,053 12,868,053

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △15,071,947 6,205,602 △15,071,947 △15,071,947

給 与 所 得 の 金 額 ③ 27,940,000 27,940,000 27,940,000 27,940,000内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ 0 1,800 0 0

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 1,717,656 1,717,656 1,717,656 1,717,656

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 11,150,000 32,429,000 11,150,000 11,150,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 2,115,000 9,508,730 2,115,000 2,115,000

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 8,290,800 8,290,800 8,290,800 8,290,800

納 付 す べ き 税 額 ⑩ △6,425,800 967,900 △6,425,800 △6,425,800

過 少 申 告 加 算 税 ⑪ － 1,015,000 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 



160 

本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－４２ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成15年3月17日 平成17年3月10日 平成17年4月21日 平成17年7月21日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 12,138,816 34,335,744 12,138,816 12,138,816

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △15,830,684 6,366,244 △15,830,684 △15,830,684

給 与 所 得 の 金 額 ③ 27,940,000 27,940,000 27,940,000 27,940,000内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ 29,500 29,500 29,500 29,500

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 1,787,332 1,787,332 1,787,332 1,787,332

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 10,351,000 32,548,000 10,351,000 10,351,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 1,875,300 9,552,760 1,875,300 1,875,300

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 8,290,800 8,290,800 8,290,800 8,290,800

納 付 す べ き 税 額 ⑩ △6,665,500 1,011,900 △6,665,500 △6,665,500

過 少 申 告 加 算 税 ⑪ － 1,069,500 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－４３ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成16年3月15日 平成17年3月10日 平成17年4月21日 平成17年7月21日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 12,816,465 34,704,374 12,816,465 12,816,465

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △15,146,635 6,741,274 △15,146,635 △15,146,635

給 与 所 得 の 金 額 ③ 27,940,000 27,940,000 27,940,000 27,940,000内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ 23,100 23,100 23,100 23,100

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 1,582,785 1,582,785 1,582,785 1,582,785

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 11,233,000 33,121,000 11,233,000 11,233,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 2,139,900 9,764,770 2,139,900 2,139,900

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 8,290,800 8,290,800 8,290,800 8,290,800

納 付 す べ き 税 額 ⑩ △6,400,900 1,223,900 △6,400,900 △6,400,900

過 少 申 告 加 算 税 ⑪ － 1,048,500 0

棄却 

0

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１６年分） 別表８－４４ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 更正処分 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成17年3月14日 平成17年3月16日 平成17年11月28日 平成18年1月27日 平成18年4月27日 平成18年5月17日 平成19年2月20日 

総 所 得 金 額 ① 34,813,438 14,329,318 34,729,438 14,329,318 14,329,318

不 動 産 所 得 の 金 額 ② 6,850,438 △15,229,682 5,170,438 △15,229,682 △15,229,682

給 与 所 得 の 金 額 ③ 27,940,000 29,536,000 29,536,000 29,536,000 29,536,000内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ④ 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 1,486,739 1,486,739 1,486,739 1,486,739 1,486,739

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 33,326,000 12,842,000 33,242,000 12,842,000 12,842,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 9,840,620 2,622,600 9,809,540 2,622,600 2,622,600

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 9,490,800 9,490,800 9,490,800 9,490,800 9,490,800

納 付 す べ き 税 額 ⑩ 99,800 △7,118,200 68,700 △7,118,200

棄却 

△7,118,200

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－４５ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 再更正処分等 再々更正処分等 審査裁決 

年月日 平成15年3月16日 平成17年3月4日 平成17年4月27日 平成17年7月27日 平成17年8月23日 平成17年11月30日 平成18年1月23日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 102,120,445 141,884,741 102,120,445 104,994,218 125,348,498 125,305,094

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △40,726,558 △3,523,977 △40,726,558 △37,852,785 △17,498,505 △17,541,909

配 当 所 得 の 金 額 ③ 6,829,303 6,829,303 6,829,303 6,829,303 6,829,303 6,829,303

給 与 所 得 の 金 額 ④ 136,017,700 136,017,700 136,017,700 136,017,700 136,017,700 136,017,700

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑤ － 2,561,715 0 0 0 0

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑥ 2,546,980 2,546,980 2,546,980 2,546,980 2,546,980 2,546,980

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 99,573,000 139,337,000 99,573,000 102,447,000 122,801,000 122,758,000

課税総所得金額に対する税額 ⑧ 34,352,010 49,064,690 34,352,010 35,415,390 42,946,370 42,930,460

配 当 控 除 額 ⑨ 341,465 341,466 341,465 341,465 341,466 341,466

外 国 税 額 控 除 額 ⑩ 7,899,024 8,573,325 7,899,024 7,825,233 7,961,936 7,961,719

定 率 減 税 額 ⑪ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑫ 39,889,458 39,889,458 39,889,458 39,889,458 39,889,458 39,889,458

納 付 す べ き 税 額 ⑬ △14,027,937 10,400 △14,027,937 △12,890,766 △5,496,490 △5,512,183

過 少 申 告 加 算 税 ⑭ － 1,403,000 0

棄却 

113,000 853,000 851,000

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－４６ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 再更正処分等 再々更正処分等 審査裁決 

年月日 平成16年3月15日 平成17年3月4日 平成17年4月27日 平成17年7月27日 平成17年8月23日 平成17年11月30日 平成18年1月23日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 92,898,888 125,648,037 92,898,888 125,166,445 95,221,926 121,710,445 121,385,757

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △31,673,029 △1,289,502 △31,673,029 △1,771,094 △29,349,991 △5,227,094 △6,544,978

配 当 所 得 の 金 額 ③ 3,273,588 3,273,588 3,273,588 3,273,588 3,273,588 3,273,588 3,273,588

給 与 所 得 の 金 額 ④ 123,663,951 123,663,951 123,663,951 123,663,951 123,663,951 123,663,951 123,663,951

雑 所 得 の 金 額 ⑤ － 0 0 0 0 0 0

内
訳 

総合長期譲渡所得の金額 ⑥ 
0

(41,788,000)

0

(41,788,000)

0

(41,788,000)

0

(41,788,000)

0

(41,788,000)

0

(41,788,000)

993,196

(46,640,015)

分離長期譲渡所得の金額 ⑦ 
△2,365,622

(△44,153,622)

0

(△44,153,622)

△2,365,622

(△44,153,622)

0

(△44,153,622)

△2,365,622

(△44,153,622)

0

(△44,153,622)

0

(△44,153,622)

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑧ 3,047,114 3,047,114 3,047,114 3,047,114 3,047,114 3,047,114 3,047,114

課 税 総 所 得 金 額 ⑨ 89,851,000 122,600,000 89,851,000 122,119,000 92,174,000 118,663,000 118,338,000

課税総所得金額に対する税額 ⑩ 30,794,870 42,872,000 30,794,870 42,694,030 31,614,380 41,415,310 41,295,060

配 当 控 除 額 ⑪ 163,679 163,680 163,679 163,680 163,679 163,680 163,680

外 国 税 額 控 除 額 ⑫ 7,559,657 7,559,657 7,559,657 7,559,657 7,559,657 7,559,657 7,559,657

定 率 減 税 額 ⑬ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑭ 33,927,640 33,927,640 33,927,640 33,927,640 33,927,640 33,927,640 33,927,640

納 付 す べ き 税 額 ⑮ △11,106,106 971,000 △11,106,106 793,000 △10,286,596 △485,667 △605,917

過 少 申 告 加 算 税 ⑯ － 1,207,000 0 1,189,000 81,000 1,062,000 1,050,000

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄及び「分離長期譲渡所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 

（注３） 「総合長期譲渡所得の金額」欄及び「分離長期譲渡所得の金額」欄の下段の括弧書きの金額は、措置法３１条１項及び所得税法３３条３項の規定を適用する

前の金額である。 

（注４） 「総合長期譲渡所得の金額」欄及び「分離長期譲渡所得の金額」欄の上段の金額は、措置法３１条１項及び所得税法３３条３項の規定を適用した後の金額に

所得税法２２条２項２号の規定を適用した後の金額である。 
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本件通知処分等の経緯（平成１６年分） 別表８－４７ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 本件通知処分 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成17年3月14日 平成18年3月10日 平成18年6月30日 平成18年7月11日 平成18年10月2日 平成18年10月27日 平成19年5月11日 

総 所 得 金 額 ① 109,112,991 84,976,689 84,976,689 108,872,617 84,976,689

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △1,214,809 △25,351,111 △25,351,111 △1,455,183 △25,351,111
内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 ③ 110,327,800 110,327,800 110,327,800 110,327,800 110,327,800

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ④ 2,943,880 2,943,880 2,943,880 2,943,880 2,943,880

課 税 総 所 得 金 額 ⑤ 106,169,000 82,032,000 82,032,000 105,928,000 82,032,000

課税総所得金額に対する税額 ⑥ 36,792,530 27,861,840 27,861,840 36,703,360 27,861,840

外 国 税 額 控 除 額 ⑦ 5,993,139 5,993,139 5,993,139 5,993,139 5,993,139

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 29,607,930 29,607,930 29,607,930 29,607,930 29,607,930

納 付 す べ き 税 額 ⑩ 941,400 △7,989,229

更
正
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

△7,989,229 852,200 △7,989,229

棄却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１７年分） 別表８－４８ 

（単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 更正の請求 本件通知処分 異議申立て 異議決定 審査請求 審査請求の取下げ 

年月日 平成18年3月14日 平成18年5月15日 平成19年3月13日 平成19年5月29日 平成19年7月24日 平成19年10月24日 平成19年11月16日 平成20年4月24日 

総 所 得 金 額 ① 180,353,219 187,898,485 164,944,880 164,944,880 164,944,880

不動産所得の金額 ② △166,166 △166,166 △23,119,771 △23,119,771 △23,119,771

配 当 所 得 の 金 額 ③ 63,888,321 63,888,321 63,888,321 63,888,321 63,888,321内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 ④ 124,176,330 124,176,330 124,176,330 124,176,330 124,176,330

分 離 課 税 の 長 期 譲 渡

所 得 の 金 額
⑤ △7,545,266 0 0 0 0

所得控除の額の合計額 ⑥ 2,387,914 2,387,914 2,387,914 2,387,914 2,387,914

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 177,965,000 185,510,000 162,556,000 162,556,000 162,556,000

課 税 総 所 得 金 額 に

対 す る 税 額
⑧ 63,357,050 66,148,700 57,655,720 57,655,720 57,655,720

外 国 税 額 控 除 ⑨ 35,739,531 35,739,531 35,739,531 35,739,531 35,739,531

定 率 減 税 額 ⑩ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑪ 29,602,380 29,602,380 29,602,380 29,602,380 29,602,380

予 定 納 税 額 ⑫ 627,600 627,600 627,600 627,600 627,600

納 付 す べ き 税 額 ⑬ △2,862,461 △70,900 △8,563,791

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

△8,563,791

棄
却 

△8,563,791

審
査
請
求
の
取
下
げ 

（注１） 「総所得金額」欄の金額は、所得税法６９条１項及び措置法３２条１項の規定による損益通算後の金額である。 

（注２） 「不動産所得の金額」欄及び「分離課税の長期譲渡所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注３） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 

（注４） 原告は、審査請求後、３月を経過しても裁決がなかったため本訴を提起し（通則法１１５条１項１号）、その後、審査請求を取り下げた。 
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本件各処分の経緯（平成１３年分） 別表８－４９ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分 更正の請求 更正処分 修正申告 賦課決定処分 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成14年3月14日 平成14年6月26日 平成15年3月14日 平成15年5月30日 平成17年3月8日 平成17年3月14日 平成17年3月14日 平成17年5月11日 平成17年7月27日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 28,460,905 28,460,905 28,460,905 28,460,905 31,268,905 70,560,052 31,268,905 31,268,905 

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △39,291,147 △39,291,147 △39,291,147 △39,291,147 △39,291,147 0 △39,291,147 △39,291,147 

配 当 所 得 の 金 額 ③ 19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000 22,608,000 22,608,000 22,608,000 22,608,000 

給 与 所 得 の 金 額 ④ 21,100,000 21,100,000 21,100,000 21,100,000 21,100,000 21,100,000 21,100,000 21,100,000 

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑤ 26,852,052 26,852,052 26,852,052 26,852,052 26,852,052 26,852,052 26,852,052 26,852,052 

株式等に係る譲渡所得等の金額 ⑥ 0 0 0 0 0 0 0 0 

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑦ 1,488,176 1,488,176 2,978,176 2,978,176 2,978,176 2,978,176 2,978,176 2,978,176 

課 税 総 所 得 金 額 ⑧ 26,972,000 26,972,000 25,482,000 25,482,000 28,290,000 67,581,000 28,290,000 28,290,000 

課税総所得金額に対する税額 ⑨ 7,489,640 7,489,640 6,938,340 6,938,340 7,977,300 22,514,970 7,977,300 7,977,300 

配 当 控 除 額 ⑩ 990,000 1,131,400 1,205,900 1,205,900 1,346,300 1,130,400 1,346,300 1,346,300 

定 率 減 税 額 ⑪ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

源 泉 徴 収 税 額 ⑫ 8,496,900 8,496,900 8,496,900 8,496,900 9,058,500 9,058,500 9,058,500 9,058,500 

納 付 す べ き 税 額 ⑬ △2,247,260 △2,388,660 △3,014,460 △3,014,460 △2,677,500

 

12,076,000 △2,677,500

棄
却 

△2,677,500 

過 少 申 告 加 算 税 ⑭ － － － － － 33,000 1,888,500 0 1,836,500 0 

棄
却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１４年分） 別表８－５０ 

（単位：円） 

項目 確定申告 修正申告 賦課決定処分 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成15年3月14日 平成17年3月8日 平成17年3月14日 平成17年3月14日 平成17年5月11日 平成17年7月27日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 56,757,385 57,888,635 106,995,035 57,888,635 57,888,635

不動産所得の金額 ② △49,106,400 △49,106,400 0 △49,106,400 △49,106,400

配 当 所 得 の 金 額 ③ 10,482,500 11,613,750 11,613,750 11,613,750 11,613,750

給 与 所 得 の 金 額 ④ 59,195,639 59,195,639 59,195,639 59,195,639 59,195,639

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 ⑤ 45,099,623 45,099,623 45,099,623 45,099,623 45,099,623

分離短期譲渡所得の金額 ⑥ △8,913,977 △8,913,977 △8,913,977 △8,913,977 △8,913,977

所得控除の額の合計額 ⑦ 4,981,557 4,981,557 4,981,557 4,981,557 4,981,557

課 税 総 所 得 金 額 ⑧ 51,775,000 52,907,000 102,013,000 52,907,000 52,907,000

課税総所得金額に対する税額 ⑨ 16,666,750 17,085,590 35,254,810 17,085,590 17,085,590

配 当 控 除 額 ⑩ 524,125 580,687 580,687 580,687 580,687

定 率 減 税 額 ⑪ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑫ 20,139,670 20,365,920 20,365,920 20,365,920 20,365,920

納 付 す べ き 税 額 ⑬ △4,247,045 △4,111,017

 

14,058,200 △4,111,017 △4,111,017

過 少 申 告 加 算 税 ⑭ － － 13,000 1,925,000 0

棄
却 

0

棄
却 

（注１） 「総所得金額」欄の金額は、所得税法６９条１項及び措置法３２条１項の規定による損益通算後の金額である。 

（注２） 「不動産所得の金額」欄ないし「分離短期譲渡所得の金額」欄の金額は、所得税法６９条１項及び措置法３２条４項及び同法３１条５項の規定による損益通算前の金額である。 

（注３） 「不動産所得の金額」欄及び「分離短期譲渡所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注４） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１５年分） 別表８－５１ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 審査裁決 

年月日 平成16年3月15日 平成17年3月14日 平成17年5月11日 平成17年7月27日 平成17年8月18日 平成18年8月14日 

総 所 得 金 額 ① 23,594,911 67,887,500 23,594,911 23,594,911

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △44,292,589 0 △44,292,589 △44,292,589

配 当 所 得 の 金 額 ③ 9,357,500 9,357,500 9,357,500 9,357,500内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 ④ 58,530,000 58,530,000 58,530,000 58,530,000

株式等に係る譲渡所得等の金額 ⑤ 0 0 0 0

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑥ 2,852,634 2,852,634 2,852,634 2,852,634

課 税 総 所 得 金 額 ⑦ 20,742,000 65,034,000 20,742,000 20,742,000

課税総所得金額に対する税額 ⑧ 5,184,540 21,572,580 5,184,540 5,184,540

配 当 控 除 額 ⑨ 467,875 467,875 467,875 467,875

定 率 減 税 額 ⑩ 250,000 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑪ 19,382,070 19,382,070 19,382,070 19,382,070

納 付 す べ き 税 額 ⑫ △14,915,405 1,472,600 △14,915,405 △14,915,405

過 少 申 告 加 算 税 ⑬ － 2,234,000 0

棄
却 

0

棄
却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 
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本件各処分の経緯（平成１６年分） 別表８－５２ 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 本件通知処分 審査請求 審査裁決 

年月日 平成17年3月15日 平成18年3月15日 平成19年1月31日 平成19年3月28日 平成19年6月22日 

総 所 得 金 額 ① 58,720,000 13,352,816 13,352,816

不 動 産 所 得 の 金 額 ② △45,367,184 △45,367,184 △45,367,184
内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 ③ 58,720,000 58,720,000 58,720,000

株式等に係る譲渡所得等の金額 ④ 0 0 0

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額 ⑤ 1,274,666 1,274,666 1,274,666

課 税 総 所 得 金 額 ⑥ 57,445,000 12,078,000 12,078,000

課税総所得金額に対する税額 ⑦ 18,764,650 2,393,400 2,393,400

定 率 減 税 額 ⑧ 250,000 250,000 250,000

源 泉 徴 収 税 額 ⑨ 17,676,300 17,676,300 17,676,300

納 付 す べ き 税 額 ⑩ 838,300 △15,532,900

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知 

△15,532,900

棄
却 

（注１） 「不動産所得の金額」欄の△は、損失の金額を表す。 

（注２） 「納付すべき税額」欄の△は、還付金の額に相当する税額を表す。 

（注３） 原告は、異議申立てをしないで審査請求をすることを選択した（国税通則法７５条４項１号）。 
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（別紙９） 

本件各処分の根拠及び計算 

 

【目次】 

１ 第１事件・平成１４年分 ·······················································２６７ 

２ 第１事件・平成１５年分 ·······················································２６８ 

３ 第１７事件・平成１６年分通知処分の根拠 ·······································２７０ 

第２ 原告Ｏ関係 -------------------------------------------------------------------２７１ 

１ 第２事件・平成１３年分 ·······················································２７１ 

２ 第２事件・平成１４年分 ·······················································２７２ 

３ 第２事件・平成１５年分 ·······················································２７４ 

４ 第２１事件・平成１６年分通知処分の根拠 ·······································２７６ 

５ 第２２事件・平成１７年分 ·····················································２７８ 

第３ 原告Ｇ関係 -------------------------------------------------------------------２７９ 

１ 第３事件・平成１３年分 ·······················································２７９ 

２ 第３事件・平成１４年分 ·······················································２８１ 

３ 第３事件・平成１５年分 ·······················································２８３ 

４ 第１８事件・平成１６年分通知処分の根拠 ·······································２８５ 

５ 第１８事件・平成１７年分 ·····················································２８８ 

第４ 原告ｇ関係 -------------------------------------------------------------------２９１ 

１ 第４事件・平成１３年分 ·······················································２９１ 

２ 第４事件・平成１４年分 ·······················································２９４ 

３ 第４事件・平成１５年分 ·······················································２９５ 

第５ 原告甲関係 -------------------------------------------------------------------２９８ 

１ 第５事件・平成１３年分 ·······················································２９８ 

２ 第５事件・平成１４年分 ·······················································２９９ 

３ 第５事件・平成１５年分 ·······················································３０１ 

４ 第１５事件・平成１６年分通知処分の根拠 ·······································３０３ 

５ 第２３事件・平成１７年分通知処分の根拠 ·······································３０４ 

第６ 原告Ｙ関係 -------------------------------------------------------------------３０５ 

１ 第６事件・平成１３年分 ·······················································３０５ 

２ 第６事件・平成１４年分 ·······················································３０７ 

３ 第６事件・平成１５年分 ·······················································３１０ 

第７ 原告乙関係 -------------------------------------------------------------------３１２ 

１ 第７事件・平成１３年分 ·······················································３１２ 

２ 第７事件・平成１４年分 ·······················································３１４ 

３ 第７事件・平成１５年分更正処分の根拠 ·········································３１５ 

第８ 原告丙関係 -------------------------------------------------------------------３１７ 

１ 第８事件・平成１３年分 ·······················································３１７ 

２ 第８事件・平成１４年分 ·······················································３１９ 



172 

３ 第８事件・平成１５年分 ·······················································３２１ 

４ 第１６事件・平成１６年分通知処分の根拠 ·······································３２３ 

５ 第２４事件・平成１７年分通知処分の根拠 ·······································３２４ 

第９ 原告丁関係 -------------------------------------------------------------------３２６ 

１ 第９事件・平成１３年分 ·······················································３２６ 

２ 第９事件・平成１４年分 ·······················································３２８ 

３ 第９事件・平成１５年分 ·······················································３３０ 

４ 第２５事件・平成１７年分通知処分の根拠 ·······································３３２ 

第１０ 原告ｈ関係 -----------------------------------------------------------------３３３ 

１ 第１０事件・平成１３年分 ·····················································３３３ 

２ 第１０事件・平成１４年分 ·····················································３３５ 

３ 第１０事件・平成１５年分 ·····················································３３６ 

４ 第２６事件・平成１７年分通知処分の根拠 ·······································３３８ 

第１１ 原告戊関係 -----------------------------------------------------------------３３９ 

１ 第１１事件・平成１３年分 ·····················································３３９ 

２ 第１１事件・平成１４年分 ·····················································３４０ 

３ 第１１事件・平成１５年分 ·····················································３４２ 

４ 第１４事件・平成１６年分更正処分の根拠 ·······································３４３ 

第１２ 原告Ａ関係 -----------------------------------------------------------------３４６ 

１ 第１２事件・平成１４年分 ·····················································３４６ 

２ 第１２事件・平成１５年分 ·····················································３４９ 

３ 第２０事件・平成１６年分通知処分の根拠 ·······································３５３ 

４ 第２７事件・平成１７年分通知処分の根拠 ·······································３５６ 

第１３ 原告Ｂ関係 -----------------------------------------------------------------３５９ 

１ 第１３事件・平成１３年分 ·····················································３５９ 

２ 第１３事件・平成１４年分 ·····················································３６１ 

３ 第１３事件・平成１５年分 ·····················································３６３ 

４ 第１９事件・平成１６年分通知処分の根拠 ·······································３６７ 
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第１ 原告Ｔ関係 

１ 第１事件・平成１４年分 

(1) 第１事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ６４９４万４５５６円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－１の②欄の順号２０） １０９万１７５６円 

 上記金額は、別表９－１の②欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ６３８５万円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１４年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ２８００円 

 上記金額は、原告Ｔが平成１４年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３６７万５２４４円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１４年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ６１２６万９０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額６４９４万４５５６円から前記イの所得控除の額の合計額

３６７万５２４４円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △７万６３００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ２０１７万９５３０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額６１２６万９０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 ２０００万５８３６円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１４年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第１事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ７３万５０００円 

 上記金額は、第１事件・平成１４年分更正処分により原告Ｔが新たに納付すべきこととなった

税額７３５万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出し

た金額である。 

２ 第１事件・平成１５年分 

(1) 第１事件・平成１５年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ６１６２万３５２７円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－２の②欄の順号２０） 

 ３１万１８３７円 

 上記金額は、別表９－２の②欄において算出した金額である。 
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(イ) 給与所得の金額 ６１００万円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ３１万１６９０円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である。 

ａ 還付加算金の額 １万５０００円 

 上記金額は、原告Ｔが平成１５年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

ｂ ａ以外の雑所得の金額 ２９万６６９０円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１５年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同

額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３５０万０２３４円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ５８１２万３０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額６１６２万３５２７円から前記イの所得控除の額の合計額

３５０万０２３４円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △２８万２３６６円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １９０１万５５１０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額５８１２万３０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １９０４万７８７６円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第１事件・平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ８７万３０００円 

 上記金額は、第１事件・平成１５年分更正処分により原告Ｔが新たに納付すべきこととなった

税額８７３万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出し

た金額である。 

３ 第１７事件・平成１６年分通知処分の根拠 

(1) 総所得金額 ６０９３万４１４５円 

 上記金額は、次のア～ウの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表９－３の②欄の順号２１） １４０万４１８５円 

 上記金額は、別表９－３の②欄において算出した金額である。 

イ 給与所得の金額 ５５３０万円 

 上記金額は、原告Ｔが第１７事件・平成１６年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

ウ 雑所得の金額 ４２２万９９６０円 
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 上記金額は、原告Ｔが第１７事件・平成１６年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

(2) 所得控除の額の合計額 ３７２万９０９１円 

 上記金額は、原告Ｔが第１７事件・平成１６年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

(3) 課税総所得金額 ５７２０万５０００円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額６０９３万４１４５円から前記(2)の所得控除の額の合計額

３７２万９０９１円を控除した後の金額である。 

(4) 納付すべき税額 １３３万０６００円 

 上記金額は、次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 １８６７万５８５０円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額５７２０万５０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

イ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

ウ 源泉徴収税額 １７０９万５１９１円 

 上記金額は、原告Ｔが第１７事件・平成１６年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

第２ 原告Ｏ関係 

１ 第２事件・平成１３年分 

(1) 第２事件・平成１３年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４８０６万３１６０円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－４の②欄の順号１８） ０円 

 上記金額は、別表９－４の②欄において算出した金額である。 

(イ) 利子所得の金額 ０円 

(ウ) 給与所得の金額 ４８０６万３１６０円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１３年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３２８万２６３２円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ４４７８万円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４８０６万３１６０円から前記イの所得控除の額の合計額

３２８万２６３２円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △１１６５万７７００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １４０７万８６００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額４４７８万円に所得税法８９条１項の税率を乗じて

算出した金額である。 
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(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １３０３万２２９６円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１３年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(エ) 予定納税額 １２４５万４０００円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１３年分確定申告書に記載した予定納税額（第１期

及び第２期の合計額）と同額である。 

(2) 第２事件・平成１３年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ７４万７０００円 

 上記金額は、第２事件・平成１３年分更正処分により原告Ｏが新たに納付すべきこととなった

税額７４７万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出し

た金額である。 

２ 第２事件・平成１４年分 

(1) 第２事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ８３２万０６２６円 

 上記金額は、次の(ア)～(カ)の各金額（なお、所得税法６９条１項及び措置法３１条５項の

規定による損益通算前の金額であり、以下「ウ 退職所得の金額」まで同じ。）の合計額であ

る。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－５の②欄の順号１６） ２５万１９８９円 

 上記金額は、別表９－５の②欄において算出した金額である。 

(イ) 利子所得の金額 ０円 

(ウ) 配当所得の金額 １６万円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件、平成１４年分修正申告書に記載した配当所得の金額と同

額である。 

(エ) 給与所得の金額 ７６１万４０３７円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１４年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(オ) 雑所得の金額 ２９万４６００円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１４年分修正申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

(カ) 一時所得の金額 ０円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１４年分修正申告書に記載した一時所得の金額と同

額である。 

イ 分離長期譲渡所得の金額 △３４９８万７６８１円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１４年分修正申告書に添付した損益の通算の計算書に

記載した分離長期譲渡所得の金額と同額である。 

ウ 退職所得の金額 ２億８２０２万４３１６円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１４年分修正申告書に記載した退職所得の金額と同額

である。 
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エ 所得控除の額の合計額 ２８０万７３８５円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１４年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

オ 課税退職所得金額 ２億５２５４万９０００円 

 上記金額は、別表８－５－２の⑫欄に記載した、所得税法６９条１項及び措置法３１条５項

の規定による損益通算後の退職所得の金額２億５５３５万７２６１円から、前記エの所得控除

の額の合計額２８０万７３８５円を控除した後の金額である。 

カ 納付すべき税額 △１１７５万５７７０円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税退職所得金額に対する税額 ９０９５万３１３０円 

 上記金額は、前記オの課税退職所得金額２億５２５４万９０００円に所得税法８９条１項

の税率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 １万６０００円 

 上記金額は、前記ア(ウ)の配当所得の金額１６万円に所得税法９２条１項の規定により１

００分の１０の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １億０２４４万２９００円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１４年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第２事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ８５万１０００円 

 上記金額は、第２事件・平成１４年分更正処分により原告Ｏが新たに納付すべきこととなった

税額８５１万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出し

た金額である。 

３ 第２事件・平成１５年分 

(1) 第２事件・平成１５年分更正処分 

ア 総所得金額 ３０１２万１６５５円 

 上記金額は、次の(ア)～(オ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－６の②欄の順号１７） ０円 

 別表９－６の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不動

産所得は零円となる。 

(イ) 利子所得の金額 ０円 

(ウ) 配当所得の金額 １２４万円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１５年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同

額である。 

(エ) 給与所得の金額 ２８７９万２４５５円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(オ) 雑所得の金額 ８万９２００円 
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 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１５年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２８５万８９１２円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１５年分確定申告書に記載した医療費控除の額１５万

０６１３円、社会保険料控除の額１１２万３２９９円、生命保険料控除の額５万円、損害保険

料控除の額１万５０００円、配偶者控除の額３８万円、扶養控除の額７６万円及び基礎控除の

額３８万円の合計額と同額である。 

 なお、原告Ｏの平成１５年分の合計所得金額（原告Ｏの場合は前記アの総所得金額３０１２

万１６５５円）が１０００万円を超えることから、配偶者特別控除の適用はない（所得税法８

３条の２第２項）。 

ウ 課税総所得金額 ２７２６万２０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額３０１２万１６５５円から前記イの所得控除の額の合計額

２８５万８９１２円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ５９万５９００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ７５９万６９４０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額２７２６万２０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 ６万２０００円 

 上記金額は、前記ア(ウ)の配当所得の金額１２４万円に所得税法９２条１項の規定により

１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 ６６８万９０３７円 

 上記金額は、原告Ｏが第２事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第２事件・平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １０１万円 

 上記金額は、第２事件・平成１５年分更正処分により原告Ｏが新たに納付すべきこととなった

税額６９０万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額６９万円と、同条２項の規定に基づき５０万円を超える部分に相当する税額６４０万

円に１００分の５の割合を乗じて算出した金額３２万円との合計額である。 

４ 第２１事件・平成１６年分通知処分の根拠 

(1) 総所得金額 ３７２７万６３５２円 

 上記金額は、次のア～エの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表９－７の②欄の順号１７） ０円 

 別表９－７の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不動産

所得は零円となる。 

イ 利子所得の金額 ０円 

 原告Ｏが、第２１事件・平成１６年分更正請求において利子所得として算出した金額は、原
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告Ｏが訴状において、米国所在の不動産を取得してその貸付けを行っていたと主張する不動産

賃貸事業に係る（計算上の）利益として位置づけられるものであって、当該不動産賃貸事業に

係る所得の中で計算されるべきものであり、独立して所得税法２３条に規定する利子所得に該

当するものではないから、利子所得の金額は零円となる。 

ウ 給与所得の金額 ３７２６万００５２円 

 上記金額は、原告Ｏが第２１事件・平成１６年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

エ 雑所得の金額 １万６３００円 

 上記金額は、原告Ｏが第２１事件・平成１６年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

(2) 所得控除の額の合計額 ３１０万７８９７円 

 上記金額は、原告Ｏが第２１事件・平成１６年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

(3) 課税総所得金額 ３４１６万８０００円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額３７２７万６３５２円から前記(2)の所得控除の額の合計額

３１０万７８９７円を控除した後の金額である。 

(4) 納付すべき税額 △１４万４０５３円 

 上記金額は、次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 １０１５万２１６０円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額３４１６万８０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

イ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

ウ 源泉徴収税額 １００４万６２１３円 

 上記金額は、原告Ｏが第２１事件・平成１６年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

５ 第２２事件・平成１７年分 

(1) 第２２事件・平成１７年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４７７４万９０６３円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－８の②欄の順号１７） ０円 

 別表９－８の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不動

産所得は零円となる。 

(イ) 利子所得の金額 １万４０９７円 

 上記金額は、原告Ｏが第２２事件・平成１７年分修正申告書に記載した利子所得の金額と

同額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ４５４８万８３６６円 

 上記金額は、原告Ｏが第２２事件・平成１７年分修正申告書に記載した給与所得の金額と

同額である。 

(エ) 雑所得の金額 ２２４万６６００円 
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 上記金額は、原告Ｏが第２２事件・平成１７年分修正申告書に記載した雑所得の金額と同

額である。 

イ 株式等に係る譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、原告Ｏが第２２事件・平成１７年分修正申告書に記載した株式等に係る譲渡所

得等の金額と同額である。 

ウ 所得控除の額の合計額 ３２８万０３４０円 

 上記金額は、原告Ｏが第２２事件・平成１７年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

エ 課税総所得金額 ４４４６万８０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４７７４万９０６３円から前記ウの所得控除の額の合計額

３２８万０３４０円を控除した後の金額である。 

オ 納付すべき金額 ２２１万９６００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １３９６万３１６０円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額４４４６万８０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １１４９万３５２７円 

 上記金額は、原告Ｏが第２２事件・平成１７年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

(2) 第２２事件・平成１７年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ２０万８０００円 

 上記金額は、第２２事件・平成１７年分更正処分により原告Ｏが新たに納付すべきこととなっ

た税額２０８万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出

した金額である。 

第３ 原告Ｇ関係 

１ 第３事件・平成１３年分 

(1) 第３事件・平成１３年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 １０億４２７２万３５８９円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 事業所得の金額 １０億８８３４万１９９５円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１３年分修正申告書に記載した事業所得の金額と同

額である。 

(イ) 不動産所得の金額（別表９－９の②欄の順号１９） △６４７０万２６０６円 

 上記金額は、別表９－９の②欄において算出した金額である。 

(ウ) 配当所得の金額 ３６５万円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１３年分修正申告書に記載した配当所得の金額と同

額である。 

(エ) 給与所得の金額 １５４３万４２００円 
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 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１３年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２９０万５８２９円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１３年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 １０億３９８１万７０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１０億４２７２万３５８９円から前記イの所得控除の額の

合計額２９０万５８２９円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ２億１７９７万９７００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(オ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ３億８２２４万２２９０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額１０億３９８１万７０００円に所得税法８９条１項

の税率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 １８万２５００円 

 上記金額は、前記ア(ウ)の配当所得の金額３６５万円に所得税法９２条１項の規定により

１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 ６６４万８８５０円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１３年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(オ) 予定納税額 １億５７１８万１２００円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１３年分修正申告書に記載した予定納税額（第１期

分及び第２期分の合計額）と同額である。 

(2) 第３事件・平成１３年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 １２５０万３０００円 

 上記金額は、第３事件・平成１３年分更正処分により原告Ｇが新たに納付すべきこととなった

税額１億２５０３万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて

算出した金額である。 

２ 第３事件・平成１４年分 

(1) 第３事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ９億５１５３万５９６６円 

 上記金額は、次の(ア)～(オ)の各金額の合計額である。 

(ア) 事業所得の金額 ９億４３１６万９１５０円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１４年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同

額である。 

(イ) 不動産所得の金額（別表９－１０の②欄の順号２０） △１９１５万１２３９円 

 上記金額は、別表９－１０の②欄において算出した金額である。 

(ウ) 配当所得の金額 ８５０万円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１４年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同
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額である。 

(エ) 給与所得の金額 １８９６万２５００円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(オ) 雑所得の金額 ５万５５５５円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１４年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３１２万０５６０円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ９億４８４１万５０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額９億５１５３万５９６６円から前記イの所得控除の額の合

計額３１２万０５６０円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 １億７２２４万２６００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(オ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ３億４８４２万３５５０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額９億４８４１万５０００円に所得税法８９条１項の

税率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 ４２万５０００円 

 上記金額は、前記ア(ウ)の配当所得の金額８５０万円に所得税法９２条１項の規定により

１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 ８７７万４５３３円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(オ) 予定納税額 １億６６７３万１４００円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１４年分確定申告書に記載した予定納税額（第１期

分及び第２期分の合計額）と同額である。 

(2) 第３事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 １２４２万９０００円 

 上記金額は、第３事件・平成１４年分更正処分により原告Ｇが新たに納付すべきこととなった

税額１億２４２９万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて

算出した金額である。 

３ 第３事件・平成１５年分 

(1) 第３事件・平成１５年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ５億３２６０万６０４６円 

 上記金額は、次の(ア)～(カ)の各金額の合計額である。 

(ア) 事業所得の金額 ４億９２４５万０９４９円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１５年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同
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額である。 

(イ) 不動産所得の金額（別表９－１１の②欄の順号２０） △９９６万３０６１円 

 上記金額は、別表９－１１の②欄において算出した金額である。 

(ウ) 利子所得の金額 １２万０３４７円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１５年分確定申告書に記載した利子所得の金額と同

額である。 

(エ) 配当所得の金額 １７００万円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１５年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同

額である。 

(オ) 給与所得の金額 ３２９７万５０００円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(カ) 雑所得の金額 ２万２８１１円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１５年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

イ 株式等に係る譲渡所得等の金額 ２２億６７６５万７１７０円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１５年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得

等の金額と同額である。 

ウ 所得控除の額の合計額 ３０２万８０４４円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

エ 課税総所得金額 ５億２９５７万８０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額５億３２６０万６０４６円から前記ウの所得控除の額の合

計額３０２万８０４４円を控除した後の金額である。 

オ 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額 ２２億６７６５万７０００円 

 上記金額は、前記イの株式等に係る譲渡所得等の金額である。 

カ 納付すべき税額 １億９２３６万２５００円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の金額の合計額から(ウ)～(カ)の各金額を差し引いた後の金

額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １億９３４５万３８６０円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額５億２９５７万８０００円に所得税法８９条１項の

税率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額 １億５８７３万５９９０円 

 上記金額は、前記オの株式等に係る課税譲渡所得等の金額２２億６７６５万７０００円に、

措置法３７条の１１第１項及び第２項の税率を乗じて算出した金額であり、原告Ｇが第３事

件・平成１５年分確定申告書に記載した課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する

税額と同額である。 

(ウ) 配当控除の額 ８５万円 

 上記金額は、前記ア(エ)の配当所得の金額１７００万円に所得税法９２条１項の規定によ

り１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 
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(エ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(オ) 源泉徴収税額 １５６１万７５４８円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(カ) 予定納税額 １億４３１０万９８００円 

 上記金額は、原告Ｇが第３事件・平成１５年分確定申告書に記載した予定納税額（第１期

分及び第２期分の合計額）と同額である。 

(2) 第３事件・平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 １２０１万６０００円 

 上記金額は、第３事件・平成１５年分更正処分により原告Ｇが新たに納付すべきこととなった

税額１億２０１６万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて

算出した金額である。 

４ 第１８事件・平成１６年分通知処分の根拠 

(1) 総所得金額 ２億８５２３万３４５９円 

 上記金額は、次のア～カの各金額の合計額である。 

ア 事業所得の金額 １億８０６１万３９５１円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１６年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同

額である。 

イ 不動産所得の金額（別表９－１２の②欄の順号２０） ６２０万５５４５円 

 上記金額は、別表９－１２の②欄において算出した金額である。 

ウ 利子所得の金額 ５８４万８３６３円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１６年分確定申告書に記載した利子所得の金額と同

額である。 

エ 配当所得の金額 ４２６５万２５００円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１６年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同

額である。 

オ 給与所得の金額 ４９８８万５０００円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１６年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

カ 雑所得の金額 ２万８１００円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１６年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

(2) 株式等に係る譲渡所得等の金額 ４８億１９４１万２８９７円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額である。 

ア 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 ４７億９９４１万２８９７円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１６年分確定申告書に記載した上場株式等に係る譲

渡所得等の金額と同額である。 

イ 上場株式等以外の株式等に係る譲渡所得等の金額 ２０００万円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１６年分確定申告書に記載した上場株式等以外の株
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式等に係る譲渡所得等の金額と同額である。 

(3) 所得控除の額の合計額 ２９８万８９７０円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１６年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

(4) 課税総所得金額 ２億８２２４万４０００円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額２億８５２３万３４５９円から上記(3)の所得控除の額の合

計額２９８万８９７０円を控除した後の金額である。 

(5) 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額 ４８億１９４１万２０００円 

 上記金額は、上記(2)の株式等に係る譲渡所得等の金額である。 

(6) 納付すべき税額 ３億７３６９万５０００円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額からウ～カの各金額を差し引いた後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 １億０１９４万０２８０円 

 上記金額は、上記(4)の課税総所得金額２億８２２４万４０００円に所得税法８９条１項の

税率を乗じて算出した金額である。 

イ 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額 ３億３８９５万８８４０円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額である。 

(ア) 前記(5)の課税される株式等に係る譲渡所得等の金額４８億１９４１万２０００円のう

ち、上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額 ３億３５９５万８８４０円 

 上記金額は、前記(5)の課税される株式等に係る譲渡所得等の金額４８億１９４１万２０

００円のうち、上場株式等に係る譲渡所得等の金額４７億９９４１万２０００円に、措置法

３７条の１１第１項の税率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 前記(5)の課税される株式等に係る譲渡所得等の金額４８億１９４１万２０００円のう

ち、上場株式等以外の株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額 ３００万円 

 上記金額は、前記(5)の課税される株式等に係る譲渡所得等の金額４８億１９４１万２０

００円のうち、上場株式等以外の株式等に係る譲渡所得等の金額２０００万円に、措置法３

７条の１０第１項の税率を乗じて算出した金額である。 

ウ 配当控除の額 ２１３万２６２５円 

 上記金額は、前記(1)エの配当所得の金額４２６５万２５００円に所得税法９２条１項の規

定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

エ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

オ 源泉徴収税額 ２７１０万９７９７円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１６年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

カ 予定納税額 ３７７１万１６００円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１６年分確定申告書に記載した予定納税額（第１期

分及び第２期分の合計額）と同額である。 

５ 第１８事件・平成１７年分 

(1) 第１８事件・平成１７年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ３億６４２１万４４３８円 
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 上記金額は、次の(ア)～(カ)の各金額の合計額である。 

(ア) 事業所得の金額 １億４１３５万２９２８円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１７年分確定申告書に記載した事業所得の金額と

同額である。 

(イ) 不動産所得の金額（別表９－１３の②欄の順号２０） ４９８４万５２１３円 

 上記金額は、別表９－１３の②欄において算出した金額である。 

(ウ) 利子所得の金額 ７０１万５３６４円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１７年分確定申告書に記載した利子所得の金額と

同額である。 

(エ) 配当所得の金額 １億０８８３万６０００円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１７年分確定申告書に記載した配当所得の金額と

同額である。 

(オ) 給与所得の金額 ５５３６万３８４０円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１７年分確定申告書に記載した給与所得の金額と

同額である。 

(カ) 雑所得の金額 １８０万１０９３円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１７年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同

額である。 

イ 本年分で差し引く繰越損失額 ０円 

 原告Ｇには、平成１７年の前年以前３年以内の各年において純損失の金額（所得税法２条２

５号）及び雑損失の金額（同条２６号）が生じた事実はないから、純損失の繰越控除（同法７

０条）及び雑損失の繰越控除（同法７１条）の適用はなく、原告Ｇの平成１７年分の総所得金

額から差し引く繰越損失額は零円となる。 

ウ 株式等に係る譲渡所得等の金額 ３億６６５４万２４１１円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１７年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所

得等の金額と同額である。 

エ 所得控除の額の合計額 ２９８万１２４４円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１７年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

オ 課税総所得金額 ３億６１２３万３０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額３億６４２１万４４３８円から前記エの所得控除の額の合

計額２９８万１２４４円を控除した後の金額である。 

カ 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額 ３億６６５４万２０００円 

 上記金額は、前記ウの株式等に係る譲渡所得等の金額である。 

キ 納付すべき税額 ６０７５万６４００円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額から(ウ)～(カ)の各金額を差し引いた後の

金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １億３１１６万６２１０円 

 上記金額は、前記オの課税総所得金額３億６１２３万３０００円に所得税法８９条１項の

税率を乗じて算出した金額である。 
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(イ) 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額 ２５６５万７９４０円 

 上記金額は、前記カの課税される株式等に係る譲渡所得等の金額３億６６５４万２０００

円に、措置法（平成１８年法律第１０号による改正前のもの）３７条の１１第１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(ウ) 配当控除の額 ５４４万１８００円 

 上記金額は、前記ア(エ)の配当所得の金額１億０８８３万６０００円に所得税法９２条１

項の規定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(エ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(オ) 源泉徴収税額 ４２０８万４３３３円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１７年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

(カ) 予定納税額 ４８２９万１６００円 

 上記金額は、原告Ｇが第１８事件・平成１７年分確定申告書に記載した予定納税額（第１

期分及び第２期分の合計額）と同額である。 

(2) 第１８事件・平成１７年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ８６万１０００円 

 上記金額は、第１８事件・平成１７年分更正処分により原告Ｇが新たに納付すべきこととなっ

た税額８６１万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出

した金額である。 

第４ 原告ｇ関係 

１ 第４事件・平成１３年分 

(1) 第４事件・平成１３年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４９０４万６１０７円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－１４の②欄の順号１６） △７８万３７６８円 

 上記金額は、別表９－１４の②欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ４９６０万円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１３年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ２２万９８７５円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である。 

ａ 還付加算金の額 ２万７９００円 

 上記金額は、原告ｇが平成１３年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

ｂ ａ以外の雑所得の金額 ２０万１９７５円 

 上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額から(c)の金額を控除した後の金額であ

る。 

(a) 株式会社ｎからの報酬の収入金額 ２２万２２２０円 

 上記金額は、原告ｇが株式会社ｎから平成１３年中に支払を受けた報酬の収入金額で

あり、原告ｇが第４事件平成１３年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社か
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らの報酬の「収入金額」として記載した金額と同額である。 

(b) 医療法人社団ｐからの講師料の収入金額 ６万６３１５円 

 上記金額は、原告ｇが医療法人社団ｐから平成１３年中に支払を受けた講師料の収入

金額であり、原告ｇが第４事件・平成１３年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄

に同社からの講師料の「収入金額」として記載した金額と同額である。 

(c) 上記(a)及び(b)の収入金額に係る必要経費等の額 ８万６５６０円 

 上記金額は、上記(a)及び(b)の収入金額に係る必要経費等の額であり、原告ｇが第４

事件・平成１３年分確定申告書の第二表の「配当所得・雑所得（公的年金等以外）・総

合課税の譲渡所得・一時所得に関する事項」欄に上記(a)及び(b)の収入金額に係る「必

要経費等」の額として記載した金額と同額である。 

イ 分離長期譲渡所得の金額 ０円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１３年分確定申告書に記載した分離長期譲渡所得の金

額と同額である。 

ウ 所得控除の額の合計額 ３５２万６５２５円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

エ 課税総所得金額 ４５５１万９０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４９０４万６１０７円から前記ウの所得控除の額の合計額

３５２万６５２５円を控除した後の金額である。 

オ 課税分離長期譲渡所得の金額 ０円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１３年分確定申告書に記載した金額と同額である。 

カ 納付すべき税額 △２７万５２６５円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の合計額から(ウ)及び(エ)の各金額を差し引いた後の金額で

ある。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １４３５万２０３０円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額４５５１万９０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 課税分離長期譲渡所得の金額に対する税額 ０円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１３年分確定申告書に記載した金額と同額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １４３７万７２９５円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１３年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第４事件・平成１３年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 ９６万７０００円 

 上記金額は、第４事件・平成１３年分更正処分により原告ｇが新たに納付すべきこととなった

税額８３６万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額８３万６０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額５７３

万５５９０円を超える部分に相当する税額２６２万円に１００分の５の割合を乗じて算出した
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金額１３万１０００円との合計額である。 

２ 第４事件・平成１４年分 

(1) 第４事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４４０６万７８０１円 

 上記金額は、次の(ア)～(オ)の各金額の合計額である。 

(ア) 事業所得の金額 △５７９万２５４４円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１４年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同

額である。 

(イ) 不動産所得の金額（別表９－１５の②欄の順号１４） △２８万６３８７円 

 上記金額は、別表９－１５の②欄において算出した金額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ４９７１万１３４０円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(エ) 雑所得の金額 ３万９７００円 

 上記金額は、原告ｇが平成１４年中に支払を受けた還付加算金の額と同額である。 

(オ) 一時所得の金額 ３９万５６９２円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１４年分確定申告書に記載した一時所得の金額と同

額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３４５万７５９４円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ４０６１万円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４４０６万７８０１円から前記イの所得控除の額の合計額

３４５万７５９４円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △２３３万５７６５円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １２５３万５７００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額４０６１万円に所得税法８９条１項の税率を乗じて

算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １４６２万１４６５円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第４事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １１０万８０００円 

 上記金額は、第４事件・平成１４年分更正処分により原告ｇが新たに納付すべきこととなった

税額８６１万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額８６万１０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額３６６

万９５００円を超える部分に相当する税額４９４万円に１００分の５の割合を乗じて算出した
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金額２４万７０００円との合計額である。 

３ 第４事件・平成１５年分 

(1) 第４事件・平成１５年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４０９９万５４９８円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 事業所得の金額 △４２７万８２６７円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１５年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同

額である。 

(イ) 不動産所得の金額（別表９－１６の②欄の順号１６） △４６７万６２３４円 

 上記金額は、別表９－１６の②欄において算出した金額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ４９７４万６２０５円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(エ) 雑所得の金額 ２０万３７９４円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である。 

ａ 還付加算金の額 ４万７９００円 

 上記金額は、原告ｇが平成１５年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

ｂ ａ以外の雑所得の金額 １５万５８９４円 

 上記金額は、次の(a)～(c)の各金額の合計額から(d)の金額を控除した後の金額である。 

(a) 株式会社ｎからの報酬の収入金額 ２２万２２２２円 

 上記金額は、原告ｇが株式会社ｎから平成１５年中に支払を受けた報酬の収入金額で

あり、原告ｇが第４事件・平成１５年分確定申告書に添付した所得の内訳書に同社から

の報酬の「収入金額」として記載した金額と同額である。 

(b) Ⓚ市長からの報酬の収入金額 ３万５１８７円 

 上記金額は、原告ｇがⓀ市長から平成１５年中に支払を受けた報酬の収入金額であり、

原告ｇが第４事件・平成１５年分確定申告書に添付した所得の内訳書に同市長からの報

酬の「収入金額」として記載した金額と同額である。 

(c) 備品使用料 ２０万円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１５年分確定申告書に添付した所得の内訳書に

備品使用料として記載した金額と同額である。 

(d) 上記(a)～(c)の収入金額に係る必要経費等の額 ３０万１５１５円 

 上記金額は、上記(a)～(c)の収入金額に係る必要経費等の額であり、原告ｇが第４事

件・平成１５年分確定申告書に記載した雑所得の収入金額５２万４００９円から原告ｇ

が第４事件・平成１５年分確定申告書に記載した雑所得の金額２２万２４９４円を控除

した後の金額と同額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３４０万８７１９円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ３７５８万６０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４０９９万５４９８円から前記イの所得控除の額の合計額
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３４０万８７１９円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △３１０万９９２５円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １１４１万６８２０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額３７５８万６０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １４２７万６７４５円 

 上記金額は、原告ｇが第４事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第４事件・平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １０９万８０００円 

 上記金額は、第４事件・平成１５年分更正処分により原告ｇが新たに納付すべきこととなった

税額８２８万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額８２万８０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額２８７

万６９００円を超える部分に相当する税額５４０万円に１００分の５の割合を乗じて算出した

金額２７万円との合計額である。 

第５ 原告甲関係 

１ 第５事件・平成１３年分 

(1) 第５事件・平成１３年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ５７７４万８６３３円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－１７の②欄の順号１９） ７２９万３６３３円 

 上記金額は、別表９－１７の②欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ５０４５万５０００円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１３年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２９５万４２９４円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ５４７９万４０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額５７７４万８６３３円から前記イの所得控除の額の合計額

２９５万４２９４円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ３３２万３１００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １７７８万３７８０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額５４７９万４０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 
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 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １４２１万０６５０円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１３年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第５事件・平成１３年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ７２万２０００円 

 上記金額は、第５事件・平成１３年分更正処分により原告甲が新たに納付すべきこととなった

税額７２２万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出し

た金額である。 

２ 第５事件・平成１４年分 

(1) 第５事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ５９９８万４０８９円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－１８の②欄の順号１９） ６０３万４１８９円 

 上記金額は、別表９－１８の②欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ５３９３万２０００円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(ウ) 雑所得の金額 １万７９００円 

 上記金額は、原告甲が平成１４年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３１４万４０９５円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ５６８３万９０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額５９９８万４０８９円から前記イの所得控除の額の合計額

３１４万４０９５円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ２５９万２９００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １８５４万０４３０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額５６８３万９０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １５６９万７４８２円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第５事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 ９３万３５００円 

 上記金額は、第５事件・平成１４年分更正処分により原告甲が新たに納付すべきこととなった

税額９２４万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算
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出した金額９２万４０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額９０４

万７４６０円を超える部分に相当する税額１９万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金

額９５００円との合計額である。 

３ 第５事件・平成１５年分 

(1) 第５事件・平成１５年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ６２９１万０１６５円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－１９の②欄の順号１９） ７５８万７０６５円 

 上記金額は、別表９－１９の②欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ５５３０万円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ２万３１００円 

 上記金額は、原告甲が平成１５年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

イ 株式等に係る譲渡所得等の金額 ６５８万４４７７円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１５年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得

等の金額と同額である。 

ウ 所得控除の額の合計額 ２２８万５８２４円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

エ 課税総所得金額 ６０６２万４０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額６２９１万０１６５円から前記ウの所得控除の額の合計額

２２８万５８２４円を控除した後の金額である。 

オ 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額 ６５８万４０００円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１５年分確定申告書に記載した課税される株式等に係

る譲渡所得等の金額と同額である。 

カ 納付すべき税額 ４２０万９９００円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額から(ウ)及び(エ)の各金額を差し引いた後

の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １９９４万０８８０円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額６０６２万４０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額 １３１万６８００円 

 上記金額は、前記オの課税される株式等に係る譲渡所得等の金額６５８万４０００円に措

置法３７条の１０第１項の税率を乗じて算出した金額であり、原告甲が第５事件・平成１５

年分確定申告書に記載した課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額と同額

である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １６７９万７６９６円 
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 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第５事件・平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ９０万７０００円 

 上記金額は、第５事件・平成１５年分更正処分により原告甲が新たに納付すべきこととなった

税額９０７万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出し

た金額である。 

４ 第１５事件・平成１６年分通知処分の根拠 

(1) 総所得金額 ６２７７万２３２０円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表９－２０の②欄の順号２０） ７４７万２３２０円 

 上記金額は、別表９－２０の②欄において算出した金額である。 

イ 給与所得の金額 ５５３０万円 

 上記金額は、原告甲が第１５事件・平成１６年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(2) 所得控除の額の合計額 ２１９万１５６４円 

 上記金額は、原告甲が第１５事件・平成１６年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

(3) 課税総所得金額 ６０５８万円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額６２７７万２３２０円から前記(2)の所得控除の額の合計額

２１９万１５６４円を控除した後の金額である。 

(4) 納付すべき税額 ２８６万１４００円 

 上記金額は、次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 １９９２万４６００円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額６０５８万円に所得税法８９条１項の税率を乗じて

算出した金額である。 

イ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

ウ 源泉徴収税額 １６８１万３１９１円 

 上記金額は、原告甲が第１５事件・平成１６年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

５ 第２３事件・平成１７年分通知処分の根拠 

(1) 総所得金額 ６１３５万０８１８円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表９－２１の②欄の順号２１） ５１０万０８１８円 

 上記金額は、別表９－２１の②欄において算出した金額である。 

イ 給与所得の金額 ５６２５万円 

 上記金額は、原告甲が第２３事件・平成１７年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(2) 所得控除の額の合計額 ２１７万７５８８円 
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 上記金額は、原告甲が第２３事件・平成１７年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

(3) 課税総所得金額 ５９１７万３０００円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額６１３５万０８１８円から前記(2)の所得控除の額の合計額

２１７万７５８８円を控除した後の金額である。 

(4) 納付すべき税額 ９万１５００円 

 上記金額は、次のアの金額からイ～エの各金額を差し引いた後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 １９４０万４０１０円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額５９１７万３０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

イ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

ウ 源泉徴収税額 １７１５万４８４５円 

 上記金額は、原告甲が第２３事件・平成１７年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

エ 予定納税額 １９０万７６００円 

 上記金額は、原告甲が第２３事件・平成１７年分確定申告書に記載した予定納税額（第１期

分及び第２期分の合計額）と同額である。 

第６ 原告Ｙ関係 

１ 第６事件・平成１３年分 

(1) 第６事件・平成１３年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４７３７万５３０８円 

 上記金額は、次の(ア)～(オ)の各金額の合計額である。 

(ア) 事業所得の金額 １９２３万８５５１円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１３年分修正申告書に記載した事業所得の金額と同

額である。 

(イ) 不動産所得の金額（別表９－２２の②欄の順号１８） △９６万９６０３円 

 上記金額は、別表９－２２の②欄において算出した金額である。 

(ウ) 配当所得の金額 ５９万５５００円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１３年分修正申告書に記載した配当所得の金額と同

額である。 

(エ) 給与所得の金額 ２７９７万８０００円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１３年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(オ) 雑所得の金額 ５３万２８６０円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１３年分修正申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

イ 所得控除の額の合計額 １６９万７８３５円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１３年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 
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ウ 課税総所得金額 ４５６７万７０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４７３７万５３０８円から前記イの所得控除の額の合計額

１６９万７８３５円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △１４５０万５７５９円 

 上記金額は、次の(ア)から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １４４１万０４９０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額４５６７万７０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除の額 ２万９７７５円 

 上記金額は、前記ア(ウ)の配当所得の金額５９万５５００円に、所得税法９２条１項の規

定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 ２８６３万６４７４円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１３年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第６事件・平成１３年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 ８２万円 

 上記金額は、第６事件・平成１３年分更正処分により原告Ｙが新たに納付すべきこととなった

税額７６２万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額７６万２０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額６４８

万１８８０円を超える部分に相当する税額１１６万円に１００分の５の割合を乗じて算出した

金額５万８０００円との合計額である。 

２ 第６事件・平成１４年分 

(1) 第６事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４７０２万４６５７円 

 上記金額は、次の(ア)～(オ)の各金額の合計額である。 

(ア) 事業所得の金額 ２２２３万３８９３円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額であり、第６事件・平成１４年分減額更正処

分の通知書に記載した事業所得の金額と同額である。 

ａ 申告額 ２０４１万４５６５円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１４年分確定申告書に記載した事業所得の金額と

同額である。 

ｂ 調査による増加額 １８１万９３２８円 

 上記金額は、渋谷税務署長が平成１５年１１月から実施した原告Ｙの所得税の調査に基

づき増加した事業所得の金額である。 

(イ) 不動産所得の金額（別表９－２３の②欄の順号１８） △３０万４８５２円 

 上記金額は、別表９－２３の②欄において算出した金額である。 

(ウ) 配当所得の金額 ３３万８０００円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額であり、渋谷税務署長が第６事件・平成１４
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年分減額更正処分の通知書に記載した配当所得の金額と同額である。 

ａ 申告額 ２３万４０００円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１４年分確定申告書に記載した配当所得の金額と

同額である。 

ｂ 調査による増加額 １０万４０００円 

 上記金額は、渋谷税務署長が平成１５年１１月から実施した原告Ｙの所得税の調査に基

づき増加した配当所得の金額である。 

(エ) 給与所得の金額 ２４１７万８０００円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(オ) 雑所得の金額 ５７万９６１６円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１４年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３０３万６９１０円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ４３９８万７０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４７０２万４６５７円から前記イの所得控除の額の合計額

３０３万６９１０円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △１７３５万５１８１円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １３７８万５１９０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額４３９８万７０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除の額 １万６９００円 

 上記金額は、前記ア(ウ)の配当所得の金額３３万８０００円に、所得税法９２条１項の規

定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 ３０８７万３４７１円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額であり、渋谷税務署長が第６事件・平成１４

年分減額更正処分の通知書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

ａ 申告額 ２８９７万４４４１円 

 上記金額は、原告Ｙが平成１４年分の所得税の確定申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

ｂ 調査による増加額 １８９万９０３０円 

 上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 

(a) 事業所得に係るもの １８７万８２３０円 

 上記金額は、渋谷税務署長が平成１５年１１月から実施した原告Ｙの所得税の調査に

基づき増加した事業所得に係る源泉徴収税額である。 
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(b) 配当所得に係るもの ２万０８００円 

 上記金額は、渋谷税務署長が平成１５年１１月から実施した原告Ｙの所得税の調査に

基づき増加した配当所得に係る源泉徴収税額である。 

(2) 第６事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ６７万円 

 上記金額は、第６事件・平成１４年分更正処分により原告Ｙが新たに納付すべきこととなった

税額７８９万５８００円のうち、第６事件・平成１４年分減額更正処分により減少した１１９万

２７２０円に相当する部分の金額は、同条４項の「正当な理由があると認められる事実に基づく

税額」に該当することから、上記７８９万５８００円から１１９万２７２０円を控除した後の６

７０万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出した

金額である。 

３ 第６事件・平成１５年分 

(1) 第６事件・平成１５年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４３８８万４８７２円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－２４の②欄の順号１８） ６０万６２４４円 

 上記金額は、別表９－２４の②欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ４２６６万５０００円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ６１万３６２８円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１５年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

イ 分離長期譲渡所得の金額 ０円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１５年分確定申告書に記載した分離長期譲渡所得の金

額と同額である。 

ウ 株式等に係る譲渡所得等の金額 △３８９万４６３４円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１５年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得

等の金額と同額である。なお、原告Ｙの平成１５年分の株式等に係る譲渡損失の金額は、措置

法３７条の１２の２第１項及び２項の規定により、翌年以後に繰り越されることとなる。 

エ 所得控除の額の合計額 ２８７万４７９０円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

オ 課税総所得金額 ４１０１万円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４３８８万４８７２円から前記エの所得控除の額の合計額

２８７万４７９０円を控除した後の金額である。 

カ 納付すべき税額 ２４３万０２００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １２６８万３７００円 

 上記金額は、前記オの課税総所得金額４１０１万円に所得税法８９条１項の税率を乗じて



199 

算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １０００万３４４７円 

 上記金額は、原告Ｙが第６事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第６事件・平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 ９１万７０００円 

 上記金額は、第６事件・平成１５年分更正処分により原告Ｙが新たに納付すべきこととなった

税額７６９万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額７６万９０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額４７３

万４０００円を超える部分に相当する税額２９６万円に１００分の５の割合を乗じて算出した

金額１４万８０００円との合計額である。 

第７ 原告乙関係 

１ 第７事件・平成１３年分 

(1) 第７事件・平成１３年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４３０５万８０００円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－２５の②欄の順号１６） ０円 

 別表９－２５の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 給与所得の金額 ４３０４万５０００円 

 上記金額は、次のａ、ｂ及びｃの各給与収入金額の合計額４７１０万円から所得税法２８

条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。 

ａ ｑ株式会社からの給与収入金額 ２４００万円 

 上記金額は、原告乙がｑ株式会社から平成１３年中に支払を受けた給与等の収入金額で

あり、原告乙が第７事件・平成１３年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収

票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 

ｂ 株式会社ｒからの給与収入金額 １７１０万円 

 上記金額は、原告乙が株式会社ｒから平成１３年中に支払を受けた給与等の収入金額で

あり、原告乙が第７事件・平成１３年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収

票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 

ｃ 株式会社ｔからの給与収入金額 ６００万円 

 上記金額は、原告乙が株式会社ｔから平成１３年中に支払を受けた給与等の収入金額で

あり、原告乙が第７事件・平成１３年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収

票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 

(ウ) 雑所得の金額 １万３０００円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１３年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２２５万８１２３円 
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 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ４０７９万９０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４３０５万８０００円から前記イの所得控除の額の合計額

２２５万８１２３円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ３０万３０００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １２６０万５６３０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額４０７９万９０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １２０５万２５６０円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１３年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第７事件・平成１３年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 ９２万２５００円 

 上記金額は、第７事件・平成１３年分更正処分により原告乙が新たに納付すべきこととなった

税額７６９万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額７６万９０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額４６２

万４１１０円を超える部分に相当する税額３０７万円に１００分の５の割合を乗じて算出した

金額１５万３５００円との合計額である。 

２ 第７事件・平成１４年分 

(1) 第７事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４５３５万５０３５円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－２６の②欄の順号１８） ０円 

 別表９－２６の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 給与所得の金額 ４４８５万円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ３万４１００円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１４年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

(エ) 一時所得の金額 ４７万０９３５円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１４年分確定申告書に記載した一時所得の金額と同

額であり、所得税法２２条２項２号の規定による２分の１にした後の金額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３４５万４７５０円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額
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と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ４１９０万円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４５３５万５０３５円から前記イの所得控除の額の合計額

３４５万４７５０円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ４万５４００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １３０１万３０００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額４１９０万円に所得税法８９条１項の税率を乗じて

算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １２７１万７５６０円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第７事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 ９８万６０００円 

 上記金額は、第７事件・平成１４年分更正処分により原告乙が新たに納付すべきこととなった

税額８１２万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額８１万２０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額４６３

万９６５０円を超える部分に相当する税額３４８万円に１００分の５の割合を乗じて算出した

金額１７万４０００円との合計額である。 

３ 第７事件・平成１５年分更正処分の根拠 

(1) 総所得金額 ４８０８万９１５０円 

 上記金額は、次のア～エの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表９－２７の②欄の順号１８） ０円 

 別表９－２７の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不動

産所得は零円となる。 

イ 給与所得の金額 ４８０３万２５００円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１５年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額

である。 

ウ 雑所得の金額 ３万８０００円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１５年分修正申告書に記載した雑所得の金額と同額で

ある。 

エ 一時所得の金額 １万８６５０円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１５年分修正申告書に記載した一時所得の金額と同額

であり、所得税法２２条２項２号の規定による２分の１にした後の金額である。 

(2) 所得控除の額の合計額 １８７万５２９０円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１５年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額である。 

(3) 課税総所得金額 ４６２１万３０００円 
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 上記金額は、前記(1)の総所得金額４８０８万９１５０円から前記(2)の所得控除の額の合計額

１８７万５２９０円を控除した後の金額である。 

(4) 納付すべき税額 △２０万１４００円 

 上記金額は、次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 １４６０万８８１０円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額４６２１万３０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

イ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

ウ 源泉徴収税額 １４５６万０２６０円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１５年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

ある。 

第８ 原告丙関係 

１ 第８事件・平成１３年分 

(1) 第８事件・平成１３年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ３９８５万４４８８円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－２８の②欄の順号１８） ０円 

 上記金額は、別表９－２８の②欄において算出した金額である。 

(イ) 配当所得の金額 １２０万円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１３年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同

額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ３８３４万２５００円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１３年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(エ) 雑所得の金額 ３１万１９８８円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である。 

ａ 申告額 ３０万８８８８円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１３年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同

額である。 

ｂ 還付加算金の額 ３１００円 

 上記金額は、原告丙が平成１３年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２３９万６６２６円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ３７４５万７０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額３９８５万４４８８円から前記イの所得控除の額の合計額

２３９万６６２６円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ３万６３００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 
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(ア) 課税総所得金額に対する税額 １１３６万９０９０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額３７４５万７０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 ６万円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額１２０万円に所得税法９２条１項の規定により

１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １１０２万２７３２円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１３年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第８事件・平成１３年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １００万１５００円 

 上記金額は、第８事件・平成１３年分更正処分により原告丙が新たに納付すべきこととなった

税額７７７万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額７７万７０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額３２８

万３１００円を超える部分に相当する税額４４９万円に１００分の５の割合を乗じて算出した

金額２２万４５００円との合計額である。 

２ 第８事件・平成１４年分 

(1) 第８事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４０２９万０９５４円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－２９の②欄の順号１８） ０円 

 別表９－２９の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 配当所得の金額 １２０万円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１４年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同

額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ３８２９万５０００円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(エ) 雑所得の金額 ７９万５９５４円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である。 

ａ 申告額 ７５万９５５４円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１４年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同

額である。 

ｂ 還付加算金の額 ３万６４００円 

 上記金額は、原告丙が平成１４年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３６７万５６８９円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額
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と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ３６６１万５０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４０２９万０９５４円から前記イの所得控除の額の合計額

３６７万５６８９円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △３３万１４３７円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １１０５万７５５０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額３６６１万５０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 ６万円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額１２０万円に所得税法９２条１項の規定により

１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １１０７万８９８７円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第８事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １０８万３０００円 

 上記金額は、第８事件・平成１４年分更正処分により原告丙が新たに納付すべきこととなった

税額８１０万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額８１万円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額２６３万９３０

０円を超える部分に相当する税額５４６万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金額２７

万３０００円との合計額である。 

３ 第８事件・平成１５年分 

(1) 第８事件・平成１５年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４０４６万４７６０円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－３０の②欄の順号１８） ０円 

 別表９－３０の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 配当所得の金額 １２０万円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１５年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同

額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ３８２９万５０００円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(エ) 雑所得の金額 ９６万９７６０円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である。 

ａ 申告額 ９３万２８６０円 



205 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１５年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同

額である。 

ｂ 還付加算金の額 ３万６９００円 

 上記金額は、原告丙が平成１５年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

イ 所得控除の額の合計額 １７７万０７１２円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ３８６９万４０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４０４６万４７６０円から前記イの所得控除の額の合計額

１７７万０７１２円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ３８万７６００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １１８２万６７８０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額３８６９万４０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 ６万円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額１２０万円に所得税法９２条１項の規定により

１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １１１２万９０９５円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第８事件・平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １０５万４５００円 

 上記金額は、第８事件・平成１５年分更正処分により原告丙が新たに納付すべきこととなった

税額８１５万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額８１万５０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額３３６

万１４００円を超える部分に相当する税額４７９万円に１００分の５の割合を乗じて算出した

金額２３万９５００円との合計額である。 

４ 第１６事件・平成１６年分通知処分の根拠 

(1) 総所得金額 ４０１４万９８２２円 

 上記金額は、次のア～エの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表９－３１の②欄の順号１８） ０円 

 別表９－３１の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不動

産所得は零円となる。 

イ 配当所得の金額 １２０万円 

 上記金額は、原告丙が第１６事件・平成１６年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同

額である。 

ウ 給与所得の金額 ３８４８万５０００円 
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 上記金額は、原告丙が第１６事件・平成１６年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

エ 雑所得の金額 ４６万４８２２円 

 上記金額は、原告丙が第１６事件・平成１６年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

(2) 所得控除の額の合計額 ２２６万１４９８円 

 上記金額は、原告丙が第１６事件・平成１６年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

(3) 課税総所得金額 ３７８８万８０００円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額４０１４万９８２２円から前記(2)の所得控除の額の合計額

２２６万１４９８円を控除した後の金額である。 

(4) 納付すべき税額 １３万６７００円 

 上記金額は、次のアの金額からイ～エの各金額を差し引いた後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 １１５２万８５６０円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額３７８８万８０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

イ 配当控除額 ６万円 

 上記金額は、前記(1)イの配当所得の金額１２０万円に所得税法９２条１項の規定により１

００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

ウ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

エ 源泉徴収税額 １１０８万１８３４円 

 上記金額は、原告丙が第１６事件・平成１６年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

５ 第２４事件・平成１７年分通知処分の根拠 

(1) 総所得金額 ３９４６万４８３３円 

 上記金額は、次のア～エの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表９－３２の②欄の順号２０） ０円 

 別表９－３２の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不動

産所得は零円となる。 

イ 配当所得の金額 １２０万円 

 上記金額は、原告丙が第２４事件・平成１７年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同

額である。 

ウ 給与所得の金額 ３８２０万円 

 上記金額は、原告丙が第２４事件・平成１７年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

エ 雑所得の金額 ６万４８３３円 

 上記金額は、原告丙が第２４事件・平成１７年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

(2) 所得控除の額の合計額 ２４６万００２９円 
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 上記金額は、原告丙が第２４事件・平成１７年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

(3) 課税総所得金額 ３７００万４０００円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額３９４６万４８３３円から前記(2)の所得控除の額の合計額

２４６万００２９円を控除した後の金額である。 

(4) 納付すべき税額 △１３万２２４１円 

 上記金額は、次のアの金額からイ～エの各金額を差し引いた後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 １１２０万１４８０円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額３７００万４０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

イ 配当控除額 ６万円 

 上記金額は、前記(1)イの配当所得の金額１２０万円に所得税法９２条１項の規定により１

００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

ウ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

エ 源泉徴収税額 １１０２万３７２１円 

 上記金額は、原告丙が第２４事件・平成１７年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

第９ 原告丁関係 

１ 第９事件・平成１３年分 

(1) 第９事件・平成１３年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ３６４９万３３００円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－３３の②欄の順号１８） ０円 

 別表９－３３の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 給与所得の金額 ３６４９万円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１３年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ３３００円 

 上記金額は、原告丁が平成１３年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３１４万２９０７円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ３３３５万円 

 上記金額は、前記アの総所得金額３６４９万３３００円から前記イの所得控除の額の合計額

３１４万２９０７円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △４６万３２２０円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ９８４万９５００円 
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 上記金額は、前記ウの課税総所得金額３３３５万円に所得税法８９条１項の税率を乗じて

算出した金額である。 

(イ) 住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等特別税額控除額） ０円 

 原告丁が第９事件・平成１３年分確定申告書に記載した「住宅借入金（取得）等特別控除

額（住宅借入金等特別税額控除額）」４１万７９００円については、同申告書の第二表の「特

例適用条文等」欄に「平成１１年５月１日居住開始」と記載されていることから、措置法４

１条の規定が適用されることになるが、同条１項によれば合計所得金額が３０００万円を超

える年については、その年分の所得税から住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等

特別税額控除額）を控除することができないところ、原告丁の平成１３年分の合計所得金額

（原告丁の場合は、総所得金額と同額である。平成１４年分及び同１５年分についても同

じ。）は前記アのとおり３６４９万３３００円であるから、平成１３年分について同条を適

用することはできない。 

 したがって、原告丁の平成１３年分の住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等特

別税額控除額）は零円となる。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １００６万２７２０円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１３年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第９事件・平成１３年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 ９９万６０００円 

 上記金額は、第９事件・平成１３年分更正処分により原告丁が新たに納付すべきこととなった

税額７３８万円を基礎として、これに同法６５条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗

じて算出した金額７３万８０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額

２２１万６３００円を超える部分に相当する税額５１６万円に１００分の５の割合を乗じて算

出した金額２５万８０００円との合計額である。 

２ 第９事件・平成１４年分 

(1) 第９事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ３６５１万７３００円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－３４の②欄の順号１９） ０円 

 別表９－３４の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 給与所得の金額 ３６４９万円 

 上記金額は、原告丁が平成１４年分の所得税の確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ２万７３００円 

 上記金額は、原告丁が平成１４年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３１４万８０５２円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額
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と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ３３３６万９０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額３６５１万７３００円から前記イの所得控除の額の合計額

３１４万８０５２円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △４５万４３９０円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ９８５万６５３０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額３３３６万９０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等特別税額控除額） ０円 

 原告丁が第９事件・平成１４年分確定申告書に記載した「住宅借入金（取得）等特別控除

額（住宅借入金等特別税額控除額）」２２万８２００円については、同申告書の第二表の「特

例適用条文等」欄に「平成１１年５月１日居住開始」と記載されていることから、措置法４

１条の規定が適用されることになるが、同条１項によれば合計所得金額が３０００万円を超

える年については、その年分の所得税から住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等

特別税額控除額）を控除することができないところ、原告丁の平成１４年分の合計所得金額

は前記アのとおり３６５１万７３００円であるから、同年分について同条を適用することは

できない。 

 したがって、原告丁の平成１４年分の住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等特

別税額控除額）は零円となる。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １００６万０９２０円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第９事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １２５万１５００円 

 上記金額は、第９事件・平成１４年分更正処分により原告丁が新たに納付すべきこととなった

税額８６６万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額８６万６０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額９４万

５２８０円を超える部分に相当する税額７７１万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金

額３８万５５００円との合計額である。 

３ 第９事件・平成１５年分 

(1) 第９事件・平成１５年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ３６５１万３５００円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－３５の②欄の順号１８） ０円 

 別表９－３５の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 給与所得の金額 ３６４９万円 
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 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ２万３５００円 

 上記金額は、原告丁が平成１５年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ３０３万４２７０円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ３３４７万９０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額３６５１万３５００円から前記イの所得控除の額の合計額

３０３万４２７０円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △４５万３５１１円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ９８９万７２３０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額３３４７万９０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等特別税額控除額） ０円 

 原告丁が第９事件・平成１５年分確定申告書に記載した「住宅借入金（取得）等特別控除

額（住宅借入金等特別税額控除額）」２１万７２００円については、同申告書の第二表の「特

例適用条文等」欄に「平成１１年５月１日居住開始」と記載されていることから、措置法４

１条の規定が適用されることになるが、同条１項によれば合計所得金額が３０００万円を超

える年については、その年分の所得税から住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等

特別税額控除額）を控除することができないところ、原告丁の平成１５年分の合計所得金額

は前記アのとおり３６５１万３５００円であるから、同年分について同条を適用することは

できない。 

 したがって、原告丁の平成１５年分の住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等特

別税額控除額）は零円となる。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １０１０万０７４１円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(2) 第９事件・平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １２３万３５００円 

 上記金額は、第９事件・平成１５年分更正処分により原告丁が新たに納付すべきこととなった

税額８５８万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額８５万８０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額１０６

万４３００円を超える部分に相当する税額７５１万円に１００分の５の割合を乗じて算出した

金額３７万５５００円との合計額である。 

４ 第２５事件・平成１７年分通知処分の根拠 

(1) 総所得金額 １６７６万４７２１円 
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 上記金額は、次のア～ウの各金額の合計額である。 

ア 事業所得の金額 ８０１万４７２１円 

 上記金額は、原告丁が第２５事件・平成１７年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同

額である。 

イ 不動産所得の金額（別表９－３６の②欄の順号１９） ０円 

 別表９－３６の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不動

産所得は零円となる。 

ウ 給与所得の金額 ８７５万円 

 上記金額は、原告丁が第２５事件・平成１７年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

(2) 所得控除の額の合計額 ２９７万８９９６円 

 上記金額は、原告丁が第２５事件・平成１７年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

(3) 課税総所得金額 １３７８万５０００円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額１６７６万４７２１円から前記(2)の所得控除の額の合計額

２９７万８９９６円を控除した後の金額である。 

(4) 納付すべき税額 △１２０万３６００円 

 上記金額は、次のアの金額からイ～エの各金額を差し引いた後の金額（ただし、通則法１１８

条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）から更にオの金額を差し引い

た後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 ２９０万５５００円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額１３７８万５０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

イ 住宅借入金等特別控除額 １４万５７００円 

 上記金額は、原告丁が第２５事件・平成１７年分確定申告書に記載した住宅借入金等特別控

除額と同額である。 

ウ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

エ 源泉徴収税額 ２３５万１７５０円 

 上記金額は、原告丁が第２５事件・平成１７年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

オ 予定納税額 １３６万１６００円 

 上記金額は、原告丁が第２５事件・平成１７年分確定申告書に記載した予定納税額（第１期

分及び第２期分の合計額）と同額である。 

第１０ 原告ｈ関係 

１ 第１０事件・平成１３年分 

(1) 第１０事件・平成１３年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ５５３０万円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－３７の②欄の順号１７） ０円 
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 別表９－３７の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 給与所得の金額 ５５３０万円 

 上記金額は、原告ｈが第１０事件・平成１３年分確定申告書に記載した給与所得の金額と

同額である。 

イ 所得控除の額の合計額 １７４万４２２０円 

 上記金額は、原告ｈが第１０事件・平成１３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ５３５５万５０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額５５３０万円から前記イの所得控除の額の合計額１７４万

４２２０円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △４４万７８９０円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １７３２万５３５０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額５３５５万５０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １７５２万３２４０円 

 上記金額は、原告ｈが第１０事件・平成１３年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

(2) 第１０事件・平成１３年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ８２万８０００円 

 上記金額は、第１０事件・平成１３年分更正処分により原告ｈが新たに納付すべきこととなっ

た税額８２８万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出

した金額である。 

２ 第１０事件・平成１４年分 

(1) 第１０事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ５５３４万１１００円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－３８の②欄の順号１８） ０円 

 別表９－３８の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 給与所得の金額 ５５３０万円 

 上記金額は、原告ｈが第１０事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と

同額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ４万１１００円 

 上記金額は、原告ｈが第１０事件・平成１４年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同

額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２５０万６６５９円 
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 上記金額は、原告ｈが第１０事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ５２８３万４０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額５５３４万１１００円から、前記イの所得控除の額の合計

額２５０万６６５９円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △７１万４６６０円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １７０５万８５８０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額５２８３万４０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １７５２万３２４０円 

 上記金額は、原告ｈが第１０事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

(2) 第１０事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 ８９万７５００円 

 上記金額は、第１０事件・平成１４年分更正処分により原告ｈが新たに納付すべきこととなっ

た税額８６９万円を基礎として、同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出し

た金額８６万９０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額８１１万５

０６０円を超える部分に相当する税額５７万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金額２

万８５００円との合計額である。 

３ 第１０事件・平成１５年分 

(1) 第１０事件・平成１５年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ４８２１万６１００円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－３９の②欄の順号１９） ０円 

 別表９－３９の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 給与所得の金額 ４８１７万５０００円 

 上記金額は、原告ｈが第１０事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と

同額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ４万１１００円 

 上記金額は、原告ｈが第１０事件・平成１５年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同

額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２１６万６３６８円 

 上記金額は、原告ｈが第１０事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ４６０４万９０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４８２１万６１００円から前記イの所得控除の額の合計額
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２１６万６３６８円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △４８万６１１０円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １４５４万８１３０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額４６０４万９０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １４７８万４２４０円 

 上記金額は、原告ｈが第１０事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

(2) 第１０事件・平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 ９９万１５００円 

 上記金額は、第１０事件・平成１５年分更正処分により原告ｈが新たに納付すべきこととなっ

た税額８５３万円を基礎として、同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出し

た金額８５万３０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額５７５万９

２７０円を超える部分に相当する税額２７７万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金額

１３万８５００円との合計額である。 

４ 第２６事件・平成１７年分通知処分の根拠 

(1) 総所得金額 １１１３万２５００円 

 上記金額は、次のア～ウの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表９－４０の②欄の順号１９） ０円 

 別表９－４０の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不動

産所得は零円となる。 

イ 給与所得の金額 １１１２万５０００円 

 上記金額は、原告ｈが第２６事件・平成１７年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

ウ 雑所得の金額 ７５００円 

 上記金額は、原告ｈが第２６事件・平成１７年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額

である。 

(2) 所得控除の額の合計額 ２１８万９１００円 

 上記金額は、原告ｈが第２６事件・平成１７年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

(3) 課税総所得金額 ８９４万３０００円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額１１１３万２５００円から前記(2)の所得控除の額の合計額

２１８万９１００円を控除した後の金額である。 

(4) 納付すべき税額 △４２万４５４０円 

 上記金額は、次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 １４５万８６００円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額８９４万３０００円に所得税法８９条１項の税率を
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乗じて算出した金額である。 

イ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

ウ 源泉徴収税額 １６３万３１４０円 

 上記金額は、原告ｈが第２６事件・平成１７年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

第１１ 原告戊関係 

１ 第１１事件・平成１３年分 

(1) 第１１事件・平成１３年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ３４１４万７４０２円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－４１の②欄の順号１２） ６２０万５６０２円 

 上記金額は、別表９－４１の②欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ２７９４万円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１３年分確定申告書に記載した給与所得の金額と

同額である。 

(ウ) 雑所得の金額 １８００円 

 上記金額は、原告戊が平成１３年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

イ 所得控除の額の合計額 １７１万７６５６円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ３２４２万９０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額３４１４万７４０２円から前記イの所得控除の額の合計額

１７１万７６５６円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ９６万７９００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ９５０万８７３０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額３２４２万９０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 ８２９万０８００円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１３年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

(2) 第１１事件・平成１３年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １０１万５０００円 

 上記金額は、第１１事件・平成１３年分更正処分により原告戊が新たに納付すべきこととなっ

た税額７３９万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて

算出した金額７３万９０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額１８

６万５０００円を超える部分に相当する税額５５２万円に１００分の５の割合を乗じて算出し
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た金額２７万６０００円との合計額である。 

２ 第１１事件・平成１４年分 

(1) 第１１事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ３４３３万５７４４円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－４２の②欄の順号１１） ６３６万６２４４円 

 上記金額は、別表９－４２の②欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ２７９４万円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と

同額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ２万９５００円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１４年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同

額である。 

イ 所得控除の額の合計額 １７８万７３３２円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ３２５４万８０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額３４３３万５７４４円から前記イの所得控除の額の合計額

１７８万７３３２円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 １０１万１９００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ９５５万２７６０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額３２５４万８０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 ８２９万０８００円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

(2) 第１１事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １０６万９５００円 

 上記金額は、第１１事件・平成１４年分更正処分により原告戊が新たに納付すべきこととなっ

た税額７６７万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて

算出した金額７６万７０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額１６

２万５０００円を超える部分に相当する税額６０５万円に１００分の５の割合を乗じて算出し

た金額３０万２５００円との合計額である。 

３ 第１１事件・平成１５年分 

(1) 第１１事件・平成１５年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ３４７０万４３７４円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 
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(ア) 不動産所得の金額（別表９－４３の②欄の順号１１） ６７４万１２７４円 

 上記金額は、別表９－４３の②欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ２７９４万円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と

同額である。 

(ウ) 雑所得の金額 ２万３１００円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１５年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同

額である。 

イ 所得控除の額の合計額 １５８万２７８５円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

ウ 課税総所得金額 ３３１２万１０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額３４７０万４３７４円から前記イの所得控除の額の合計額

１５８万２７８５円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 １２２万３９００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ９７６万４７７０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額３３１２万１０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 ８２９万０８００円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

(2) 第１１事件・平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １０４万８５００円 

 上記金額は、第１１事件・平成１５年分更正処分により原告戊が新たに納付すべきこととなっ

た税額７６２万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて

算出した金額７６万２０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額１８

８万９０００円を超える部分に相当する税額５７３万円に１００分の５の割合を乗じて算出し

た金額２８万６５００円との合計額である。 

４ 第１４事件・平成１６年分更正処分の根拠 

(1) 総所得金額 ３４７２万９４３８円 

 上記金額は、次のア～ウの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表９－４４の②欄の順号１１） ５１７万０４３８円 

 上記金額は、別表９－４４の②欄において算出した金額である。 

イ 給与所得の金額 ２９５３万６０００円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各給与収入金額の合計額３２８８万円から所得税法２８条３

項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額であり、原告戊が

提出した第１４事件・平成１６年分更正請求書に記載した給与所得の金額と同額である。 
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(ア) 株式会社ｙ（以下「ｙ」という。）からの給与等の収入金額 ２０４０万円 

 上記金額は、原告戊がｙから平成１６年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原告

戊が提出した第１４事件・平成１６年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票

の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 

(イ) Ⓐ株式会社（以下「Ⓐ」という。）からの給与等の収入金額 

 ７２０万円 

 上記金額は、原告戊がⒶから平成１６年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原告

戊が第１４事件・平成１６年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「支払

金額」欄に記載された金額と同額である。 

(ウ) 株式会社Ⓑ（以下「Ⓑ」という。）からの給与等の収入金額 ５２８万円 

 上記金額は、原告戊がⒷから平成１６年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原告

戊が第１４事件・平成１６年分更正請求書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の「支払

金額」欄に記載された金額と同額である。 

ウ 雑所得の金額 ２万３０００円 

 上記金額は、原告戊が平成１６年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

(2) 所得控除の額の合計額 １４８万６７３９円 

 上記金額は、原告戊が第１４事件・平成１６年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

(3) 課税総所得金額 ３３２４万２０００円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額３４７２万９４３８円から前記(2)の所得控除の額の合計額

１４８万６７３９円を控除した後の金額である。 

(4) 納付すべき税額 ６万８７００円 

 上記金額は、次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 ９８０万９５４０円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額３３２４万２０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

イ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

ウ 源泉徴収税額 ９４９万０８００円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) ｙからの給与等に係る源泉徴収税額 ５４０万円 

 上記金額は、原告戊がｙから平成１６年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額であ

り、原告戊が第１４事件・平成１６年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票

の「源泉徴収税額」欄に記載された金額と同額である。 

(イ) Ⓐからの給与等に係る源泉徴収税額 ３４４万６４００円 

 上記金額は、原告戊がⒶから平成１６年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額であ

り、原告戊が第１４事件・平成１６年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票

の「源泉徴収税額」欄に記載された金額と同額である。 

(ウ) Ⓑからの給与等に係る源泉徴収税額 ６４万４４００円 

 上記金額は、原告戊がⒷから平成１６年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴収税額であ
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り、原告戊が第１４事件・平成１６年分更正請求書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票

の「源泉徴収税額」欄に記載された金額と同額である。 

第１２ 原告Ａ関係 

１ 第１２事件・平成１４年分 

(1) 第１２事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 １億２５３７万１５９４円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－４５の②欄の順号９） △１７５４万１９０９円 

 上記金額は、別表９－４５の②欄において算出した金額である。 

(イ) 配当所得の金額 ６８２万９３０３円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１４年分確定申告書に記載した配当所得の金額と

同額である。 

(ウ) 給与所得の金額 １億３６０１万７７００円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各給与収入金額の合計額１億４４９６万６０００円から所得

税法２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額

であり、原告Ａが第１２事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額で

ある。 

ａ 株式会社Ⓒ（以下「Ⓒ」という。）からの給与等の収入金額 

 １億２０００万円 

 上記金額は、原告ＡがⒸから平成１４年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原

告Ａが第１２事件・平成１４年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の

「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 

ｂ Ⓓ（以下「Ⓓ」という。）からの給与等の収入金額 

 ２４９６万６０００円 

 上記金額は、原告ＡがⒹから平成１４年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原

告Ａが第１２事件・平成１４年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収

入金額」として記載した金額と同額である。 

(エ) 雑所得の金額 ６万６５００円 

 上記金額は、原告Ａが平成１４年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

イ 所得控除の額の合計額 ２５４万６９８０円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

ウ 課税総所得金額 １億２２８２万４０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１億２５３７万１５９４円から前記イの所得控除の額の合

計額２５４万６９８０円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △５４８万８１０４円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(オ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ４２９５万４８８０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額１億２２８２万４０００円に所得税法８９条１項の

税率を乗じて算出した金額である。 
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(イ) 配当控除額 ３４万１４６６円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額６８２万９３０３円に所得税法９２条１項の規

定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 外国税額控除額 ７９６万２０６０円 

 上記金額は、次のとおり、所得税法９５条１項及び所得税法施行令２２２条１項により算

出した金額（下記ｄとｅとのいずれか少ない方の金額）である。 

ａ 差引所得税額 ４２６１万３４１４円 

 上記金額は、前記(ア)の課税総所得金額に対する税額４２９５万４８８０円から前記

(イ)の配当控除額３４万１４６６円を控除した後の金額である。 

ｂ 所得総額 １億２５３７万１５９４円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１億２５３７万１５９４円である。 

ｃ 国外所得総額 ２３４２万４９２７円 

 上記金額は、前記ア(ウ)の給与所得の金額１億３６０１万７７００円に、前記ア(ウ)ａ

及びｂの各金額の合計額１億４４９６万６０００円のうちに同ｂの金額２４９６万６０

００円（その源泉が国外にあるもの）の占める割合を乗じて算出した金額である。なお、

源泉が国外にある不動産所得は存在しない（別表９－４５の②欄の順号８上段）。 

ｄ 控除限度額 ７９６万２０６０円 

 上記金額は、上記ａの金額４２６１万３４１４円に、上記ｂの金額１億２５３７万１５

９４円のうちに上記ｃの金額２３４２万４９２７円の占める割合を乗じて算出した金額

である。 

ｅ 外国所得税額 ９０２万２９２０円 

 上記金額は、上記ｃの金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり、

原告Ａが第１２事件・平成１４年分確定申告書に添付したⓄのⓅ欄に記載された７万２２

８１．６７ドルを原告Ａが邦貨に換算した金額と同額である。 

(エ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(オ) 源泉徴収税額 ３９８８万９４５８円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

(2) 第１２事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 ８５万１０００円 

 上記金額は、第１２事件・平成１４年分更正処分により原告Ａが新たに納付すべきこととなっ

た税額８５１万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算出

した金額である。 

２ 第１２事件・平成１５年分 

(1) 第１２事件・平成１５年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 １億２１５２万９０５７円 

 上記金額は、次の(ア)～(オ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－４６の②欄の順号９） △６５４万４９７８円 

 上記金額は、別表９－４６の②欄において算出した金額である。 
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(イ) 配当所得の金額 ３２７万３５８８円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書に記載した配当所得の金額と

同額である 

(ウ) 給与所得の金額 １億２３６６万３９５１円 

 上記金額は、次のａ、ｂ及びｃの各給与収入金額の合計額１億３１９６万２０５４円から

所得税法２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の

金額であり、原告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 

ａ Ⓒからの給与等の収入金額 １億０４００万円 

 上記金額は、原告ＡがⒸから平成１５年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原

告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴収票の

「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 

ｂ Ⓓからの給与等の収入金額 １３９２万２０５４円 

 上記金額は、原告ＡがⒹから平成１５年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原

告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収

入金額」として記載した金額と同額である。 

ｃ Ⓔからの給与等の収入金額 １４０４万円 

 上記金額は、原告ＡがⒺから平成１５年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原

告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収

入金額」として記載した金額と同額である。 

(エ) 雑所得の金額 １４万３３００円 

 上記金額は、原告Ａが平成１５年中に支払を受けた還付加算金の額である。 

(オ) 総合課税の長期譲渡所得の金額 ９９万３１９６円 

 上記金額は、措置法３１条１項及び所得税法３３条３項の規定に基づき、次のａの金額か

らｂ及びｃの各金額を控除し、当該金額を同法２２条２項２号の規定により２分の１にした

後の金額である。 

ａ 総合課税の長期譲渡所得の金額（土地又は建物（以下「土地等」という。）以外） 

 ４６６４万００１５円 

 上記金額は、次の(a)の金額から(b)の金額を控除した後の金額である。 

(a) 長期譲渡の総収入金額（土地等以外） ７４７０万３１５４円 

 上記金額は、航空機貸付け事業に係る航空機を譲渡したことによる収入金額である。 

(b) 取得費及び譲渡費用の額（土地等以外） ２８０６万３１３９円 

 上記金額は、航空機貸付け事業に係る航空機の取得費及び譲渡費用の額である。 

ｂ 分離課税の長期譲渡所得の金額（土地等） ４４１５万３６２２円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書第三表の「分離課税の短期・

長期譲渡所得に関する事項」の「差引金額」欄に記載した金額と同額である。 

ｃ 特別控除額 ５０万円 

 上記金額は、所得税法３３条４項に規定する譲渡所得の特別控除額である。 

イ 分離課税の長期譲渡所得の金額 ０円 

 上記金額は、措置法３１条１項及び所得税法３３条３項括弧書きの規定に基づき算出した後
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の金額である。 

ウ 所得控除の額の合計額 ３０４万７１１４円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

エ 課税総所得金額 １億１８４８万１０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１億２１５２万９０５７円から前記ウの所得控除の額の合

計額３０４万７１１４円を控除した後の金額である。 

オ 納付すべき税額 △５５万３００７円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(オ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ４１３４万７９７０円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額１億１８４８万１０００円に所得税法８９条１項の

税率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 １６万３６８０円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額３２７万３５８８円に所得税法９２条１項の規

定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 外国税額控除額 ７５５万９６５７円 

 上記金額は、次のとおり、所得税法９５条１項及び所得税法施行令２２２条１項により算

出した金額（下記ｄとｅとのいずれか少ない方の金額）である。 

ａ 差引所得税額 ４１１８万４２９０円 

 上記金額は、前記(ア)の課税総所得金額に対する税額４１３４万７９７０円から前記

(イ)の配当控除額１６万３６８０円を控除した後の金額である。 

ｂ 所得総額 １億２１５２万９０５７円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１億２１５２万９０５７円である。 

ｃ 国外所得総額 ２６２０万３７３１円 

 上記金額は、前記ア(ウ)の給与所得の金額１億２３６６万３９５１円に、前記ア(ウ)ａ

～ｃの各金額の合計額１億３１９６万２０５４円のうちに同ｂ及び同ｃの各金額の合計

額２７９６万２０５４円（その源泉が国外にあるもの）の占める割合を乗じて算出した金

額である。なお、源泉が国外にある不動産所得は存在しない（別表９－４６の②欄の順号

８上段）。 

ｄ 控除限度額 ８８８万００３４円 

 上記金額は、上記ａの金額４１１８万４２９０円に、上記ｂの金額１億２１５２万９０

５７円のうちに上記ｃの金額２６２０万３７３１円の占める割合を乗じて算出した金額

である。 

ｅ 外国所得税額 ７５５万９６５７円 

 上記金額は、上記ｃの金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり、

原告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の

「左に係る外国所得税額」（相手国での課税標準に係る外国所得税額を指す。）の「計」欄

に記載した金額と同額である。 

(エ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 
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(オ) 源泉徴収税額 ３３９２万７６４０円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

(2) 第１２事件・平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項の規定に基づく金額 １０５万円 

 上記金額は、第１２事件・平成１５年分更正処分により原告Ａが新たに納付すべきこととなっ

た税額１０５０万円を基礎として、これに同項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じて算

出した金額である。 

３ 第２０事件・平成１６年分通知処分の根拠 

(1) 総所得金額 １億０８８７万２６１７円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表９－４７の②欄の順号９） △１４５万５１８３円 

 上記金額は、別表９－４７の②欄において算出した金額である。 

イ 給与所得の金額 １億１０３２万７８００円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各給与収入金額の合計額１億１７９２万４０００円から所得

税法２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額で

あり、原告Ａが第２０事件・平成１６年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 

(ア) Ⓒからの給与等の収入金額 ９６００万円 

 上記金額は、原告ＡがⒸから平成１６年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原告

Ａが第２０事件・平成１６年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入

金額」として記載した金額と同額である。 

(イ) Ⓓからの給与等の収入金額 ３２４万７２００円 

 上記金額は、原告ＡがⒹから平成１６年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原告

Ａが第２０事件・平成１６年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入

金額」として記載した金額と同額である。 

(ウ) Ⓕ（以下「Ⓕ」という。）からの給与等の収入金額 １８６７万６８００円 

 上記金額は、原告ＡがⒻから平成１６年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原告

Ａが第２０事件・平成１６年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入

金額」として記載した金額と同額である。 

(2) 所得控除の額の合計額 ２９４万３８８０円 

 上記金額は、原告Ａが第２０事件・平成１６年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

(3) 課税総所得金額 １億０５９２万８０００円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額１億０８８７万２６１７円から前記(2)の所得控除の額の合

計額２９４万３８８０円を控除した後の金額である。 

(4) 納付すべき税額 ８５万２２００円 

 上記金額は、次のアの金額からイ～エの各金額を差し引いた後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 ３６７０万３３６０円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額１億０５９２万８０００円に所得税法８９条１項の

税率を乗じて算出した金額である。 
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イ 外国税額控除額 ５９９万３１３９円 

 上記金額は、次のとおり、所得税法９５条１項及び所得税法施行令２２２条１項により算出

した金額（下記(エ)と(オ)とのいずれか少ない方の金額）である。 

(ア) 差引所得税額 ３６７０万３３６０円 

 上記金額は、上記アの課税総所得金額に対する税額３６７０万３３６０円である。 

(イ) 所得総額 １億０８８７万２６１７円 

 上記金額は、上記(1)の総所得金額１億０８８７万２６１７円である。 

(ウ) 国外所得総額 ２０５１万１７４２円 

 上記金額は、前記(1)イの給与所得の金額１億１０３２万７８００円に、前記(1)イ(ア)～

(ウ)の各金額の合計額１億１７９２万４０００円のうちに同(イ)及び同(ウ)の各金額の合

計額２１９２万４０００円（その源泉が国外にあるもの）の占める割合を乗じて算出した金

額である。なお、源泉が国外にある不動産所得は存在しない（別表９－４７の②欄の順号８

上段）。 

(エ) 控除限度額 ６９１万４９６０円 

 上記金額は、上記アの課税総所得金額に対する税額３６７０万３３６０円に、前記(1)の

総所得金額１億０８８７万２６１７円のうちに上記(ウ)の国外所得総額２０５１万１７４

２円の占める割合を乗じて算出した金額である。 

(オ) 外国所得税額 ５９９万３１３９円 

 上記金額は、上記(ア)の金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり、

原告Ａが第２０事件・平成１６年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の

「⑤ 外国所得税額」欄に記載した金額と同額である。 

ウ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

エ 源泉徴収税額 ２９６０万７９３０円 

 上記金額は、原告Ａが第２０事件・平成１６年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

４ 第２７事件・平成１７年分通知処分の根拠 

(1) 総所得金額 １億８７８９万８４８５円 

 上記金額は、次のア～ウの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表９－４８の②欄の順号８） △１６万６１６６円 

 上記金額は、別表９－４８の②欄において算出した金額である。 

イ 配当所得の金額 ６３８８万８３２１円 

 上記金額は、原告ＡがⒻから平成１７年中に支払を受けた配当等の収入金額であり、原告Ａ

が第２７事件・平成１７年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの配当の「収

入金額」として記載した金額と同額である。 

ウ 給与所得の金額 １億２４１７万６３３０円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各給与収入金額の合計額１億３２５０万１４００円から所得

税法２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額で

あり、原告Ａが第２７事件・平成１７年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額である。 

(ア) Ⓒからの給与等の収入金額 ９６００万円 
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 上記金額は、原告ＡがⒸから平成１７年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原告

Ａが第２７事件・平成１７年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入

金額」として記載した金額と同額である。 

(イ) Ⓓからの給与等の収入金額 ５４８万９５００円 

 上記金額は、原告ＡがⒹから平成１７年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原告

Ａが第２７事件・平成１７年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの「収入

金額」として記載した金額と同額である。 

(ウ) Ⓕからの給与等の収入金額 ３１０１万１９００円 

 上記金額は、原告ＡがⒻから平成１７年中に支払を受けた給与等の収入金額であり、原告

Ａが第２７事件・平成１７年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの給与の

「収入金額」として記載した金額と同額である。 

(2) 所得控除の額の合計額 ２３８万７９１４円 

 上記金額は、原告Ａが平成１７年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。 

(3) 課税総所得金額 １億８５５１万円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額１億８７８９万８４８５円から前記(2)の所得控除の額の合

計額２３８万７９１４円を控除した後の金額である。 

(4) 納付すべき税額 １１３万４４００円 

 上記金額は、次のアの金額からイ～エの各金額を差し引いた後の金額（ただし、通則法１９９

条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。）から更にオの金額を差し引い

た後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 ６６１４万８７００円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額１億８５５１万円に所得税法８９条１項の税率を乗

じて算出した金額である。 

イ 外国税額控除額 ３４５３万４３１３円 

 上記金額は、次のとおり、所得税法９５条１項及び所得税法施行令２２２条１項により算出

した金額（下記(エ)と(オ)とのいずれか少ない方の金額）である。 

(ア) 差引所得税額 ６６１４万８７００円 

 上記金額は、上記アの課税総所得金額に対する税額６６１４万８７００円である。 

(イ) 所得総額 １億８７８９万８４８５円 

 上記金額は、上記(1)の総所得金額１億８７８９万８４８５円である。 

(ウ) 国外所得総額 ９８０９万６３３６円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額の合計額である。なお、源泉が国外にある不動産所得

は存在しない（別表９－４８の②欄の順号７上段）。 

ａ 源泉が国外にある給与所得の金額 ３４２０万８０１５円 

 上記金額は、前記(1)ウの給与所得の金額１億２４１７万６３３０円に、前記(1)ウ(ア)

～(ウ)の各金額の合計額１億３２５０万１４００円のうちに同(イ)及び同(ウ)の各金額

の合計額３６５０万１４００円（その源泉が国外にあるもの）の占める割合を乗じて算出

した金額である。 

ｂ 源泉が国外にある配当所得の金額 ６３８８万８３２１円 

 上記金額は、前記(1)イの配当所得の金額と同額である。 
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(エ) 控除限度額 ３４５３万４３１３円 

 上記金額は、上記アの課税総所得金額に対する税額６６１４万８７００円に、前記(1)の

総所得金額１億８７８９万８４８５円のうちに上記(ウ)の国外所得総額９８０９万６３３

６円の占める割合を乗じて算出した金額である。 

(オ) 外国所得税額 ３８４１万０１８６円 

 上記金額は、上記(ウ)の金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり、

原告Ａが第２７事件・平成１７年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の

「⑤ 外国所得税額」欄に記載した金額と同額である。 

ウ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

エ 源泉徴収税額 ２９６０万２３８０円 

 上記金額は、原告Ａが第２７事件・平成１７年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

オ 予定納税額 ６２万７６００円 

 上記金額は、原告Ａが第２７事件・平成１７年分修正申告書に記載した予定納税額（第１期

分及び第２期分の合計額）と同額である。 

第１３ 原告Ｂ関係 

１ 第１３事件・平成１３年分 

(1) 第１３事件・平成１３年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ７０５６万００５２円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－４９の②欄の順号１８） ０円 

 別表９－４９の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 配当所得の金額 ２２６０万８０００円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１３年分修正申告書に記載した配当所得の金額と

同額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ２１１０万円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１３年分修正申告書に記載した給与所得の金額と

同額である。 

(エ) 雑所得の金額 ２６８５万２０５２円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１３年分修正申告書に記載した雑所得の金額と同

額である。 

イ 株式等に係る譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１３年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所

得等の金額と同額である。 

ウ 所得控除の額の合計額 ２９７万８１７６円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１３年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

エ 課税総所得金額 ６７５８万１０００円 
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 上記金額は、前記アの総所得金額７０５６万００５２円から前記ウの所得控除の額の合計額

２９７万８１７６円を控除した後の金額である。 

オ 納付すべき税額 １２０７万６０００円 

 上記金額は、次の(ア)から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ２２５１万４９７０円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額６７５８万１０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除の額 １１３万０４００円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額２２６０万８０００円に所得税法９２条１項の

規定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 ９０５万８５００円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１３年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

(2) 第１３事件・平成１３年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １８５万０５００円 

 上記金額は、第１３事件・平成１３年分更正処分により原告Ｂが新たに納付すべきこととなっ

た税額１４７５万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じ

て算出した金額１４７万５０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額

６８１万１２４０円を超える部分に相当する税額７５１万円に１００分の５の割合を乗じて算

出した金額３７万５５００円との合計額である。 

２ 第１３事件・平成１４年分 

(1) 第１３事件・平成１４年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 １億１５９０万９０１２円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額（なお、所得税法６９条１項並びに措置法３２条４項

及び３１条５項の規定による損益通算前の金額であり、以下「イ 分離短期譲渡所得の金額」

まで同じ。）の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－５０の②欄の順号１８） 

 ０円 

 別表９－５０の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 配当所得の金額 １１６１万３７５０円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１４年分修正申告書に記載した配当所得の金額と

同額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ５９１９万５６３９円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１４年分修正申告書に記載した給与所得の金額と

同額である。 

(エ) 雑所得の金額 ４５０９万９６２３円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１４年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同
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額である。 

イ 分離短期譲渡所得の金額 △８９１万３９７７円 

 上記金額は、第１３事件・平成１４年分確定申告書に記載した分離短期譲渡所得の金額と同

額である。 

ウ 所得控除の額の合計額 ４９８万１５５７円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１４年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

エ 課税総所得金額 １億０２０１万３０００円 

 上記金額は、所得税法６９条１項並びに措置法３２条４項及び３１条５項の規定により、前

記アの総所得金額１億１５９０万９０１２円から前記イの分離短期譲渡所得の金額△８９１

万３９７７円を控除（損益通算）した後の金額１億０６９９万５０３５円から、前記ウの所得

控除の額の合計額４９８万１５５７円を控除した後の金額である。 

オ 納付すべき税額 １４０５万８２００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ３５２５万４８１０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額１億０２０１万３０００円に所得税法８９条１項の

税率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除の額 ５８万０６８８円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額１１６１万３７５０円に、所得税法９２条１項

の規定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 ２０３６万５９２０円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１４年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同

額である。 

(2) 第１３事件・平成１４年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 １９２万５０００円 

 上記金額は、第１３事件・平成１４年分更正処分により原告Ｂが新たに納付すべきこととなっ

た税額１８１６万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じ

て算出した金額１８１万６０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額

１６１１万８８７５円を超える部分に相当する税額２１８万円に１００分の５の割合を乗じて

算出した金額１０万９０００円との合計額である。 

３ 第１３事件・平成１５年分 

(1) 第１３事件・平成１５年分更正処分の根拠 

ア 総所得金額 ７２４５万８５８２円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－５１の②欄の順号１８） ０円 

 別表９－５１の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がないため、不

動産所得は零円となる。 

(イ) 配当所得の金額 ９３５万７５００円 
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 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１５年分確定申告書に記載した配当所得の金額と

同額である。 

(ウ) 給与所得の金額 ６３１０万１０８２円 

 上記金額は、次のａ～ｄの各給与収入金額の合計額６８２１万１６６６円から所得税法２

８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額である。 

ａ Ⓖ株式会社からの給与等の収入金額 ２３４０万円 

 上記金額は、原告ＢがⒼ株式会社から平成１５年中に支払を受けた給与等の収入金額で

あり、原告Ｂが第１３事件・平成１５年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴

収票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 

ｂ Ⓗ株式会社からの給与等の収入金額 ３６００万円 

 上記金額は、原告ＢがⒽ株式会社から平成１５年中に支払を受けた給与等の収入金額で

あり、原告Ｂが第１３事件・平成１５年分確定申告書に添付した同社の給与所得の源泉徴

収票の「支払金額」欄に記載された金額と同額である。 

ｃ Ⓘ株式会社からの給与等の収入金額 ３６０万円 

 上記金額は、原告ＢがⒾ株式会社から平成１５年中に支払を受けた給与等の収入金額で

あり（乙Ｎ１）、原告Ｂが第１３事件・平成１５年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」

欄に同社からの「収入金額」として記載した金額と同額である。 

ｄ 株式会社Ⓙからの給与等の収入金額 ５２１万１６６６円 

 上記金額は、原告Ｂが株式会社Ⓙから平成１５年中に支払を受けた給与等の収入金額で

ある（乙Ｎ２）。 

イ 株式等に係る譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１５年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所

得等の金額と同額である。 

ウ 所得控除の額の合計額 ２８５万２６３４円 

 上記金額は、原告Ｂが第１３事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計

額と同額である。 

エ 課税総所得金額 ６９６０万５０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額７２４５万８５８２円から前記ウの所得控除の額の合計額

２８５万２６３４円を控除した後の金額である。 

オ 納付すべき税額 ２２３万６８００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ２３２６万３８５０円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額６９６０万５０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除の額 ４６万７８７５円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額９３５万７５００円に、所得税法９２条１項の

規定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 ２０３０万９１７０円 
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 上記金額は、次のａ～ｅの各金額の合計額である。 

ａ Ⓖ株式会社からの給与等に係る源泉徴収税額 

 ４３８万０８７０円 

 上記金額は、原告ＢがⒼ株式会社から平成１５年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴

収税額であり、原告Ｂが第１３事件・平成１５年分確定申告書に添付した同社の給与所得

の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載された金額と同額である。 

ｂ Ⓗ株式会社からの給与等に係る源泉徴収税額 

 １２５６万７６００円 

 上記金額は、原告ＢがⒽ株式会社から平成１５年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴

収税額であり、原告Ｂが第１３事件・平成１５年分確定申告書に添付した同社の給与所得

の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載された金額と同額である。 

ｃ Ⓘ株式会社からの給与等に係る源泉徴収税額 ４９万６８００円 

 上記金額は、原告ＢがⒾ株式会社から平成１５年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴

収税額であり（乙Ｎ１）、原告Ｂが第１３事件・平成１５年分確定申告書の第二表の「所

得の内訳」欄に同社からの給与等に係る「源泉徴収税額」として記載した金額と同額であ

る。 

ｄ 株式会社Ⓙからの給与等に係る源泉徴収税額 ９９万２４００円 

 上記金額は、原告Ｂが株式会社Ⓙから平成１５年中に支払を受けた給与等に係る源泉徴

収税額である（乙Ｎ２）。 

ｅ Ⓖ株式会社からの配当に係る源泉徴収税額 

 １８７万１５００円 

 上記金額は、原告Ｂの平成１５年分のⒼ株式会社からの配当に係る源泉徴収税額であり、

原告Ｂが第１３事件・平成１５年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの

配当に係る「源泉徴収税額」として記載した金額と同額である。 

(2) 第１３事件・平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 通則法６５条１項及び２項の規定に基づく金額 ２２３万４０００円 

 上記金額は、第１３事件・平成１５年分更正処分により原告Ｂが新たに納付すべきこととなっ

た税額１６３８万円を基礎として、これに同条１項の規定に基づき１００分の１０の割合を乗じ

て算出した金額１６３万８０００円と、同条２項の規定に基づき期限内申告税額に相当する金額

４４６万６６６５円を超える部分に相当する税額１１９２万円に１００分の５の割合を乗じて

算出した金額５９万６０００円との合計額である。 

４ 第１９事件・平成１６年分通知処分の根拠 

(1) 総所得金額 ５８７２万円 

 上記金額は、次のア及びイの各金額の合計額である。 

ア 不動産所得の金額（別表９－５２の②欄の順号１９） ０円 

 上記金額は、別表９－５２の②欄のとおり、不動産所得に係る総収入金額及び必要経費がな

いため、不動産所得は零円となる。 

イ 給与所得の金額 ５８７２万円 

 上記金額は、原告Ｂが第１９事件・平成１６年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額である。 
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(2) 株式等に係る譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、原告Ｂが第１９事件・平成１６年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得

等の金額と同額である。 

(3) 所得控除の額の合計額 １２７万４６６６円 

 上記金額は、原告Ｂが第１９事件・平成１６年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額である。 

(4) 課税総所得金額 ５７４４万５０００円 

 上記金額は、前記(1)の総所得金額５８７２万円から前記(3)の所得控除の額の合計額１２７万

４６６６円を控除した後の金額である。 

(5) 納付すべき税額 ８３万８３００円 

 上記金額は、次のアの金額からイ及びウの各金額を差し引いた後の金額である。 

ア 課税総所得金額に対する税額 １８７６万４６５０円 

 上記金額は、前記(4)の課税総所得金額５７４４万５０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

イ 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

ウ 源泉徴収税額 １７６７万６３００円 

 上記金額は、原告Ｂが第１９事件・平成１６年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 
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別表９－１～９－５２及び別表１１－１～１１－４ 省略 
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（別紙１０） 

争点に関する当事者の主張の要旨 

【目次】 

(1) 争点(1)（第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分

の取消しを求める訴えの適法性）について ·········································４２５ 

（被告の主張の要旨） ···························································４２５ 

（原告Ｏの主張の要旨） ·························································４２７ 

(2) 争点(2)ア（本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性）について ·····················４２９ 

（被告の主張の要旨） ···························································４２９ 

ア 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性の判断基準 ·······························４２９ 

イ 上記判断基準（被告基準①～③）へのあてはめ ·································４３０ 

(ア) 本件各ＬＰＳが「separate legal entity」であること ······················４３０ 

(イ) 被告基準①（構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すること）について 

 ···········································································４３４ 

(ウ) 被告基準②（独立した権利義務の帰属主体として存在していること）について ·４３５ 

(エ) 被告基準③（自己の名において訴訟当事者となることができること）について ·４３７ 

(オ) 小括 ···································································４３７ 

ウ Ⓝ判決及び米国ニューヨーク州ＬＬＣ法上のＬＬＣとの関係 ·····················４３８ 

エ その余の原告らの主張について ···············································４４０ 

(ア) 被告主張に係る被告基準①～③に根拠がないなどとする点（後記（原告らの主張の要

旨）ア(ア)ａ及び(イ)）について ·············································４４０ 

(イ) 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性を原告主張の判断基準により形式的一義的に

判断することができるとの点（後記（原告らの主張の要旨）ア(ア)ｂ）について ···４４１ 

(ウ) 被告基準①～③が私法上の損益の帰属すべき主体とされているか否かを一切考慮し

ていないとの点（後記（原告らの主張の要旨）ア(ア)ｃ）について ···············４４２ 

(エ) 被告主張に係る結論となる解釈が社会通念等に反するとの点（後記（原告らの主張の

要旨）ア(ウ)）について ·····················································４４３ 

(オ) 被告の主張が本件措置法特例を遡及適用したものにほかならないとする点について

（後記（原告らの主張の要旨）ア(エ)） ·······································４４４ 

(カ) 原告ら主張の本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性の判断基準（後記（原告らの主張

の要旨）エ）について ·······················································４４５ 

（原告らの主張の要旨） ·························································４４６ 

ア 被告主張の本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性の判断基準（被告基準①～③）について 

 ·············································································４４６ 

(ア) 理論的な根拠を欠くこと等 ···············································４４６ 

(イ) 被告基準①～③が法人と組合とを区別する基準として機能しないこと ·········４４８ 

(ウ) 被告主張に係る結論となる解釈が社会通念等に反すること ···················４４９ 

(エ) 被告の主張が本件措置法特例を遡及適用したものにほかならないこと ·········４５１ 

イ 被告主張に係る上記判断基準（被告基準①～③）へのあてはめについて ···········４５２ 

(ア) 本件各ＬＰＳが「separate legal entity」であることについて ··············４５２ 
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(イ) 被告基準①（構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すること）について 

 ···········································································４５６ 

(ウ) 被告基準②（独立した権利義務の帰属主体として存在していること）について ·４５８ 

(エ) 被告基準③（自己の名において訴訟当事者となることができること）について ·４５９ 

ウ Ⓝ判決及びニューヨーク州ＬＬＣ法上のＬＬＣとの関係について ·················４６０ 

エ 原告ら主張に係る本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性の判断基準 ···············４６０ 

(ア) 判断基準について ·······················································４６０ 

(イ) 上記判断基準へのあてはめ ···············································４６２ 

(3) 争点(2)イ（本件各ＬＰＳの租税法上の人格のない社団該当性）について ···········４６３ 

（被告の主張の要旨） ···························································４６３ 

ア 人格のない社団の要件 ·······················································４６３ 

イ 上記４要件へのあてはめ ·····················································４６３ 

(ア) 要件［１］について ·····················································４６３ 

(イ) 要件［２］について ·····················································４６４ 

(ウ) 要件［３］について ·····················································４６４ 

(エ) 要件［４］について ·····················································４６４ 

ウ 結論 ·······································································４６５ 

（原告らの主張の要旨） ·························································４６５ 

ア 人格のない社団等の要件について ·············································４６５ 

イ 要件［１］～［４］への当てはめについて ·····································４６５ 

(ア) 要件［１］について ·····················································４６５ 

(イ) 要件［２］について ·····················································４６６ 

(ウ) 要件［３］について ·····················································４６６ 

(エ) 要件［４］について ·····················································４６７ 

ウ 結論 ·······································································４６８ 

(4) 争点(2)ウ（本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得該当性）について ···４６８ 

（被告の主張の要旨） ···························································４６８ 

ア 原告らに帰属する損益が不動産所得に区分されないこと ·························４６８ 

(ア) 不動産所得の要件 ·······················································４６８ 

(イ) 上記要件への当てはめ ···················································４６８ 

(ウ) 本件各ＬＰＳから原告らに帰属する損益の特殊性 ···························４６９ 

(エ) 結論 ···································································４７０ 

イ 原告らの主張に対する反論 ···················································４７０ 

（原告らの主張の要旨） ·························································４７０ 

ア 原告らに帰属する損益が不動産所得に区分されること ···························４７０ 

イ 被告の主張に対する反論 ·····················································４７１ 

(ア) 不動産所得の要件について ···············································４７１ 

(イ) 本件へのあてはめについて ···············································４７１ 

(5) 争点(2)エ（通則法６５条４項の「正当な理由」の有無）について ·················４７２ 

（被告の主張の要旨） ···························································４７２ 
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ア 通則法６５条４項の解釈 ·····················································４７２ 

イ 本件について ·······························································４７２ 

ウ 結論 ·······································································４７３ 

（原告の主張の要旨） ···························································４７３ 

ア 通則法６５条４項の「正当な理由」を基礎付ける事情 ···························４７３ 

イ まとめ ·····································································４７４ 
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(1) 争点(1)（第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分の取

消しを求める訴えの適法性）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 更正処分は、課税庁が課税要件事実を全体的に見直し、申告に係る部分も含めて全体としての

税額を総額的に確定する処分であり、通知処分は、新たに税額を確定する効果はないが、納税者

の更正の請求に対し減額更正を拒否し、直前において確定している申告税額等についてその減額

を認めないことを確認する効果を有する処分であるから、あくまでも別個独立の処分である。一

個の納税義務について通知処分の後に増額更正処分がされ、その双方について不服申立手続を経

て取消訴訟が提起された場合には、審判の矛盾・抵触を避けるため、訴訟上は、通知処分が増額

更正処分に吸収されると解されるが、取消訴訟の提起に至る前の段階においては、通知処分と増

額更正処分が併存することは明らかであるから、処分の確定を妨げるためには、それぞれ不服申

立てを行った上、出訴期間内に取消訴訟を提起する必要があるというべきである。 

 そして、通則法１１５条１項２号は、先行する更正決定等の取消訴訟の係属中に当該更正決定

等に係る課税標準等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとする場合につき、不服

申立前置を要しないとしたものであり、ここでいう「更正決定等」に通知処分が含まれないこと

は文理上明らかである（通則法５８条１項１号イ、９０条１項参照）し、通則法１１５条１項２

号については、通則法１０４条４項のように更正決定等に関する規定を通知処分について準用す

る規定が設けられていないから、第２２事件・平成１７年分通知処分に係る取消訴訟の係属中に、

第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分がされた本件に

おいて、通則法１１５条１項２号の適用の余地はないし、同号の趣旨を根拠として本件で不服申

立前置を要しないと解することもできないというべきである。 

イ また、通則法１１５条１項３号所定の「正当な理由」があるか否かを判断するに当たっては、

当該処分について不服申立てを不要とすることに合理的な理由が認められるか否かを、それぞれ

の処分の目的・性質・効果等の関連において判断する必要があり、各処分が実質的に同一である

と認められる場合や、一つの処分について不服申立てをした以上、他の処分について不服申立て

をすることが無意味と見られることが明らかである場合などが、同号所定の「正当な理由」があ

るときに当たると解される。 

 上記アのとおり、通知処分と増額更正は、あくまで別個独立の処分であり、処分の理由も異な

るのであるから、実体法上当然に一方が他方に吸収されるものではなく、通則法１１５条１項２

号の文理上、通知処分の後に増額更正処分が行われた場合において増額更正処分の取消しを求め

る訴訟を提起するためには、改めて増額更正処分に対する不服申立てを経る必要があるものと解

される。そうすると、原告Ｏが当初の訴えにおいて取消しを求めた第２２事件・平成１７年分通

知処分における争点と、本件変更後の訴えにおいて取消しを求める第２２事件・平成１７年分更

正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分における争点が同じ内容であるとしても、二

つの処分は、その目的・性質・効果等を異にするものであり、実質的に同一の処分であるという

ことはできず、本件において、通知処分について適法な不服申立てを経て取消訴訟が提起されて

いるとしても、その後の増額更正処分についてその取消しを求める訴訟を提起するためには、改

めて増額更正処分に対する不服申立てを経る必要があり、単に争点が同じ内容であるからといっ

て通則法１１５条１項３号に規定する「正当な理由」があるということはできない。 

ウ したがって、第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分
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の取消しを求める訴えは、不適法であり、却下されるべきである。 

（原告Ｏの主張の要旨） 

ア 通則法第１１５条１項２号は、「更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟

の係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更

正決定等の取消しを求めようとするとき」には、不服申立手続を経ないで取消訴訟を提起できる

と規定しているが、その趣旨は、同一国税についてされた更正決定等が既に裁判所において審理

されている場合には、他の更正決定等についても裁判所の審理の対象とすることが、紛争を矛盾

なく、しかも、迅速に解決する上に有益であり、必要でもあるという観点から、同一裁判所で同

時に事件を審理することができるよう措置されたものであると考えられる。 

 本件は、原告Ｏが、原告Ｏの平成１７年分所得税の更正の請求に対してその更正をすべき理由

がない旨の通知処分（第２２事件・平成１７年分通知処分）について異議決定を経て、その取消

しを求める訴えを提起し（当該訴えの提起後審査請求を取り下げた。）、その後その訴訟の係属中

に同年分の所得税についてされた第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７

年分賦課決定処分を争うために、その訴えを提起したものであり、平成１７年分の所得税という

同一の国税に係る訴訟である（しかも、いずれの処分に対する原告の不服の内容も実質的に同一

である。）。そうすると、第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課

決定処分についても、第２２事件・平成１７年分通知処分の取消訴訟と同一の裁判所の審理の対

象とすることが、紛争を矛盾なくかつ迅速に解決する上に有益であり、必要でもあるから、上記

の趣旨が正に妥当する場合である。 

 したがって、第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分

の取消しを求める訴えは、不服申立てを経なくても、通則法１１５条１項２号の要件を満たして

適法である。 

イ 仮に、第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分につき

不服申立てを経ないでその取消訴訟を提起することが、通則法１１５条１項２号の要件を満たさ

ないとしても、同項３号にいう「その決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき」

に該当するというべきである。 

 すなわち、通則法１１５条１項３号にいう「その決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由

があるとき」に該当するためには、司法審査に先立ち、不服申立手続を経由させることに合理的

な理由がない場合、例えば、一つの処分について不服申立てをした以上他の処分について不服申

立てをしても、もはや行政庁等の対応が変わる余地がなく、紛争の自主的解決を期待し得ないよ

うな場合であることが必要であり、より具体的には、各処分が処分の理由を共通にし、不服申立

てにおいて攻撃する点も専ら共通の処分理由に対するものであり、かつ、それに対する行政庁等

の基本的な判断が一つの処分に対する不服申立手続において既に示されていて変更の余地がな

いような場合であることが必要である。 

 これを本件についてみると、原告Ｏは、第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・

平成１７年分賦課決定処分と争点が同一である第２２事件・平成１７年分通知処分について不服

申立手続を経ており、かかる不服申立手続において示された世田谷税務署長の判断やこの争点に

関して平成１３年分から平成１６年分までの所得税につき国税不服審判所長が既に示していた

判断は、今後も変更される余地がないと合理的に見込まれる状況にあった。 

 そうすると、第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２２事件・平成１７年分賦課決定処分
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の適否についての司法審査に先立ち、不服申立手続を経由させることに合理的な理由がないこと

は明らかであり、その取消しを求める訴えを提起するに当たり不服申立手続を経ないことについ

て「正当な理由」がある。 

ウ したがって、原告Ｏの被告に対する訴えのうち、第２２事件・平成１７年分更正処分及び第２

２事件・平成１７年分賦課決定処分の取消しを求める訴えは、適法である。 

(2) 争点(2)ア（本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性の判断基準 

 我が国の租税法上、損益の帰属主体となり得る「法人」（所得税法２条１項６号の内国「法人」、

同項７号の外国「法人」、同法２４条１項の「法人」等と同義である。）については、これを定義

付ける規定が存在しないことから、我が国の私法上の「法人」と同義として、自然人以外のもの

で権利義務の帰属主体となるものをいうと解すべきであるが、どのような団体に法人格を付与す

るか、また、法人格を付与することによって法人にどのような権利能力を認めるかについては、

それぞれの国家の価値判断に基づいて行われるものであり、立法政策の問題に帰するが、それぞ

れの国における法人制度が異なっていることを前提とした上で、どのような性質を有する外国の

事業体が我が国の私法に照らして法人格を有する団体であるといえるかについては、我が国の私

法上の法人に付与されている権利能力の内容と、当該外国の事業体が有する権利能力の内容とを

比較し、当該外国の事業体が我が国の法人に付与されるのと同じ内容の権利能力を有しているか

否かにより判断すべきである。 

 したがって、外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当する

か否かは、具体的には、当該事業体の設立準拠法の内容のみならず、実際の活動実態、財産や権

利義務の帰属状況等を考慮した上、個別具体的に、我が国の私法において法人に認められる権利

能力と同等の能力を有するか否か、すなわち、当該事業体が、① その構成員の個人財産とは区

別された独自の財産を有するか否か（以下「被告基準①」という。）、② その名において契約を

締結し、その名において権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得るか

否か（以下「被告基準②」という。）、③ その権利義務のためにその名において訴訟当事者とな

り得るか否か（以下「被告基準③」という。）に基づいて判断すべきである（このように、外国

の事業体が我が国の租税法上どの組織に該当するかという基準については我が国の国内法によ

るべきであり、その基準に当てはまるかどうかという性質決定は現地の準拠法等に基づいて判断

すべきであるとする、いわゆる「dual process」の考え方が学説及び裁判例において支持されて

いる。）。 

イ 上記判断基準（被告基準①～③）へのあてはめ 

 これを本件についてみると、本件各ＬＰＳの準拠法、ＬＰＳ契約の内容、実際の活動内容、財

産や権利義務の帰属状況等によれば、次のとおり認められる。 

(ア) 本件各ＬＰＳが「separate legal entity」であること 

ａ 「separate legal entity」は、権利の主体となり当事者能力を有する「独立した法主体」

を意味すること 

 本件各ＬＰＳは、州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳであるところ、州ＬＰＳ法２０

１条(b)は、同法に基づき組成されたＬＰＳをもって「separate legal entity（独立した法

的主体）」であると規定している。 
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 一般に、「entity」は「法主体」と訳され、訴訟当事者たる能力を持つものという意味に

用いられるのが通常であり、法分野によってその意味を異にすることがあるとされているの

に対し、「legal entity」は「法的実在；法的主体；法的人格」と訳され、Corporation（法

人）のように、法的に機能し、権利の主体となり、当事者能力を有する自然人以外の主体で

あるとされていること（乙６６参照）、ここでいう「separate（独立して）」とは、関係者す

なわち構成員からの独立（分離）を意味すると解するのが自然かつ合理的な解釈といえるこ

とからすると、結局、「separate legal entity」とは、権利の主体となり当事者能力を有す

る「独立した法主体」を意味するものと解される（乙６２参照）。 

 もっとも、本件各ＬＰＳが以上のような意味を有する「separate legal entity」（州ＬＰ

Ｓ法２０１条(b)）であることのみをもって直ちに制度が異なる我が国の租税法（私法上）

の「法人」に該当すると言えない可能性があるから、この規定を踏まえた上で、被告基準①

～③をも検討し、同法により組成された本件各ＬＰＳにつき、法的主体として具体的にどの

ような権利・義務が付与されているのかを判断すべきである。 

ｂ 「partnership」の本質が集合体理論により説明されるとはいえないこと 

(a) １９９４年改訂統一ＧＰＳ法２０１条(a)は、ＧＰＳ（ジェネラル・パートナーシップ）

について事業体理論が支配的となっていることを背景として（乙８２参照）、パートナー

シップがそのパートナーとは別個の「entity」であることを明記しており、過去の歴史的

な経緯においてはともかく、少なくとも１９９４年改訂統一ＧＰＳ法の影響を受けている

ことが認められる現代のＧＰＳにおいては、一般的に、その本質が集合体理論により説明

されるとは解されない。 

 また、原告らが指摘する文献のうち、① 甲６２及び６３の引用部分は、１９９４年改

訂統一ＧＰＳ法作成前の１９１４年統一ＧＰＳ法に係る部分であり、② 甲６４の引用部

分は、多くの税法やビジネスに関する規定において「unincorporated business organiza

tion」が構成員の集合体であるとの考え方を採っているというにすぎず（甲６４）、かえ

って上記引用部分以外では、現在の非コーポレーション事業組織（unincorporated busin

ess organization）の本質が集合体理論により説明されるのではなく、その基本的特徴は、

構成員とは別個の独立した「entity」であると説明されることを指摘していること（乙８

３）から、いずれも原告らの主張の根拠となるものではない。 

(b) むしろ、ＬＰＳについては、１９１６年統一ＬＰＳ法において、既に、リミテッド・

パートナーにコーポレーションにおける株主に地位に類似する有限責任の地位が、ＬＰＳ

に財産の所有権、パートナーの変更に影響されない継続性及び訴訟手続等の点でパートナ

ーとは別個の存在としての性格が与えられ、さらに、１９７６年改訂統一ＬＰＳ法では、

有限責任を始めとする上記の性格がより大きくされ、２００１年改訂統一ＬＰＳ法に至り、

ＬＰＳがパートナーとは別個の存在であり、その存在に永続性が認められる旨の明文規定

（１０４条(a)及び(c)）が置かれた（乙８７）。 

 そして、ＬＰＳは、上記のような存在であるため、ＧＰＳとは異なり、当事者間の合意

のみにより成立するものではなく、制定法に基づきその要求事項を満たした場合にのみ設

立が認められるのであり（乙８６参照）、州ＬＰＳ法においても、存在の永続性について

の規定（８０１条）やリミテッド・パートナーの有限責任の規定（３０３条(a)）が設け

られたほか、特に、ＬＰＳが州ＬＰＳ法の要件を満たした場合に「separate legal entit
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y」（独立した法主体）となると明確に規定されている（２０１条(b)）といえる。 

ｃ ｄ教授意見書（甲９０）指摘の「separate legal entity」の意義について 

 ｄ教授意見書が指摘するＧＰＳの「survivability（存続性）」に関しては、１９９４年改

訂統一ＧＰＳ法解説書（乙８２）においても、１９９４年改訂統一ＧＰＳ法２０１条(a)に

パートナーシップのエンティティ性について明文の規定が置かれたことの意義として例示

されている一方、例えば、ＧＰＳが訴訟当事者能力を有する旨の１９９４年改訂統一ＧＰＳ

法３０７条(a)の規定は、ＧＰＳのエンティティ性に係る１９９４年改訂統一ＧＰＳ法２０

１条(a)の規定を具体化したものであると説明されているから、同条の規定は、多くの条項

がエンティティ・モデルに基づいている事実を反映して加えられたものであり、ＧＰＳの組

成に関する法律においてエンティティ理論が優勢となっている事実を明示するものにほか

ならないから、ｄ教授意見書指摘の上記の点は、「separate legal entity」の規定が法人格

を付与する規定ではないとの結論に結び付くものではない。 

 むしろ、① ｄ教授意見書が指摘するパートナーシップの「survivability（存続可能性）」

についてエンティティ理論を採用した沿革の点や州ＬＰＳ法２０１条(b)に「separate lega

l entity」の規定が置かれたのはパートナーシップに関する制定法の進化と「事業体（enti

ty）」という概念の使用によるものであるとする点は、被告の主張に沿うものであり、② 結

局ｄ教授意見書は、州ＬＰＳ法上のＬＰＳの本質が契約関係であると指摘するものにすぎず、

パートナーシップが集合体理論（甲６１参照）と事業体理論（乙１０１参照）のどちらの理

論によって説明されるのかという問題と、パートナーシップの本質が契約関係か否かという

問題は、そもそも別個の問題であるから、州ＬＰＳ法に基づくＬＰＳの本質が集合体理論に

より説明されることの根拠にはならないというべきである。 

(イ) 被告基準①（構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すること）について 

ａ 本件各ＬＰＳは、① 構成員である各パートナーとは別個の独立した法的主体（separate

 legal entity）であり（州ＬＰＳ法２０１条(b)）、② その事業、目的のために必要ない

かなる権利をも保有しそれを行使することができ、本件各不動産を購入するなど自らの名義

で資産を取得・保有することができる（州ＬＰＳ法１０６条(b)、本件各ＬＰＳ契約１．３

条、２．７条）。また、③ 本件各ＬＰＳ契約４．５条は、各パートナーは、本件各ＬＰＳ

の資産に、その出資割合に相当する分配されない持分を有すると規定するものの、ここでい

う持分とは、パートナーシップの資産全体（Partnership's property）に対する持分を意味

し、パートナーシップの有する個別（特定）の資産（州ＬＰＳ法７０１条が規定する「spec

ific limited partnership property」。例えば、本件各建物）に対する直接の持分を意味す

るものではなく、また、各パートナーは、本件各ＬＰＳの資産に関する分割の訴訟を行うた

めに有する権利を放棄する旨規定されていることから、各パートナーは、本件各ＬＰＳの資

産に対して何らの持分も実質的には有していないものといえる（州ＬＰＳ法７０１条、本件

各ＬＰＳ契約４．５条、１０．１５条）。さらに、④ 本件各ＬＰＳが所有する資産は、本

件各ＬＰＳの名義で登録することができるところ、本件各建物の譲渡については、いずれも

本件各ＬＰＳの名義で米国の登録所に登録されている（本件各ＬＰＳ契約２．７条）。 

 以上のことからすれば、本件各ＬＰＳは、独立した法的主体として、構成員である各パー

トナーの個人財産とは明確に区別された独自の財産を有しているといえる。 

ｂ 州ＬＰＳ法２０１条(b)及び７０１条と本件各ＬＰＳ契約４．５条の関係について 
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 なお、本件各ＬＰＳ契約４．５条をもって、（州ＬＰＳ法２０１条(b)及び７０１条が修正

され、）本件各ＬＰＳが独自の財産を有しないといえないことは、次のとおりである。 

 すなわち、ｆ回答書（乙７９）によれば、州ＬＰＳ法（２０１条(b)及び７０１条）は、

① 州ＧＰＳ法２０１条(a)及び２０３条と異なり、パートナーシップ証明書及びパートナ

ーシップ契約に別途定めることにより当該条項の適用を回避できるとは特に規定しておら

ず、② パートナーシップ財産の所有権に関して集合体理論の適用を選択するパートナーの

意向を第三者が知り得るための公示等の対処を行っていない上、③ 強制的ではない規定を

意味する「may」又はこれに類似する単語が使用されず、むしろ州ＬＰＳ法２０１条(b)にお

いては、一般に法的拘束力の程度が高く強制的な規定に用いられる「shall」という単語が

使用されていることからすると、パートナーシップ契約による修正を認めない強制的な規定

であると解されること等を根拠として、単に「不可分の持分（the undivided interest）条

項」をＬＰＳ契約の中に入れるだけで、州ＬＰＳ法の規定を変更し、各パートナーが特定の

パートナーシップ財産に持分を持つとすることはできないとされている。むしろ、ｆ回答書

の記載内容を素直に理解すれば、本件各ＬＰＳ契約４．５条における「不可分の持分条項」

は、州ＬＰＳ法２０１条(b)及び７０１条を排除・変更するものではなく、極めて限定され

た状況においてこれらの各規定と抵触しない範囲でその適用が認められる内容のものと解

するのが相当である。 

 したがって、本件各ＬＰＳ契約４．５条の存在をもって本件各ＬＰＳが独自の財産を有し

ないとはいえない。 

(ウ) 被告基準②（独立した権利義務の帰属主体として存在していること）について 

ａ 本件各ＬＰＳは、① 構成員である各パートナーとは別個の独立した法的主体（separate

 legal entity）として、本件各不動産賃貸事業の遂行のために必要な契約の締結や権利行

使等あらゆる行為を行うことができ（州ＬＰＳ法１０６条(a)、(b)、２０１条(b)、本件各

ＬＰＳ契約１．３条）、② 自ら独立して負債、債務及び責任を負担するが、その個別の債

務等について、本件各受託銀行のようなリミテッド・パートナーが債務の弁済等の個人的な

義務及び責任を負うことはない（州ＬＰＳ法３０３条(a)、本件各ＬＰＳ契約１．５条）。他

方、③ 本件各ＧＰは、本件各ＬＰＳを代理して、本件各ＬＰＳの名義において本件各不動

産賃貸事業の遂行に必要なあらゆる行為を行うことができ、本件各ＬＰＳは、買主として本

件各売買契約を締結して本件各建物の所有権を取得し、本件各土地賃貸借契約を締結して本

件各土地を賃借し、本件各不動産賃貸事業のために多額の資金を借り入れ、本件各管理契約

を締結して本件各不動産の管理を委託するなど、自ら契約当事者として契約を締結し、権利

を取得するとともに義務を負っている（本件各ＬＰＳ契約２．１条）。 

 以上のことからすれば、本件各ＬＰＳは、独立した権利義務の帰属主体として存在し、活

動を行っているといえる。 

ｂ 本件各ＬＰＳに生じた損益の帰属先について 

 なお、州ＬＰＳ法５０３条並びに本件各ＬＰＳ契約４．７条及び４．８条によっても、本

件各ＬＰＳに生じたグロスの損益（収益の総額と損失の総額）がその構成員である本件各受

託銀行を介して原告らに直接帰属しないことは、次のとおりである。 

 ① 州ＬＰＳ法５０３条は、各パートナーへの損益の直接の帰属を定めるものではなく、

② 本件各ＬＰＳ契約の４．７条（又は４．８条）は、本件各ＬＰＳ契約４．１条所定の会
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計年度（Fiscal Year）、利益（Profits）（又は損失（Losses））の定義に鑑みると、本件各

ＬＰＳの連邦所得税の課税年度の課税対象利益（又は損失）に相当する額は、パートナーの

それぞれの出資割合に応じてパートナーに割り当てられるというもの（乙１４）と解すべき

であるから、本件各ＬＰＳのパートナーがそれぞれの出資割合に応じて割り当てられるのは、

本件各ＬＰＳの連邦所得税の課税年度の課税対象利益（又は損失）に相当する額、すなわち

収入及び支出について差引計算した後の純額であり、原告ら主張のようにグロスの損益（収

益の総額と損失の総額）が直接に各パートナーに帰属するものではない。 

 また、本件各ＬＰＳが権利義務の帰属主体となり得る事業体として自ら本件各不動産賃貸

事業を営んでいる以上、当該事業から生じた個々の権利義務、すなわち不動産賃貸収入や当

該事業に係る費用が本件各ＬＰＳ自身に帰属することになることは明らかであり、仮に、本

件各ＬＰＳの構成員であるパートナーに何らかの損益が帰属するとしても、その損益とは、

本件各不動産賃貸事業から生ずる個々の不動産賃貸収入や当該事業に係る費用そのもので

はなく、本件各ＬＰＳにおいてそれらを集計した後に割り当てられたものにすぎない。 

(エ) 被告基準③（自己の名において訴訟当事者となることができること）について 

 本件各ＬＰＳは、その名義において、訴訟を提起し、訴訟を提起されるなどの自ら法的手続

を行う権限・能力を有している（州ＬＰＳ法１０５条(a)、本件各ＬＰＳ契約１．３条）から、

自己の名において訴訟当事者となることができるといえる。 

(オ) 小括 

 したがって、本件各ＬＰＳは、被告基準①～③を満たしていることから、我が国の租税法上

の「法人」に該当する。 

ウ Ⓝ判決及び米国ニューヨーク州ＬＬＣ法上のＬＬＣとの関係 

(ア) なお、米国ニューヨーク州ＬＬＣ法に基づき設立された事業体であるＬＬＣ（リミテッ

ド・ライアビリティ・カンパニー）が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かなどが争

われた事案において、Ⓝ判決（乙５２、６１）は、被告基準①～③と同様の要素を判断基準と

して、当該ＬＬＣが米国ニューヨーク州ＬＬＣ法上法人格を有する団体であり、我が国の私法

上（租税法上）の「法人」に該当すると解するのが相当である旨判示していることからも、被

告の上記ア、イの主張が正当であることが裏付けられている。 

(イ) そして、Ⓝ判決がニューヨーク州ＬＬＣ法に準拠して設立されたＬＬＣが我が国の私法上

（租税法上）の法人に該当すると解した根拠として、Ⓐ ＬＬＣ自身の名義で訴訟手続を行う

ことができる旨規定したニューヨーク州ＬＬＣ法２０２条(a)、Ⓑ 法律及び基本定款の定め

に従うことを条件として、ＬＬＣに広範な権限を認めた同法２０２条(b)～(e)、Ⓒ 同法に準

拠して設立された事業体は独立した法的主体（separate legal entity）になる旨規定した同

法２０３条(d)及びⒹ 当該ＬＬＣにおける構成員持分は動産であり、構成員は当該ＬＬＣの

個別財産には一切権利を持たない旨規定した同法６０１条を根拠として掲げていることから

も、これらと同趣旨の規定（Ⓐ１０５条(a)、Ⓑ１０６条(a)、(b)、Ⓒ２０１条(b)及びⒹ７０

１条）を有する州ＬＰＳ法に準拠して設立された本件各ＬＰＳは、我が国の租税法上の法人に

該当するというべきである。 

(ウ) さらに、ニューヨーク州ＬＬＣ法には、次のとおり、州ＬＰＳ法と類似の規定があること

からも、州ＬＰＳ法を準拠法とする本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当することが

裏付けられる。 
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ａ 州ＬＰＳ法は、ＬＰＳの組成のためにはＬＰＳ証明書（リミテッド・パートナーシップ証

明書）を州務長官登録局に登録する必要があり（２０１条(a)及び(b)）、ＬＰＳ証明書の上

記登録が公示の機能を有する（２０８条）旨を規定しているところ、ニューヨーク州ＬＬＣ

法も、ＬＬＣの設立に当たっては、オペレーティング契約の締結だけではなく、適切に署名

された基本定款（articles）の作成及び州務省への提出が必要とされ、その内容を新聞に公

告することを求めており（２０３条(a)、(d)、２０６条及び２０９条）、公示という制度面

で、州ＬＰＳ法は、ニューヨーク州ＬＬＣ法と類似する。 

ｂ 州ＬＰＳ法は、ＬＰＳの解散時期及び解散事由を基本的にパートナーシップ契約すなわち

パートナーの合意に委ねているところ（８０１条）、ニューヨーク州ＬＬＣ法は、ＬＬＣの

解散時期及び解散事由を基本的に基本定款又はオペレーティング契約に委ねる旨規定して

いる（７０１条）。 

ｃ 州ＬＰＳ法は、パートナーシップの損益の割当て及び現金その他の資産の分配に関しては、

パートナーシップ契約の規定に従って割当てが行われるが、パートナーシップ契約に規定が

ない場合には、出資の合意価額に基づいて分配される旨を規定しているところ（５０３条及

び５０４条）、ニューヨーク州ＬＬＣ法も同様の規定を置いている（５０３条及び５０４条）。 

ｄ 州ＬＰＳ法は、パートナーシップ持分について、パートナーシップ契約に別段の定めがあ

る場合を除き、その全部又は一部を譲渡することができると規定しているところ（７０２条

(a)(1)）、ニューヨーク州ＬＬＣ法も同様の規定を置いている（６０３条(a)(1)）。 

ｅ 州ＬＰＳ法は、ＬＰＳの個別の債務について構成員であるリミテッド・パートナーは個人

として弁済する義務を負わない旨を規定しているところ（３０３条(a)）、ニューヨーク州Ｌ

ＬＣ法も、ＬＬＣの構成員が当該ＬＬＣの債務について個人的に責任を負わない旨を規定し

ている（６０９条(a)）。 

エ その余の原告らの主張について 

(ア) 被告主張に係る被告基準①～③に根拠がないなどとする点（後記（原告らの主張の要旨）

ア(ア)ａ及び(イ)）について 

 我が国においては、民法３３条１項が法人法定主義を採り、各事業体を法人とする旨の法律

の規定を置くことによって法人格を付与して権利能力を認める制度を選択しているが、我が国

と法制度や法人制度の異なる外国においては、我が国の法人法定主義とは異なる手段・方法で

権利能力を認めることもあり得るし、法令用語の概念も異なり得ることを前提とすれば、当該

外国の事業体に外国の法人制度に基づいて与えられる法人格（権利能力）の内容が我が国の法

人に与えられているそれと異なる可能性があるから、外国の事業体が我が国の私法上の法人に

該当するか否かを判断するに当たっては、我が国の法人制度において法人に与えられる法人格

（権利能力）と同等の内容か否かを確認する必要があるというべきである。 

 また、民法３３条１項は、法人法定主義を宣言するにとどまり、外国において当該外国の法

令に基づいて成立した事業体が我が国の私法上又は租税法上の法人として取り扱われるか否

かの問題を規律する規定ではないから、我が国の租税法上の法人は、我が国の国内法（私法）

一般にいう「法人」、すなわち自然人以外のもので、権利義務の主体となることができるもの

のことであり、民法その他の我が国の国内法に基づく手続を経た「法人」、すなわち同項の「法

人」のことではない。 

 そして、私法の一般法である我が国の民法の解釈において、「法人」とは「自然人以外のも
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ので、権利義務の主体となることのできるもの」をいい、被告基準①～③を満たすものとされ

ていることは、明らかであり、被告基準①～③が法人であれば 小限度備えている属性とされ

ていること（甲２９）等に照らすと、原告らの反論は当たらない。 

(イ) 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性を原告主張の判断基準により形式的一義的に判断

することができるとの点（後記（原告らの主張の要旨）ア(ア)ｂ）について 

 原告らが我が国の法人と同等のものと理解されるという「corporation」（コーポレーショ

ン）に加えて、「body corporate」と「juristic person」の二つを特に列挙する根拠が不明で

ある（特に、日米租税条約３条１項ｆの「法人格を有する団体」について英語の正本で「body

 corporate」と訳されているとしても、同項ｆは、日米租税条約上の法人を「法人格を有する

団体」だけではなく「租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体」をも含めて規

定していることからすると、外国の事業体が「body corporate」でないことから、直ちに我が

国の租税法上の「法人」に該当しないとはいえない。）。 

 また、上記以外にどのような用語が「これらと同等の概念」に該当するかは、米国における

法人制度において法人格を付与する規定の仕方に（使用される用語も含め）様々な方法があり

得ることを前提とすれば、対象となる事業体の性質を規定する用語の実質的な内容・概念を確

認した上で判断するほかないから、これを「専ら形式的な基準」により判断することはできな

い。 

 そして、学説上、米国の法人税においてはコーポレーション（corporation）の範囲が不明

確であるし、過去においては、課税上、法人との区別を行うためにキントナー規則と呼ばれる

６つの基準に基づき個々の事業体ごとに判断するという取扱いが行われていたが、その認定が

極めて煩雑かつ複雑であったため、現在は企業の申告における選択にゆだねるチェック・ザ・

ボックス制度が採用されるに至っていると指摘されていること（甲３１）によれば、米国内に

おいてさえ、租税法上、コーポレーション（corporation）の概念に該当するか否かを「専ら

形式的な基準」により判断することは困難であることが分かる。 

 したがって、外国の事業体が我が国の法人に該当するか否かを判断するに当たっては、外国

と我が国との間で法人制度や法令用語の概念等が異なることを前提とせざるを得ないのであ

り、その前提に立てば、外国におけるある特定の概念に該当するか否かという形式的な基準に

よる判断で合理的な結論を導き出すことはおよそ不可能である。 

 なお、被告主張の判断基準によっても、まず当該事業体がその設立準拠法等により我が国の

私法上の法人と同等の権利能力を与えられているか否かによって法人該当性を判断し、これに

該当しないことを前提として、次に外国の人格のない社団等の該当性を判断することになるか

ら、外国の法人と人格のない社団等とは、内国の事業体と同様に、明確に区分けすることがで

きる。 

(ウ) 被告基準①～③が私法上の損益の帰属すべき主体とされているか否かを一切考慮してい

ないとの点（後記（原告らの主張の要旨）ア(ア)ｃ）について 

 本件各ＬＰＳは、その設立準拠法において権利義務の帰属主体となり得る事業体として自ら

本件各不動産賃貸事業を営んでいる以上、当該事業から生じた個々の権利義務、すなわち不動

産賃貸収入や当該事業に係る費用が本件各ＬＰＳ自身に帰属することになるのは明らかであ

るから（仮に本件各ＬＰＳの構成員であるパートナーに何らかの損益が帰属するとしても、そ

の損益とは、本件各不動産賃貸事業から生じる個々の不動産賃貸収入や当該事業に係る費用そ
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のものではなく、本件各ＬＰＳにおいてそれらを集計した後に割り当てられたものにすぎな

い。）、原告らの主張はその前提を欠くし、以上のような被告の主張は、「法人は、法律により、

損益の帰属すべき主体として設立が認められるものであり、その事業として行われた活動に係

る損益は、特殊な事情がない限り、法律上その法人に帰属するものと認めるべきもの」である

との見解と基本的に一致しているといえる。 

(エ) 被告主張に係る結論となる解釈が社会通念等に反するとの点（後記（原告らの主張の要旨）

ア(ウ)）について 

ａ 米国のＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」に含まれない旨の社会通念が形成されていた

との点 

 ① 平成１２年４月小委員会討議用資料は、政府税制調査会法人課税小委員会の討議用資

料として、日米それぞれにおける様々な事業体に関する法制度の違いなどを一般的に説明す

るため、問題点等をできるだけ簡素化・単純化して表現したものにすぎず、その記載から、

米国のＬＰＳはすべからくその準拠法上法人格を付与されていないことを公に表明したも

のとはいえない（なお、「パートナーシップとは、・・・非法人の事業組織体（unincorporat

ed organization）である」との記載も、単に英語の原文に日本語訳を併記したものにすぎ

ない。）。② 平成１２年７月政府税調中期答申は、米国のＬＰＳが我が国の租税法上の法人

に含まれないことを明言するものではないし、外国の多様な事業体について法人課税上どの

ように取り扱うべきかという問題点の検討の必要性を指摘したものというべきであって立

法論上の提言とまではいえない。そうすると、平成１２年４月小委員会討議用資料や平成１

２年７月政府税調中期答申の記載を根拠として、米国のＬＰＳ（リミテッド・パートナーシ

ップ）に準拠法上法人格が付与されておらず、これが我が国の租税法上の法人に含まれない

ことを公に表明したということはできない。 

 また、国会における審議や立法資料からも明らかなとおり、本件措置法特例（措置法４１

条の４の２の規定による損益通算等の特例）は、あくまでも、任意組合（民法上の組合）を

利用して航空機リース事業を行うような租税回避行為に対応することを目的とするもので

あって、多様な外国の事業体の課税の在り方を解決するために立法されたものではなく、原

告らが主張するような問題意識を前提として立法されたものではない（本件措置法特例に関

する解説書（甲１６）においても、米国のＬＰＳ（リミテッド・パートナーシップ）であっ

ても、個々の実態等により法人と取り扱われることを明らかにされている）。 

 したがって、本件各ＬＰＳが個別具体的に我が国の法人に該当しない旨の社会通念が形成

されているとはいえず、被告の上記主張が社会通念に反するということはできない。 

ｂ その他の点について 

 その他上記ａ以外の事情から被告主張に係る結論となる解釈が社会通念等に反するとい

う点についても、① 州ＬＰＳ法２０１条(a)及び(b)によれば、デラウェア州においてＬＰ

Ｓを設立するためには、ＬＰＳ契約の締結に加えて、州ＬＰＳ法に基づき州務長官登録局に

ＬＰＳ証明書を提出して登録することが要件とされていることは明らかであり（州ＬＰＳ法

解説書、乙８６参照）、ＬＰＳ証明書の登録をもってＬＰＳの設立が認められるものと解さ

れることのほか、② 前記イで述べた本件各ＬＰＳの準拠法、ＬＰＳ契約の内容、実際の活

動内容、財産や権利義務の帰属状況等に鑑みれば、原告らの主張はいずれも失当である。 

(オ) 被告の主張が本件措置法特例を遡及適用したものにほかならないとする点について（後記
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（原告らの主張の要旨）ア(エ)） 

 ① 本件各ＬＰＳによる本件各不動産賃貸事業を中心とするスキームは、本件各建物の賃貸

により利益を得ることを目的とするものではなく、本件各建物の売却代金が購入価額よりはる

かに高額とならない限り、減価償却費等の必要経費算入による租税負担の軽減のみを目的とす

るものであること、② 本件措置法特例が、あくまで任意組合を利用して航空機リース事業を

行うような租税回避行為に対応することを目的とするものであり（甲１６、乙９２～９６参照）、

少なくとも多様な外国の事業体の課税の在り方を解決するために立法されたものであること

等に照らし、原告らの上記主張は、その前提において失当である。 

(カ) 原告ら主張の本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性の判断基準（後記（原告らの主張の要

旨）エ）について 

 本件においては、本件各ＬＰＳ自体の法人税の課税関係が問題となるわけでない上、所得税

法２４条が内国法人であるか外国法人であるかを区別せずに我が国の租税法上損益の帰属主

体としての「法人」から受けるものであることを前提にしていること等に照らして、外国の事

業体を通じて得られた所得の帰属の判断枠組みとして「外国法人」（法人税法２条４号）該当

性を基準とする必要はないし、民法３６条１項は、外国の事業体が我が国において法人として

活動することを認める際の要件についての規定であり、本件各ＬＰＳのように我が国において

活動していない外国の事業体には適用される余地がないこと等に照らすと、民法３６条１項を

根拠に我が国の外国法人の意義又は判断基準を導くことはできない。 

 また、前記(ウ)で述べたことのほか、① 原告ら主張のコーポレーション等が民法３６条１

項の「外国法人」であって商事会社に該当するか否かという判断基準の関係は判然とせず、整

合性に疑問があること、② 外国の根拠法で法人格が与えられていることと社団・商事会社で

あることとは別の問題であること、③ 民法３３条及び３６条から、我が国の法人が社団的な

合同行為によって設立される必要があることを読み取れないこと等に照らし、原告ら主張の判

断基準によることはできない。 

（原告らの主張の要旨） 

ア 被告主張の本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性の判断基準（被告基準①～③）について 

(ア) 理論的な根拠を欠くこと等 

 外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かの判

断基準について、被告主張に係る被告基準①～③は、次の諸点に鑑みると、我が国の租税法の

解釈として失当である。 

ａ 被告がその根拠として示した文献等は、いずれも法人とされたことから生ずる効果につい

て論じたものであり、法人該当性の判断基準を論じたものではない。 

 また、ある事業体が「法人」であること（つまり法人格を付与されていること）と、ある

事業体が「法人」とされたことから生ずる「効果」のうちの特定のものと同じ効果を法律に

より認められていることとは同義ではない。このことは、例えば、「訴え、又は訴えられる

こと」に明示的に言及する規定がどこにもないにもかかわらず、農業協同組合や農業協同組

合連合会、すなわち「法人」とされた事業体が訴え、又は訴えられることができるのは、そ

の事業体が「法人」とされ、新たに権利義務の帰属主体とされたことから当然に生ずる「効

果」である。これに対して、「法人」ではない事業体が、民事訴訟法２９条により、訴え、

又は訴えられる資格が認められ、いわば法人「化」されたからといって、当該事業体が我が
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国の私法上の「法人」とされたわけではないことからも明らかである。 

 したがって、被告主張に係る被告基準①～③を満たせば法人と認められることの説得的な

根拠が他に示されていないことからも、被告主張に係る被告基準に何らの根拠もなく合理性

がないことは明らかである。 

ｂ 我が国の租税法上、外国の事業体が、ⓐ外国法人、ⓑ外国の人格のない社団等及びⓒ外国

の組合（複数の個人である構成員の集合体）のとおりに区分けされることは、内国の事業体

がⒶ内国の法人、Ⓑ内国の人格のない社団等及びⒸ内国の組合（複数の個人である構成員の

集合体）と区分けされることと同様であるから、その区分けのあり方も、外国の事業体の場

合と内国の事業体の場合とで原則として同様であるべきである。 

 そして、内国の事業体がⒶの内国の法人に該当するか否かについては法人法定主義（民法

３３条）により形式的一義的に決定され、事業体の性質に関する実質的な内容は判断されな

い一方、Ⓑの内国の「人格のない社団等」は「Ⓐに該当せずかつ権利能力なき社団の４要件

に当てはまるもの」、Ⓒの内国の組合は「Ⓐに該当せず権利能力なき社団の４要件も充足し

ないもの」として、事業体の実質に着目した判断がされる。ある事業体がⒶ、Ⓑ及びⒸの要

件を同時に満たすことは論理的には生じず、また、ⒶとⒷ又はⒸは形式的一義的に区分され

る。 

 そうだとすれば、外国の事業体についても、内国法人の場合の法人法定主義と同様に、専

ら形式的な基準によりⓐ外国法人該当性を判断すべきであり、その形式的な基準による判断

から漏れた外国の事業体のうち権利能力なき社団の４要件という実質的な基準の充足とい

う実質的判断をクリアできた事業体のみをⓑ外国の「人格のない社団等」に該当するものと

して外国法人とみなして扱うことを予定していると解すべきである。 

 これに対し、被告主張のように、外国の事業体についてだけ、その準拠法上の法人格の有

無という形式的な基準（つまり内国の事業体と同様の基準）ではなく、被告基準①～③の基

準を用いて個別具体的な実質判断を行うとすると、内国の事業体の場合の判断と著しく相違

するのみならず、実質的にも、本来ⓑ外国の人格のない社団等やⓒの外国の組合に該当すべ

き外国の事業体までも不可避的にⓐ外国法人に区分けしてしまう誤りを内包し、現に、ⓑ外

国の人格のない社団等は、権利能力なき社団の４要件を満たすと同時に被告基準①～③も満

たすことになり、すべて「法人」となってしまうので、租税法の明文で外国の事業体がⓐ外

国法人及びⓑ外国の「人格のない社団等」に区分けされていること等にも反するから（この

点で、被告の上記主張は、これによると、内国の事業体についても、我が国の制定法上「法

人」とされているもの以外の事業体が租税法上は「法人」たり得ることを認める結論になる

から、我が国の私法が採用する内国法人についての法人法定主義と完全に矛盾し、我が国の

租税法上の「法人」を我が国の私法上の「法人」と同義とする見解（借用概念論のうちの統

一説）と相いれないものであり、論理が破たんしているといわざるを得ない。）、失当である。 

ｃ 法人とは、法律により損益の帰属すべき主体として設立が認められるものであるが、被告

主張に係る被告基準①～③は、私法上損益の帰属すべき主体とされているか否かを一切考慮

することなく、法人該当性の判断がされるべきとしている点でも、不当である。 

(イ) 被告基準①～③が法人と組合とを区別する基準として機能しないこと 

 被告主張に係る被告基準①～③は、次のとおり、我が国の租税法上の組合とされる事業体に

も当てはまるものであって、法人と組合とを区別する基準として機能しない。 
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ａ 被告基準①については、構成員の個人財産から区別され、個人に対する債権者の責任財産

ではなくなって、法人自体の債権者に対する排他的責任財産を作る法技術は、我が国では、

例えば任意組合等の法人以外についても認められているから、我が国の私法上の「法人」の

判断基準とするのは不合理であり、外国の事業体についての「法人」の判断基準とする合理

性もない。 

ｂ 被告基準②については、自己の名前で取引をしていたとしても私法上「法人」とはされて

いない外国の事業体が存在することは、平成１２年７月政府税調中期答申（甲２５）におい

ても認識されており、自己の名前で取引することは必ずしも法人格を付与されていることを

意味しないから、これをもって私法上の「法人」の判断基準とするのは誤りである。 

ｃ 被告基準③についても、我が国では、民事訴訟法２９条の解釈論として、代表者の定めが

あれば組合の場合にも訴訟当事者となることが認められるのであるから、この判断基準は私

法上の「法人」に特有なものではないことは明らかであり、外国の事業体についての「法人」

の判断基準とする合理性もない。 

ｄ 外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かに

ついて、当該事業体の設立準拠法や設立契約の内容、実際の活動実態、財産や権利義務の帰

属状況等を考慮して、個別具体的に判断すべきとの点も、当該事業体が設立準拠法上有する

権利能力の内容が、設立契約の内容、実際の活動実態、財産や権利義務の帰属状況等といっ

た一義的に確定できない要素により、事後的に左右されることを許容する解釈は、我が国の

「法人」の理解とは余りにもかけ離れており、我が国の私法及び租税法の解釈として失当で

ある。 

(ウ) 被告主張に係る結論となる解釈が社会通念等に反すること 

 次の点に照らし、納税者にとっての予測可能性・法的安定性を確保するため、「法人」の意

義の解釈適用は社会通念又は「その語の通常持つ意味」に沿って行われるべきであるという観

点からも、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」に該当するとの解釈は認められるべき

ではない。 

ａ 米国のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に含まれないとの見解は、平成１２年７月政府税

調中期答申及び平成１２年４月小委員会討議用資料中において政府税制調査会及び大蔵省

（現財務省）主税局としてのものが公に表明されており、税務当局関係者の論稿（甲２７、

７５）等に照らしても、本件各ＬＰＳの組成当時の日本における租税実務では、デラウェア

州のＬＰＳが我が国の租税法上の法人と同等の事業体ではないとの理解が広く共有されて

いた（その点で、本件措置法特例は、上記見解等に表れた問題意識、すなわち、ＬＰＳは我

が国の租税法上の法人には当たらず、ＬＰＳを通じた不動産投資により不動産所得を得て損

益通算することが可能であることを前提として、創設的に立法されたといえる。）。 

 また、我が国の商法学者も、州ＬＰＳ法上のＬＰＳに法人格はないとの見解を示しており

（甲７、１４）、原告らに係る国税不服審判所の裁決も、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上

の法人に該当しないとの判断を示していた。 

ｂ 州ＬＰＳ法に基づくＬＰＳ（リミテッド・パートナーシップ）は、米国の税務上、チェッ

ク・ザ・ボックス規則の既定のルール（default rules）としてパートナーシップ（partner

ship）を選択したものとみなされていること（その趣旨はそのような取扱いとすることが正

に納税者の期待に沿うというものである。）に鑑みると、州ＬＰＳ法上のＬＰＳをコーポレ
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ーション（corporation）になぞらえて解釈することは不自然、不合理である。 

ｃ 本件各ＬＰＳを含む州ＬＰＳ法上のＬＰＳは、損益の帰属主体とされている我が国の「法

人」とは異なり、その事業活動により生じた損益が構成員である各パートナーに直接帰属す

ることとされている（５０３条）。 

 そして、デラウェア州のコーポレーション（corporation）が、① 正に法律によって創

設的にその存在が創られたもので、② 設立証明書を提出する行為が設立行為そのものであ

るのに対し、州ＬＰＳ法上のＬＰＳは、① ＬＰＳ契約の締結によって組成されるもので、

② ＬＰＳ証明書の提出は単にこれを通知する意味しかなく、実際にも、本件各ＬＰＳは、

本件各ＬＰＳ契約の前文において、前文と以後に規定される相互の約定を約因として、パー

トナーらは、州ＬＰＳ法及びその他の適用ある法律に従い以後に規定される条項に基づいて

パートナーシップを組成することに合意し、ここにパートナーシップを組成する旨定めてお

り、パートナーシップ契約によりＬＰＳが組成されていることを明言している。 

 したがって、本件各ＬＰＳを含む州ＬＰＳ法上のＬＰＳは、コーポレーションとは著しく

異なるものである。 

(エ) 被告の主張が本件措置法特例を遡及適用したものにほかならないこと 

 ① 本件各不動産賃貸事業は、米国に所在する中古木造集合住宅である本件各建物に投資し、

維持・管理、補修・改装等を十分に行うことでそのヴァリューアップを図り、物件売却による

売却益（キャピタル・ゲイン）の獲得を目的とした通常の不動産投資であり、原告らは、不動

産の値下がりリスクを負いつつ、不動産の売却益（キャピタル・ゲイン）の獲得を目的とし、

不動産投資を行う投資家又は合理的経済人たる納税者として、その投資判断に当たり、（不動

産投資を行った場合に等しく適用される我が国の租税法の規定を適用した結果にすぎない）租

税上の効果を勘案しただけであるから、不動産投資として極めて合理的なものである。そして、

② 本件措置法特例が新設される以前において、組合型の事業体（本件各ＬＰＳ）を通じて不

動産投資を行った場合にその事業体の構成員（パートナー）がその損失を不動産所得の損失と

して損益通算をすることは禁止されていなかった。 

 それにもかかわらず、被告が前記のとおり本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」に当

たる旨主張するのは、実質的には、本件各不動産賃貸事業について、損益通算による租税負担

の軽減という税効果が認められることをもって、純経済的にみて極めて不合理な租税回避行為

に当たるものとして、本件措置法特例を遡及適用したものにほかならないというべきである。 

イ 被告主張に係る上記判断基準（被告基準①～③）へのあてはめについて仮に、被告主張に係る

上記判断基準（被告基準①～③）に基づき「法人」該当性を検討したとしても、次のとおり、本

件各ＬＰＳは被告基準①～③を満たすとはいえない。 

(ア) 本件各ＬＰＳが「separate legal entity」であることについて 

ａ 「entity」及び「legal entity」の意義 

 コーポレーション（corporation）及びパートナーシップ（partnership）の歴史的沿革に

かんがみると、コーポレーションは、「entity」の特性である有限責任性を獲得するために

設立され、「entity」は、その代表的手法であるコーポレーションによって特徴付けられた

結果、産業革命後の近代において、コモンローの世界ではコーポレーションは、「entity」

とほぼ同一視されるに至ったということができる。そして、コーポレーションは、その後の

近代史上常に例外なく「entity」として取り扱われ、事業体理論と密接に結び付いてきた。
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これに対して、構成員の合意のみで成立するパートナーシップは、その本質は集合体理論に

より説明され、事業体理論は単なる財産関係や権利義務関係を説明するため、あるいは取引

の相手方の保護等の便宜のために、後発的かつ部分的に用いられるものにすぎず、そのよう

な限定的な場面に限って、その目的に必要な範囲において「entity」の特性を部分的に有す

ると説明されるにすぎない。このように、コーポレーションとパートナーシップのいずれも

「entity」と説明されるといっても、その歴史的経緯及び法的な意味付けは、全く異なる（以

上につき、特に甲５４、５７、５９、６１～６４参照）。 

 そして、近時は、これまで述べた「entity」を表現する単語としては、「entity」より「l

egal entity」が多用されるようになったが、「legal entity」という概念は、事業体そのも

のの法的性質、その事業体が事業体理論を本質とするものか、集合体理論を本質とするもの

かを問わず、一定の目的のために一つの事業体として取り扱われることを説明する概念であ

るにすぎず、我が国における「法人格」の概念とは明らかに次元が異なり、「legal entity」

に該当する場合であっても、必ずしも「法人」に該当するとはいえない（我が国において、

ある事業体が、ある場面では法人格を有し、別の場面では法人格を持たない、ということは

およそあり得ないのであり、法人格を有する事業体は、常に例外なく構成員とは別個の事業

体とされる。）。特に、「legal entity」がこのような一つの事業体として取り扱われること

の説明上の概念であることから、米国では、コーポレーションやパートナーシップのほか、

「unincorporated association（法人格なき団体）」、「incorporated cooperative associat

ion（法人格ある協同組合団体）」、「joint venture（ジョイント・ベンチャー）」及び「join

t stock company（ジョイント・ストック・カンパニー）」、さらには「statutory trust（制

定法上の信託）」や「automobile club（自動車クラブ）」まで、様々な事業体が「legal ent

ity」であると説明されている（甲６６～７１参照）。 

ｂ 「separate legal entity」の意義 

 ｄ教授意見書（甲９０。なお、ｄ教授は、デラウェア州においてパートナーシップに関す

る法のみならず会社法その他の事業体組織に関する様々な州法上の訴訟について専属管轄

権を有する裁判所であるデラウェア州衡平裁判所（Court of Chancery of the State of De

laware）の主席裁判官（Chancellor）を１２年間務め、現在はデラウェア州とニューヨーク

州の法曹資格を有し、コーポレーションの法とガバナンスに関する著作を多数発表してい

る。）によれば、「separate legal entity」という文言は、ＧＰＳ又はＬＰＳのいずれにお

いても、当事者であるジェネラル・パートナー（ＧＰ）の死亡又は脱退後も同一性を持った

事業体（entity）として存続し得るという効果、すなわち「survivability」（サバイバビリ

ティ。ジェネラル・パートナーの死亡・脱退後のパートナーシップの存続性）を明確化する

にすぎず、州ＬＰＳ法２０１条(b)における「separate legal entity」とは、ジェネラル・

パートナー（ＧＰ）とは区別されたという意味であるが、この中の「セパレート（separate）」

という語には、何ら法的な重要性はないといえる。 

 また、ｄ教授意見書によれば、州ＬＰＳ法は、州ＧＰＳ法との連結性を維持している点は

重要であり、州ＬＰＳ法に基づいて組成されたＬＰＳは、州ＧＰＳ法に基づいて組成された

ＧＰＳがパートナーシップであるのと同じ意味において、パートナーシップであるから、こ

の２種類のパートナーシップは、デラウェア州法の下では依然として本質的にその性質上契

約関係であって、コーポレーションと機能的にも異なる（すなわち、州ＬＰＳ法上のＬＰＳ
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は、「separate legal entity」であるとともに、その本質が「契約関係」であることを認め、

その双方の法的性質が相互に条件付けられることなく併存するものである。）とされている。

このことは、デラウェア州法上のパートナーシップがそのような意味で「separate legal e

ntity」であると規定されていること（「legal entity」又は「entity」と規定されていたと

しても同義である。）は、州ＬＰＳ法上のＬＰＳの本質が契約関係であることを排斥する関

係にあるわけではないことを明確に表している。 

 以上のようなｄ教授意見書により明らかにされた州ＬＰＳ法２０１条(b)の制定の経緯及

び「separate legal entity」の意義を勘案すれば、州ＬＰＳ法上のＬＰＳが「separate le

gal entity」であることは、せいぜい我が国の民法において、組合員の死亡又は脱退が組合

の解散事由とはされていないこと、代表者の定めのある組合であれば、民事訴訟法上訴訟当

事者になることができること、また、組合財産を組合員の固有財産とは区別されることなど

と同じ取扱いを受けられるという程度の意味を有するにすぎないと解するのが正しい。 

ｃ そうすると、本件各ＬＰＳは、州ＬＰＳ法上「separate legal entity」とされているも

のの、以上のような「legal entity」という概念の歴史的沿革、意義等に鑑みれば、「separ

ate legal entity」を被告主張のように「独立した法的主体」と解釈する（訳出する）こと

は誤りであって（その意味で「セパレート・リーガル・エンティティー」と訳出するよりほ

かない。）、「separate legal entity」とされることは、コーポレーション等とされることと

は全く異質な概念であり、本件各ＬＰＳに法人格が与えられることを意味するものではない

から、そのことをもって本件各ＬＰＳが「外国法人」に該当するか否かのメルクマールにな

るなどということはあり得ない（本件各ＬＰＳが「separate legal entity」であることを

もって我が国の租税法上の法人として扱うとすれば、内国民待遇を定めた日米友好通商航海

条約１１条１項に違反するというべきである。）。 

(イ) 被告基準①（構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有すること）について 

ａ 本件各ＬＰＳ自らの名義で本件各建物の登録がされている点についても、取引の便宜を考

慮して実際上１個の事業体として取り扱われているにすぎず、我が国の「法人」と同じ意味

において構成員の財産とは区別された独自の財産を有することを意味しない。法人格はない

ものの組合契約により一定の団体性を有する我が国の投資事業有限責任組合に関しても、利

便性等の観点から、商業登記制度を利用した組合契約の登記が認められているところであっ

て、「法人」ではない事業体に関して、取引の便宜等の観点から、法人に関して用いられて

いる制度が利用されたからといって、我が国の「法人」と同じ意味において構成員の財産と

は区別された独自の財産を有することにはならない。また、我が国の投資事業有限責任組合

が構成員の財産とは区別された独自の財産を有することは被告も争っていない。 

ｂ 州ＬＰＳ法は、パートナーはＬＰＳ（リミテッド・パートナーシップ）の特定の財産につ

いて持分を有しない旨を定めている（７０１条）が、他方、契約自由の原則とパートナーシ

ップ契約の執行可能性を 大限に尊重する旨を定め（１１０１条）、ＬＰＳ契約によりその

ほとんどの条項を修正することができるとされているところ、本件各ＬＰＳについては、

「各パートナーは、パートナーシップの財産についてそのパートナーシップ割合に等しい不

可分の持分を有するものとする」と定めた本件各ＬＰＳ契約４．５条（この条項は、集合体

理論により導かれる帰結である。）により、州ＬＰＳ法７０１条の適用が排除され、本件各

ＬＰＳのパートナーがパートナーシップの財産について不可分の固有の権利を有する（すな
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わち、本件各ＬＰＳの財産がパートナー間の内部関係において特定の共有持分のない共有状

態（任意組合（我が国の民法上の組合）における組合財産に係る法律関係と同様の合有）と

なる。）ものと解されるから、州ＬＰＳ法７０１条をもって、本件各ＬＰＳが構成員の財産

とは区別された独自の財産を有するということはできない。 

 なお、上記の点に関して、① ｊ意見書（甲７３。これは、本件ＬＰＳ契約(C)に係る取

引の実行（クロージング）に先立ち、デラウェア州の法律事務所によって作成された法律意

見書（クロージング・オピニオン）である。）によれば、本件ＬＰＳ契約(C)４．５条は、デ

ラウェア州法上適法かつ有効で法的拘束力があり執行可能であるとされており、② ｆ回答

書（乙７９）も、不可分権利条項（the undivided interest）が州ＬＰＳ法７０１条及び２

０１条(b)に違反して無効であるなどとしておらず（ｆ回答書は、本件各ＬＰＳ契約４．５

条を含む本件各ＬＰＳ契約の条項自体を検討していないと明言しており、単に、「パートナ

ーシップの財産に対する不可分の権利（undivided interest in the partnership's proper

ty）」という文言が、その文言がなければデラウェア州のＬＰＳやその他の事業体の財産で

あるはずの財産に対するパートナー固有の所有権を規定することを意図するものであると

いうのは、ｆ回答書作成者らの一般的な理解とは異なるとするにすぎない。）、逆に、デラウ

ェア裁判所としては、第三者との関係についてではなくパートナー間においては、パートナ

ーがパートナーシップの財産についてそれぞれ固有の権利を有することに意味があるよう

な状況であれば、そのような合意はＬＰＳ法７０１条及び２０１条(b)を修正する効力があ

ると判断できるとの解釈を示すこともあるだろうとしている。 

(ウ) 被告基準②（独立した権利義務の帰属主体として存在していること）について 

ａ 我が国において権利義務の主体となる事業体は、単に形式上自己の名前で取引を行ってい

るだけではなく、それに伴う損益もその事業体自体に帰属するなど、実質的に権利義務の主

体となることが前提とされており、権利の行使又は義務の履行に係る損益がその事業体に帰

属するということを例外なく内包しているから、被告基準②にいう当該事業体が独立した

「権利義務の帰属主体」となり得るものに該当するには、当該損益が当該事業体に実質的に

帰属していることが必要である。 

ｂ これを本件各ＬＰＳについてみると、州ＬＰＳ法５０３条並びに本件各ＬＰＳ契約４．７

条及び４．８条によれば、ある会計年度において本件各ＬＰＳに生じた損益は、パートナー

シップ出資割合に従ってその各パートナーに配分されることから、本件各ＬＰＳには当該損

益が帰属せず、任意組合（我が国の民法上の組合）と同様に、グロスの当該損益（収益の総

額と損失の総額）が各パートナーに（ＬＰＳにおける配当決議による配当を待たずに）直接

帰属することは明らかである（なお、本件各ＬＰＳ契約は、４．１２条(a)がパートナーシ

ップの収益、利益、損失及び控除の「すべての項目」の配分割合について定めるものである

から、各項目が総額（グロス）ベースで本件各ＬＰＳのパートナーである本件各受託銀行を

通じて不動産賃貸事業を営む原告らに対して配分されるべきことを明確に示している。）。 

 このことは、実際にも、ⓐ 本件各ＬＰＳが、各会計年度における情報申告書であるフォ

ーム１０６５（連邦パートナーシップ情報申告書。なお、これは、税務申告書ではなく、単

に情報提供目的で税務当局への提出が義務付けられているものである。）を作成し、その別

表として、本件各ＬＰＳのパートナーである本件各受託銀行を通じて不動産賃貸事業を営む

原告らごとのパートナー持分に関する情報申告書（スケジュールＫ１）を作成して、原告ら
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に各会計年度のパートナーシップの損益が直接帰属していることを示していること、ⓑ 本

件各ＬＰＳのパートナーシップ持分に係る「組合外支出調整後損益計算書」においては、当

該者の損益が総額（グロス）ベースで報告されているほか、原告らに関して、各会計年度に

おいて、上記スケジュールＫ１に基づいて作成されるフォーム１０４０ＮＲ（連邦非居住外

国人所得税確定申告書）においても、不動産賃貸損益（Rental Real Estate）が他の課税所

得（taxable interest等）とは別に計算され、本件各ＬＰＳから純額（ネット）の損益のみ

が配分されるのではなく、個別の所得の性質ごとに、本件各パートナーである本件各受託銀

行を通じて不動産賃貸事業を営む原告らのパートナーシップ持分に従って、本件各ＬＰＳの

所得（又は損失）が原告らに配分されていることが示されていることから明らかである。 

 したがって、本件各ＬＰＳは、被告基準②にいう独立した権利義務の帰属主体とはいえな

い。 

 なお、平成１２年７月政府税調中期答申（甲２５）も、外国の多様な事業体の中にはその

本国において私法上「法人」とはされないものの自己の名前で取引をしている事業体が存在

することを指摘しており、本件各ＬＰＳは、まさにそのような事業体といえる。 

(エ) 被告基準③（自己の名において訴訟当事者となることができること）について 

 デラウェア州法上のＬＰＳが訴訟当事者となる資格を有することは、法人であることにつき

争いがないコーポレーション（corporation）と同様の意味において認められたものではない。

すなわち、コーポレーションはコーポレーションであることのみをもってその名において訴え

又は訴えられる資格が認められるのに対して、パートナーシップの場合には、我が国の組合と

同様、訴え又は訴えられる資格につき、特に法律で定められて初めてその資格を付与されるの

であり（連邦民事訴訟法第１７条(b)(2)、同(3)(A)）、本件各ＬＰＳが訴訟当事者となる資格

を有するというのは後者の意味である（甲６２、６５参照）。 

ウ Ⓝ判決及びニューヨーク州ＬＬＣ法上のＬＬＣとの関係について 

 被告指摘に係るⓃ判決は、ニユーヨーク州ＬＬＣ法に基づき設立されたＬＬＣが我が国の租税

法上の法人に該当するとしているが、その要件が導かれる根拠が明らかではなく、ニューヨーク

州ＬＬＣ法上のＬＬＣは、州ＬＰＳ法上のＬＰＳと比べ、Ⓐ 有限責任性が貫かれていること、

Ⓑ 定款の作成が必要であること、Ⓒ 多数決原理が導入されていること、Ⓓ 組織の継続性が

強く指向されていること、Ⓔ 所有と経営とを分離することが可能な組織体となっていること等

の点でよりコーポレーション（corporation）に近い事業体といえることを考慮すると、Ⓝ判決

をもって被告の主張を根拠付けるものとすることはできないし、ニューヨーク州ＬＬＣ法上のＬ

ＬＣと州ＬＰＳ法上のＬＰＳとを実質的に同様の事業体として取扱って本件各ＬＰＳが我が国

の租税法上の「法人」に該当すると解することもできない。 

エ 原告ら主張に係る本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性の判断基準 

(ア) 判断基準について 

ａ 外国の事業体が我が国の租税法上の外国法人として取り扱われるためには、「外国法人」

（法人税法２条４号、所得税法５条４項）に該当する必要があり、これに該当するというた

めには、民法３６条１項に従い、同項の「外国法人」であって、商事会社に該当するものと

して、認許されるものでなければならないと解される。 

 まず、外国の事業体が民法３６条１項の「外国法人」に該当するか否かの判断基準として

は、内国法人の法人法定主義と同様の専ら形式的な基準による判断として、当該外国の事業
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体の根拠法においてその事業体に法人格が与えられているか否か（その事業体が外国におけ

る「法人」に該当するか否か）、すなわち、当該外国の事業体の根拠法において、その事業

体がコーポレーション（corporation）又はこれに準ずる「body corporate」「juristic per

son」その他のこれらと同等の概念（以下「コーポレーション等」という。）に該当すると規

定されているか否かによると解すべきである。 

 次に、外国の事業体が上記判断基準により民法３６条１項の「外国法人」に該当する場合

において、当該外国の事業体が構成員により構成され営利を目的とする事業体であれば、

「外国法人」（同項）に該当する以上、商行為をすることを業とする目的をもって設立され

た社団であるという要件も満たして商事会社に該当するため、同項に基づき我が国の租税法

（私法）上の外国法人として認許されることになる。 

ｂ このような外国の事業体の根拠法においてその事業体に法人格が与えられているかどう

かという事業体の区分けの在り方は、裁判例上も明示的に採用されている（甲３４）のみな

らず、平成１２年７月政府税調中期答申（甲２５）及び平成１２年４月小委員会討議用資料

（甲２６）という租税法立案当局が作成した公的な文書及び課税執行当局者の論稿において

も一貫して前提とされている考え方でもあり、社会通念上又は租税実務上も広く認知されか

つ浸透しているとともに、実務上もその判断の形式性、ひいては法的安定性ゆえに十分に機

能し得る基準である。 

 また、コーポレーション等と我が国の租税法上の「法人」が同等の概念であることについ

ては、① 日本の比較法研究者の研究等において、デラウェア州法上その事業体がコーポレ

ーションに該当する場合は、社会通念上、形式的一義的に日本法を設立準拠法とする「法人」

と同等の事業体として「法人」に該当するといえるとされていること、② 日本法と同じ大

陸法系に属するドイツ法上の「法人」（juristic person）という概念が、まさに米国法の下

ではコーポレーションに相当すると考えられていること（甲５３～５５参照）、③ 日米租

税条約においても、我が国における「権利義務の主体となる」事業体である「法人格を有す

る団体」について、コーポレーションと同義である「body corporate」という用語が用いら

れているのに対して、「法人以外の団体」については、英文では、「an estate, trust, and 

partnership」を含むものとされており、パートナーシップは法人以外の団体とされている

こと、④ 米国法上のコーポレーションと日本法を設立準拠法とする「法人」は、成立要件、

永続的存在、所有者及び運営者の変更、民事・刑事上の責任主体といった様々な観点から比

較してみても、同じ法的性質をすべて等しく有しており（甲５６～５８参照）、同等の概念

であることを疑う余地がないことから、明らかである。 

(イ) 上記判断基準へのあてはめ 

 本件を上記(ア)ａの判断基準に基づいて検討すると、本件各ＬＰＳの根拠法である州ＬＰＳ

法には、これに基づき組成されるＬＰＳをコーポレーション等のように権利能力及び行為能力

を有するものとして設立されたものとする旨の規定、つまり法人格が与えられたことを意味す

る法令の規定はない（本件各ＬＰＳが「separate legal entity」であること（州ＬＰＳ法２

０１条(b)）が法人格を有するという意味を持たないことは、前記のとおりである。）。 

 したがって、本件各ＬＰＳは、その根拠法上法人格を与えられているものではないから（な

お、本件各ＬＰＳは、後記(3)（原告らの主張の要旨）のとおり「社団」ではないから、商事

会社（商行為をなすことを目的として設立した社団）にも該当しない。）、我が国の租税法上の
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「外国法人」に区分けされることはない。 

(3) 争点(2)イ（本件各ＬＰＳの租税法上の人格のない社団該当性）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 人格のない社団の要件 

 人格のない社団（権利能力のない社団）といい得るためには、［１］団体としての組織を備え

（以下「要件［１］」という。）、［２］多数決の原則が行われ（以下「要件［２］」という。）、［３］

構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し（以下「要件［３］」という。）、［４］その組

織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているも

の（以下「要件［４］」という。）でなければならないと解されている。 

 なお、上記４要件は、それらすべてが独立して厳格に満たされていなければ人格のない社団と

は認められないというものではなく、むしろ社団性認定のための指標として、各要件相互の関係

で柔軟に解釈され得るものというべきである。 

イ 上記４要件へのあてはめ 

(ア) 要件［１］について 

 本件各ＬＰＳは、本件各ＧＰをジェネラル・パートナー、本件各ＬＰをリミテッド・パート

ナーとして、州ＬＰＳ法に基づき設立されたＬＰＳであるから（本件各ＬＰＳ契約の前文及び

１．１条）、これを組織する構成員は特定されている。また、本件各ＬＰＳの管理及び運営に

関する独占的権限は本件各ＧＰに付与され（同契約２．１条）、本件各リミテッド・パートナ

ーには、一定の条件の下に本件各ＧＰを解任する権限が認められている（同契約２．６条）。

そして、本件各ＬＰＳとしての意思決定や本件各売買契約の締結等の行為を、上記のとおり付

与された独占的権限に基づいて本件各ＧＰが本件各ＬＰＳを代表して行っているのであるか

ら、本件各ＬＰＳは、団体としての組織を備えている。 

(イ) 要件［２］について 

 本件各ＬＰＳの経営判断は、原則的に本件各ＧＰにより行われることとされているが、これ

は、各リミテッド・パートナーが本件各ＬＰＳ契約により同意したことに基づくものであるし、

本件各ＧＰは、パートナーシップ持分の８０％を超える持分を有するリミテッド・パートナー

の賛成又は同意により解任されるから（本件各ＬＰＳ契約２．６条）、本件各ＬＰＳは、多数

決の原則が一定の程度行われている。 

(ウ) 要件［３］について 

 本件各ＬＰＳ契約には、ジェネラル・パートナーの解任（同契約２．６条）、新規パートナ

ーの承認（同契約５．２条及び７．６条）、リミテッド・パートナーの脱退（同契約６．１条）、

パートナーシップ持分（ＰＳ持分）の譲渡可能性（同契約７．２条）等の規定があり、現に、

所有していたパートナーシップ持分を本件ＧＰ(C)に譲渡した原告がおり、当該譲渡後におい

ても本件ＬＰＳ(C)は存続していると認められるから、本件各ＬＰＳは、構成員の変更にもか

かわらず団体が存続するものである。 

(エ) 要件［４］について 

 上記(ア)及び(イ)のとおり、本件各ＬＰＳにおいては、本件各ＬＰの同意により本件各ＧＰ

が業務執行を行う代表と定められており、その解任についての規定も存在する。また、本件各

ＬＰＳは、構成員の財産とは区別された独自の財産を有しており、当該財産の管理は、その権

限を付与された本件各ＧＰが行っている。さらに、本件各ＬＰＳ契約には、本件各ＬＰＳに生
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ずる費用の支払（３．１条～３．４条）、資本の利用（４．４条）、損益の割当て及び分配（４．

６条～４．８条）、パートナーシップの終了及び清算（８条）、会計及びパートナーへの報告（９

条）に関する規定も存在する。そして、これらの規定を含む本件各ＬＰＳ契約の内容は、ジェ

ネラル・パートナー（ＧＰ）及びリミテッド・パートナー（ＬＰ）の持分の過半数によって署

名した書面で修正することができる（同契約１０．２条）旨の規定もあること等からすれば、

本件各ＬＰＳは、代表の方法や団体の独立した財産の管理方法等、団体としての主要な点が確

定しているということができる。 

ウ 結論 

 以上によれば、本件各ＬＰＳは、要件［１］ないし［４］の要件をいずれも満たしているとい

うことができるから、人格のない社団に該当し、我が国の租税法において独立した損益の帰属主

体となる。 

（原告らの主張の要旨） 

ア 人格のない社団等の要件について 

 人格のない社団等に該当するためには、被告主張に係る要件［１］～［４］の全てを独立して

満たす必要があるというべきである。 

イ 要件［１］～［４］への当てはめについて 

(ア) 要件［１］について 

 要件［１］の団体としての組織を備えているとは、意思決定のための構成員による総会や幹

事会等の組織を備えていることを意味すると考えられる。なぜなら、このような団体の内部組

織が存在して初めて、個々の構成員を超えた団体としての実体を認めることができるからであ

る。しかしながら、本件各ＬＰＳは、ジェネラル・パートナー１名とリミテッド・パートナー

１名（ただし、本件ＬＰＳ(C)のリミテッド・パートナーは２名）により構成されている極め

て単純なＬＰＳであり、上記２名又は３名間にはＬＰＳ契約という契約関係及びその契約にお

いて合意された損益分配等の約束が存在するにすぎず、上記のような内部組織を全く備えてい

ない。 

 したがって、本件各ＬＰＳは、団体としての組織を備えていない。 

(イ) 要件［２］について 

 要件［２］の多数決の原則が行われているとは、団体としての意思決定をする際に、会員の

多数決により決定するといった規則が設けられていることを意味すると考えられる。なぜなら、

このような多数決のルールが定められて初めて個々の構成員全員の合意がなくても団体とし

ての意思決定ができることになり、個々の構成員を超えた団体としての実体を認めることがで

きるからである。しかしながら、本件各ＬＰＳについては、本件各ＬＰＳ契約２．１条によれ

ば、本件各ＬＰＳの管理運営・業務執行は原則的にジェネラル・パートナーのみにより行われ

ることとされ、多数決は行われていない。 

 したがって、多数決の原則が行われているとはいえない。 

(ウ) 要件［３］について 

 要件［３］の構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続するとは、構成員の加入又は

脱退があったとしても、また、仮に構成員が１人になったとしても、団体そのものがそれまで

と同様に存続することを意味すると考えられる。なぜなら、このような構成員の加入や脱退が

あった場合や、構成員が１人になることにより外形上構成員と団体とを区別することができな
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くなった場合でもそれまでと同様に団体が存続して初めて個々の構成員を超えた団体として

の実体が認められるからである。しかしながら、州ＬＰＳ法は、ＬＰＳとは、２人以上の者に

より組成されるパートナーシップであり、１人以上のジェネラル・パートナーと１人以上のリ

ミテッド・パートナーにより構成される旨を定める（１０１条(9)）とともに、ＬＰＳは、ジ

ェネラル・パートナー又はリミテッド・パートナーが０人になった場合は、新たにジェネラル・

パートナー又はリミテッド・パートナーが補充されない限り、解散する旨を定めている（８０

１条(3)及び(4)）のであって、ＬＰＳ法に基づくＬＰＳは、構成員が１人では組成できないし、

また、構成員が１人となった場合には、そのままでは存続もできない。 

 したがって、本件各ＬＰＳについては、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続す

るとはいえない。 

(エ) 要件［４］について 

 要件［４］のその組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主

要な点が確定しているとは、問題となっている事業体が、個々の構成員間における単なる約束

を超えて、団体そのものとしての実体を備えていることを確かめるための要件と考えられる。 

 しかしながら、本件各ＬＰＳは、本件各ＬＰＳの管理及び運営は本件各ＧＰに委ねられてお

り、本件各ＧＰが一般に本件各ＬＰＳのためにその名において行為するものとされており（本

件各ＬＰＳ契約２．１条）、本件各ＬＰＳの代表は定められているということができるものの、

現在の代表が定められているだけで次の代表を決めるルールは設けられていないため、代表の

方法は定められていないといわざるを得ず、このことは、本件各ＬＰＳが当事者間における契

約にすぎず、構成員を超えた団体としての実体はないことを如実に示すものといえる。次に、

本件各ＬＰＳ契約においてはそもそも構成員の総会自体が予定されていないので、総会の運営

については何らの規定も存在しない。さらに、財産の管理については、本件各ＬＰＳ契約では、

具体的にどのように財産を管理するかという点に関しては、何らの規定も設けられていない。 

 したがって、本件各ＬＰＳは、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その

他団体としての主要な点が確定しているとはいえない。 

ウ 結論 

 以上によれば、本件各ＬＰＳは、要件［１］～［４］のいずれも欠くから、人格のない社団に

は当たらない。 

(4) 争点(2)ウ（本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得該当性）について 

（被告の主張の要旨） 

ア 原告らに帰属する損益が不動産所得に区分されないこと 

(ア) 不動産所得の要件 

 不動産所得に関する所得税法の規定（所得税法２６条１項）の文言及び「貸付けによる所得」

の性質（借主から貸主に移転される経済的利益のうち、目的物を使用収益する対価としての性

質を有する。）等に鑑みれば、ある所得が不動産所得に該当するためには、一般的には、納税

者が、㋐ 賃貸借契約の「貸主」となり得る何らかの権利・権原（所有権、占有権等）を有し

ていることを前提とした上で、㋑ 不動産を「借主」に貸し付け、これを収益させることによ

って得た対価としての性質を有するものであることを要すると解すべきである。 

(イ) 上記要件への当てはめ 

ａ ㋐について 
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 原告らは、リミテッド・パートナーとなった本件各受託銀行を介して本件各ＬＰＳのパー

トナーシップ持分（これは、本件各ＬＰＳが保有する特定財産に対する直接の持分と観念さ

れるものではない。）を取得しているにすぎず、本件各建物は本件各ＬＰＳが構成員である

各パートナーの個人財産とは区別された独自の財産として所有するものであるから、本件各

建物の「貸主」となり得る占有権等の権利・権原を有していない。 

ｂ ㋑について 

 本件各ＬＰＳは、買主として本件各売買契約を締結して本件各建物の所有権を取得し、本

件各土地賃貸借契約を締結して本件各土地を賃借し、本件各不動産の管理契約を自ら契約当

事者として締結して管理を委託し、自らが契約当事者（貸主）として第三者との間で賃貸借

契約を締結しているから、本件各不動産賃貸事業の対象となる本件各建物を「借主」に使用

収益させ、これによって対価を得ているといえる。 

 これに対し、本件各受託銀行は、本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナーとして、その管

理又は運営に参加してはならず、いかなる事項に関しても、本件各ＬＰＳの名前で行為する

権限又は権利を有しないから、本件各建物を貸し付けているとはいえず、上記㋑の要件に該

当しない。 

ｃ 小括 

 そうすると、仮に、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人又は人格のない社団のいずれ

にも該当しないとしても、本件各受託銀行（ひいては原告ら）は、本件各建物の所有権や占

有権など賃貸借契約の貸主となり得る何らかの権利・権原を有しておらず、本件各建物を貸

し付けているともいえないから、本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナーである本件各受託

銀行を介して原告らが受ける利益又は損失は、賃貸借契約の目的物を使用収益させることに

よって得た対価としての性質を有するものとはいえず、不動産所得に該当しない。 

(ウ) 本件各ＬＰＳから原告らに帰属する損益の特殊性 

 また、本件各不動産賃貸事業に係る損益は、本件各ＬＰＳに帰属し、本件各ＬＰＳにおいて

収益や費用、損失等が精算された上で本件各受託銀行に割り当てられる（本件各ＬＰＳ契約４．

７条、４．８条）。 

 したがって、本件各不動産賃貸事業から生じた損失のうち本件各受託銀行が本件各ＬＰＳか

ら割り当てられたものは、これが帰属した本件各ＬＰＳにおいて精算した後の純額としての

「損失」であって、本件各ＬＰＳに対するパートナーシップ持分を取得するために行った出資

に基づいて本件各ＬＰＳにより営まれた本件各不動産賃貸事業の結果を表す計算上の数値に

すぎず、所得税法上の収入金額を構成することはなく、必要経費や損失等に該当することもな

い。 

(エ) 結論 

 以上を総合すれば、本件各不動産賃貸事業から生じた損失のうち原告らに割り当てられたと

する部分は、原告らの「不動産所得の金額」の「計算上生じた損失」に当たらない。 

イ 原告らの主張に対する反論 

 本件各ＬＰＳは、我が国では設立され得ない事業体であり、仮に我が国の租税法上の法人又は

人格のない社団等のいずれにも当たらず、独立の納税義務者に該当しないとしても、そのことか

ら直ちに財産の帰属関係について我が国の任意組合や投資事業有限責任組合と同様に取り扱わ

れることにはならない（したがって、所得の帰属の問題と所得区分の問題を混同しているという
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批判は当たらない。）。 

 また、所得税法１２条及び所得税基本通達１２－１に従えば、資産から生ずる収益を享受する

者は、収益の基因となる資産の権利者が誰であるかにより判断すべきであるから、上記ア(イ)の

ような本件各不動産の所有関係や本件各不動産賃貸事業に係る契約関係からして、本件各不動産

賃貸事業に係る所得は、本件各ＬＰＳに帰属するものといわざるを得ない。 

（原告らの主張の要旨） 

ア 原告らに帰属する損益が不動産所得に区分されること 

 本件各ＬＰＳが我が国の租税法上「外国法人」又は外国の「人格のない社団等」のいずれにも

該当しないのであれば、本件各不動産賃貸事業に係る所得は本件各ＬＰＳ自体に直接帰属するこ

とはなく、本件各ＬＰＳの構成員である本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナーである本件各受

託銀行を介して原告らに直接帰属すると解するほかない。 

 そうであるとすれば、本件各ＬＰＳが本件各不動産賃貸事業から得た当該損益は不動産所得に

該当する以上、本件各ＬＰＳから本件各受託銀行を介して原告らに直接帰属する損益が不動産所

得として区分されるものであることは明らかである。 

イ 被告の主張に対する反論 

(ア) 不動産所得の要件について 

 所得税法２６条１項は単に「不動産所得とは、不動産（中略）の貸付け（中略）による所得」

と規定しているのみであり、同条の文理上、不動産を貸し付けた主体が納税者本人であるか、

納税者本人が貸し付けた不動産を所有等しているかは要件とはされていないから、被告の主張

は、明文なき要件を付加して不動産所得の範囲を不当に狭く解するもので、失当である（被告

の主張は、上記アで述べたところに鑑みると、① 本件各ＬＰＳの事業に係る所得が本件各Ｌ

ＰＳ自体に直接帰属するのかそれともその構成員である原告らに直接帰属するのかという所

得の帰属の問題と② その所得が原告らに帰属するとして、その所得が不動産所得に区分され

るか否かという所得区分の問題を混同しているにすぎない。）。 

(イ) 本件へのあてはめについて 

ａ 被告は、本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナーが本件各建物を所有していないなどと主

張するが、本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナーは、本件各ＬＰＳ契約の４．５条に基づ

き、パートナー間の内部関係において、本件各ＬＰＳの財産すなわち本件各不動産に固有の

権利を有することが明らかであり、また、本件各ＬＰＳが我が国の租税法（私法）上の法人

や人格なき社団等に該当しない以上、本件各ＬＰＳの構成員が本件各建物を所有しているも

のと解するほかないから、被告の上記主張は失当である。 

ｂ 被告は、本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナーが本件各ＬＰＳの管理又は運営等の権限

を有しないことをもって、本件各建物を貸し付けているとはいえないことの根拠として主張

しているが、その規模や業務への関与度合いが薄ければ所得区分が雑所得となり損益通算が

否定される事業所得とは異なり、不動産所得は、不動産の貸付け（所得税法２６条１項）の

規模や業務への関与度合いに関係なくその損失の他の所得との損益通算が可能とされると

いう特質を有し、その特質ゆえに本件措置法特例が創設されたことに照らしても、上記の点

は不動産所得の該当性判断に影響を与えないというべきである。 

(5) 争点(2)エ（通則法６５条４項の「正当な理由」の有無）について 

（被告の主張の要旨） 
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ア 通則法６５条４項の解釈 

 通則法６５条４項の「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰する

ことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告

加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解される。 

イ 本件について 

 ① 平成１２年７月政府税調中期答申等が米国のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に含まれ

ないことを明言するものではなく、政府の公の見解を表明するものではないことは、前記のとお

りであり、② その他の原告主張の事情は、結局のところ原告ら独自の見解又は期待に基づき本

件各ＬＰＳが法人に該当しないと信じたというものにすぎず、法令の解釈を誤っていたというに

尽きる。また、③ 原告らは、損益通算による租税負担の減少を目的としたスキームに参加し、

本件各不動産賃貸事業から生じた損失を原告らの不動産所得の金額の計算上生じた損失として

所得税の確定申告等をしたことが強く推認される上、米国のＬＬＣが外国法人に該当する旨の国

税庁のＱ＆Ａが平成１３年６月に発出されていることを併せ考慮すれば、原告らは、本件各ＬＰ

Ｓが我が国の租税法上の法人に当たり、本件各不動産賃貸事業から生じた損失を原告らの不動産

所得の計算上生じた損失として損益通算ができない可能性があり得ることを認識し、又は認識し

得たにもかかわらず、上記スキームによる利益をあずかるため、法令を正しく解釈することにな

る所得税の確定申告等をするに至ったといえる。 

ウ 結論 

 したがって、原告らが本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当しないと考えるなどして

いたとしても、これをもって通則法６５条４項の「正当な理由」があるということはできない。 

（原告の主張の要旨） 

ア 通則法６５条４項の「正当な理由」を基礎付ける事情 

 本件においては、次のような事情が存在した。 

(ア) パートナーシップの我が国の租税法上の取扱いについては、平成１２年７月政府税調中期

答申（甲２５）において、「法人格を持たない事業体を法人課税上どのように取り扱うかとい

う問題は法人税制全般に関わるものです・・・」、「・・・実質的な基準により税法上の認識ル

ールを作ることや・・・」などと記述され、この問題はどのような法人税制上の制度を作るか

という立法論の問題であると理解・整理されていた。 

(イ) 平成１２年７月政府税調中期答申（甲２５）の内容が議論された平成１２年４月小委員会

討議用資料（甲２６）においては、米国のＬＰＳが法人格のない事業体の欄に分類されており、

租税法立案当局も米国のＬＰＳには法人格はないという理解であったことが示されていた。 

(ウ) 他方で、およそ外国のパートナーシップが「法人」に該当し得るとの解釈は、平成１７年

度税制改正の解説として平成１７年８月頃に示され（甲１６）、更に同年税制改正に伴う法令

解釈通達の整備に関連して、国税庁個人課税課が発遣した平成１８年１月２７日付け「平成１

７年度税制改正及び有限責任事業組合契約に関する法律の施行に伴う任意組合等の組合事業

に係る利益等の課税の取扱いについて（情報）」において 初に公式に明らかにされた（なお、

平成１３年６月に発出された米国のＬＬＣが「外国法人」に該当する旨の国税庁のＱ＆Ａは、

ＬＰＳに関するものでないから、これをもって原告らにおいて本件各ＬＰＳが「法人」に該当

すると解すべきであったなどとはいえない。）。 

 なお、本件各ＬＰＳを含むデラウェア州のＬＰＳの「人格のない社団等」該当性に関しては、
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課税庁の公式な見解は今日に至るまで示されていない。 

(エ) 本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かについては、本件に係る国

税不服審判所平成１８年８月１４日裁決がこれを否定し、また、他の類似事案においても本件

各ＬＰＳと同様、州ＬＰＳ法を準拠法として組成されたＬＰＳの「法人」該当性が否定されて

いる（国税不服審判所平成１８年２月２日裁決・裁決事例集７１号１１８頁）。 

イ まとめ 

 仮に本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人又は人格のない社団等に該当するとしても、以上

の事情によれば、本件各係争年分の所得税の納税義務の成立時点においては、原告らは、米国の

ＬＰＳには法人格はないという理解、よって我が国の租税法上の「法人」には該当しないという

理解しか導くことができなかったのであるから、少なくとも、課税庁は、本件各係争年分の所得

税の納税義務の成立時点より前広に、法令解釈通達等により課税庁の公式解釈を示すことにより、

デラウェア州のＬＰＳを「法人」と解する取扱いを納税者に周知させ、これが定着するよう必要

な措置を講ずべきであったが、平成１８年１月に至るまでの間、そのような公式解釈を示す措置

を講じなかった。 

 したがって、少なくともそれまでの間は、原告らにおいて、本件各不動産投資事業により生じ

た損失が（いわゆる本文信託を介して）原告らに直接帰属すると解し、かつ、これが不動産所得

に当たるとして損益通算を行ったことには、真に原告らの責めに帰することのできない客観的な

事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお原告らに過少申告加算税を賦課することが

不当又は酷になるというべきであるから、通則法６５条４項の「正当な理由」があると認められ

る。 
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（別紙１１） 

原告らの総所得金額及び納付すべき税額についての補足説明 

 

１ 原告Ｔ関係 

(1) 第１事件・平成１４年分 

ア 総所得金額 ４４６９万０２７６円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－１の④欄の順号２０） △１９１６万２５２４円 

 上記金額は、別表９－１の④欄において算出した金額であり、本件建物(P)に係る収入金額

及び必要経費である①欄の網掛け部分記載の金額と、本件建物(P)以外の不動産に係る収入金

額及び必要経費である②欄の網掛けのされていない部分記載の金額とを併せて算出した額で

ある。 

(イ) 給与所得の金額 ６３８５万円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１４年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 雑所得の金額 ２８００円 

 上記金額は、原告Ｔが平成１４年中に支払を受けた還付加算金の額であって、当事者間に争

いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 ３６７万５２４４円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１４年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 ４１０１万５０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額４４６９万０２７６円から前記イの所得控除の額の合計額３

６７万５２４４円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △７５７万０２８６円 

 次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額は、△７５７万０２８６円と

なる。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １２６８万５５５０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額４１０１万５０００円に所得税法８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 ２０００万５８３６円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１４年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

あって、当事者間に争いがないものである。 

(2) 第１事件・平成１５年分 

ア 総所得金額 ３７６１万１０５３円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－２の④欄の順号２０） △２３７０万０６３７円 

 上記金額は、別表９－２の④欄において算出した金額であり、本件建物(P)に係る収入金額
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及び必要経費である①欄の網掛け部分記載の金額と、本件建物(P)以外の不動産に係る収入金

額及び必要経費である②欄の網掛けのされていない部分記載の金額とを併せて算出した額で

ある。 

(イ) 給与所得の金額 ６１００万円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 雑所得の金額 ３１万１６９０円 

 上記金額は、原告Ｔが平成１５年中に支払を受けた還付加算金の額であって、当事者間に争

いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 ３５０万０２３４円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 ３４１１万００００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額３７６１万１０５３円から前記イの所得控除の額の合計額３

５０万０２３４円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △９１６万７１７６円 

 次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額は、△９１６万７１７６円と

なる。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １０１３万０７００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額３４１１万００００円に所得税法８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １９０４万７８７６円 

 上記金額は、原告Ｔが第１事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

ある。 

２ 原告甲関係 

(1) 第５事件・平成１４年分 

ア 総所得金額 ３５０２万００３８円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－１８の①欄の順号１９） △１８９２万９８６２円 

 上記金額は、別表９－１８の①欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ５３９３万２０００円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 雑所得の金額 １万７９００円 

 上記金額は、原告甲が平成１４年中に支払を受けた還付加算金の額であって、当事者間に争

いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 ３１４万４０９５円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と
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同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 ３１８７万５０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額３５０２万００３８円から前記イの所得控除の額の合計額３

１４万４０９５円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △６６４万３７３２円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ９３０万３７５０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額３１８７万５０００円に所得税法８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １５６９万７４８２円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

あって、当事者間に争いがないものである。 

(2) 第５事件・平成１５年分 

ア 総所得金額 ３８４０万１７３８円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－１９の①欄の順号１９） △１６９２万１３６２円 

 上記金額は、別表９－１９の①欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ５５３０万円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 雑所得の金額 ２万３１００円 

 上記金額は、原告甲が平成１５年中に支払を受けた還付加算金の額であって、当事者間に争

いがないものである。 

イ 株式等に係る譲渡所得等の金額 ６５８万４４７７円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１５年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等

の金額と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 所得控除の額の合計額 ２２８万５８２４円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額であって、当事者間に争いがないものである。 

エ 課税総所得金額 ３６１１万５０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額３８４０万１７３８円から前記ウの所得控除の額の合計額２

２８万５８２４円を控除した後の金額である。 

オ 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額 ６５８万４０００円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１５年分確定申告書に記載した課税される株式等に係る

譲渡所得等の金額と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

カ 納付すべき税額 △４８５万８３４６円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額から(ウ)及び(エ)の各金額を差し引いた後の

金額である。 
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(ア) 課税総所得金額に対する税額 １０８７万２５５０円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額３６１１万５０００円に所得税法８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額 １３１万６８００円 

 上記金額は、前記オの課税される株式等に係る譲渡所得等の金額６５８万４０００円に措置

法３７条の１０第１項の税率を乗じて算出した金額であり、原告甲が第５事件・平成１５年分

確定申告書に記載した課税される株式等に係る譲渡所得等の金額に対する税額と同額であっ

て、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １６７９万７６９６円 

 上記金額は、原告甲が第５事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

あって、当事者間に争いがないものである。 

３ 原告乙の第７事件・平成１３年分 

ア 総所得金額 ２２２５万６７６９円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－２５の①欄の順号１６） △２０８０万１２３１円 

 上記金額は、別表９－２５の①欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ４３０４万５０００円 

 上記金額は、被告主張の金額（別紙９の第７の１(1)ア(イ)参照）であり、当事者間に争い

がないものである。 

(ウ) 雑所得の金額 １万３０００円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１３年分確定申告書に記載した雑所得の金額と同額で

あって、当事者間に争いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 ２２５万８１２３円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 １９９９万８０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額２２２５万６７６９円から前記イの所得控除の額の合計額２

２５万８１２３円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △７３９万３３００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ４９０万９２６０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額１９９９万８０００円に所得税法８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 １２０５万２５６０円 

 上記金額は、原告乙が第７事件・平成１３年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

あって、当事者間に争いがないものであって、当事者間に争いがないものである。 
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４ 原告丙関係 

(1) 第８事件・平成１３年分更正処分の適法性 

ア 総所得金額 １８４７万６９３９円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－２８の①欄の順号１８） △２１３７万７５４９円 

 上記金額は、別表９－２８の①欄において算出した金額である。 

(イ) 配当所得の金額 １２０万円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１３年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 給与所得の金額 ３８３４万２５００円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１３年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(エ) 雑所得の金額 ３１万１９８８円 

 上記金額は、当事者間に争いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 ２３９万６６２６円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 １６０８万００００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１８４７万６９３９円から前記イの所得控除の額の合計額２

３９万６６２６円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △７７３万８７３２円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ３５９万４０００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額１６０８万００００円に所得税法８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 ６万円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額１２０万円に所得税法９２条１項の規定により１

００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １１０２万２７３２円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１３年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

あって、当事者間に争いがないものである。 

(2) 第８事件・平成１４年分 

ア 総所得金額 １７６４万３５１８円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－２９の①欄の順号１８） △２２６４万７４３６円 

 上記金額は、別表９－２９の①欄において算出した金額である。 

(イ) 配当所得の金額 １２０万円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１４年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額
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であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 給与所得の金額 ３８２９万５０００円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(エ) 雑所得の金額 ７９万５９５４円 

 上記金額は、当事者間に争いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 ３６７万５６８９円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 １３９６万７０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１７６４万３５１８円から前記イの所得控除の額の合計額３

６７万５６８９円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △８４２万８８８７円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ２９６万０１００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額１３９６万７０００円に所得税法８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 ６万円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額１２０万円に所得税法９２条１項の規定により１

００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １１０７万８９８７円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

あって、当事者間に争いがないものである。 

(3) 第８事件・平成１５年分 

ア 総所得金額 １８１４万６５１０円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－３０の①欄の順号１８） △２２３１万８２５０円 

 上記金額は、別表９－３０の①欄において算出した金額である。 

(イ) 配当所得の金額 １２０万円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１５年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 給与所得の金額 ３８２９万５０００円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(エ) 雑所得の金額 ９６万９７６０円 

 上記金額は、当事者間に争いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 １７７万０７１２円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と



268 

同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 １６３７万５０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１８１４万６５１０円から前記イの所得控除の額の合計額１

７７万０７１２円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △７７５万６５９５円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ３６８万２５００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額１６３７万５０００円に所得税法８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 ６万円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額１２０万円に所得税法９２条１項の規定により１

００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １１１２万９０９５円 

 上記金額は、原告丙が第８事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

あって、当事者間に争いがないものである。 

５ 原告丁関係 

(1) 第９事件・平成１３年分 

ア 総所得金額 １６８６万０６６３円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－３３の①欄の順号１８） △１９６３万２６３７円 

 上記金額は、別表９－３３の①欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ３６４９万円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１３年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 雑所得の金額 ３３００円 

 上記金額は、当事者間に争いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 ３１４万２９０７円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 １３７１万７０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１６８６万０６６３円から前記イの所得控除の額の合計額３

１４万２９０７円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △７８４万５５２０円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ２８８万５１００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額１３７１万７０００円に所得税法８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等特別税額控除額） 
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 ４１万７９００円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１３年分確定申告書に記載した「住宅借入金（取得）

等特別控除額（住宅借入金等特別税額控除額）」と同額であり、第９事件・平成１３年分確定

申告書の第二表の「特例適用条文等」欄に「平成１１年５月１日居住開始」と記載されており、

平成１３年分の合計所得金額（原告丁の場合、当該年度の総所得金額と同額である。後記(2)

エ(イ)、(3)エ(イ)において同じ。）が１６８６万０６６３円（前記ア参照）であることから、

措置法４１条の規定を適用したものである。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １００６万２７２０円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１３年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

あって、当事者間に争いがないものである 

(2) 第９事件・平成１４年分 

ア 総所得金額 １１８７万４８１２円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－３４の①欄の順号１９） △２４６４万２４８８円 

 上記金額は、別表９－３４の①欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ３６４９万円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 雑所得の金額 ２万７３００円 

 上記金額は、当事者間に争いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 ３１４万８０５２円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 ８７２万６０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１１８７万４８１２円から前記イの所得控除の額の合計額３

１４万８０５２円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △９１１万１３２０円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １４１万５２００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額８７２万６０００円に所得税法８９条１項の税率を乗

じて算出した金額である。 

(イ) 住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等特別税額控除額） ２２万８２００円 

 原告丁が第９事件・平成１４年分確定申告書に記載した「住宅借入金（取得）等特別控除額

（住宅借入金等特別税額控除額）」と同額であり、第９事件・平成１４年分確定申告書の第二

表の「特例適用条文等」欄に「平成１１年５月１日居住開始」と記載されており、原告丁の平

成１４年分の合計所得金額は１１８７万４８１２円（前記ア参照）であることから、措置法４

１条の規定を適用したものである。 

(ウ) 定率減税額 ２３万７４００円 
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 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １００６万０９２０円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

あって、当事者間に争いがないものである。 

(3) 第９事件・平成１５年分 

ア 総所得金額 １２２６万３７４３円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－３５の①欄の順号１８） △２４２４万９７５７円 

 上記金額は、別表９－３５の①欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ３６４９万円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 雑所得の金額 ２万３５００円 

 上記金額は、当事者間に争いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 ３０３万４２７０円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と

同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 ９２２万９０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１２２６万３７４３円から前記イの所得控除の額の合計額３

０３万４２７０円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △９０２万９２４１円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 １５３万８７００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額９２２万９０００円に所得税法８９条１項の税率を乗

じて算出した金額である。 

(イ) 住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等特別税額控除額） ２１万７２００円 

 原告丁が第９事件・平成１５年分確定申告書に記載した「住宅借入金（取得）等特別控除額

（住宅借入金等特別税額控除額）」と同額であり、第９事件・平成１５年分確定申告書の第二

表の「特例適用条文等」欄に「平成１１年５月１日居住開始」と記載されており、原告丁の平

成１５年分の合計所得金額が１２２６万３７４３円（前記ア参照）であることから、措置法４

１条の規定を適用したものである。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 １０１０万０７４１円 

 上記金額は、原告丁が第９事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額で

あって、当事者間に争いがないものである。 

(4) 第２５事件・平成１７年分 

ア 総所得金額 ８９９万２１２５円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 事業所得の金額 ８０１万４７２１円 
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 上記金額は、原告丁が第２５事件・平成１７年分確定申告書に記載した事業所得の金額と同

額であって、当事者間に争いがないものである。 

(イ) 不動産所得の金額（別表９－３６の「更正の請求の額」・「平成１７年分」欄の順号１９） 

 △７７７万２５９６円 

 上記金額は、別表９－３６の「更正の請求の額」・「平成１７年分」欄において算出した金額

である。 

(ウ) 給与所得の金額 ８７５万円 

 上記金額は、原告丁が第２５事件・平成１７年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額であって、当事者間に争いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 ２９７万８９９６円 

 上記金額は、原告丁が第２５事件・平成１７年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 ６０１万３０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額８９９万２１２５円から前記イの所得控除の額の合計額２９

７万８９９６円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △３１３万１８３０円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額から更に(オ)の金

額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ８７万２６００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額６０１万３０００円に所得税法８９条１項の税率を乗

じて算出した金額である。 

(イ) 住宅借入金（取得）等特別控除額（住宅借入金等特別税額控除額） １４万５７００円 

 上記金額は、原告丁が第２５事件・平成１７年分確定申告書に記載した住宅借入金等特別控

除額と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 定率減税額 １４万５３８０円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により計算した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 ２３５万１７５０円 

 上記金額は、原告丁が第２５事件・平成１７年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(オ) 予定納税額 １３６万１６００円 

 上記金額は、原告丁が第２５事件・平成１７年分確定申告書に記載した予定納税額（第１期

分及び第２期分の合計額）と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

６ 原告戊の第１１事件・平成１３年分 

ア 総所得金額 １２８６万９８５３円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－４１の①欄の順号１２） △１５０７万１９４７円 

 上記金額は、別表９－４１の①欄において算出した金額である。 

(イ) 給与所得の金額 ２７９４万円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１３年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同

額であって、当事者間に争いがないものである。 
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(ウ) 雑所得の金額 １８００円 

 上記金額は、原告戊が平成１３年中に支払を受けた還付加算金の額であって、当事者間に争

いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 １７１万７６５６円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１３年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 １１１５万２０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１２８６万９８５３円から前記イの所得控除の額の合計額１

７１万７６５６円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △６４２万５２００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)及び(ウ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ２１１万５６００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額１１１５万２０００円に所得税法８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により計算した定率減税額である。 

(ウ) 源泉徴収税額 ８２９万０８００円 

 上記金額は、原告戊が第１１事件・平成１３年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

７ 原告Ａ関係 

(1) 第１２事件・平成１４年分 

ア 総所得金額 １億０５０１万７３１４円 

 上記金額は、次の(ア)～(エ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－４５の④欄の順号９） △３７８９万６１８９円 

 上記金額は、別表９－４５の④欄において算出した金額であり、本件建物(P)に係る収入金

額及び必要経費である①欄の網掛け部分記載の金額と、本件建物(P)以外の不動産に係る収入

金額及び必要経費である②欄の網掛けのされていない部分記載の金額とを併せて算出した額

である。 

(イ) 配当所得の金額 ６８２万９３０３円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１４年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同

額であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 給与所得の金額 １億３６０１万７７００円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各給与収入金額の合計額１億４４９６万６０００円から所得税

法２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額であ

り、原告Ａが第１２事件・平成１４年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって、

当事者間に争いがないものである。 

ａ Ⓒからの給与等の収入金額 １億２０００万円 

ｂ Ⓓからの給与等の収入金額 ２４９６万６０００円 

(エ) 雑所得の金額 ６万６５００円 

 上記金額は、原告Ａが平成１４年中に支払を受けた還付加算金の額であって、当事者間に争
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いがないものである。 

イ 所得控除の額の合計額 ２５４万６９８０円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１４年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 １億０２４７万円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１億０５０１万７３１４円から前記イの所得控除の額の合計

額２５４万６９８０円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △６０８万２８１５円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(オ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ３５４２万３９００円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額１億０２４７万円に所得税法８９条１項の税率を乗じ

て算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 ３４万１４６６円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額６８２万９３０３円に所得税法９２条１項の規定

により１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 外国税額控除額 １０２万５７９１円 

 上記金額は、別表１１－１のとおり、所得税法９５条１項及び所得税法施行令２２２条１項

により計算した金額（下記ｄとｅとのいずれか少ない方の金額）である。なお、別表１１－１

の①～⑤の金額の内容は、次のとおりである。 

ａ ①の金額（差引所得税額） ３５０８万２４３４円 

 上記金額は、上記(ア)の課税総所得金額に対する税額３５４２万３９００円から上記(イ)

の配当控除額３４万１４６６円を控除した後の金額である。 

ｂ ②の金額（所得総額） １億０５０１万７３１４円 

 上記金額は、前記アの総所得金額である。 

ｃ ③の金額（国外所得総額） ３０７万０６４７円 

 上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 

(a) 源泉が国外にある給与所得の金額（別表１１－１㋐） ２３４２万４９２７円 

 上記金額は、前記ア(ウ)（別表１１－１Ⓒ）の給与所得の金額１億３６０１万７７００

円に、前記ア(ウ)ａ（同表Ⓐ）及び同ｂ（同表Ⓑ）の各金額の合計額１億４４９６万６０

００円のうちに同ｂ（同表Ⓑ）の金額２４９６万６０００円（その源泉が国外にあるもの）

の占める割合を乗じて計算した金額である。 

(b) 源泉が国外にある不動産所得の金額（別表１１－１㋑、別表９－４５の④欄の順号８

上段） △２０３５万４２８０円 

 上記金額は、別表９－４５の④欄において算出した金額である。 

ｄ ④の金額（控除限度額） １０２万５７９１円 

 上記金額は、上記①の金額３５０８万２４３４円に、上記②の金額（１億０５０１万７３

１４円のうちに上記③の金額３０７万０６４７円の占める割合を乗じて計算した金額であ

る。 

ｅ ⑤の金額（外国所得税額） ９０２万２９２０円 

 上記金額は、上記③の金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり、
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原告Ａが第１２事件・平成１４年分確定申告書に添付したⓄのⓅ欄に記載された７万２２８

１．６７ドルを原告Ａが邦貨に換算した金額と同額であって、当事者間に争いがないもので

ある。 

(エ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(オ) 源泉徴収税額 ３９８８万９４５８円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１４年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(2) 第１２事件・平成１５年分 

ア 総所得金額 ９７４０万６１６０円 

 上記金額は、次の(ア)～(オ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－４６の④欄の順号９） △３０６６万７８７５円 

 上記金額は、別表９－４６の④欄において算出した金額であり、本件建物(P)に係る収入金

額及び必要経費である①欄の網掛け部分記載の金額と、本件建物(P)以外の不動産に係る収入

金額及び必要経費である②欄の網掛けのされていない部分記載の金額とを併せて算出した額

である。 

(イ) 配当所得の金額 ３２７万３５８８円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同

額である 

(ウ) 給与所得の金額 １億２３６６万３９５１円 

 上記金額は、次のａ、ｂ及びｃの各給与収入金額の合計額１億３１９６万２０５４円から所

得税法２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額

であり、原告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であ

って、当事者間に争いがないものである。 

ａ Ⓒからの給与等の収入金額 １億０４００万円 

ｂ Ⓓからの給与等の収入金額 １３９２万２０５４円 

ｃ Ⓔからの給与等の収入金額 １４０４万円 

(エ) 雑所得の金額 １４万３３００円 

 上記金額は、当事者間に争いがないものである。 

(オ) 総合課税の長期譲渡所得の金額 ９９万３１９６円 

 上記金額は、措置法３１条１項及び所得税法３３条３項の規定に基づき、次のａの金額から

ｂ及びｃの金額を控除し、当該金額を同法２２条２項２号の規定により２分の１にした後の金

額であって、当事者間に争いがないものである。 

ａ 総合課税の長期譲渡所得の金額（土地等以外） ４６６４万００１５円 

 上記金額は、次の(a)の金額から(b)の金額を控除した後の金額である。 

(a) 長期譲渡の総収入金額（土地等以外） ７４７０万３１５４円 

 上記金額は、航空機貸付け事業に係る航空機を譲渡したことによる収入金額であって、

当事者間に争いがないものである。 

(b) 取得費及び譲渡費用の額（土地等以外） ２８０６万３１３９円 

 上記金額は、航空機貸付け事業に係る航空機の取得費及び譲渡費用の額であって、当事
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者間に争いがないものである。 

ｂ 分離課税の長期譲渡所得の金額（土地等） △４４１５万３６２２円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書第三表の「分離課税の短期・

長期譲渡所得に関する事項」の「差引金額」欄に記載した金額と同額であって、当事者間に

争いがないものである。 

ｃ 特別控除額 ５０万円 

 上記金額は、所得税法３３条４項に規定する譲渡所得の特別控除額である。 

イ 分離課税の長期譲渡所得の金額 ０円 

 上記金額は、措置法３１条１項及び所得税法３３条３項括弧書きの規定に基づき計算した後の

金額である。 

ウ 所得控除の額の合計額 ３０４万７１１４円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

エ 課税総所得金額 ９４３５万９０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額９７４０万６１６０円から前記ウの所得控除の額の合計額３

０４万７１１４円を控除した後の金額である。 

オ 納付すべき税額 △２６０万７６２５円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(オ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ３２４２万２８３０円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額９４３５万９０００円に所得税法８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除額 １６万３６８０円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額３２７万３５８８円に所得税法９２条１項の規定

により１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 外国税額控除額 ６８万９１３５円 

 上記金額は、別表１１－２のとおり、所得税法９５条１項及び所得税法施行令２２２条１項

により計算した金額（下記ｄとｅとのいずれか少ない方の金額）である。なお、別表１１－２

の①～⑤の金額の内容は、次のとおりである。 

ａ ①の金額（差引所得税額） ３２２５万９１５０円 

 上記金額は、上記(ア)の課税総所得金額に対する税額３２４２万２８３０円から上記(イ)

の配当控除額１６万３６８０円を控除した後の金額である。 

ｂ ②の金額（所得総額） ９７４０万６１６０円 

 上記金額は、前記アの総所得金額である。 

ｃ ③の金額（国外所得総額） ２０８万０８３３円 

 上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 

(a) 源泉が国外にある給与所得の金額（別表１１－２㋐） ２６２０万３７３０円 

 上記金額は、前記ア(ウ)（別表１１－２Ⓓ）の給与所得の金額１億２３６６万３９５１

円に、前記ア(ウ)ａ～ｃ（同表Ⓐ～Ⓒ）の各金額の合計額１億３１９６万２０５４円のう

ちに同ｂ（同表Ⓑ）及び同ｃ（同表Ⓒ）の各金額の合計額２７９６万２０５４円（その源

泉が国外にあるもの）の占める割合を乗じて計算した金額である。 
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(b) 源泉が国外にある不動産所得の金額（表１１－２㋑、別表９－４６の④欄の順号８上

段） △２４１２万２８９７円 

 上記金額は、別表９－４６の④欄において算出した金額である。 

ｄ ④の金額（控除限度額） ６８万９１３５円 

 上記金額は、上記①の金額３２２５万９１５０円に、上記②の金額９７４０万６１６０円

のうちに上記③の金額２０８万０８３３円の占める割合を乗じて計算した金額である。 

ｅ ⑤の金額（外国所得税額） ７５５万９６５７円 

 上記金額は、上記③の金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり、

原告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の

「左に係る外国所得税額」（相手国での課税標準に係る外国所得税額を指す。）の「計」欄に

記載した金額と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

(エ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(オ) 源泉徴収税額 ３３９２万７６４０円 

 上記金額は、原告Ａが第１２事件・平成１５年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

である。 

(3) 第２０事件・平成１６年分 

ア 総所得金額 ８４７３万６３１５円 

 上記金額は、次の(ア)及び(イ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－４７の④欄の順号９） △２５５９万１４８５円 

 上記金額は、別表９－４７の④欄において算出した金額であり、本件建物(P)に係る収入金

額及び必要経費である①欄の網掛け部分記載の金額と、本件建物(P)以外の不動産に係る収入

金額及び必要経費である②欄の網掛けのされていない部分記載の金額とを併せて算出した額

である。 

(イ) 給与所得の金額 １億１０３２万７８００円 

 上記金額は、次のａ～ｃの各給与収入金額の合計額１億１７９２万４０００円から所得税法

２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額であり、

原告Ａが第２０事件・平成１６年分確定申告書に記載した給与所得の金額と同額であって、当

事者間に争いがないものである。 

ａ Ⓒからの給与等の収入金額 ９６００万円 

ｂ Ⓓからの給与等の収入金額 ３２４万７２００円 

ｃ Ⓕからの給与等の収入金額 １８６７万６８００円 

イ 所得控除の額の合計額 ２９４万３８８０円 

 上記金額は、原告Ａが第２０事件・平成１６年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額

と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 ８１７９万２０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額８４７３万６３１５円から前記イの所得控除の額の合計額２

９４万３８８０円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 △２０８万４８９０円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 
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(ア) 課税総所得金額に対する税額 ２７７７万３０４０円 

 上記金額は、前記(3)の課税総所得金額８１７９万２０００円に所得税法８９条１項の税率

を乗じて算出した金額である。 

(イ) 外国税額控除額 ０円 

 上記金額は、別表１１－３のとおり、所得税法９５条１項及び所得税法施行令２２２条１項

により計算した金額（下記ｄとｅとのいずれか少ない方の金額）であって、下記のとおり、ｅ

の金額が計数上マイナスとなることから、零円となる。なお、別表１１－３の①～⑤の金額の

内容は、次のとおりである。 

ａ ①の金額（差引所得税額） ２７７７万３０４０円 

 上記金額は、上記(ア)の課税総所得金額に対する税額である。 

ｂ ②の金額（所得総額） ８４７３万６３１５円 

 上記金額は、上記アの総所得金額である。 

ｃ ③の金額（国外所得総額） △３６２万４５６０円 

 上記金額は、次の(a)及び(b)の各金額の合計額である。 

(a) 源泉が国外にある給与所得の金額（別表１１－３㋐） ２０５１万１７４２円 

 上記金額は、前記ア(イ)（別表１１－３Ⓓ）の給与所得の金額１億１０３２万７８００

円に、前記ア(イ)ａ～ｃ（同表Ⓐ～Ⓒ）の各金額の合計額１億１７９２万４０００円のう

ちに同ｂ（同表Ⓑ）及びｃ（同表Ⓒ）の各金額の合計額２１９２万４０００円（その源泉

が国外にあるもの）の占める割合を乗じて計算した金額である。 

(b) 源泉が国外にある不動産所得の金額（表１１－３㋑、別表９－４７の④欄の順号８上

段） △２４１３万６３０２円 

 上記金額は、別表９－４７の④欄において算出した金額である。 

ｄ ④の金額（控除限度額） ０円 

 上記①の金額に、上記②の金額８４７３万６３１５円のうちに上記③の金額△３６２万４

５６０円の占める割合を乗じて計算した金額は、△１１８万７９８０円となることから、控

除限度額は、零円となる。 

ｅ ⑤の金額（外国所得税額） ５９９万３１３９円 

 上記金額は、上記ｃの金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり、

原告Ａが第２０事件・平成１６年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の

「⑤ 外国所得税額」欄に記載した金額と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により計算した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 ２９６０万７９３０円 

 上記金額は、原告Ａが第２０事件・平成１６年分確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額

であって、当事者間に争いがないものである。 

(4) 第２７事件・平成１７年分 

ア 総所得金額 １億６４９４万４８８０円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－４８の④欄の順号８） △２３１１万９７７１円 

 上記金額は、別表９－４８の④欄において算出した金額である。 
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(イ) 配当所得の金額 ６３８８万８３２１円 

 上記金額は、原告ＡがⒻから平成１７年中に支払を受けた配当等の収入金額であり、原告Ａ

が第２７事件・平成１７年分確定申告書の第二表の「所得の内訳」欄に同社からの配当の「収

入金額」として記載した金額と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 給与所得の金額 １億２４１７万６３３０円 

 上記金額は、次のａ～ｃの各給与収入金額の合計額１億３２５０万１４００円から所得税法

２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定に基づいて控除した後の金額であり、

原告Ａが第２７事件・平成１７年分修正申告書に記載した給与所得の金額と同額であって、当

事者間に争いがないものである。 

ａ Ⓒからの給与等の収入金額 ９６００万円 

ｂ Ⓓからの給与等の収入金額 ５４８万９５００円 

ｃ Ⓕからの給与等の収入金額 ３１０１万１９００円 

イ 所得控除の額の合計額 ２３８万７９１４円 

 上記金額は、原告Ａが平成１７年分修正申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であっ

て、当事者間に争いがないものである。 

ウ 課税総所得金額 １億６２５５万６０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額１億６４９４万４８８０円から前記イの所得控除の額の合計

額２３８万７９１４円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額 ９０万９９００円 

 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額から更にオの金額

を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ５７６５万５７２０円 

 上記金額は、前記ウの課税総所得金額１億６２５５万６０００円に所得税法８９条１項の税

率を乗じて算出した金額である。 

(イ) 外国税額控除額 ２６２６万５７９４円 

 上記金額は、別表１１－４のとおり、所得税法９５条１項及び所得税法施行令２２２条１項

により計算した金額（下記ｄとｅとのいずれか少ない方の金額）である。なお、別表１１－４

の①～⑤の金額の内容は、次のとおりである。 

ａ ①の金額（差引所得税額） ５７６５万５７２０円 

 上記金額は、上記(ア)の課税総所得金額に対する税額である。 

ｂ ②の金額（所得総額） １億６４９４万４８８０円 

 上記金額は、上記アの総所得金額である。 

ｃ ③の金額（国外所得総額） ７５１４万２７３１円 

 上記金額は、次のａ～ｃの各金額の合計額である。 

(a) 源泉が国外にある給与所得の金額（別表１１－４㋐） ３４２０万８０１５円 

 上記金額は、前記ア(ウ)（別表１１－４Ⓓ）の給与所得の金額１億２４１７万６３３０

円に、前記ア(ウ)ａ～ｃ（同表Ⓐ～Ⓒ）の各金額の合計額１億３２５０万１４００円のう

ちに同ｂ（同表Ⓑ）及びｃ（同表Ⓒ）の各金額の合計額３６５０万１４００円（その源泉

が国外にあるもの）の占める割合を乗じて計算した金額である。 

(b) 源泉が国外にある不動産所得の金額（別表９－４８の①欄の順号７上段） 
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 △２２９５万３６０５円 

 上記金額は、別表９－４８の④欄において算出した金額である。 

(c) 源泉が国外にある配当所得の金額（別表１１－４㋒） ６３８８万８３２１円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額と同額である。 

ｄ ④の金額（控除限度額） ２６２６万５７９４円 

 上記金額は、上記①の金額５７６５万５７２０円に、上記②金額１億６４９４万４８８０

円のうちに上記③の金額７５１４万２７３１円の占める割合を乗じて計算した金額である。 

ｅ ⑤の金額（外国所得税額） ３８４１万０１８６円 

 上記金額は、上記ｃの金額について納税者が納付することとなる外国所得税の額であり、

原告Ａが第２７事件・平成１７年分確定申告書に添付した外国税額控除に関する明細書の

「⑤ 外国所得税額」欄に記載した金額と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により計算した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 ２９６０万２３８０円 

 上記金額は、原告Ａが平成１７年分修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額であって、当

事者間に争いがないものである。 

(オ) 予定納税額 ６２万７６００円 

 上記金額は、原告Ａが平成１７年分修正申告書に記載した予定納税額（第１期分及び第２期

分の合計額）と同額であって、当事者間に争いがないものである。 

８ 原告Ｂの第１３事件・平成１５年分 

ア 総所得金額 ２８１６万５９９３円 

 上記金額は、次の(ア)～(ウ)の各金額の合計額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表９－５１の①欄の順号１８） △４４２９万２５８９円 

 上記金額は、別表９－５１の①欄において算出した金額である。 

(イ) 配当所得の金額 ９３５万７５００円 

 上記金額は、原告Ｂが平成１５年分確定申告書に記載した配当所得の金額と同額であって、

当事者間に争いがないものである。 

(ウ) 給与所得の金額 ６３１０万１０８２円 

 上記金額は、被告主張の計算方法により算出した給与所得の金額であって（別紙９の第１３

の３(1)ア(ウ)参照）、当事者間に争いがないものである。 

イ 株式等に係る譲渡所得等の金額 ０円 

 上記金額は、原告Ｂが平成１５年分確定申告書に記載した株式等に係る譲渡所得等の金額と同

額であって、当事者間に争いがないものである。 

ウ 所得控除の額の合計額 ２８５万２６３４円 

 上記金額は、原告Ｂが平成１５年分確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額であっ

て、当事者間に争いがないものである。 

エ 課税総所得金額 ２５３１万３０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額２８１６万５９９３円から前記ウの所得控除の額の合計額２

８５万２６３４円を控除した後の金額である。 

オ 納付すべき税額 △１４１５万１２３５円 
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 上記金額は、次の(ア)の金額から(イ)～(エ)の各金額を差し引いた後の金額である。 

(ア) 課税総所得金額に対する税額 ６８７万５８１０円 

 上記金額は、前記エの課税総所得金額２５３１万３０００円に所得税法８９条１項の税率を

乗じて算出した金額である。 

(イ) 配当控除の額 ４６万７８７５円 

 上記金額は、前記ア(イ)の配当所得の金額９３５万７５００円に、所得税法９２条１項の規

定により１００分の５の割合を乗じて算出した金額である。 

(ウ) 定率減税額 ２５万円 

 上記金額は、負担軽減措置法６条２項の規定により算出した定率減税額である。 

(エ) 源泉徴収税額 ２０３０万９１７０円 

 上記金額は、被告主張の各源泉徴収額の合計であって（別紙９の第１３の３(1)オ(エ)参照）、

当事者間に争いがないものである。 
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（別紙１２） 

請求・取消部分対照表 

通し 

番号 
原告名 事件 税年度 

請求目録 

(別紙5) 

取消処分目録 

(別紙3) 

全部認容・一部

認容の別 

1 原告Ｔ 第１事件 平成１４年分 １(1) 第１の１(1) ○ 

2 原告Ｔ 第１事件 平成１５年分 １(2) 第１の１(2) ○ 

3 原告Ｔ 第１７事件 平成１６年分 １７ 第１の２ ○ 

4 原告Ｏ 第２事件 平成１３年分 ２(1) 第２の１(1) ○ 

5 原告Ｏ 第２事件 平成１４年分 ２(2) 第２の１(2) ○ 

6 原告Ｏ 第２事件 平成１５年分 ２(3) 第２の１(3) ○ 

7 原告Ｏ 第２１事件 平成１６年分 ２１ 第２の２ ○ 

8 原告Ｏ 第２２事件 平成１７年分 ２２ 第２の３ ○ 

9 原告Ｇ 第３事件 平成１３年分 ３(1) 第３の１(1) ○ 

10 原告Ｇ 第３事件 平成１４年分 ３(2) 第３の１(2) ○ 

11 原告Ｇ 第３事件 平成１５年分 ３(3) 第３の１(3) ○ 

12 原告Ｇ 第１８事件 平成１６年分 １８(1) 第３の２(1) ○ 

13 原告Ｇ 第１８事件 平成１７年分 １８(2) 第３の２(2) ○ 

14 原告ｇ 第４事件 平成１３年分 ４(1) 第４の１ ○ 

15 原告ｇ 第４事件 平成１４年分 ４(2) 第４の２ ○ 

16 原告ｇ 第４事件 平成１５年分 ４(3) 第４の３ ○ 

17 原告甲 第５事件 平成１３年分 ５(1) 第５の１(1) ○ 

18 原告甲 第５事件 平成１４年分 ５(2) 第５の１(2) 更正△、賦課○

19 原告甲 第５事件 平成１５年分 ５(3) 第５の１(3) 更正△、賦課○

20 原告甲 第１５事件 平成１６年分 １５ 第５の２ ○ 

21 原告甲 第２３事件 平成１７年分 ２３ 第５の３ ○ 

22 原告Ｙ 第６事件 平成１３年分 ６(1) 第６の１ ○ 

23 原告Ｙ 第６事件 平成１４年分 ６(2) 第６の２ ○ 

24 原告Ｙ 第６事件 平成１５年分 ６(3) 第６の３ ○ 

25 原告乙 第７事件 平成１３年分 ７(1) 第７の１ 更正△、賦課○

26 原告乙 第７事件 平成１４年分 ７(2) 第７の２ ○ 

27 原告乙 第７事件 平成１５年分 ７(3) 第７の３ ○ 

28 原告丙 第８事件 平成１３年分 ８(1) 第８の１(1) 更正△、賦課○

29 原告丙 第８事件 平成１４年分 ８(2) 第８の１(2) 更正△、賦課○

30 原告丙 第８事件 平成１５年分 ８(3) 第８の１(3) 更正△、賦課○

31 原告丙 第１６事件 平成１６年分 １６ 第８の２ ○ 

32 原告丙 第２４事件 平成１７年分 ２４ 第８の３ ○ 

33 原告丁 第９事件 平成１３年分 ９(1) 第９の１(1) 更正△、賦課○

34 原告丁 第９事件 平成１４年分 ９(2) 第９の１(2) 更正△、賦課○

35 原告丁 第９事件 平成１５年分 ９(3) 第９の１(3) 更正△、賦課○

36 原告丁 第２５事件 平成１７年分 ２５ 第９の２ 通知△ 

37 原告ｈ 第１０事件 平成１３年分 １０(1) 第１０の１(1) ○ 

38 原告ｈ 第１０事件 平成１４年分 １０(2) 第１０の１(2) ○ 

39 原告ｈ 第１０事件 平成１５年分 １０(3) 第１０の１(3) ○ 

40 原告ｈ 第２６事件 平成１７年分 ２６ 第１０の２ ○ 

41 原告戊 第１１事件 平成１３年分 １１(1) 第１１の１(1) 更正△、賦課○

42 原告戊 第１１事件 平成１４年分 １１(2) 第１１の１(2) ○ 

43 原告戊 第１１事件 平成１５年分 １１(3) 第１１の１(3) ○ 

44 原告戊 第１４事件 平成１６年分 １４ 第１１の２ ○ 

45 原告Ａ 第１２事件 平成１４年分 １２(1) 第１２の１(1) 更正△、賦課△

46 原告Ａ 第１２事件 平成１５年分 １２(2) 第１２の１(2) 更正△、賦課△
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47 原告Ａ 第２０事件 平成１６年分 ２０ 第１２の２ 通知△ 

48 原告Ａ 第２７事件 平成１７年分 ２７ 第１２の３ ○ 

49 原告Ｂ 第１３事件 平成１３年分 １３(1) 第１３の１(1) ○ 

50 原告Ｂ 第１３事件 平成１４年分 １３(2) 第１３の１(2) ○ 

51 原告Ｂ 第１３事件 平成１５年分 １３(3) 第１３の１(3) 更正△、賦課△

52 原告Ｂ 第１９事件 平成１６年分 １９ 第１３の２ ○ 

（「全部認容・一部認容の別」欄の凡例） 

○  当該原告の左記請求を全部認容 

更正△、賦課○ 
 当該原告の左記請求のうち、本件各更正処分の取消しを求める部分を一部認

容、本件各賦課決定処分の取消しを求める部分を全部認容 

更正△、賦課△ 
 当該原告の左記請求のうち、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の取消

しを求める部分のいずれも一部認容 

通知△  当該原告の左記請求に係る本件各通知処分の取消請求を一部認容 
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平成●●年（○○）第●●号外２６件（別紙１事件目録のとおり） 

当事者の表示 

 別紙２当事者目録記載のとおり 

更 正 決 定 

 上記事件について、平成２３年７月１９日当裁判所が言い渡した判決に明白な誤りがあるから、職

権により、主文のとおり更正する。 

 

主 文 

１ 上記判決書の別紙３中の第１２の３（１４１頁上から９行目から１２行目）を削除する。 

２ 上記判決書の１１９頁下から９行目の「別表９－４６」を「別表９－４７」とする。 

３ 上記判決書の１２０頁上から１行目から同４行目までの記載部分を次のとおりとする。 

「(ア) 原告Ａの平成１７年分の不動産所得の金額に関し、ⓐ 本件建物(P)に係る収入金額及び

必要経費が別表９－４８の①欄の網掛け部分記載のとおりであり、ⓑ 本件建物(P)以外の不

動産に係る収入金額及び必要経費が別表９－４８の②欄の網掛けのされていない部分記載の

とおりであることについては、当事者間に争いがないから、これらを踏まえて原告Ａの平成１

７年分の総所得金額及び納付すべき税額を算定すると、別紙１１の７(4)のとおりとなる。 

(イ) そうすると、別紙１１の７(4)で認定した納付すべき税額９０万９９００円は、原告Ａが

第２７事件・平成１７年分修正申告書に記載した納付すべき税額マイナス（還付金の額に相当

する金額）７万０９００円を上回るから、第２７事件・平成１７年分通知処分は適法である。」 

４ 上記判決書の１２１頁上から２行目の「原告Ａ」を「原告Ｂ」とする。 

５ 上記判決書の別紙９中２６４頁上から４行目に次の記載を加える。 

「第１ 原告Ｔ関係-------------------------------------------------------------２６７」 

６ 上記判決書の別紙１１中５０５頁下から９行目の「ａ～ｃ」を「(a)～(c)」とする。 

７ 上記判決書の別紙１２（請求・取消部分対照表、５１３頁）を本件決定書添付の「別紙１２（請

求・取消部分対照表）」のとおりとする（更正する箇所は、同表通し番号４８の「取消処分目録（別

紙３）」欄の「第１２の３」を「－」とし、「全部認容・一部認容の別」欄の「○」を「×」とし、

「全部認容・一部認容の別」欄の凡例欄の末尾に「 ×  当該原告の左記請求を全部棄却 」を

加える。 

 

平成２３年７月２９日 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 川神 裕 

   裁判官 林 史高 

   裁判官 菅野 昌彦 
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（別紙１） 

事件目録 

 

１ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１事件」という。） 

２ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第２事件」という。） 

３ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第３事件」という。） 

４ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第４事件」という。） 

５ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第５事件」という。） 

６ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第６事件」という。） 

７ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第７事件」という。） 

８ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第８事件」という） 

９ 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第９事件」という。） 

10 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１０事件」という。） 

11 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１１事件」という。） 

12 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１２事件」という。） 

13 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１３事件」という。） 

14 平成●●年（○○）第● ●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１４事件」という。） 

15 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第１５

事件」という。） 

16 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第１６

事件」という。） 

17 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第１７

事件」という。） 

18 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「第１８事件」という。） 

19 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第１９

事件」という。） 

20 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２０

事件」という。） 

21 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２１

事件」という。） 

22 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２２

事件」という。） 

23 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２３

事件」という。） 

24 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２４

事件」という。） 

25 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２５

事件」という。） 

26 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２６

事件］という。） 
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27 平成●●年（○ ○）第● ●号 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件（以下「第２７

事件」という。） 
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（別紙２） 

当事者目録 

 

第１事件及び第１７事件原告    Ｔ 

                 （以下「原告Ｔ」という。） 

第２事件、第２１事件及び第２２事件原告 

                 Ｏ 

                 （以下「原告Ｏ」という。） 

第３事件及び第１８事件原告    Ｇ 

                 （以下「原告Ｇ」という。） 

第４事件原告           ｇ 

                 （以下「原告ｇ」という。） 

第５事件、第１５事件及び第２３事件原告 

                 甲 

                 （以下「原告甲」という。） 

第６事件原告           Ｙ 

                 （以下「原告Ｙ」という。） 

第７事件原告           乙 

                 （以下「原告乙」という。） 

第８事件、第１６事件及び第２４事件原告 

                 丙 

                 （以下「原告丙」という。） 

第９事件及び第２５事件原告    丁 

                 （以下「原告丁」という。） 

第１０事件及び第２６事件原告   ｈ 

                 （以下「原告ｈ」という。） 

第１１事件及び第１４事件原告   戊 

                 （以下「原告戊」という。） 

第１２事件、第２０事件及び第２７事件原告 

                 Ａ 

                 （以下「原告Ａ」という。） 

第１３事件及び第１９事件原告   Ｂ 

                 （以下「原告Ｂ」という。） 

原告ら訴訟代理人弁護士      江尻 隆 

原告ら訴訟復代理人弁護士     宮崎 裕子 

同                宮塚 久 

同                平川 雄士 

同                北村 導人 

同                小原 英志 

同                岩崎 康幸 
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同                松永 博彬 

被告               国 

同代表者法務大臣         江田 五月 

第１事件及び第１７事件処分行政庁 目黒税務署長 

                 唯木 誠 

第２事件処分行政庁        目黒税務署長事務承継者 

                 世田谷税務署長 

                 松元 弘文 

第３事件、第１１事件、第１４事件及び第１８事件処分行政庁 

                 渋谷税務署長 

                 八本 輝雄 

第４事件処分行政庁        日野税務署長 

                 齊藤 一 

第５事件、第１５事件及び第２３事件処分行政庁 

                 麻布税務署長事務承継者 

                 京橋税務署長 

                 中野 晶博 

第６事件処分行政庁        北沢税務署長事務承継者 

                 目黒税務署長 

                 唯木 誠 

第７事件処分行政庁        荻窪税務署長 

                 齋藤 修 

第８事件、第１０事件、第１６事件、第２４事件及び第２６事件処分行政庁 

                 玉川税務署長 

                 梶野 研二 

第９事件、第２１事件、第２２事件及び第２５事件処分行政庁 

                 世田谷税務署長 

                 松元 弘文 

第１２事件、第１３事件、第１９事件、第２０事件及び第２７事件処分行政庁 

                 麻布税務署長 

                 馬鳥 武 

同指定代理人           澤田 久文 

                 小山 綾子 

                 中嶋 明伸 

                 宇津木 克美 

                 井越 満 

                 荒井 秀太郎 

                 大口 紋世 

                 嶺山 登 

                 滝澤 衆 
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                 荒川 政明 

                 佐藤 謙一 

                 橋本 泰彦 

                 坂井 一雄 

                 畑山 茂樹 

                 伊藤 英一 

                 森 光明 

                 河野 博己 

                 髙橋 直樹 

                 佐藤 正敏 

                 加藤 雅也 

                 梶 昌宏 



289 

（別紙１２） 

請求・取消部分対照表 

通し 

番号 
原告名 事件 税年度 

請求目録 

(別紙5) 

取消処分目録 

(別紙3) 

全部認容・一部

認容の別 

1 原告Ｔ 第１事件 平成１４年分 １(1) 第１の１(1) ○ 

2 原告Ｔ 第１事件 平成１５年分 １(2) 第１の１(2) ○ 

3 原告Ｔ 第１７事件 平成１６年分 １７ 第１の２ ○ 

4 原告Ｏ 第２事件 平成１３年分 ２(1) 第２の１(1) ○ 

5 原告Ｏ 第２事件 平成１４年分 ２(2) 第２の１(2) ○ 

6 原告Ｏ 第２事件 平成１５年分 ２(3) 第２の１(3) ○ 

7 原告Ｏ 第２１事件 平成１６年分 ２１ 第２の２ ○ 

8 原告Ｏ 第２２事件 平成１７年分 ２２ 第２の３ ○ 

9 原告Ｇ 第３事件 平成１３年分 ３(1) 第３の１(1) ○ 

10 原告Ｇ 第３事件 平成１４年分 ３(2) 第３の１(2) ○ 

11 原告Ｇ 第３事件 平成１５年分 ３(3) 第３の１(3) ○ 

12 原告Ｇ 第１８事件 平成１６年分 １８(1) 第３の２(1) ○ 

13 原告Ｇ 第１８事件 平成１７年分 １８(2) 第３の２(2) ○ 

14 原告ｇ 第４事件 平成１３年分 ４(1) 第４の１ ○ 

15 原告ｇ 第４事件 平成１４年分 ４(2) 第４の２ ○ 

16 原告ｇ 第４事件 平成１５年分 ４(3) 第４の３ ○ 

17 原告甲 第５事件 平成１３年分 ５(1) 第５の１(1) ○ 

18 原告甲 第５事件 平成１４年分 ５(2) 第５の１(2) 更正△、賦課○

19 原告甲 第５事件 平成１５年分 ５(3) 第５の１(3) 更正△、賦課○

20 原告甲 第１５事件 平成１６年分 １５ 第５の２ ○ 

21 原告甲 第２３事件 平成１７年分 ２３ 第５の３ ○ 

22 原告Ｙ 第６事件 平成１３年分 ６(1) 第６の１ ○ 

23 原告Ｙ 第６事件 平成１４年分 ６(2) 第６の２ ○ 

24 原告Ｙ 第６事件 平成１５年分 ６(3) 第６の３ ○ 

25 原告乙 第７事件 平成１３年分 ７(1) 第７の１ 更正△、賦課○

26 原告乙 第７事件 平成１４年分 ７(2) 第７の２ ○ 

27 原告乙 第７事件 平成１５年分 ７(3) 第７の３ ○ 

28 原告丙 第８事件 平成１３年分 ８(1) 第８の１(1) 更正△、賦課○

29 原告丙 第８事件 平成１４年分 ８(2) 第８の１(2) 更正△、賦課○

30 原告丙 第８事件 平成１５年分 ８(3) 第８の１(3) 更正△、賦課○

31 原告丙 第１６事件 平成１６年分 １６ 第８の２ ○ 

32 原告丙 第２４事件 平成１７年分 ２４ 第８の３ ○ 

33 原告丁 第９事件 平成１３年分 ９(1) 第９の１(1) 更正△、賦課○

34 原告丁 第９事件 平成１４年分 ９(2) 第９の１(2) 更正△、賦課○

35 原告丁 第９事件 平成１５年分 ９(3) 第９の１(3) 更正△、賦課○

36 原告丁 第２５事件 平成１７年分 ２５ 第９の２ 通知△ 

37 原告ｈ 第１０事件 平成１３年分 １０(1) 第１０の１(1) ○ 

38 原告ｈ 第１０事件 平成１４年分 １０(2) 第１０の１(2) ○ 

39 原告ｈ 第１０事件 平成１５年分 １０(3) 第１０の１(3) ○ 

40 原告ｈ 第２６事件 平成１７年分 ２６ 第１０の２ ○ 

41 原告戊 第１１事件 平成１３年分 １１(1) 第１１の１(1) 更正△、賦課○

42 原告戊 第１１事件 平成１４年分 １１(2) 第１１の１(2) ○ 

43 原告戊 第１１事件 平成１５年分 １１(3) 第１１の１(3) ○ 

44 原告戊 第１４事件 平成１６年分 １４ 第１１の２ ○ 

45 原告Ａ 第１２事件 平成１４年分 １２(1) 第１２の１(1) 更正△、賦課△

46 原告Ａ 第１２事件 平成１５年分 １２(2) 第１２の１(2) 更正△、賦課△
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47 原告Ａ 第２０事件 平成１６年分 ２０ 第１２の２ 通知△ 

48 原告Ａ 第２７事件 平成１７年分 ２７ － × 

49 原告Ｂ 第１３事件 平成１３年分 １３(1) 第１３の１(1) ○ 

50 原告Ｂ 第１３事件 平成１４年分 １３(2) 第１３の１(2) ○ 

51 原告Ｂ 第１３事件 平成１５年分 １３(3) 第１３の１(3) 更正△、賦課△

52 原告Ｂ 第１９事件 平成１６年分 １９ 第１３の２ ○ 

（「全部認容・一部認容の別」欄の凡例） 

○  当該原告の左記請求を全部認容 

更正△、賦課○ 
 当該原告の左記請求のうち、本件各更正処分の取消しを求める部分を一部認

容、本件各賦課決定処分の取消しを求める部分を全部認容 

更正△、賦課△ 
 当該原告の左記請求のうち、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の取消

しを求める部分のいずれも一部認容 

通知△  当該原告の左記請求に係る本件各通知処分の取消請求を一部認容 

×  当該原告の左記請求を全部棄却 

 


